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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-1】

評価の説明

■市民一人ひとりが自らの課題として捉え、研修や学習に自らが学ぶ機会としての人
権啓発・人権教育の研修会等の開催回数は、新型コロナウイルス感染症の影響により
地域で実施される「市民学習会」や「まちづくり懇談会」が一部実施されない地域が
あったことから、令和6年度の目標値に届きませんでした。

一方で、市主催の研修については、オンラインと現地開催を併用して実施するなど
工夫してその機会創出に努めました。また、市庁舎でのパネル展やひこにゃんを活用
した啓発等を行いました。

今後の方針

■人権学習会等については、開催回数や参加者数がコロナ禍以前の状況に戻るよう、
学区人推協や自治会に対して働きかけます。
■各種施策の実施に当たっては、国や県の動向を注視しながら、人権関係機関・団体
等と引き続き連携を密にして取り組んでいきます。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■市主催の人権啓発研修等は例年通り開催することができました。しかしながら、学区人権教育推進協議
会(以下「学区人推協」という。)等の地域が主催する「市民学習会」や「まちづくり懇談会」は、令和5
年度と比較すると開催できた地域は増加したものの、コロナ禍以前の水準には戻っておらず、令和7年度
の目標値の72.9％という状況にあります。

②施策全体の総括評価

評価 C 期待をやや下回る

市民が参加でき
る人権啓発・人
権教育の研修会
等の開催回数

回

目標値 - 186 224

進捗 - 39.8% 81.7%

245 255 人権政策課
学校支援・人権・

いじめ対策課
人権・福祉交流会

館

実績値 238 74 183 186

75.9%

1-1-1

12年後の姿
■市民と行政が一体となり、あらゆる差別をなくし、人権尊重の精神が根づき、 一人ひとりの尊厳が守
られる、人権文化に満ちたまちになっています。

4年後の目標
■市民一人ひとりが自らの課題として捉え、研修や学習に自らが積極的に取り組む人権啓発や人権教育活
動が活発なまちをめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5

人権尊重のまちづくりの推進

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名 種村　慎洋

政策の方向性 1 だれもがその人らしくいきいきと暮らし、つながり支え合うまち

R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

分野 1-1 人権・多文化共生
施策

R6 ○ R7 × R8 ×外部評価実施年度 R5 ×
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-1】

2. 人権擁護の充実
担当課： 人権政策課

1-2

取組内容
市民自らが人権教育・人権啓発事業を企画し、市民に呼びかけを行うなど、各種団体等による自
主的・主体的な取組を支援するとともに、様々な団体等に対して積極的に情報を提供できるよ
う、人権教育・人権啓発に関する情報収集や提供機能の充実に努めます。

現状 課題 今後の方針
市人権教育推進協議会を運営
するとともに、学区人推協の
活動促進を図るため、その運
営や人権学習会開催等につい
て、補助金を支出し、併せて
人権啓発主任指導員やヒュー
マンアクターによる支援を
行っています。
また、人権教育・啓発に係る
情報の収集に努めるととも
に、その情報を同指導員等を
通じて、学区人推協や自治会
に提供しています。

学区人推協や自治会におい
て、自主的・主体的な活動を
中心的に担う人材が不足し、
高齢化が進んでいます。

学区人推協や自治会における人
権教育・啓発のあり方や、それ
らに対する支援のあり方につい
て、市人権教育推進協議会とと
もに検討します。

担当課： 人権政策課、（全課）

1-1

取組内容
市民一人ひとりの人権意識の高揚と人権の意義や価値について理解を深め、あわせて
すべての人の人権を尊重する態度や行動を身につけるため、地域、家庭、職場、学校
などあらゆる場や機会を捉えた人権教育・人権啓発を進めます。
現状 課題 今後の方針

市民啓発として、市主催の
「 人 権 の ま ち づ く り 講 演
会」、「人権連続講座」等を
実施するほか、学区人推協に
おいて「市民学習会」等を、
自治会において「まちづくり
懇談会」を実施しています。
その他に、啓発紙の発行や人
権作品の募集等を行っていま
す。
企業啓発として、訪問指導や
研修講師派遣、啓発紙の発行
などを行っています。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、学区人推協や自
治会が主催する人権学習会等
の開催回数や参加者数が大幅
に減少しており、これをコロ
ナ禍以前の状態に戻していく
必要があります。

人権学習会等についてはできる
だけ早い時期に開催回数や参加
者数がコロナ禍以前の状態に戻
るよう、学区人推協や自治会に
対して、働きかけていきます。

1. 人権意識の高揚
③主な取組の現状・課題・今後の方針

現状 課題 今後の方針
人権擁護に係る相談を受け付
け、アドバイスするととも
に、適切な相談窓口を紹介し
ています。
市内部や外部の相談窓口を、
市ホームページや広報ひこね
に掲載し、市民への周知を
図っています。
また、市庁舎でのパネル展や
ひこにゃんを活用した啓発等
を行いました。

内容により、様々な相談窓口
があるため、市民が適切な相
談先を必ずしも容易に見出せ
ない状況です。

市民にとってより分かりやすく
なるよう、市ホームページへの
掲載レイアウトや記載内容を検
討します。
また、まずは、人権政策課や人
権擁護推進員、人権擁護委員に
相談するよう周知していきま
す。

2-1

取組内容
市民が人権侵害等に直面したとき、自らが主体的に解決できるよう、人権擁護に関す
る様々な支援情報を収集し、効果的な情報提供に努めます。

- 2 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-1】

3-1

取組内容
地域内の中小企業の経営基盤の安定と農林水産業の振興が図られるよう支援に努め、
職業相談事業等の安定就労に向けた取組を進めます。

現状 課題

3. 人権・同和対策の推進
担当課： 農林水産課、地域経済振興課、人権・福祉交流会館、広野教育集会所

今後の方針
地域における雇用の促進と安
定を実現するため、彦根・愛
知・犬上職業対策連絡協議会
の運営に参画しています。
また、農林水産業は、全般的
に担い手の減少や高齢化が進
んでいます。

彦根・愛知・犬上職業対策連
絡協議会の事業について、事
業の充実が求められます。
農林水産業の担い手の育成・
確保が必要です。

彦根・愛知・犬上職業対策連絡
協議会の運営に参画し、各事業
所の人権意識の高揚および職業
差別の撤廃に努めます。
また、将来の地域の農林水産業
を支える人材の確保のため、県
や関係機関と連携し支援してい
きます。

3-2

取組内容

地域総合センターを、住民福祉の向上および人権啓発、住民交流の拠点施設となるコミュニティ
センターとして位置づけ、児童生徒の学力向上や進路指導の充実を図るとともに、人権をはじめ
とする相談体制の充実に努めます。また、仲間づくり・人づくりを推進し、地域の自主的な活動
を通じて文化活動を進めます。

現状 課題 今後の方針

人権擁護委員や人権擁護推進
員の人数を確保するととも
に、推進員の資質の向上を図
る必要があります。

さらに、関係機関・団体等との
連絡調整・情報共有を図りま
す。

取組内容
国における人権救済に関する法整備の動向を注視しながら、市民が安心・信頼し、気
軽に相談できる体制や支援体制の充実に向け、国や県等の専門機関と密接な連携を図
ります。
現状 課題 今後の方針

2-2

人権擁護委員を推薦するとと
もにその活動や啓発費用を負
担しています。また、人権擁
護委員の活動を強化し、協力
するため、市において人権擁
護推進員を委嘱しています。
また、研修会や協議会等に参
加し、関係機関・団体等との
連絡調整および情報共有を
図っています。

教室を開催し、地域内および
周辺地域の住民の交流を促進
しながら文化活動やデイサー
ビス事業の推進を図り、結果
発表の場として文化祭の開催
を自治会に委託しています。
また、地域の方々の相談を窓
口、電話、訪問等で随時受付
を行っています。
教育面では、河瀬小学校の児
童を対象に放課後の学習会
や、夏季休業中には河瀬小学
校1～3年生を対象に学童保育
教室を開催し、集団生活を通
じて、基本的生活習慣と基礎
学力の定着を図っています。

地域の家庭状況については、
教育・就労・生活面での課題
が引き続き生じています。
また、教育基盤が安定してい
ないため、低学力や不登校等
支援の必要な子どもがいま
す。

教育相談や就労相談、生活相談
などの各種相談業務を事業の重
要な柱と位置付け、さらに充実
を図るとともに、関連機関との
連携を密にしながら解決に努め
ていきます。
子どもの個々の特性を認めなが
ら、基本的生活習慣と基礎学力
の定着を図っていきます。仲間
づくりを通して、自尊心を高め
る取組を推進します。また、人
権学習を通して差別に負けない
力を育てます。そして、保護者
だけでなく、地域ぐるみで子育
てに関わる体制づくりに努めま
す。

- 3 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-1】

4. 人権尊重都市の具現化
担当課： 人権政策課

彦根市人権施策基本方針(以下
「基本方針」という。)に掲げ
る「人権意識の高揚を図るた
めの施策」および「人権擁護
に関する施策」として、各種
事業を進めています。

新型コロナウイルス感染症の
影響により中止や規模の縮小
を余儀なくされた市、学区人
推協または自治会主催の人権
学習会等をできるだけ早く元
の状態に戻す必要がありま
す。

人権学習会等についてはできる
だけ早い時期に開催回数や参加
者数がコロナ禍以前の状態に戻
るよう、学区人推協や自治会に
対して、働きかけていきます。

5. 平和・核兵器廃絶都市の推進
担当課： 総務課

4-1

取組内容
人権が尊重されるまち彦根をつくる条例に基づき、市民一人ひとりの人権が尊重され
るまちの実現に向けて、彦根市人権施策基本方針に掲げる諸施策を総合的に進めま
す。
現状 課題 今後の方針

5-1

取組内容
平和の尊さを市民一人ひとりが認識するため、核兵器廃絶都市宣言に基づく啓発活動
を進めます。

現状 課題 今後の方針
核兵器のない世界の恒久平和
は人類の共通の願いであり、
市民一人ひとりがそのことを
認識できる機会を持つ必要が
あります。

核兵器廃絶に向けた市ホーム
ページ、ポスター展示等によ
る啓発活動を行っています
が、さらに工夫をしていく必
要があります。

核兵器廃絶に焦点を当てた展示
等の啓発を進めていきます。

- 4 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-2】

施策 1-1-2 男女共同参画社会づくりの推進

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名 種村　慎洋

政策の方向性 1 だれもがその人らしくいきいきと暮らし、つながり支え合うまち
分野 1-1 人権・多文化共生

市の審議会等に
おける女性委員
の割合

％

12年後の姿
■性別にかかわらず、社会のあらゆる場で、だれもが互いの個性を尊重し、社会に対する責任を共に担
い、共に支え合う男女共同参画社会になっています。

4年後の目標
■家庭・地域・教育の場で、男女が共に支え合い、だれもが生涯を通じていきいきと暮らせる男女共同参
画社会をめざします。
■だれもが豊かな暮らしの実感を得ることができるよう、ワーク・ライフ・バランスを実現し、働く場で
の男女共同参画をめざします。
■だれもが基本的人権を尊重し、認め合い、性別による差別や様々なハラスメントを受けることのない、
安心できる男女共同参画社会をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

30.0
企画課実績値 26.3 26.0 26.4

目標値

総合戦略指標名 単位

出前講座の受講団
体数(自治会・各種
団体・事業所)【合
算累計】

団体

目標値 - 123 143 163 183

企画課実績値 98 133 167 205

進捗 - 達成 達成 達成

ワーク・ライフ・
バランス取組企業
数

件

目標値 - 75 90

イクボス宣言企業
数(累計)

件

目標値 - 28 31

- 78.6% 74.2%

34 37

23 25

進捗

- 27.0 28.0 29.0

達成- 96.3% 94.3%
29.5

進捗

実績値 56 72 76 89

H30
R4 R5

(目標値)

×

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況

外部評価実施年度 R5 ○ R6 × R7 × R8

所管課
(基準値)

R6
R7

企画課

達成

80 85

- 96.0% 95.0%

企画課実績値 16 22

73.5%

■家庭・地域・教育の場においては、男女共同参画センターでの各種事業や地域推進員による出前講座な
どにより、男女共同参画社会の推進を行っています。出前講座の受講団体数については、指標を大幅に達
成しています。
■市の審議会等における女性委員の割合向上のため、女性人材バンクの活用やクォータ制導入の周知啓
発、女性割合が40％以下の審議会へのヒアリングや取組の周知を実施しました。その結果、目標は達成で
きましたが、依然40％未満の審議会が多いため、今後も取組を継続していきます。
■働く場所での男女共同参画については、働き方改革やワーク・ライフ・バランスの推進およびイクボス
宣言について企業等に資料の送付や訪問による啓発を行ったり、「仕事と生活の調和推進月間」に合わせ
て広報ひこねや市HPなどを活用し、広く啓発を行っています。ワーク・ライフ・バランス取組企業数につ
いては、目標を達成しておりますが、イクボス宣言企業数は目標に届いていない状況です。
■性別による差別や様々なハラスメントを受けることのない、安心できる男女共同参画社会をめざすため
に、男女共同参画センターにおいて相談事業やハラスメント防止のための講座を行っています。

進捗
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-2】

企画課

今後の方針

■男女共同参画センターでの各種事業や地域推進員による出前講座の更なる充実や、
ロビー展示、広報ひこね記事掲載等による啓発活動を継続し、令和6年度から始めた地
域推進員主催による研修会を定期的に開催するなど、男女共同参画推進のための取組
を今後も進めていきます。
■市の審議会等における女性委員の割合については、審議会等によっては構成団体の
体制などにより、女性委員の登用が難しい事情がありますが、女性人材バンクの利用
やクォータ制導入など、女性委員の割合を高めるよう呼びかけていきます。また、新
たに取り決めた審議会等における委員への女性の登用推進の取組について、着実に実
施されるよう各所属に対して周知徹底を図ります。
■あらゆる機会をとらえて、企業に対し、ワーク・ライフ・バランス取組企業および
イクボス宣言企業の登録についても併せて啓発していきます。

1-1

取組内容 出前講座等により自治会、地域、事業所での男女共同参画の推進支援に努めます。

現状 課題 今後の方針

評価の説明

■出前講座の受講団体数については目標を達成しており、地域推進員による出前講座
をはじめ、男女共同参画センターの各種事業や、企業訪問、市HP、広報ひこね記事掲
載等による啓発活動など、様々な取組によって、男女共同参画についての理解が進ん
できていると言えます。また、新たな取組として、地域推進員主催の研修会を開催す
るなど、多様なニーズに応じた研修も実施し、啓発に努めました。
■市の審議会等における女性委員の割合については、審議会等によっては構成団体の
体制などにより、女性委員の登用が難しい事情もありますが、女性委員の割合を高め
ることを呼びかけるなどし、目標を達成しました。
■イクボス宣言企業数については目標に届いておりませんが、ワーク・ライフ・バラ
ンス取組企業数は昨年度と比べて13社増加し、目標を達成しました。

自治会や団体、事業所にて男
女共同参画地域推進員による
出前講座を開催し、男女共同
参画の推進に努めています。

自治会や団体からの申込みが
少ないこと、出前講座を利用
する企業が固定化してきてい
ることが課題です。

自治会長向け説明資料や老人ク
ラブ補助金案内、企業訪問時に
出前講座の案内資料を提供する
など、PRに努めます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 出前講座の開催

担当課：

評価 B 期待通り(標準)

②施策全体の総括評価

- 6 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-2】

新規登録者を増やし、バンク
の充実を図る必要がありま
す。

女性人材バンクの活用について
庁内各関係機関に周知を行いま
す。
登録者および登録者候補者に対
して研修等案内を行い、バンク
の充実を図ります。

3. 市の審議会等への女性の登用推進
担当課： 企画課、人事課（全課）

2-1

取組内容
ワーク・ライフ・バランスを考えるきっかけ作りとして、様々な媒体を使って情報提
供に努めます。

現状 課題

4-1

現状 課題 今後の方針
女性人材バンクの活用につい
て庁内に周知をしました。
また、バンクを充実するた
め、関係団体へ直接お会いし
バンクへの登録をお願いしま
した。

女性委員の比率が低い審議会等においては、クォータ制の導入や改選時に事前協議す
るなど、女性登用の推進を図ります。

現状 課題 今後の方針
審議会委員の女性割合の調査
を通じて、女性人材バンクの
利用やクォータ制導入など、
女性委員の割合を高めること
を呼びかけました。

関係団体の構成員に男性が多
かったり、あて職にある者が
男性であったり、関係団体か
らの推薦者に男性が多い現状
があります。

4. 女性人材バンクの活用

推進本部会議により決定した女
性の登用推進のための取組につ
いて、着実に実施されるよう庁
内に周知徹底を図ります。

担当課：

3-1

取組内容

企画課

取組内容
審議会・委員会等への女性の登用の推進を図るため、女性人材バンクの活用を進めま
す。

訪問で企業啓発を実施しまし
た。11月には、「仕事と生活
の調和推進月間」に合わせ、
広報ひこね、HPにて啓発を行
いました。

ワーク・ライフ・バランスの
推進について取組を促すた
め、企業に対し取組の必要性
や効果について、今後も継続
した啓発が必要です。

様々な啓発活動により、ワー
ク・ライフ・バランスの取組の
推進に一定の効果が見られてお
り、今後も継続して取組を行っ
ていきます。

2. 企業へのワーク・ライフ・バランスに関する啓発
担当課： 企画課

今後の方針
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-3】

12年後の姿
■市民一人ひとりが、国籍や民族などによる文化的違いや多様な価値観を認め合いながら、対等な関係で
支え合う地域づくりを進めることで「ともにいきいきと暮らせるまち　ひこね」になっています。

4年後の目標
■市民一人ひとりが、国籍や民族などによる文化的違いや多様な価値観を認め合いながら、共に安心して
暮らすことができる多文化共生社会をめざします。
■外国人住民も地域社会の構成員であるとの認識が広がることで、市民一人ひとりが多文化共生意識を持
ち、共に協力し、共にいきいきと活躍できる地域づくりをめざします。
■外国人住民を支援するサポーターの登録を増やし、言語や生活習慣の違いによる様々な問題について支
援する仕組みを構築することで、外国人住民がより暮らしやすくなることをめざします。

総合計画指標名 単位
R1

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名 種村　慎洋

政策の方向性 1 だれもがその人らしくいきいきと暮らし、つながり支え合うまち
分野 1-1 人権・多文化共生
施策 1-1-3 多文化共生のまちづくりの推進

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

83
75 78 81

■彦根市ホームページに、「彦根市多文化共生プラン」を掲出するとともに、多文化共生に係る講座等を
紹介しました。
■各種通知封筒への多言語対応用のQRコードの貼付や掲示物の多言語表記などにより、多地域における外
国人住民の多文化共生意識の啓発を行いました。
■彦根市ホームページやFacebook、他団体と連携して多文化共生サポーターの募集を行い、新規登録者を
増やすことができ、目標値を達成しました。

②施策全体の総括評価

評価 A 期待を上回る

進捗 - 達成 達成 達成
人権政策課実績値 63 73 77

多文化共生サ
ポーター登録者
数

人
目標値 - 72

■彦根市ホームページで継続して多文化共生サポーター募集を行うとともに、滋賀県
立大学と連携し、子ども多文化クラブへのボランティアを募集し、サポーターへの登
録を促しました。また、サポーター研修会を開催し、サポーターのスキルアップを図
りました。
■外国人住民の言語ニーズに対応するため、英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム
語通訳も継続して任用し、相談体制の強化を図りました。

今後の方針

■引き続き「彦根市多文化共生推進プラン」に基づき、外国人住民との共生社会の実
現に向けた環境整備を一層推進して行くとともに、令和7年度は同プランの改定年とな
ることから、令和6年度に実施したアンケート調査結果により現状把握等を行い、改定
作業を実施します。

× R8 ○

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7

評価の説明
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-3】

取組内容
外国人住民も等しく必要な情報や行政サービスが受けられるように、インターネッ
ト、SNS、ラジオなどのメディアを活用するなど多元的な方法により情報提供を進めま
す。
現状 課題 今後の方針

1-1

ポルトガル語・英語・中国
語・ベトナム語・日本語版を
開 設 し 、 ホ ー ム ペ ー ジ や
Facebook活用して広く多言語
で情報を発信しています。
また、FMラジオにおいて、ポ
ルトガル語・英語・中国語・
ベトナム語での情報提供を
行っています。

情報発信をしていることを広
く知ってもらう必要がありま
す。

定期的な情報発信が利用者増加
につながると考えることから、
発信回数の増加を図ります。

1-2

取組内容
日本で暮らしていくために必要な生活言語として、外国人住民に対して日本語の学習
機会を幅広く提供することが求められていることから、日本語や日本文化などについ
て学べるよう、継続的な日本語教室の運営を促進します。
現状 課題 今後の方針

ボランティアが運営する市内
の日本語教室4教室中、2教室
がボランティアの高齢化等の
理由により休止となっていま
す。

継続的な日本語教室の運営に
つながるよう、ボランティア
の育成や利用者の増加を図る
必要があります。

各日本語教室と、継続的な運営
について意見交換等を行いま
す。また、多言語版広報ひこね
やFacebookを活用するなどし
て、日本語教室の開催状況等を
情報発信します。

2-1

取組内容
外国人住民が安心して生活できるように、日常生活に関する相談体制の充実、医療や
緊急・災害時の情報提供の仕組みの整備など、在住外国人への生活支援を進めます。

現状 課題 今後の方針

担当課： 人権政策課

③主な取組の現状・課題・今後の方針

2. 安心して生活するための環境づくり
担当課： 人権政策課

母語での相談対応ができる
よう、ポルトガル語通訳2人、
英語・中国語・ベトナム語通
訳各1人を任用しているほか、
ひこね外国人相談センターを
開設し、オペレーターによる
通訳対応言語13言語、AIによ
る機械通訳対応言語85言語で
外国人住民の相談対応や情報
提供を行っています。
また、防災メールの多言語化
を図り、日本語と同時期にポ
ルトガル語・英語・中国語・
韓国語・ベトナム語の5言語で
発信しています。

ひこね外国人相談センターの
窓口の存在をより多くの人に
知ってもらう必要がありま
す。
また、防災メールをより多く
の外国人住民に登録してもら
う必要があります。

市ホームページ・多言語版広報
ひこね・Facebookへの記事掲載
などにより周知、利用勧奨をし
ます。

1. コミュニケーション支援(コトバとココロがつながる関係づくり)
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-3】

担当課： 人権政策課
4. 多文化共生の地域づくり

3. 啓発、教育の充実
担当課： 人権政策課、学校支援・人権・いじめ対策課

2-2

取組内容
子どもの発達過程において大切な母語の維持について、その重要性を啓発するととも
に母語・アイデンティティの確立をめざすための取組を進めます。

現状

3-1

取組内容
外国人住民に対する差別や偏見をなくすとともに、多様な背景をもった人々がそれぞ
れの文化を認め尊重しつつ、ともに暮らす社会をめざすための啓発、教育を充実しま
す。
現状 課題 今後の方針

児童生徒が参加する子ども多
文化クラブにおいて様々な国
の文化などを体験するプログ
ラムを実施しています。令和6
年度は夏休みにおいて、茶道
体験、世界一周旅行ゲームで
様々な国の文化や言葉などの
学習を、また、冬休みには沖
縄料理教室を行いました。
教職員に向けては、外国人児
童生徒等への支援のあり方を
テーマとした研修会を実施し
ました。

幅広い世代において、ともに
社会をつくっていくことの必
要性や意義に対する理解を深
める必要があります。
また、外国籍の児童生徒が増
える中、まずは教職員の多文
化理解を進め、子どもたちへ
の指導につなげる必要があり
ます。

広く市民に向け、共生社会の実
現に向けた意識醸成につながる
取組を進めます。
学校においては、教職員対象の
多文化共生の視点を養う研修の
定期的実施や人権教育の充実を
図ることにより、子どもたちの
多文化理解に向けた指導につな
げます。

課題 今後の方針
市内在住のブラジル人をポル
トガル語講師として招き、母
語教室を12回開催しました。
また、その活動内容をSNSで発
信することにより、母語教育
の重要性を啓発しました。

母語の習得・アイデンティ
ティの確立、母語による家族
とのコミュニケーションのた
めには継続した取組が必要で
すが、家庭の中だけで担うこ
とは難しく、支援をする必要
があります。

引き続き母語教室を開催し、家
庭での取組を支援しつつ、母語
の重要性について、SNSなどを活
用しながら啓発を行います。

4-1

取組内容
外国人住民および関係者との連携を密にし、変化し続ける需要に即応した対策がとれ
る体制づくりを進めます。

現状 課題 今後の方針
外国人住民の声を市の施策に
反映させるために外国人住民
モニターを設置しており、年
に2回外国人住民モニター会議
を開催しています。令和6年度
は救急搬送時の多言語対応・
入管法をテーマに研修および
意見交換を行いました。

地域の活動においても必要に応
じて活躍いただけるよう、多文
化共生サポーターへの声かけと
スキルアップを図るため研修会
を行います。

外国人住民等の困りごと・
ニーズを即座に把握できる体
制づくりが課題です。

外国人住民モニター会議を通じ
て意見交換・情報共有を行いま
す。

4-2

取組内容
多文化共生サポーターを広く募集し、サポーターの連携によって、諸分野の活動の推
進を図ります。

現状 課題 今後の方針
Facebookや市ホームページで
の募集を行いました。
サポーターには、子ども多文
化クラブ開催時の支援など、
市主体の取組に活動の場があ
ります。

思いをもって登録いただいて
いる多文化共生サポーターが
活躍する場を増やす必要があ
ります。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-4】

○ R8 ×

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7

施策 1-1-4 国際交流の推進

12年後の姿
■次世代を担う若い世代を対象とした、国際的な視野をもった人材の育成が図られているほか、変化する
社会情勢に応じた行政および市民の協働・協力による、多様な交流が実施されることで、市民の国際意識
が高まり、相互理解が進展しています。また、行政、民間を問わず、それぞれの主体が強みを生かすこと
により、海外との歴史遺産、スポーツ、観光、経済等の交流が進み、活力のあるまちになっています。

4年後の目標

種村　慎洋

政策の方向性 1 だれもがその人らしくいきいきと暮らし、つながり支え合うまち
分野 1-1 人権・多文化共生

■姉妹都市米国ミシガン州アナーバー市および中国湖南省湘潭市と、市民が参加する国際交流事業による
交流や市内中学生による教育交流などを通して、国際親善、友好関係の深化を図ります。また、教育交流
では、派遣交流のほか、オンラインを活用した交流の検討・実施により、交流人数の増加を図るととも
に、これまでの各主体による取組や特色を生かした事業を進める事で、市民の国際感覚の向上を図りま
す。
■スペインセゴビア市およびジョージア国ムツヘタ市との特定分野における具体的な交流を実現すること
で、本市の国際化を進めます。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■アナーバー市との中学生交流は、新型コロナウイルス感染症が発生した令和元年度以降、相互派遣を実
施していません（上記指標のとおり）。一方で、アナーバー市との市民交流は、滋賀県とミシガン州の姉
妹県州交流に参加する形で実施し、アナーバー市との友好関係の深化を図りました。また、湘潭市との交
流については、令和６年度に使節団(書記以下５名）を受け入れ、両市の交流の継続に努めています。
■スペインセゴビア市およびジョージアムツヘタ市についても、同様に渡航・対面による交流はできない
中でも文書のやり取りにより関係維持に努めています。

②施策全体の総括評価

広報戦略課実績値 342 342 342 347

進捗 - 95.5%

姉妹都市・友好
都市交流派遣事
業の参加市民数
（累計）

人

目標値 - 358 379 395 416

90.2% 87.8%

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■指標は未達成ですが、コロナ禍による中断の間に社会情勢や財政状況、人々の価値
観が変化し、中断したものの再開は困難と認識している中、6年ぶりに湘潭市との渡航
を伴う交流が再開し、友好関係の深化を図れたこと、また、それ以外の各国とも、グ
リーティングカードやメールを送付し合うなど、友好関係の維持・発展に努めている
ことから、上記評価としました。

今後の方針

■継続的に、アナーバー市との市民交流を進めるほか、令和8年度に、湘潭市との友好
交流都市提携35周年を迎えることから関係の深化を図る予定をしています。また、オ
ンラインによる交流は、渡航費が高騰している中、渡航を伴う交流に比べて費用の削
減を図れるほか、多くの市民が参加できる可能性があるため、引き続き、交流手法の
１つとして検討を進めていきます。

- 11 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-4】

彦根市総合政策
推進協議会にお

ける意見

■「評価の説明」では、指標の達成・未達成にも言及するとともに、なぜそのように
評価したのか、理由を挙げて説明してください。
■「主な取組の現状・課題・今後の方針」の中で、運営方法や事業のあり方を見直す
必要があることが指摘されていますが、具体的にどのような体制でいつまでに見直し
を行われるのでしょうか。
■姉妹都市・友好都市交流派遣事業で5名の方が新たに参加されたということで、B評
価とされていますが、新しい交流事業の計画等をされたのでしょうか。
■オンラインでの交流について検討とありますが、具体的な案はありますか。

彦根市総合政策
推進協議会にお
ける意見を受け
た今後の方針

■一つ目の意見について、評価の説明欄に青字で説明を追記しました。
■二つ目の意見について、今後の方針欄を青字のとおり修正しました。
■三つ目の意見について、B評価の説明は前述のとおりで、新しい交流事業は計画して
いません。
■四つ目の意見について、アナーバー市中高生とのオンライン交流は時差等の制約が
あるため実施の見通しは立っていませんが、教育課程の中で実施可能な交流相手につ
いて研究を進めているところです。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 国際交流推進事業

担当課： 広報戦略課

1-1

取組内容 国際交流サロンを運営し、国際交流の拠点づくりを進めます。

現状 課題 今後の方針
国際交流に係る情報提供や交
流の場の提供を行うため、国
際交流サロンを運営していま
す。

時代の変化を見極めた運営方
法のあり方が検討課題です。

来庁者増加に向けて委託先と協
議を進めるとともに、利用時間
に制約のないホームページやSNS
なども活用し、姉妹都市交流の
情報提供の充実を図ります。

1-2

取組内容 スペインセゴビア市およびジョージア国ムツヘタ市との交流を進めます。

現状 課題 今後の方針
文書での交流が主となってい
ます。

今後の交流のあり方を検討す
る必要があります。

関係団体との調整が必要なため
具体的な時期は示せませんが、
内部で早期に検討します。

2. 中国湘潭市交流事業
担当課： 広報戦略課

2-1

取組内容 市使節団や中学生代表団の相互派遣などを行い、市民間交流を推進します。

現状 課題 今後の方針
コロナ禍を経て、渡航を伴う
交流が令和6年度に再開しまし
た。

今後の方針
コロナ禍を経て、令和5年度に
相互派遣が再開され、それ以
降、毎年実施しています。

市内のホームステイの受入先
の確保などが課題です。

彦根市国際協会とも連携を図り
ながら、受入先の確保に努めま
す。

その時々の国際情勢および両
市の事情に影響を受けやすい
事業です。

湘潭市との調整を行い、令和8年
度の友好交流都市提携35周年に
は、渡航を伴う交流の実施を検
討します。

3. 国際親善事業
担当課： 広報戦略課

3-1

取組内容
米国ミシガン州親善派遣団の受け入れなどを行い、アナーバー市との交流関係強化を
図ります。

現状 課題
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-1-4】

4. 多文化共生の地域づくり
担当課： 学校支援・人権・いじめ対策課

4-1

取組内容
米国ミシガン州アナーバー市への中学生派遣およびアナーバー市からの中高生の受け
入れなどを行います。

現状 課題 今後の方針
渡航費等の高騰により、中学
生の北米派遣およびアナー
バー市からの中高生の受け入
れを中止しています。代替事
業として、各学校で姉妹都市
交流に関するパネル展示を実
施しました。

姉妹都市に関する情報を中学
生に伝える機会が少なくなっ
ています。また、渡航による
直接交流は、事業への参加者
が限られてしまうことから、
公教育としての本事業の在り
方を見直す必要があります。

相手方の状況にも左右される事
業であることから、具体的な体
制見直しの等の時期は示せませ
んが、市内児童生徒への姉妹都
市や姉妹校に関する周知を継続
しつつ、教育課程で実施できる
交流の手法について研究しま
す。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-1】

施策 1-2-1 健康づくりの推進

評価責任者 役職 福祉保健部次長 氏名 池田　征史

政策の方向性 1 だれもがその人らしくいきいきと暮らし、つながり支え合うまち
分野 1-2 健康・福祉・医療・生涯学習

12年後の姿
■乳幼児の疾病や障害の早期発見、育児不安の軽減等、安心して子育てができる体制になっています。
■生活習慣の改善を図るため、栄養・バランスのとれた食事やライフステージに応じた正しい食生活が実
践できる体制となっています。
■がん検診の受診率を向上させることで、早期発見、早期治療につながるようになっています。
■予防接種を実施し接種率の向上を図ることで、感染症の発病や重症化の予防、まん延防止が図られてい
ます。
■国民健康保険は国民皆保険制度の中核を担う制度として、市民の医療を確保し、健康の保持増進を図っ
ています。
■特定健康診査の受診率を上げる取組を進め、多くの人の健康の保持増進を図り、健康寿命が延伸してい
ます。
■健康に対する意識を高め、疾病の予防に努めるために毎年、特定健康診査を実施するとともに「健康づ
くり」に市民等が積極的に参加できる体制となっています。

4年後の目標
■夜9時までに寝ている子ども(3歳6ヶ月児)の増加をめざします。
■メタボリックシンドローム該当者等の割合の減少をめざします。
■コロナ禍により、33.5％に落ち込んだ特定健康診査受診率を、コロナ対策を徹底させた上で回復し、過
半数以上の受診をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

特定健康診査受診
者のメタボリック
シンドローム該当
者および予備軍の
割合(女性)

％

目標値

61.5
母子保健課

夜9時までに寝て
いる子どもの割
合

％
目標値 - 59.6 60.3

進捗 85.1%
実績値 57.1 49.2 51.3

60.9

26.7

未達成 未達成 未達成

- 28.7 27.8

- 82.6%
50.6
83.1%

保険年金課実績値 43.0 40.6 43.3 42.9
進捗

53.1

実績値 9.8 16.0 16.1 16.2

- 9.1 9.0 8.8 8.7

特定健康診査受
診率

％
目標値

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■生活リズムを整える必要性は乳幼児健康診査等で啓発していますが、共働きや核家族化により保護者の
育児負担は増え、就寝時間が遅くなった家庭も多く、指標も目標値を達成できませんでした。
■メタボリックシンドローム該当者等の割合は、特定保健指導実施率が低調(R3：26.1%、R4：18.8%、
R5：19.2%)であることから、指標も目標値を達成できませんでした。
■特定健康診査受診率は、コロナ対策を徹底させた上で回復するよう取組を進めた結果、コロナ禍前の水
準まで到達しているものの、目標を達成できませんでした。

43.0 48.0

- 94.4% 90.2%

未達成

80.9%

53.0 55.0

特定健康診査受診
者のメタボリック
シンドローム該当
者および予備軍の
割合(男性)

％

健康推進課
保険年金課

未達成 未達成

-

実績値 32.5 53.1 51.9

R8 ×

進捗 -

目標値

外部評価実施年度 R5 × R6 ○ R7 ×

進捗 -

25.8

健康推進課
保険年金課
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-1】

現状 課題 今後の方針

1-3 令和６年度から、高齢者新型
コロナウイルス感染症予防接
種が開始され、定期接種の予
防接種の種類が増えていま
す。

年々、予防接種の種類が増え
ていますが、種類によっては
接種率が低いものもあること
が課題です。

広報ひこね、市ホームページま
たは学校を通じてのお知らせや
子育てアプリ等を活用した案内
に加え、個人通知による個別勧
奨を引き続き行います。

生活習慣病等で医療機関を受
診している者のうち、特定健
康診査を受けていない者が多
いことが課題です。

個別通知や電話による積極的な
受診勧奨や治療中患者情報の収
集を強化するとともに、医療機
関との連携により医療機関から
未受診者へチラシを配布してい
ただく等、受診勧奨を行うため
の取組を行います。

取組内容 感染症拡大防止に係る予防接種の接種率向上のための支援を図ります。

1-2

コロナ禍以降、特定健康診査
の受診率は回復し、令和5年度
は過去最高値に達したが、令
和6年度は途中集計時点におい
て前年度を下回っています。

取組内容

②施策全体の総括評価

評価 C 期待をやや下回る

市民の健康診査の受診率向上のための支援を進めます。

現状 課題 今後の方針

今後の方針
支援が必要な妊産婦や乳幼児
とその保護者に対して、妊娠
出産や育児に関する情報提供
や相談支援を実施していま
す。

少子化や家族の多様化等社会
環境の変化に伴い、育児不安
や育児負担が大きくなり、支
援が必要な妊産婦や子育て世
帯が増えていることが課題で
す。

子育て支援の関係機関等と連携
し、妊娠期から子育て期までの
切れ間ない伴走型相談支援や子
育て支援アプリを活用した情報
発信等を実施します。

1. 健康づくりの推進

1-1

取組内容 安心して妊娠・出産・育児ができるよう支援を図ります。

現状 課題

担当課： 健康推進課、母子保健課

評価の説明

■夜にスマホやゲームを使用するといった、生活様態が変化したことも起因し、就寝
時間が遅くなった家庭があったこと、特定健康診査についても感染症対策を講じなが
ら、受診勧奨業務に取り組んだ結果、コロナ禍前の水準まで到達しているものの、目
標値までは達成できなかったことから、上記の評価としました。

今後の方針

■乳幼児健康診査や個別相談等のあらゆる機会を通じて、生活リズムを整える必要性
等の啓発を行い、乳幼児の成長発達の促進を図ります。
■生活習慣病の早期発見、重症化予防のため、受診勧奨や受診しやすい体制の整備に
より、特定健康診査および特定保健指導の実施率向上に努めます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-1】

2. 保健事業の推進
担当課： 健康推進課、保険年金課

2-1

取組内容
健康・医療情報の分析に基づく、PDCAサイクルに沿った保健事業実施計画(データヘル
ス計画)により効果的・効率的な事業実施に努めます。

現状 課題

「関心がない」「自分でやっ
ている」「時間がない」など
の理由で、保健指導につなが
らない状況です。

生活改善意欲の低い人や無関
心の人を、特定保健指導につ
なげることが課題です。

今後も、集団健診実施日に初回
面接を実施するなど、対象者の
利便性の向上を図り、積極的な
受診勧奨を行います。

今後の方針
令和6年3月に策定した第3期保
健事業実施計画（データヘル
ス計画）に基づいて、事業を
実施し、評価を行っていま
す。

健康課題ごとに事業を実施し
ていますが、成果が表れてい
ないことが課題です。

生活習慣の改善のための行動に
つながるように、個別支援と通
知や電話による受診勧奨を組み
合わせた取組を行います。

2-2

取組内容
国民健康保険被保険者等の健康の保持増進を図るため、関係機関との連携を図りなが
ら特定健康診査や病気の早期発見のための取組を推進するとともに、特定保健指導や
適正受診等の指導に努めます。
現状 課題 今後の方針

- 16 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-2】

施策 1-2-2 地域福祉体制・生活支援体制の充実

評価責任者 役職 福祉保健部次長 氏名 池田　征史

政策の方向性 1 だれもがその人らしくいきいきと暮らし、つながり支え合うまち
分野 1-2 健康・福祉・医療・生涯学習

地域住民主体によ
る「丸ごと」の地
域づくり実施学区
数

学区

目標値 - 6

12年後の姿
■地域住民がつながり、支え合う仕組みづくりや環境整備を推進し、関係機関との連携を強化すること
で、地域課題の解決や災害時など、どんな時でもだれもが支え合うまちになっています。
■ちょっとした困り事から複合的な課題の相談まで、総合的な相談支援体制の構築を進め、だれひとり取
り残さないまちになっています。
■世代を超え、あらゆる人が地域の担い手やボランティアとして参加し、いきいきと輝き活躍できるまち
になっています。

4年後の目標
■関係機関のネットワークの強化を行い、重層的支援体制の整備をめざします。
■市社協との連携や支援により、地域内のつながりの強化や、地域福祉を支える人材(ボランティア等)の
育成をめざします。
■民生委員・児童委員をはじめとした各関係機関との連携により、地域課題や要支援者の早期発見をめざ
します。
■災害時に何らかの支援が必要な方に地域での支援が行えるよう、危機管理課と連携し災害時避難行動要
支援者制度や防災訓練等のさらなる推進をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5

社会福祉課実績値 2 2 3 4

R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

10 12 14

進捗

目標値 -

進捗 - 33.3% 30.0% 33.3%

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■福祉保健部・子ども未来部に福祉包括化推進員を配置し、関係機関等との情報共有の機会を定期的に設
けるなど、包括的な支援体制の整備に向け進めています。
■市社協との連携や支援を通じて、住民主体の助け合い・支え合い活動の立ち上げに向けたフォーラムの
開催やモデル地区の立ち上げを支援したほか、ボランティアフェスティバルの開催などにより、地域のつ
ながりの強化や人材育成を進めています。なお、指標の『地域住民主体による「丸ごと」の地域づくり実
施学区数』について、新たな取組開始は1学区になりますが、7学区(うち新規4学区)においてモデル検討
を進めています。
■自治会や自主防災会、福祉サービス事業所、市社協、行政が一体となり、災害発生から自主避難所、福
祉避難所の開設・運営までの一連の流れを想定したワンパッケージでの訓練を、市内2小学校区(2か所)で
実施しました。
■指標の『災害時避難行動要支援者制度の推進に向けた取組を行う自治会数』について、要援護者等の支
援を考えるきっかけづくりとして出前講座および防災研修会等を実施していますが、目標値に届いていな
い状況です。
■指標の『彦根市等に登録するボランティアの登録人数』について、ボランティア募集情報の収集および
発信等を行い、登録人数は増加していますが、目標値に届いていない状況です。

彦根市等に登録
するボランティ
アの登録人数

人

目標値 - 1,700 2,400 3,100 3,800

災害時避難行動要
支援者制度の推進
に向けた取組を行
う自治会数

70 80

- 64.3% 57.5% 42.2%

社会福祉課実績値 755

自治会

90 100

実績値 25 45 46 38 社会福祉課

× R8 ×外部評価実施年度 R5 ○ R6 × R7

1,177 1,339 1,609

進捗 - 69.2% 55.8% 51.9%
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-2】

3. 地域福祉を支える人材(リーダー)の育成および市民参加の促進
担当課： 社会福祉課

②施策全体の総括評価

評価 C 期待をやや下回る

評価の説明

彦根市総合計画に記載の「主な取組」は、関連する個別計画である「彦根市地域福
祉計画」の取組であり、これらの取組が「おおむね達成できた」と評価していること
から、取組の方向は妥当であると考えています。

指標に関しましては、①「地域住民主体による「丸ごと」の地域づくり実施学区
数」については、実績値は1学区増ですが、7学区(うち新規4学区)においてモデル検討
を進めることができたこと、②「災害時避難行動要支援者制度の推進に向けた取組を
行う自治会数」については、実績値は減となりましたが、自治会や民生委員・児童委
員等から同制度に関する相談が多数寄せられており、同制度の認知度が広まっている
こと、③「彦根市等に登録するボランティアの登録人数」について、実績値は270人増
となり、前年度に比べて進捗がありました。

しかしながら、全ての指標が目標値を下回る実績であったことから、上記評価とし
ました。

今後の方針

■目標に向けて引き続き計画どおりに取り組むとともに、指標としている事業につい
ては、目標値に近づくように取り組みます。
■地域福祉活動(ボランティア活動)に取り組んでいる団体・グループの情報収集およ
び一覧化を行うとともに、各団体等からの相談に応じ、活動支援に取り組みます。

担当課： 社会福祉課

1-1

取組内容
介護、障害、子ども・子育て、生活困窮分野の相談支援機関および民生委員・児童委
員等の連携等ネットワークの構築を進めます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 関係機関とのネットワークの構築やアウトリーチ体制の整備

個別案件ごとの連携に加え
て、ひきこもり支援・アウト
リーチ支援に係る連携体制の
構築を進めています。

関係機関によって、重層的支
援体制を整備するという方針
についての認識にバラつきが
あることが課題です。

個別案件の対応時など機会をと
らえて方針を周知します。

2-2

取組内容 地域福祉活動に資する事業を民生委員・児童委員と連携して進めます。

現状 課題 今後の方針
市民児協連、市社協、市の三
者において、様々な事業で連
携しています。

特にありません。 今後も三者での取組を継続しま
す。

担当課： 社会福祉課、危機管理課

現状 課題 今後の方針

2-1

取組内容 地域福祉活動に資する事業を市社協と連携して進めます。

現状 課題 今後の方針
災害時避難行動要支援者制度
の登録状況は、前年度に比べ
て、登録者数は増加していま
すが、登録率は減少していま
す。

登録においては地域とのつな
がりや、本制度のメリットの
周知が課題です。

ワンパッケージでの訓練を通
じ、要支援者本人だけでなく地
域に対し、同制度の啓発を進め
ます。

3-1

取組内容
地域の福祉課題に対する住民の理解と関心を高めることなどを目的とした各種事業を
市社協と連携して進めます。

現状 課題 今後の方針
地域のつながりの希薄化を背
景に、「地域の福祉力」を高
めるための活動に取り組んで
います。

「地域の福祉力」の向上が進
んでいる地域とそうでない地
域の二極化が見られることが
課題です。

「地域の福祉力」の向上がなか
なか見られない地域について
は、地域の多様な主体への働き
かけを行いながら、多様なコ
ミュニティの形成に向けた支援
を行います。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-3】

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■『働き・暮らし応援センター支援の新規就労者数』については、求職者の要望（就職して高い給与を得
たい）と支援者側の見立て（就職、定着するためには訓練が必要等）や受入先の企業側での待遇面との間
で、なかなか新規就労に結びつかないという課題があり、その他には、昨年度と比べて支援実績の点にお
いて、特に「個別の利用者支援に伴う職場開拓」の実績が令和5年度の156件に比べ令和6年度実績が42件
と減少するなど取組実績数が減少していることなどの複合的な理由により指標の目標値は達成できません
でした。
■『圏域内指定相談支援事業所内の相談支援専門員数』については、相談支援専門員数が1名増え、指標
の目標値を達成しました。

②施策全体の総括評価

評価 C 期待をやや下回る

評価の説明

■『働き・暮らし応援センター支援の新規就労者数』については、目標値に未達の
61.7％の進捗状況でした。また、『圏域内指定相談支援事業所内の相談支援専門員
数』については、相談支援専門員の数が増加して目標値を達成しました。2つの指標の
うち1つは100％、1つは61.7％の進捗率となったことから総括評価は「C 期待をやや
下回る」と評価しました。

今後の方針

■『働き・暮らし応援センター支援の新規就労者数』については、複雑・多様化して
いる課題にも対応できるよう、センター職員のスキルアップを図っていくことと、セ
ンターで支援を受ける利用者の障害特性に合わせた就労支援と就労継続に向けたアフ
ターフォローをより丁寧に行い、就労定着と継続を図っていくこととします。

さらに、公共職業安定所や雇用先事業所との連携により、より一層新たな就労の場
を開拓していくことで、新規就労者数の増加を図ることとします。

達成進捗

46
障害福祉課

圏域内指定相談支
援事業所内の相談
支援専門員数

人
目標値 - 40 42

- 達成

62

達成

44
実績値 34 42 44 45

障害福祉課実績値 50 39 54 37

58

評価責任者 役職 福祉保健部次長 氏名 池田　征史

政策の方向性 1 だれもがその人らしくいきいきと暮らし、つながり支え合うまち

R6
R7

分野 1-2 健康・福祉・医療・生涯学習
施策 1-2-3 障害者(児)福祉の推進

12年後の姿
｢みんながともに支えあい 安心して暮らせるあたたかいまち 彦根｣になっています(ひこね障害者まちづ
くりプラン基本理念)。
■安全・安心な地域において、だれもが社会に参加し、いきいき暮らせる地域共生社会になっています。
■子どもの成長を一貫して支える支援の仕組みと、発達障害のある人を支える体制が確立されています。
■身近で見守り支える体制が確立し、成年後見制度の利用が促進され、いつまでも安心して暮らせるサー
ビスが提供されています。

4年後の目標
■彦根市や障害福祉サービス事業所、市民が連携し、障害のある人一人ひとりを見守り、支援する地域づ
くりを進め、あらゆる市民が障害の有無に関わらず、教育、保健・医療、福祉、雇用、社会保障、余暇活
動等の幅広い分野にわたって平等であり、安心して暮らし、社会参加を果たせるまちをめざします。

所管課
(基準値) (目標値)

R4総合計画指標名 単位
R1

R5

働き・暮らし応援
センター支援の新
規就労者数

人

目標値 -

進捗 - 69.6% 93.1% 61.7%

56 60

× R8 ○外部評価実施年度 R5 × R6 × R7
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-3】

地域生活支援拠点の登録事業
所数は横ばいの状況です。

障害者の重度化、高齢化、｢親
亡き後の支援｣を見据えた体制
づくりを図る必要があり、支
援者間での連携・協力体制の
確保が課題です。

障害のある人や子どもが住み慣
れた地域で安心して暮らせるよ
う、湖東地域障害者自立支援協
議会で連携を深め、各支援事業
所の機能強化を図ります。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 社会に参加し、いきいき暮らせる機会の充実

担当課： 障害福祉課、スポーツ振興課

1-1

取組内容 地域生活支援拠点等の機能の充実を進めます。

課題 今後の方針現状

本人の希望や特性を勘案し、就
労支援事業所等の支援向上を図
り、特に若年層に向けては教育
と福祉分野共通のアセスメント
シートを活用しています。

特に高等学校等卒業後の進路
相談のようなつなぎ目の支援
において、スムーズな引継ぎ
を行うことが課題です。

令和7年10月からサービス提供が
始まる「就労選択支援」の本圏
域内での運用ルールを定め、障
害のある人の就労希望や能力・
適性に合った支援を行います。

取組内容
障害のある人がより多くの市民との交流が深まるスポーツ活動の振興や機会の創出に取り組み、
その運営等においては、地域住民等の参加を呼びかけるなど、障害のある人についての理解やボ
ランティア等の育成が促進されるよう、幅広い観点からの支援を図ります。

現状 課題 今後の方針
市障害者スポーツカーニバル
を毎年開催し、障害のある人
も無い人も参加できるスポー
ツ活動の機会を提供していま
す。

障害のある人が、社会参加を
する機会を、更に増やしてい
くための一つの方策として、
ボランティアの確保や育成が
課題です。

先進的な取組をしている市町を
参考にしながら、ボランティア
の確保や育成を図ります。

2-2

取組内容 ｢高齢障害者｣に対する課題等について協議を進めます。

現状 課題 今後の方針

2. ライフステージに合わせた連携と年齢に応じた一貫した支援体制づくり
担当課： 障害福祉課、発達支援センター、(関係課)

湖東地域障害者自立支援協議
会の障害高齢者支援部会にお
いて、課題整理や情報共有、
課題解決に向けた協議を行っ
ています。

65歳到達後の障害福祉サービ
スから介護保険サービスへの
スムーズな移行が課題です。

今後も障害高齢者支援部会を継
続して開催し、障害福祉サービ
スから介護保険サービスへの移
行がスムーズに進むよう、連携
を図ります。

1-2

1-3

取組内容
就労をはじめ日中活動や社会参加に対するニーズを考慮し、自立支援給付の就労支援
の提供などを進めます。

現状 課題 今後の方針

2-1

取組内容
療育や保育、教育、福祉、医療、労働の各分野と連携しながら、保護者支援を含めた
相談・支援体制や各種事業の一層の充実を図ります。

現状 課題 今後の方針
湖東地域障害者自立支援協議
会全体会やその専門部会で、
相談や支援体制に関する課題
整理や情報共有、課題解決に
向けた協議を行っています。

特にありません。 今後も湖東地域障害者自立支援
協議会やその専門部会の体制を
維持し、各支援機関の連携を深
め、支援体制の充実を図りま
す。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-3】

担当課： 障害福祉課、社会福祉課

障害のある人の中には、意思
や思いの表出が困難な人がい
ますので、できるだけサービ
ス利用計画案に本人の意向を
反映させていくことが課題で
す。

成年後見制度の活用により、障
害のある人の権利擁護を積極的
に行い、本人の意思や尊厳を尊
重した支援を行います。

3-1

取組内容
日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるよう
に、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援体制の充実を図ります。

現状 課題 今後の方針
障害福祉サービスを利用希望
される人には、相談支援専門
員が本人と話し合い、適切な
サービス利用計画案を作成す
ることとしています。

3. 身近で見守り支える体制づくり

3-2

取組内容
手話通訳や要約筆記などのコミュニケーションや意思疎通の支援を行う人材の育成・
確保を図ります。

現状 課題 今後の方針
県が開催する手話通訳者養成
講座につながる基本的な講座
を、本市で開講しています。

本市における講座の修了者
は、一定数おられるものの、
その後の県が開催する手話通
訳者養成講座の受講者が少な
いことが課題です。

手話通訳者の養成が促進される
よう、本市で開催する各講座受
講者の学習理解を深める取組を
行い、県の講座受講希望への意
識付けを図ります。

3-3

取組内容
障害のある人が住み慣れた地域において、安心して暮らせるよう、彦根市社会福祉協
議会や関係団体等と連携し、見守りや福祉活動のネットワーク化や各種の支援を図り
ます。
現状 課題 今後の方針

地域の障害者の相談役として
障害者福祉推進員を設置し、
地域における相談活動を行
い、見守りや福祉活動のネッ
トワーク化を図っています。

障害者福祉推進員の高齢化と
推薦団体の会員数が減少して
いる状況であり、推進員の活
動力が低下しないようにする
ことが課題です。

障害福祉推進員の会議で、障害
福祉に関する情報の提供や研
修、推進員の困りごとなどを共
有し、推進員活動の底上げを図
ります。

4. 安全・安心の地域づくり
担当課： 障害福祉課、(関係課)

4-1

取組内容
情報収集やコミュニケーションに配慮が必要な聴覚・視覚障害のある人などの社会参
加を促進するため、多様な手段の活用を図るなど、「情報バリアフリー」(障害のある
人も、容易に情報の入手や発信ができるようにすること)を進めます。
現状 課題 今後の方針

聴覚障害のある人への補聴器
の交付や手話通訳・要約筆記
の派遣、視覚障害のある人へ
の市広報紙等の情報を点字や
音声で提供しています。

今後も取組を継続します。

特にありません。 今後も取組を継続します。

4-2

取組内容
安全・安心のまちづくりを進めるため、日常生活で何らかの支援を要する障害のある
人について、地域住民と市や警察等が連携した見守りと安心のネットワークの整備を
図ります。
現状 課題 今後の方針

特殊詐欺被害の拡大を防ぐた
め、防犯知識の情報提供や成
年後見制度等を活用するため
の相談に応じています。

特にありません。

- 21 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-4】

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■65歳以上人口における要介護等認定率が高い後期高齢者の割合が増加したこと、および、介護認定の要
支援の人に対する介護状態の進行を未然に防ぐための施策の啓発不足等により、認定率は目標達成には至
りませんでした。一方で、通いの場などの集える場はコロナ禍の影響から脱し、徐々に通常の活動に移行
してきたことから、集いの場の設置数は目標値を達成することができました。
■生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が中心に地域で活動する住民団体等で構成する協議
体(ネットワーク会議)を組織化し開催することで、地域づくり推進の中核となるネットワークの構築を推
進し、高齢者が住み慣れた場所で暮らすことができる地域資源の開発等が進んできています。
■適切で安定的な介護保険サービスを提供するため、介護保険料の収納率は高い傾向にあります。
■コロナ禍で落ち込んだ認知症サポーター養成講座の申込み数は、地域サロン、学校、企業等を対象に実
施を呼びかけることで、回復傾向が続いています。
■地域包括支援センターの職員を対象とした研修会等を実施することにより、職員のスキルアップにつな
げることや、相談機関交流会の実施などにより関係機関との間で多職種連携体制の構築が進み、地域に寄
り添う包括的な支援体制が進んできています。

200
高齢福祉推進課実績値 175 189 196 197

進捗 -

月1回以上開催さ
れる集いの場の
設置数

箇所
目標値 - 175 191 195

達成 達成 達成

65歳以上人口に
対する要介護等
認定者数の割合

％
目標値 - 18.3 18.5 18.7 19.1

高齢福祉推進課実績値 17.9 18.4 19.0 19.4
進捗 - 未達成 未達成 未達成

■市民の健康に対する意識を高め、効果的な介護予防・健康づくりを推進するとともに、多様な担い手に
よる介護予防・生活支援サービスの推進により、要支援者の自立支援・重度化防止を図り、健康寿命の延
伸をめざします。
■高齢者が暮らしの中で必要と感じている移動・外出などの課題に対して、地域での多様な主体による活
動を支援するとともに、住民主体の生活支援の仕組みづくりを推進し、高齢者が住み慣れた場所で暮らす
ことができるまちをめざします。
■適切な介護保険サービスを提供し、高齢者が安心して生活できるまちをめざします。
■認知症に対する正しい理解を深めていくことにより早期発見、早期対応につなげるとともに、認知症に
なってもだれもが安心して地域で暮らせるまちをめざします。
■地域包括支援センターをはじめとした関係機関のネットワークにより、地域に寄り添う包括的な支援体
制をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

施策 1-2-4 高齢者福祉の推進

12年後の姿
■多様な主体が支え合い、医療・介護・予防・住まい・生活支援のサービスを切れ目なく提供する「地域
包括ケアシステム」を実現することで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちになっ
ています。

4年後の目標

池田　征史

政策の方向性 1 だれもがその人らしくいきいきと暮らし、つながり支え合うまち
分野 1-2 健康・福祉・医療・生涯学習

× R8 ○

評価責任者 役職 福祉保健部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-4】

1-3

取組内容
多様な介護予防・生活支援のニーズに対応し、専門的なサービスと住民主体のサービ
スの提供を支援し、高齢者が自立した生活を送れるよう努めます。

現状 課題 今後の方針
市が実施する介護予防・生活
支援サービスのうち、短期集
中型サービスの参加者が少な
い状態です。

短期集中型サービスの受付方
法について見直しを行ったも
のの、参加者の増加に結びつ
いていないことが課題です。

短期集中型サービスについて、
受付方法を見直し、周知方法と
実施方法について検討します。

1-2

取組内容
75歳以上の後期高齢者を対象に、個別支援(ハイリスクアプローチ)と通いの場等での
積極的な関与(ポピュレーションアプローチ)を併せた、「高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施」を進めます。
現状 課題 今後の方針

ハイリスクアプローチでは、
対象者に対して状況把握や個
別支援を実施しています。
ポピュレーションアプローチ
では、申込みのあった通いの
場に対してフレイル予防教室
を実施し、質問票でフレイル
状況の把握をしています。

ハイリスクアプローチでは、
受診や支援が必要な状態にも
関わらず、適切に医療機関や
相談機関につながらない人や
健康状態が把握ができない人
がいることが課題です。
ポピュレーションアプローチ
では、過去に開催したことの
ない通いの場に対するアプ
ローチが課題です。

ハイリスクアプローチの対象者
については、効果的な受診勧奨
や健康状態の把握のために、対
象者の優先順位を決めて訪問等
による支援を実施します。
ポピュレーションアプローチに
ついては、通いの場の活動状況
や地域のコミュニティの状況を
地域包括支援センターや社会福
祉協議会等と連携して把握し、
フレイル予防の支援のあり方を
検討します。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 介護予防・健康づくりの推進

担当課： 高齢福祉推進課、健康推進課、保険年金課

1-1

取組内容
「コツコツ続ける金亀(根気)体操」を実施する自主グループを増やすなど、地域の身
近な場所で介護予防を実践する仕組みづくりを進めます。

現状 課題 今後の方針
休止や解散に至るグループが
あることから、実施グループ
数はコロナ禍以前と比べ減少
している状況です。

休止グループの再開や新規立
ち上げに向けて支援していく
ことが課題です。

持続可能なグループ活動ができ
るよう支援するとともに、活動
休止中のグループへの再開に向
けての困りごとの聞き取りやア
ドバイスなどを実施します。ま
た、新規立ち上げが行われるよ
う、地域の活動団体に対して啓
発を行います。

今後の方針

■活動休止中の団体や地域の活動団体へ積極的にアプローチし、集いの場の設置・再
開に取り組んでいきます。また、介護認定の要支援の人に対する介護状態の進行を未
然に防ぐための啓発を推進していきます。さらに、高齢者の保険事業と介護予防の一
体的な取組であるポピュレーションアプローチを一緒に実施し、通いの場や地域のコ
ミュニティ活動の開催を支援することにより、認定率の上昇を抑制していきます。
■要介護等認定者の生活を支えるため、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基
づき既存施設を有効活用し、介護保険サービスの質の向上に努めるとともに、介護人
材の確保・育成に向けた取組を進めます。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■コロナ禍の影響から脱し、徐々に通常の活動に移行してきたことから、休止されて
いた通いの場など集える場の再開が本格化していったことにより、集いの場の設置数
は目標値を達成することができました。
■認定率は、65歳以上人口における要介護等認定率が高い後期高齢者の割合が増加し
たこと、および、介護認定の要支援の人に対する介護状態の進行を未然に防ぐための
施策の啓発不足等により、目標値を0.7ポイント上回りました。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-4】

今後の方針
基盤の整備は行わず、既存施
設を有効活用することとしま
した。
人材確保・育成の取組では、
介護保険サービスの質の向上
に努めていくために、湖東圏
域事業として「福祉のしごと
就職フェア」の開催や「定着
促進研修」を行っています。
特に人材不足が課題となって
いる居宅介護支援事業所に対
する人材確保・定着に向け
て、ケアマネジャーの処遇改
善のための支援を行っていま
す。

介護・福祉の職場の人材不足
は長年深刻な問題であり、事
業者と保険者が一体となって
地域の実情を踏まえた細やか
な人材確保・育成を行うこと
が課題です。

居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーへの支援を引き続き行っ
ていきます。
介護サービス事業所の業務改善
に関する研修や業務の実態に
沿った研修を行い、人材確保・
育成に取り組みます。
SNSや本市ホームページを活用
し、より多くの情報発信を行い
ます。

3-2

取組内容
介護保険法に基づく介護保険制度の安定的な運営のため、保険料の収納率向上、給付
の適正化を進め、財政運営の健全化を図ります。

現状 課題 今後の方針

3. 持続可能な介護保険事業の運営
担当課： 高齢福祉推進課、保険年金課、債権管理課

3-1

取組内容
要介護等認定者の生活を支えるため、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づ
き既存施設を有効活用しながら、介護人材の確保・育成に向けた取組を進めます。

現状 課題

保険料の収納率向上につい
て、介護保険料は９割以上が
特別徴収（年金天引き）と
なっています。
給付の適正化について、理学
療法士などの専門職と一緒に
検討を行いながら、助言を踏
まえた適正化会議の実施やケ
アプラン点検を行っていま
す。
また、ケアマネジャーに対し
て適切なサービス提供となる
よう研修を行っています。

保険料の収納率向上につい
て、諸般の事情で特別徴収が
できない人について、一部、
未納が発生していることが課
題です。
給付の適正化について、介護
サービスが利用者本人にとっ
て、実情に沿っていない過剰
なサービスとなっているケー
スがあり、ケアマネジメント
の質の向上が課題です。

保険料の収納率向上について、
未納者に対して催告や口座振替
への変更勧奨を行います。
給付の適正化については、利用
者にとって真に必要となるサー
ビスであるかのヒアリングを行
いながら検討を行う適正化会議
の開催、より多くのケアプラン
の点検・指導の実施やケアマネ
ジャーに対する給付の適正化に
向けた研修を行います。

2-2

取組内容
高齢者の豊かな経験と技術を生かし、地域の支え手として活躍できる機会の創出に向
けた取組を進めます。

現状 課題 今後の方針
コロナ禍以降、高齢者の社会
参加が停滞しています。

地域の活動の担い手となる人
材を増やしていくことが課題
です。

地縁組織を核とした地域におけ
る見守り合い、集いの場づく
り、生活支援など助け合いの生
活支援体制づくりを進めます。

2. 高齢者の生きがいづくりの推進
担当課： 高齢福祉推進課

2-1

取組内容
社会参加を通じて、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、地域での主
体的な活動を支援するとともに、見守り合いや集いの場づくりを促進し、地域におけ
る支え合いの体制整備に努めます。
現状 課題 今後の方針

生活支援コーディネーター(地
域支え合い推進員)が地域に入
り、地域の活動者と支え合い
の仕組みづくりについて支援
を行うことで、支え合いの体
制整備が進んでいます。

地域によって、住民の意識や
文化等が異なるため、地域の
特色に応じた活動の推進と、
活動主体の育成が課題です。

地域で活動する住民団体等で構
成する協議体(ネットワーク会
議)を組織化し開催することで、
高齢者が住み慣れた場所で暮ら
すことができる地域資源の開発
を推進します。
また、通いの場については、生
活支援コーディネーター(地域支
え合い推進員)が地域に入りつつ
その活動を把握、支援します。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-4】

4-2

取組内容
認知症サポーター養成講座の実施などにより、認知症理解のための普及啓発に努め、
地域で見守り合うネットワークづくりを進めます。

現状 課題 今後の方針
認知症サポーター養成講座に
ついては、コロナ禍明けから
徐々に申込みが増加してお
り、現在はコロナ禍前と同程
度にまで回復してきていま
す。

地域での見守りという観点で
は、日常生活および社会生活
を営む基盤となるサービス提
供者や地域の住民が認知症に
ついての理解を深め、適切な
対応ができることが求められ
ます。このことから、養成講
座の申込みについて、ほぼ半
数を学校が占め、サービス提
供者や地域からの申込みが学
校に比べ少ないことが課題で
す。

個人でも参加できる養成講座を
引き続き開催することに加え、
商工会議所や自治会への認知症
サポーター養成講座受講の働き
かけを行っていくとともに、市
民公開講座などを通じて認知症
への理解を促していきます。

4-1

取組内容
地域包括支援センターをはじめ、地域住民や医療・介護に携わる多職種との連携によ
り、包括的な相談支援体制の整備を進めます。

現状 課題 今後の方針
市内に6つの地域包括支援セン
ターを設置しています。
対象者の多様化・複雑化する
課題に対し、関係機関と連携
し、対応しています。

相談件数が年々増加し、相談
内容も多様化・複雑化してい
るため、個々の課題に応じ
て、関係機関と連携をとりな
がら対応することが課題で
す。

関係機関との間で、定期的な情
報共有や顔の見える関係づくり
の維持、研修会の開催によるス
キルアップなど、常にネット
ワークの必要性を認識できる取
組を行います。

4. 包括的な支援体制の整備
担当課： 高齢福祉推進課
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-5】

○ R8 ×

評価責任者 役職 福祉保健部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7

施策 1-2-5 地域医療体制の充実

12年後の姿
■休日・夜間における救急医療体制において、医療従事者の確保と医療資源を効果的・効率的に提供でき
るように、湖東保健医療圏域の病院、医師会、歯科医師会、薬剤師会とが地域医療連携、病診連携等協力
できる体制となっています。
■彦根市保健・医療複合施設(くすのきセンター)に1市4町が共同運営する医療福祉推進センターを置い
て、医療福祉の連携を図り、住み慣れた場所で安心して暮らすことができる地域になっています。
■湖東保健医療圏域の中核病院として、地域医療構想を踏まえた役割を全うできるよう、彦根市立病院の
医療機能の充実・強化を図るとともに、地域の医療機関との機能分担や医療連携を一層進め、今後の医療
ニーズの変化に地域全体で対応できるような安全・安心な地域医療体制となっています。

4年後の目標

池田　征史

政策の方向性 1 だれもがその人らしくいきいきと暮らし、つながり支え合うまち
分野 1-2 健康・福祉・医療・生涯学習

■在宅医療の充実により、住み慣れた家庭で終末期を過ごすことや家庭での看取りができることについて
の理解をめざします。
■彦根市立病院における救急医療その他の診療体制の充実・強化により、急性期・高度急性期を担う中核
病院としての役割を果たし、湖東保健医療圏全体の医療機能の向上をめざします。
■地域の病院、診療所、薬局および訪問看護ステーション間のネットワークを強化し、地域医療構想を踏
まえた機能分担と医療連携を進め、医療区分(急性期、回復期、療養期)に応じた適切で効果的・効率的な
医療提供体制を構築し、切れ目のない連携体制における患者中心の医療をめざします。
■休日、夜間における初期救急医療(休日急病診療所、在宅当番制歯科診療)、二次救急医療(二次病院、
小児救急)体制を確保することにより、安心して生活できることをめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

休日急病診療所
受診割合(休日診
療所受診者数/休
日診療所受診者
数+市立病院内
科・小児科救急
受診者数)

％

目標値 - 81.6 82.1 82.6 83.1

健康推進課実績値 80.1 83.2 81.5 78.3

進捗 - 達成 99.3% 94.8%

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■在宅医療福祉の制度や仕組み、ACP、住み慣れた場所での看取りについて、市民への周知を図るため、
地域での在宅看取りに関する出前講座や在宅医療・介護連携フォーラム等の開催、エンディングノートの
作成支援に取り組み、在宅療養や在宅看取りについて市民が理解できる機会を設けています。
■彦根市立病院における救急医療その他の診療体制の充実・強化により、急性期・高度急性期を担う中核
病院としての役割を果たし、湖東保健医療圏全体の医療機能を維持しています。
■地域の病院と診療所とがそれぞれの役割分担としての病診連携が保たれています。また、医薬分業とし
ての調剤薬局が増加し、地域医療構想を踏まえた機能分担と医療連携が一定保たれています。さらには、
病院医療区分(急性期、回復期、療養期)に応じた適切で効果的・効率的な病病連携を充実させ患者中心の
医療となっています。
■休日、夜間における初期救急医療(休日急病診療所では医師会以外の医師の登用や在宅当番制歯科診療
の継続)と二次救急医療(二次病院、小児救急)体制は適切に確保できています。

100.0
病院総務課実績値 99.5 99.0 99.2 99.1

進捗 -
救急搬送受入率 ％

目標値 - 100.0 100.0 100.0

99.0% 99.2% 99.1%
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-5】

今後の方針

■在宅医療に係る日常療養・急変時対応・入退院支援・看取りのそれぞれの場面にお
いて、多職種連携や体制・仕組みの構築を進めます。また、休日急病診療所診療体制
につきましては、今後も引き続き市立病院等との機能分担や役割分担など連携の強化
を図ります。
■日曜・祝日・年末年始においても、初期救急医療と二次救急医療の機能分担や役割
分担などが引き続き維持できるよう努め、それぞれが市民への正しい受診方法の周知
に努めることで、入院治療が必要でない程度の初期救急については、休日急病診療所
へ受診するという行動につなげます。また、「医療のかかり方」チラシ等により市民
に適正な受診を周知啓発します。
■地域の中核病院として「断らない救急」の方針の下、引き続き医師確保をはじめと
した診療体制の充実に努めるほか、医療圏域内外における医療連携・機能分担の体制
づくりを推進します。

彦根市総合政策
推進協議会にお

ける意見

■「評価の説明」の記載を修正してください。
■「今後の方針」の記載について、連携を強化するとなぜ休日急病診療所受診割合の
増加につながるのか説明してください。また、救急搬送受入率を目標の100％に近づけ
るための取組についても説明してください。
■在宅医療の充実について、取組状況が不明瞭であるため、4年後の目標に対する当該
年度の進捗状況を明記してください。救急医療と並行して在宅医療の充実を目指して
いるが、その進捗が見えにくい点が改善点として挙げられます。
■終末期に関することが政策目標として掲げられているため、適切なKPIが設定できま
せんか。

彦根市総合政策
推進協議会にお
ける意見を受け
た今後の方針

■一つ目の意見について、評価の説明欄に青字で説明を修正・追記しました。
■二つ目の意見について、今後の方針欄に青字で説明を修正・追記しました。
■三つ目の意見について、『「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況』欄に青字
で修正・追記しました。
■四つ目の意見については、彦根市では「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」にお
いて在宅医療に関連する調査を行っておりますが、実施が3年に1回であり、本計画の
KPIとなり得る適当なデータとはならず、適切なKPIは設定できていないのが現状で
す。
なお、在宅医療に関する周知の取組に関するデータについては、令和6年度の実績とし
て
・在宅看取りに関する出前講座　開催回数2回、参加人数34人
・在宅医療・介護連携フォーラム　開催回数1回、参加人数120人
・エンディングノート　配布先163か所、配布数1,525冊(R5～R6の2年間の実績)
となっています。このような取組実績のデータを参考としながら、より適切なKPIとな
るデータがないか検討を続けます。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■休日急病診療所は、新型コロナウイルス感染症が5類移行後も有熱患者への検査を継
続し、市立病院等との連携において感染症(発熱)に特化した診療体制を継続していま
した。しかし、令和6年度は想定外にインフルエンザ等の発熱患者が急増し、当診療所
だけでなく彦根市立病院へ受診されたため、目標値を4.3ポイント下回りましたが、目
標値の約95％の実績であったことから上記評価とします。
■救急搬送受入率は、地域の中核病院として「断らない救急」の方針の下、常に100％
を目指していますが、重症の搬送が一時に集中した場合や、対応できる常勤専門医が
いない症例等の場合には、救急搬送を受け入れできないことがあり、令和6年度は目標
値を0.9ポイント下回る結果となりましたが、目標値に迫る高い受入率であり、また、
現状の診療体制の中で、地域の医療機能分担上の役割は果たせたものと考えられるた
め、上記評価としました。
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③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 地域医療体制の充実

担当課： 高齢福祉推進課、健康推進課

1-1

取組内容
高齢者の医療・介護・福祉に携わる専門職等が、お互いに関係職種への理解を深め、
連携することを目的に「ことう地域チームケア研究会」の開催を進めます。

現状 課題 今後の方針
ハイブリッド形式を用いた研
究会を開催し、お互いが理解
を深め連携が保たれていま
す。

テーマにより、参加職種に偏
りが見られること、あまり参
加がない職種があることが課
題です。

現場での支援に役立つ研修の企
画と周知方法の工夫は継続して
行います。さらに多くの職種が
参加できるよう、参加しやすい
開催時間の検討や、専門職の関
係団体と連携した企画を行って
いきます。

3. 地域医療連携の推進
担当課： 地域連携センター

小児救急医療において彦根市
立病院の小児科医が減少して
いることから、令和8年度以降
小児救急の受け入れができな
い、また、輪番の維持ができ
なくなる可能性があります。

彦根市立病院の体制を確認し、
どのような形ならば現状が維持
できるかの調整が必要です。
また、小児救急医療の広域化に
ついて検討し、小児救急医療の
継続的な受入れ体制を構築しま
す。

2. 診療体制の整備・充実
担当課： 病院総務課、職員課

2-1

取組内容
彦根市立病院が湖東保健医療圏の中核病院・地域医療支援病院として役割を果たすこ
とができるよう、医師などの人材確保および施設設備・医療機器の整備・充実を図
り、安定的な診療体制の構築を図ります。
現状 課題

1-2

取組内容 湖東圏域における休日、夜間の二次救急医療および小児救急医療の提供を図ります。

現状 課題 今後の方針
二次救急医療は、彦根市立病
院、彦根中央病院、友仁山崎
病院および豊郷病院の輪番で
受け入れを行っています。
小児救急医療は、彦根市立病
院および長浜赤十字病院のい
ずれかが受け入れを行ってい
ます。

今後の方針
計画的な施設設備更新および
医師等の人員確保に取り組
み、中核病院としての役割を
果たしています。

移転新築後20年以上を経過
し、施設設備の老朽化による
整備更新費用の増大と、医師
等の医療人材の安定的な確保
が課題です。

今後も、計画的・年次的な施設
設備の保全・更新および医師等
の人員確保・タスクシフトの推
進等による診療体制整備の取組
を継続します。

3-1

取組内容
地域医療構想を踏まえた役割(急性期・高度急性期)が最大限発揮できるよう、圏域内
の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、行政機関等との連携を図ります。

現状 課題 今後の方針
患者の紹介・逆紹介を促進す
るとともに、圏域内病院の医
療連携担当者会議の定例開
催、近隣医療機関との連携協
定などにより、病病・病診連
携の強化に努めています。
その他、行政機関や介護保険
事業者等との連携会議等への
参加、地域医療従事者対象の
研修会も適宜開催し、圏域内
でのネットワーク構築に取り
組んでいます。

医療機関の機能分化は明確と
なり連携も進んでいますが、
診療科によっては圏域内で完
結できない現状があります。

引き続き、圏域内での医療機能
の分担・連携の強化を図るとと
もに、圏域外との連携も含め、
地域の医療需要に適切に対応で
きるような医療連携体制の構築
に取り組みます。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-5】

医師等の人材の安定的な確
保、施設・設備の老朽化およ
び物価・人件費高騰への対策
が課題です。

彦根市立病院経営強化プランに
のっとり、一層の経営強化を図
りつつ、公立病院として持続可
能な地域医療の提供体制の確保
に取り組みます。

4. 持続可能な病院経営の推進
担当課： 経営戦略室

4-1

取組内容
持続可能で健全な病院経営を推進するため、彦根市立病院 中期経営計画の実践および
進捗管理を図ります。

現状 課題 今後の方針
中期経営計画が終了し、令和6
年度からは新たに策定した
「彦根市立病院経営強化プラ
ン」にのっとり、一層の経営
強化を図りつつ、公立病院と
して持続可能な地域医療の提
供体制の確保を進めていま
す。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【1-2-6】

○ R8 ×

評価責任者 役職 教育部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7

施策 1-2-6 生涯学習・社会教育の推進

12年後の姿
■市民ニーズの変化に対応した学習機会の提供により、子どもから大人まで市民一人ひとりが主体的に学
び続けられ、活躍できるまちになっています。
■公民館でのサークル活動等を通じた人と人とのつながりを大切にすることで、災害時等における地域で
の共助など、地域力や絆が育まれるまちになっています。
■学校・家庭・地域・職場(企業)が効果的に連携・協働を進めることで、家庭や地域の教育力が向上し、
地域が活性化するとともに、子どもが安心して暮らせる環境が整っています。
■延伸していた「中央館」の整備については、財源確保の目途が立ち、事業に着手しているとともに、現
図書館の大規模改修および「ひこね燦ぱれす」の図書館としての再整備が終了し、市内複数館体制の実現
により市内および圏域内の図書館ネットワークならびに市内全域にわたる図書サービスを向上できる体制
となっています。
■ハード、ソフト両面でバリアフリーな環境が整備され、障害の有無にかかわらず、だれもが気軽に立ち
寄り、良質なサービスが受けられる図書館になっています。

4年後の目標

清水　智子

政策の方向性 1 だれもがその人らしくいきいきと暮らし、つながり支え合うまち
分野 1-2 健康・福祉・医療・生涯学習

■幅広い世代に公民館を利用してもらえるよう、若者向けの講座や、子どもと一緒に参画できる子育て世
代向けの講座を工夫するなど、利用者の増加と定着をめざします。
■地域と学校が連携・協働して地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支える活動を行うことで、地域
力の向上を図り、学校を核とした地域づくりをめざします。
■学校・家庭・地域・職場(企業)の連携やネットワークづくりを進めることにより、家庭・地域・職場
(企業)が、子どもの教育に携わる当事者としての意識を高めることをめざします。
■「中央館」の整備については、市の財政状況の改善を最優先とするため延伸していますが、財源が確保
でき事業着手が可能と判断できれば、早期の整備をめざします。また、現図書館の計画的な改修を進める
とともに、「ひこね燦ぱれす」を図書館として再整備するための取組を推進し、複数館体制の確保をめざ
します。
■図書資料の充実や司書の資質向上により、圏域内の図書館ネットワークの構築に向けた基盤強化をめざ
します。
■施設や設備、図書のバリアフリー化を図るとともに、インターネットを利用したサービスの提供等を通
して、だれもが利用しやすい図書館をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

公民館の利用者
数

人
目標値 - 174,000 179,000 184,000 190,000

生涯学習課実績値 169,000 119,351 127,987 131,159
進捗 - 68.6% 71.5% 71.3%

*令和元年度(2019年度)は工事による閉館期間などがあったため平成30年度(2018年度)を基準値としてい
ます。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況

5.5
図書館実績値 5.2* 4.8 4.6 4.8

進捗 -

市民一人当たり
の貸出冊数

冊
目標値 - 5.2 5.3 5.4

92.3% 86.8% 88.9%

■各公民館において、子ども向けの講座の開催や、地域の諸団体や学校との連携による文化祭等、若者や
子どもも対象とした施策をより意識して実施し、利用者の広がりを図っています。
■地域と学校が連携・協働して地域全体で子どもたちの成長を支えていくことを目指し、令和6年度から
全小中学校にコミュニティ・スクール導入が完了しました。各校の取組の様子を紹介する等、事業の充実
に向けた周知・啓発を強化しています。
■子どもを育てる当事者としての意識向上のため、社会教育委員の活動支援を通して学校・家庭・地域・
職場(企業)の連携やネットワークづくりを引き続き進めています。
■「中央館」の整備は、市の財源状況の改善を最優先とするため延伸の状況ですが、現図書館は、施設適
正管理計画に基づき改修を実施し、長寿命化を図りました。「中部館」は、令和10年度の開館をめざし、
基本設計を完了し、実施設計に着手するなど、計画的に進捗しています。
■図書資料の充実を図り、圏域内の図書館間の研修の共同実施や、県内の図書館を対象とした研修に参加
し、司書の資質の向上を図りました。
■拡大図書（大活字）、朗読CD等のアクセシブルな書籍等も新刊を中心に積極的に選書受入を行い、コー
ナーを設け提供しています。
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今後の方針

■コロナ禍を経て公民館利用者数は増えておりますが、引き続き、来館を促す講座等
公民館活動を更に充実させるほか、公民館を利用したことがない層に向けての認知度
向上と利用促進を図っていきます。
■全小・中学校がコミュニティ・スクールとなりました。各校で「学校運営協議会」
の熟議をもとにした「地域学校協働活動」が具現化され、一体的推進が進むよう伴走
支援や市民の主体的な参加を促すための啓発および広報活動、関係者の資質向上に取
り組みます。
■ひこふぁみ企業・事業所の登録促進をはじめ、地域の企業等とも連携を図りなが
ら、地域全体で子どもたちの成長を支える機運を高めていきます。
■「中央館」の整備については、市の財政状況を改善させ、早期の整備をめざすとと
もに、現図書館は、施設適正管理計画に基づく改修を実施し、長寿命化を図り、ま
た、「中部館」は、令和10年度の開館を目指し、計画的に進めます。
■圏域内の図書館ネットワーク構築の基盤強化を図るため、図書資料の充実と司書の
資質の向上、圏域内の図書館間の情報共有や研修を充実させていきます。
■多様化や利便性を考慮した視聴覚資料等での提供を検討していきます。

彦根市総合政策
推進協議会にお

ける意見

■「評価の説明」について、二つの指標が未達成であることに言及し、そのうえでB評
価とした理由を説明してください。
■「今後の方針」について、特に「市民一人当たりの貸出冊数」増加のための施策の
方針と、なぜそういった事業で目標を達成できるのかを説明してください。
■大人の学び直しの機会に対する取り組みが少ないように感じますので、リカレント
やリスキリングといった取組があるとよいと思います。
■行政として団体活動の担い手を発掘をするため新たな取り組みなどお考えでしょう
か。

彦根市総合政策
推進協議会にお
ける意見を受け
た今後の方針

■公民館では、市民ニーズに応じた学習機会の工夫や学校との連携を推進します。ま
た、図書館では、常に利用者のニーズの把握に努め、利用しやすい環境づくりに取り
組みます。
■（仮称）中部館の整備により図書館体制を複数館化することとし、市中南部地域の
図書館サービスを充実させることにより目標達成を図ります。
■より多くの社会人が学び直しに取り組める環境づくりに向け、公民館においても情
報提供等に努めていきます。
■人材発掘や団体活動の担い手の確保にもつながる、コミュニティ・スクールと地域
学校協働活動の推進を図ります。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■公民館の利用者数は目標を達成できませんでしたが、各公民館においては市民ニー
ズの把握等様々な工夫をこらし、利用者層の拡大に努めています。特に学校との連携
による、子どもたちの作品展示や発表機会の創出など、地域の子どもを巻き込んだ活
動を展開することができました。また、学校・家庭・地域(企業を含む)の連携・協働
により子どもたちの成長を支える「コミュニティ・スクール」と「地域学校協働活
動」の一体的推進に向け、着実に取組を進めています。
■「中央館」の整備は延伸の状況ですが、現図書館は、施設適正管理計画に基づき、
令和4年度から令和6年度にかけて、トイレ、空調設備、屋根・外壁などの大規模改修
を実施し、長寿命化を図りました。また、「中部館」は、令和10年度の開館に向け、
基本設計を完了し、実施設計に着手するなど、複数館化に向けた取組みを着実に進め
ています。また、現図書館では、新刊を中心に所蔵資料点数を増やすことができまし
た。司書の資質の向上に向けては、更に研修を充実させる必要があります。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 生涯学習の推進

担当課： 生涯学習課、企画課

1-1

取組内容
市民の学習ニーズに応じた学習機会の確保と充実に努めるとともに、市民がその成果
を生かし地域でより主体的、積極的に活動できる環境づくりに努めます。

現状 課題 今後の方針
アンケート等意見聴取により
ニーズを調査し、学習機会の
充実に努めています。

変化する学習ニーズに対応す
るための把握手法の検討が必
要であるほか、市民の活動を
促す地域のつながりづくりが
求められています。

Web等による流行調査やICTを活
用したアンケート等ニーズ把握
手法を研究するほか、地域の諸
団体との更なる連携を推進しま
す。
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1-2

取組内容
より多くの市民が学習活動に取り組めるよう、あらゆる機会を利用して啓発活動の推
進に努めます。

現状 課題 今後の方針
広報ひこねやホームページ、
市公式LINEにより啓発に努め
ています。

社会教育施設を利用している
層の高齢化や固定化など、世
代や利用者に偏りがみられま
す。

多様な層をターゲットとした講
座の開催により利用者の拡大を
図るほか、SNSを活用した情報発
信を行い社会教育施設の認知度
向上を図ります。

1-3

取組内容
各地域における「地域学校協働活動」の充実を図るとともに、「地域とともにある学
校づくり」をめざす「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」の拡充を進め
ます。
現状 課題 今後の方針

令和6年度から全小・中学校が
学校運営協議会を設置し、コ
ミュニティ・スクールとな
り、運営方法や体制整備等に
関する支援に努めています。

一体的推進のキーマンとなる
地域学校協働活動推進員の資
質向上や「協働活動」への市
民の主体的な参加を促す機運
の醸成が求められています。

各学校運営協議会への伴走支援
や市民の主体的な参加を促すた
めの啓発および広報活動、関係
者の資質向上に取り組みます。

1-4

取組内容
「コミュニティ・スクール」や「ひこふぁみ(彦根市家庭教育協力企業協定制度)」等
の取組により、学校・家庭・地域・職場(企業)の連携・協働を進めます。

現状 課題 今後の方針
ひこふぁみ登録企業にコミュ
ニティ・スクールについて周
知を図り、連携・協働に努め
ています。

ひこふぁみについて多くの
人々に知ってもらい、登録企
業数を増やすことです。

今後さらにひこふぁみ登録企
業・事業所の拡大を図り、学
校・家庭・地域・職場の連携・
協働を促進していきます。

1-5

取組内容
家庭・地域(図書館・公民館等)・学校・幼稚園・保育所等が相互に連携しながら、読
書の楽しさを体感し、進んで本に親しむ子どもの育成に努めます。

現状 課題 今後の方針
彦根市子ども読書活動推進計
画(第3次計画）の成果と課題
を検証し、第4次計画策定に向
けて進めています。

全国の状況と同様、子どもた
ちの「読書離れ」の傾向があ
ります。

図書館・公民館・学校・園・家
庭等相互に連携し、すべての子
どもが読書に親しめる環境を整
えていきます。

1-6

取組内容
地域に根ざした拠点施設として、学びの場や機会を提供するとともに、市民のニーズ
に対応した学習内容の充実を図るなど、公民館機能の充実に努めます。

現状 課題 今後の方針
公民館だより等を通して市民
への周知を図るとともに、
ニーズに対応した講座の開
催、気軽に集える場づくり、
地域の諸団体との連携などに
取り組んでいます。

地域の拠点としての機能を充
実させるため、更なる社会教
育の取組充実のほか、公民館
の認知度を向上させる必要が
あります。

様々なニーズに応じた講座の開
催、誰もが気軽に集えることが
でき、自身の学びを実践できる
場づくりを推進します。

1-7

取組内容
荒神山自然の家において、小中学生等の集団宿泊研修や市民等の交流の場として、豊
かな自然環境を生かした魅力ある事業を推進するとともに、さらなる民間活力の導入
も含め、運営手法の検討を進めます。
現状 課題 今後の方針

豊かな自然環境を生かした小
中学生の宿泊研修のほか、市
民の交流の場としてキャンプ
利用の促進等に取り組んでい
ます。

宿泊施設が土砂災害警戒区域
に指定されていることから、
危機意識の高い、安全安心な
管理運営が求められていま
す。

現在実施している事業の民間活
力の有効性や施設の老朽化等を
踏まえて、施設のあり方検討を
進めます。

1-8

取組内容
市内大学等と連携し各種の学びなおし講座等の取組を支援することで、市民がリカレ
ント教育を受けやすい環境づくりを進めます。

現状 課題 今後の方針
市内の大学等で実施されてい
る市民向けの学びなおし講座
について、広報ひこね等を通
して周知しています。

市民がリカレント教育を受け
やすい環境づくりを進める必
要があります。

市内の大学等をはじめ、各種教
育機関と連携し、市民向け学び
なおし講座等の取組の支援を行
います。
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2. 図書館施設の整備・維持補修
担当課： 図書館

2-1

取組内容
施設適正管理計画に基づき、現図書館の計画的な維持・補修を行い、長寿命化を図る
とともに、より快適で利用しやすい環境づくりに努めます。

現状 課題 今後の方針
大規模改修事業により、老朽
化が著しい設備等の更新を実
施しました。

大規模改修事業で更新した以
外の設備等は、今後、更新す
る必要があります。

施設適正管理計画に基づく改修
を実施し、長寿命化を図りま
す。

4. バリアフリーな読書環境の整備
担当課： 図書館

市の財政状況が改善し、財源が
確保でき次第、早期の整備を行
います。

3. 湖東定住自立圏域内図書館ネットワークの構築
担当課： 図書館

3-1

取組内容
図書資料の充実に努めるとともに、圏域内の図書館における情報の共有や研修の共同
実施などを進め、司書の資質のさらなる向上と、図書館サービスの質的向上を図りま
す。
現状 課題 今後の方針

2-2

取組内容 彦根市図書館整備基本計画に基づき、「中央館」の整備に努めます。

現状 課題 今後の方針
市の財政状況の改善を最優先
とするため延伸の状況です。

現図書館が市北部に偏在して
いるため、中南部地域への図
書館サービスの充実を図る必
要があります。

拠点館となる「中央館」の整
備を延伸していますが、図書
資料の充実を図り、圏域内の
図書館における研修の共同実
施を進めています。

本市の図書館体制に地域的な
偏在があることから、圏域内
の他自治体との相互利用が進
んでいません。

拠点館となる「中央館」整備
は、市の財政状況が改善し財源
が確保でき次第、早期の整備を
行うほか、「中部館」の整備に
より、市内の図書館体制の複数
館化を図るなど、図書館サービ
スの充実を図ります。

4-1

取組内容
施設や設備のバリアフリー化や、アクセシブルな書籍等(拡大図書、LLブック、朗読CD
等)の整備、インターネットを利用したサービスの拡充等に努めます。

現状 課題 今後の方針
拡大図書（大活字）、朗読CD
等、アクセシブルな書籍等も
選書範囲とし、資料を開架で
コーナーを設け、提供してい
ます。

拡大図書（大活字）について
は、通常資料より1タイトルに
つき分冊となることから、館
内での提供場所の確保が困難
になっています。

紙資料のほかにDVD、オンライン
等の視聴覚資料での提供につい
ても検討します。
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○ R8 ×

評価責任者 役職 こども家庭部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7

施策 2-1-1 子ども家庭支援の推進

12年後の姿
■地域において、安心して親子がふれあい子どもが成育する環境を社会全体でつくり支えていく仕組みが
構築されています。
■乳幼児福祉医療費助成制度や子ども医療費助成制度、小中学校給食の無償化などの子育て支援策によ
り、子育て世代が経済的な不安を抱えることなく、安心して子育てできる環境になっています。
■子育て相談など、子どもに関する様々な問題の相談・支援を行うことで、虐待のない社会になっていま
す。
■ひとり親家庭の経済的自立に向けた国・県等の施策を活用しながら就業や生活支援を積極的に行うなか
で、ひとり親家庭のニーズを的確に把握し、だれもが安心して子育てできる環境になっています。
■乳幼児の成長・発達への相談支援、子育て世代への育児支援を行うことで、子どもの健やかな成長・発
達を促す環境になっています。

4年後の目標

植田　勝彦

政策の方向性 2 子ども・若者が自分らしく輝き、学び躍動するまち
分野 2-1 子育て・次世代育成・教育

■家庭・地域・学校等が連携し、支えることができる社会環境づくりを進めるとともに、子ども・若者を
包括的に支援するネットワークの構築をめざします。
■現在、小学3年生までである通院の子ども医療費助成の拡充や、小中学校給食の無償化を図り、子育て
世代が経済的な不安を抱えることなく、安心して子育てできる環境づくりをめざします。
■子育て相談など、子どもに関する様々な問題の相談・支援体制の充実および連携強化を行い、虐待に発
展しそうな家庭への早期支援を実施していくことにより、虐待のない家庭、社会づくりをめざします。
■子育てや生活支援、就労支援、養育費確保など、ひとり親家庭の多様なニーズに応じた的確な支援によ
り、安心して子育てできる環境づくりをめざします。
■乳幼児健康診査を通して、乳幼児の成長・発達への相談支援、子育て世代への育児支援を行い、子ども
の健やかな成長・発達および子育て世代の育児不安の解消をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

子育てサポー
ターの年間活動
延べ人数

人
目標値 - 520 530 540 550

こども若者支援課実績値 489 888 874 760
進捗 - 達成 達成 達成

地域子育て支援
センターの整備
箇所数

箇所
目標値 - 4 4 4 4

こども若者支援課実績値 3 4 4 4
進捗 - 達成 達成 達成

家庭児童相談室に
おける子どもに関
わる家庭相談件数
(実人数)

人

目標値 - 951 981

通院の子ども医療
費助成拡充値(対象
となる小学校の学
年)

年生

目標値 - 3

1,011 1,041

こども若者支援課 実績値 861 972 967 911

進捗

保険年金課実績値 3 3 6 高3

- 達成 98.6% 90.1%

進捗 - 達成 達成 達成

3 6 6

R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

地域での子どもの
居場所の整備(学べ
る場・子ども食
堂）

箇所

目標値 - 20

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5

22 24 26

こども若者支援課実績値 9 28 27 29

進捗 - 達成 達成 達成

- 34 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-1】

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■子育てサポーターについては、年間活動延べ人数の目標値は達成されましたが、前年度と比べると減少
しました。地域子育て支援センターについては、市内全域で乳幼児家庭に対する支援体制の充実を図るこ
とができました。
■一方で、子どもの居場所の整備については、目標値を達成できているものの、活動地域に偏りがあるこ
とが課題です。
■家庭児童相談室における子どもに関わる家庭相談件数は、令和4年度から減少し指標の目標値は達成で
きませんでした。
■令和5年度に小学6年生まで拡大した通院医療費助成については、令和6年4月診療分からさらに通院・入
院ともに対象を高校生世代まで拡大しました。
■乳幼児の成長発達の節目時期に乳幼児健康診査を実施し、乳幼児の成長・発達や保護者の育児不安等へ
の相談支援を実施しました。

②施策全体の総括評価

評価 A 期待を上回る

彦根市総合政策
推進協議会にお
ける意見を受け
た今後の方針

■子育てサポーターの年間活動延べ人数は、3年続けて減少しているものの目標値を大
きく上回ったことや地域子育て支援センターの整備個所数は、地域に偏ることなく市
内4か所で安定した運営ができたこと、地域での子どもの居場所の整備については、順
調に目標値を上回る数値となっており、それぞれの指標について達成評価となりまし
た。
■中期基本計画では、相談に対し1件でも多く支援を開始させられることを目標に、指
標を「相談受付したもののうち、関係機関で対応した割合」に修正します。
■これまで、第3部会の施策番号3-3-4「就労機会・就労環境の充実」において、「ひ
とり親家庭が就職に有利な資格等を取得する際に係る費用助成対象者数」を指標とし
て設定していましたが、中期基本計画からは、第2部会で評価することとします。

評価の説明

■医療費助成の対象を令和６年度４月に高校生まで拡大し、関係機関との調整や市民
への周知、新規受給券の発行など滞りなく実施したことは特に大きな進展です。
一方、子どもの居場所の整備には地域の偏りがあること、家庭相談の目標値は達成で
きなかったこと、一部の乳幼児が適正な時期に乳幼児健康診査が受診できていないこ
とが課題として残っていますが、地域子育て支援センターは市内全域で充実したこ
と、乳幼児健診を通じて成長・発達支援や育児不安の解消を図れたことも踏まえ、上
記評価としました。
■乳幼児健康診査については、健診を実施する中で、乳幼児の成長・発達を促す支援
や保護者の育児不安等の解消を図ることができました。

今後の方針

■子育てサポーターについては、活動場所や活躍機会、継続して活動してくださるサ
ポーターを増やします。
■地域子育て支援センターについては、重層的支援体制整備事業の取組として多世代
の人々や地元の地域団体等と協働で行う子育て支援、子育てボランティアの育成等を
実施していきます。
■各小学校区に子ども達が気軽に立ち寄れる居場所があるように、社会福祉協議会と
連携しながら、居場所の無い小学校区については必要性を精査した上で、居場所の開
拓を行っていきます。
■医療費助成を行うことで子育て世代が経済的な不安を抱えることなく、安心して子
育てできる環境づくりを継続して行います。
■子どもに関わる家庭相談は令和4年度と比較しやや減少しているものの、その内容は
多様化複雑化していることから引き続き関係機関との連携をすすめ、早期早期に効果
的な支援ができるよう取り組んでいきます。
■乳幼児健康診査について、従前の受診勧奨のほか、ひこねすくすくアプリによる
プッシュ通知やオンライン予約を行い、保護者の利便性を図り、適正な時期に受診し
てもらえるようにします。

彦根市総合政策
推進協議会にお

ける意見

■「評価の説明」では、指標の達成・未達成にも必ず言及してください。また、課題
の説明だけでは終わらないようにしてください。
■相談件数よりも、対応できた割合をKPIとして設定する方が良いと考えますが、最終
は相談が不要になることが理想的であるため、指標設定については再度検討してくだ
さい。
■ひとり親世帯の支援についてKPIがないのですが、例えば、支援の成果について当該
世帯へのアンケートをするとか今後考えられないのでしょうか。
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③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 子育て支援施策の推進

担当課： こども若者支援課、母子保健課、保険年金課、学校給食センター

1-1

取組内容 多様な保護者のニーズに対応できる支援施策の充実を図ります。

現状 課題 今後の方針
総合計画、子ども・若者プラ
ンに基づき、子育て支援施策
の目標を定めて取り組んでい
ます。
一方で、複数の課題を抱えて
いる家庭が多くあります。

多様化するすべての保護者の
ニーズに対応することや、単
一機関の支援で家庭が抱える
課題を解消することは困難で
す。

すべてのニーズに応えることが
難しい現状をふまえつつも、財
源確保に努め、新たに策定する
第3期子ども・若者プランにおい
ては、子ども・若者や保護者の
ニーズを反映し、今後の支援策
を展開します。

1-2

取組内容
子育てに関する情報を一元化してホームページやガイドブックなどで提供するととも
に、親子がふれあい安心して学べる機会の拡充を図ります。

現状 課題 今後の方針
子育て情報を一元化したガイ
ドブックを作成するととも
に、ひこね子育て応援サイト
やアプリ等で子育て情報を配
信しています。

情報の集約と提供を行う体制
は概ねできていますが、情報
が掲載されている媒体を既に
知っている人しか見ない状態
になっています。

情報を分かりやすく集約して提
供するとともに、アプリのプッ
シュ機能等も活用して、情報が
掲載されている媒体があること
を広く周知します。

1-3

取組内容
湖東定住自立圏における関係機関が連携し、子育てサポーターを養成するなど広域で
の子育て支援の取組を進めます。

現状 課題 今後の方針
子育てサポーターの年間活動
延べ人数は目標値を超える実
績となっていますが、前年度
と比べて減少しました。

活動場所や活動者の確保は概
ね出来ていますが、より活発
なサポーター活動のためには
継続して活動してくださるサ
ポーターが必要です。

さくらひろば開催日の増加に伴
い、サポーターの活躍機会を増
やします。また、現在活動中の
サポーターが継続して活動して
いただけるよう、引き続き交流
会や研修会への参加を促してい
きます。

1-4

取組内容
子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、子どもや乳幼児に対する医療費助成の拡
充や小中学校給食の無償化を図ります。

現状 課題 今後の方針
本市の学校給食費は、現時点
では無償化されていません。
一方で、食材価格の高騰によ
る給食費の値上げを抑制する
ため、その増加分を公費で負
担し、子育て世代の経済的負
担を軽減しています。
令和6年4月から、子どもの医
療費助成(通院・入院)の対象
を中学3年生までおよび、高校
生世代の一部自己負担金へと
拡大することで、18歳年度末
を迎えるまでの医療費の無償
化を図りました。（※高校生
世代は県制度(一部自己負担金
あり)として施行）

学校給食費の無償化について
は、令和8年4月から小学校で
の無償化を国が検討されてい
るものの、対象者や手法など
の具体的な内容はまだ示され
ておらず、公表時期も不明で
す。そのため、本市としてど
のような対応が求められるの
か、現時点では判断が難しい
状況です。
子どもの医療費助成のうち、
特に医療費がかさむ小中学生
は市の単独事業であることか
ら、事業を継続するための財
源の確保が必要です。

今後の国の方針や制度設計次第
では、市の負担軽減や無償化の
実現を後押しする可能性もある
ことから、国の動向を注視しつ
つ、無償化の実現可能性や必要
な対応について引き続き検討し
ていきます。
令和7年度以降も引き続き拡充し
たサービスを継続していきま
す。
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1-5

取組内容
「地域の子どもは地域で守り育てる」という観点から、家庭や地域が一体となった子
育て教育環境づくりを進めます。

現状 課題 今後の方針
地域子育て支援センターで
は、開設場所や規模・内容等
の違いを踏まえ、利用者が自
分に合ったところを選択され
ています。利用者からの相談
に応えるとともに、地域団体
等と連携した取組や講座等も
実施しています。

育児不安が解消される取組
と、地域と連携した取組の充
実が必要です。

利用者同士の交流、職員等によ
る子育て相談を引き続き行い、
利用者の意向や相談傾向等に応
じた講座等の充実を行います。
利用者同士の仲立ちや、より積
極的に地域団体等と連携した取
組を行う等、利用者が地域と繋
がる機会づくりを行います。

1-6

取組内容
4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳6か月児、3歳6か月児対象の乳幼児健康診査を通
して、乳幼児の健やかな成長・発達および子育て世代の育児不安の軽減を図ります。

現状 課題 今後の方針
乳幼児の疾病の早期発見や保
護者の育児不安や悩みの解消
ができるよう、成長発達の節
目に健康診査を実施します。

適正な時期に健康診査の受診
ができていない未受診者があ
ります。

ひこねすくすくアプリによる
プッシュ通知や健診のオンライ
ン予約を行い、保護者の利便性
を高めて受診を促します。

2. 児童虐待防止対策の推進
担当課： こども若者支援課 

2-1

取組内容
児童虐待や児童の非行も含めたすべての児童の問題に関する相談体制整備を進めま
す。

現状 課題 今後の方針
令和7年4月に子ども家庭セン
ターを設置し、児童福祉と母
子保健が連携し、多様な相談
に対応しています。

相談内容や、解消すべき事象
の原因が多岐にわたり、より
専門的な相談支援体制が求め
られる。

個々の相談員の専門性を高め、
相談支援体制の強化を図るとと
もに、虐待防止研修等を多種多
様な相談機関を交えて実施する
など、連携の充実を進めます。

2-2

取組内容 彦根市要保護児童対策地域協議会を中心とした支援ネットワークの充実に努めます。

現状 課題 今後の方針
令和7年度から彦根市子ども・
若者総合支援地域協議会を設
置し、要保護児童と若者を総
合的に支援する体制を構築し
た。

多様な機関が支援を行ってい
ますが、支援方針を共有して
統一的な支援が行えていない
ケースがあります。

それぞれの支援機関が強みを生
かした支援を共通の目標をもっ
て行えるよう支援方針の策定・
更新と共有を行います。

2-3

取組内容
児童虐待防止に向けた取組として、社会全体で子育て世帯を支えていくことを目標
に、すべての市民に子育てに関心を持ってもらえるように啓発を行います。

現状 課題 今後の方針
11月のオレンジリボン・児童
虐待防止推進キャンペーンに
あわせ、商業施設での啓発
ブースの設置や広報ひこねへ
の啓発記事の掲載を行ってい
ます。

児童虐待の早期通告について
は周知が図られていますが、
社会全体で支えるとという視
点や年間通じての啓発は不十
分です。

児童虐待に関する啓発を継続す
るとともに、効果的な啓発の方
法や資料等の開発を行います。
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3. ひとり親家庭支援の推進
担当課： こども若者支援課 

3-1

取組内容
国庫補助事業として実施されている児童扶養手当の支給を行うほか、看護師などの専
門資格の取得のために養成機関でカリキュラムを受講する場合には、一定期間生活資
金を支給するなど、経済的自立に向けた就労支援を進めます。
現状 課題 今後の方針

国の補助制度を利用し、就労
のための資格取得費用の補助
を実施しました。

相談時での丁寧な聞き取り等に
より、相談者のニーズ等を把握
し、相談者にとって適正な就労
先の提案や資格取得の支援を行
い、継続的・安定的な就職につ
なげていきます。

申請者が講座を終了できない
事例があります。

事前の相談時には、プログラム
策定員とともに講座終了までの
見通しを立て、その上で就労に
向けた自立につながる相談支援
を行います。

3-2

取組内容
就労に対して意欲のあるひとり親を対象に、個々の状況、ニーズに応じた自立目標や
支援内容のプログラムを策定し、本市の無料職業紹介事業所である彦根市いきがいわ
くワークセンターやハローワークと連携しながら、就業までのサポートに努めます。
現状 課題 今後の方針

児童扶養手当の手続き等で就
労相談を希望される場合に
は、プログラム策定員による
相談を実施し、ハローワーク
との連携や資格取得の支援を
行っています。

相談者が希望する就労先で求
める人材が相談者の資格や能
力と合わず、就職や転職につ
ながらない場合があります。
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0 0
幼児課実績値 29 1

総合戦略指標名 単位
H30

R4

- 達成 達成

R6

進捗
保育所待機児童数 人

目標値 - 15 10

R7
所管課

(基準値) (目標値)

未達成

R5

1 1

幼児課実績値 52 4 14 19
進捗

保育士不足数 人
目標値 - 28 19

- 達成 達成 未達成

公立幼稚園こど
も園化数

園
目標値 - 1 1 2 2

10 0

幼児課実績値 1 1 1 2
進捗 - 達成 達成 達成

待機児童数 人
目標値 - 0 0 0

■市内の保育ニーズに適した施設数と保育人材の確保により、待機児童ゼロをめざします。
■保育人材の確保については、保育士の離職理由である「職場の人間関係がよくない｣､「給与に不満があ
る｣､「休暇が取れない・取りづらい｣､「身体的な負担が大きい｣､「時間外勤務が多い」の解消を進め、保
育士不足数ゼロをめざします。
■特別支援を必要とする乳幼児にとって、園と関係機関、小学校、保護者による良好な包括的かつ継続的
な支援体制の構築をめざします。
■彦根市保幼小接続期カリキュラムの実践により、保幼小のなめらかな接続をめざします。
■保育ニーズと市内の就学前児童数の推移を見極めながら公立幼稚園のこども園化と民間園の新設および
増築の整備を進め、施設の確保をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4

0
幼児課実績値 25 1 1 1

進捗 -

R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

未達成 未達成 未達成

分野 2-1 子育て・次世代育成・教育
施策 2-1-2 乳幼児の保育・教育の推進

12年後の姿
■市内の保育ニーズに適した施設数と保育人材の確保により、待機児童がゼロになっています。
■保育人材の確保については、保育士の離職理由である「職場の人間関係がよくない｣､「給与に不満があ
る｣､「休暇が取れない・取りづらい｣､「身体的な負担が大きい｣､「時間外勤務が多い」を解消し、保育士
一人ひとりが楽しくやり甲斐を感じ、長く働きたいと思える保育現場となっています。
■特別支援を必要とする乳幼児が、園や家庭において一人ひとりに応じた適切な教育・保育を受け、園と
小学校との連携により適切な教育が継続され、将来社会的に自立できる基礎を身に付けられています。
■生きる力を培い、心豊かでたくましく生きる子どもを育成する保幼小のなめらかな接続ができていま
す。
■保育ニーズと市内の就学前児童数の推移を見極めながら公立幼稚園のこども園化と民間園の新設および
増築の整備を進め、施設が十分確保されています。

4年後の目標

評価責任者 役職 こども家庭部次長 氏名

外部評価実施年度

植田　勝彦

政策の方向性 2 子ども・若者が自分らしく輝き、学び躍動するまち

R5 × R6 × R7 × R8 ○
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1. 保育人材確保
担当課： 幼児課

1-1

取組内容
良好な人間関係の中で、楽しくやりがいを感じながら働ける職場づくりと、働き方・
業務改革を推進できる管理職を育てるため、園長・主任・中堅職員・３年目までの職
員など立場ごとの組織マネジメント研修等を進めます。
現状 課題 今後の方針

　１年目から３年目での離職
者に加え、経験を積んでから
の離職者もみられます。

　離職の理由については、職
場の人間関係と業務負担から
くるストレスが大きな理由で
あるため、保育士の働き方改
革と管理職の人材マネジメン
ト力・コーチング力の向上が
必要です。

　前年度同様に、離職防止に向
けたステージ研修・管理職の組
織マネジメント研修、園の垣根
を超えた横のつながりを持てる
保育者のネットワーク作りを進
め、前年度同様市内保育所等の
離職者はピーク時の約半数を維
持しています。引き続き、誰も
が気軽に相談・悩みを出せる環
境づくりを進めていきます。

評価の説明

■待機児童数は、目標の0人には届かなかったものの、施設整備による受入枠の拡大と
AIによる入所審査が定着し、余剰時間で最終の微調整まで行えたことで保護者満足度
は上がったと感じています。
■保育士不足数につきましては、各取組の成果（効果）は長期的に現れるものと考え
ており、現時点における判断は難しいですが、令和6年度の目標値は障害児加配対応保
育士等の不足により達成できませんでした。
■特別支援を必要とする乳幼児へのかかわりと保幼小のなめらかな接続につきまして
は、事務レベルでの課題はまだまだ見られますが、関係機関と問題を共有し、問題の
解決に向け連携を密に図りました。
■公立幼稚園のこども園化については、計画通り令和6年4月に認定こども園を開園で
きました。

今後の方針

■待機児童数は、昨年度と同様に「１」でしたが、特定園を希望することで入所でき
ず統計上除かれる隠れ待機児童ゼロを目標に、引き続き取組を進めます。
■保育士不足につきましては、採用に向けた人材確保と離職防止に向けた人材確保の
両輪での取組が、少しずつですが効果が出ていますので、引き続き取組を進めていき
ます。
■特別支援を必要とする乳幼児へのかかわりにつきましては、事務および情報共有に
おいて関係機関との連携を密にし、ふさわしい支援体制を整えるようにします。
■保幼小のなめらかな接続につきましては、県および市教育委員会との連携を充実
し、取組が教育・保育現場の職員のみならず保護者にも浸透できるよう、様々な媒体
を介して発信することで、地域社会全体での取組として定着させていきます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■待機児童数につきましては、子育て中の市民にとっては生活に直結する問題であるため、直近で策定し
た総合計画においては計画1年目からゼロを目標としましたが、令和6年4月1日時点で1人となりました。
■保育士不足数につきましては、採用に向けた人材確保策において、保育士フェアを実施したほか、高校
生保育体験を実施し、市内外から多くの申込があり、将来の人材確保に繋がる取組ができました。また、
養成校連携を県外にまで広げ、新卒者の確保以外にも事業連携を図ることができました。園長の人材マネ
ジメント力・コーチング力を養うための管理職研修においては、「保育園改革・保育園運営」という内容
で、外部講師を招き、園長・主任の管理職としてのスキルアップを図りました。連携養成校より講師を招
き、１～３年目研修、中堅職員研修を実施し、保育職にやりがいをもって続けられるよう取り組みまし
た。なお、保育士不足を理由に利用定員まで受け入れができなかった保育所もありました。
■特別支援を必要とする乳幼児につきましては、発達支援センターの専門員が園を巡回し、療育への助言
を行いました。また、学校支援･人権･いじめ対策課と幼児課合同で園を巡回し、就学相談に向けた児童の
把握等に努めました。
■保幼小のなめらかな接続につきましては、架け橋プログラムによる研究の成果を市内の保幼小に広げて
いくことで、校種間による課題共有を行い育成目標を設定することで、持続的に取り組むための方向性を
作ることができました。
■公立幼稚園のこども園化につきましては、金城幼稚園を民設民営で令和6年4月から金城こども園として
開園しました。
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1-4

取組内容
保育現場の環境改善に合わせ、市内保育現場の魅力発信に取り組むとともに、保育士
フェアや高校生の保育体験、求人登録制度を継続し、人材確保に努めます。

現状 課題 今後の方針
　令和６年度、保育士フェア
には19人の参加、保育士求人
登録制度には47名の登録があ
ります。保育士フェアについ
ては、コロナ禍移行、参加者
が減少しつづけています。
　高校生保育体験では、市内
外の高校生134名の体験参加者
がありました。現在2日までの
体験としているが、「もっと
体験したい」と希望する声も
あります。

　保育士フェアにつきまして
は、これまで開催日時、方法
など模索してきたが、参加者
が減少し続けています。費用
と労務負担から開催について
の検討が必要です。
　求人登録につきましては、
各園の事情に応じたオーダー
メイドの求人ができる工夫が
必要です。
　養成校卒業者の多くは地元
で就職することから、市内在
住の高校生・中学生が一人で
も多く保育者になりたいと思
える働き掛けが重要です。

　引き続き、県内外の養成校と
連携し、保育士フェアに代わる
人材確保の方法を検討します。
　求人登録につきましは、各園
の事情・登録者の事情に応じた
マッチングができるよう、更に
内容を検討していきます。
　高校生保育体験は、一定数の
参加者があり、令和6年度は、体
験日数を2日から5日まで可能と
し、引き続き推進した取組を進
めていきます。
　インターンシップの受け入れ
や、スポット的な時間帯での学
生アルバイトなど、養成校との
連携を模索していきます。

1-3

取組内容
すべての保育士が、十分な休暇・休憩が取得でき、また、時間外労働や持ち帰り仕事
が削減できるよう、適切な職員配置の推進に努めます。

現状 課題 今後の方針
　公立園では、働き方におい
て園長と担任との間に考え方
のズレがあったり、園長に
よって考え方・意識に違いが
見られるます。民間園では、
公立園に比べ働き方改革に対
する意識がまだまだ浸透して
いない園が多くあります。

　園内においては、園長の方
針が常勤・非常勤職員にかか
わらず全ての職員に共通理解
されるような発信が必要で
す。また、いい取組・働き方
は、市内全園で積極的に情報
共有する仕組みが必要です。

　公立園では、園長発信によ
り、保育理念や保育方針の共通
理解が進みつつありますが、民
間園については、管理職マネジ
メント研修や階層別研修を通し
て、働き方改革が進む取組を進
めていきます。また、民間園の
職員採用に繋がるような養成校
との連携を、引き続き養成校側
と検討します。

1-2

取組内容
保育業務支援システムを導入し、保育士等の負担軽減を図るとともに、子どもや保護
者と向き合う時間の確保に努めます。

現状 課題 今後の方針
　保育業務支援システムは、
公立園でR4年度から本格的に
活用を進めているところで
す。3年経過したところで、活
用についても推進し業務軽減
につながってきています。民
間園につきましては、概ね希
望園での導入は進みました
が、導入不要との考えから導
入されてない園もあります。
また、導入していても活用が
不十分な園もあります。

　公立園では、引き続き効果
的な活用の統一化を図る必要
があります。未導入や活用不
十分な民間園につきまして
は、活用に向けた支援ができ
るよう積極的に介入していく
必要があると考えます。

　公立園においては、引き続き
推進した取組を進めていきま
す。
　実施園の情報ををもとに、引
き続き未導入園への働き掛けを
行っていきます。
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2-3

取組内容
園だけでなく家庭においても、子どもたちが一人ひとりに応じた適切な教育・保育を受けられる
よう保護者との理解の共有を図ります。また、学校教育課と連携して就学相談を実施し、卒園後
も適切な教育が継続されるよう小学校とのなめらかな接続に努めます。

現状 課題 今後の方針
　保護者の意識は、前向きと
後ろ向き、無関心に大きく分
かれ、発達相談・就学相談に
繋がっていない乳幼児も多
く、保護者との理解の共有に
悩む園も多い。

　特別支援が必要と思われる
児童については、園での生活
のみならず、家庭での関わり
も重要であることから、保護
者と信頼関係を築き、理解を
得るためにも、適切な保育を
継続し根気強く保護者に働き
掛ける必要があります。

　引き続き、学校教育課と幼児
課による園訪問の機会等におい
て、児童及び家庭の情報把握と
保護者理解に向けた検討を行
い、子ども達が安心して入学後
の学校生活が送れるよう連携を
していきます。

2-2

取組内容
特別支援を必要とする乳幼児一人ひとりに応じた適切な教育・保育が行われるよう、
職員研修の実施や発達支援センターおよび健康推進課との連携により、職員の知識・
技術の向上を図ります。
現状 課題 今後の方針

　発達支援センターや幼児課
による園訪問により、療育に
対する助言、保育者の困り事
に対する相談を受けていま
す。
　発達支援センターと幼児課
と共同で研修を開催し、職員
の知識・技術の向上に努めて
います。

　日々の保育における困り事
に対し、保育者の経験で対応
しているところがあり、気軽
に相談できる環境が必要で
す。
　児童の数が流動的なことか
ら、非正規職員が担当するこ
とが多く、担当保育士の療育
に対する知識・技術の習得が
重要です。

　児童の数が流動的なことか
ら、非正規職員が担当すること
が多く、担当保育士の療育に対
する知識・技術の習得が重要で
す。発達支援センターと共同で
研修開催をし、引き続き職員の
知識・技術向上に努めます。

　関係各課と連携しながら、
適切な配置に繋げているとこ
ろですが、年度途中から配置
を要する場合において、保育
士の確保が難しく配置できて
いない状況もあります。

　様々な求人媒体を活用します
が十分な配置までには至らない
現状が続いていますが、求人登
録制度のマッチング精度を上げ
る検討を進めるほか、新たな方
法も検討していきます。

2. 特別支援を必要とする乳幼児への対応
担当課： 幼児課、発達支援センター、母子保健課、学校教育課

2-1

取組内容
特別支援を必要とする乳幼児一人ひとりに応じた適切な教育・保育が実施できるよ
う、早期対応に努め、配置基準に基づく保育士の配置に努めます。

現状 課題 今後の方針
　配置基準に基づき、各園に
おいては適切に保育士を配置
することとしています。ま
た、民間園の保育士配置につ
きましては、人件費にかかる
補助を行っています。
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今後の方針
　市立幼稚園の老朽化と利用
ニーズの減少に対応するた
め、施設整備計画の方針を検
討し、令和7年度に計画を策定
します。

4. 特定教育・保育施設の整備
担当課： 幼児課

4-1

取組内容
保育ニーズと市内の就学前児童数の推移を見ながら、施設基準を満たした特定教育・
保育施設の整備を進めます。

現状 課題

　公立園・民間園ともに老朽
化が進んでいる施設が多く、
毎年複数園で不具合箇所が散
見されるなど、大規模改修の
時期を迎えている園もありま
す。

　公立園・民間園ともに老朽化
が進んでいる施設が多く、毎年
複数園で不具合箇所が散見され
るなど、大規模改修の時期を迎
えている園もあります。

　金城幼稚園の園舎の老朽化
と金城学区内の保育を利用す
る児童の受入枠の確保の両面
から、民設で認定こども園を
整備しました。

　少子化による児童数の減少
と幼稚園利用ニーズが減少
し、幼稚園の利用児童が減少
しています。

　市立幼稚園の老朽化と利用
ニーズの減少に対応するため、
施設整備計画の方針を検討し、
令和7年度に計画を策定します。

4-2

取組内容 保育環境の向上をめざした遊具の整備等、保育環境の改善に努めます。

現状 課題

今後の方針

3-2

取組内容
各園でアプローチカリキュラムを、また、各学校ではスタートカリキュラムを作成
し、彦根市保幼小接続期カリキュラムによる保幼小のなめらかな接続を進めます。

現状 課題 今後の方針
　アプローチ・スタート両カ
リキュラムが接続していない
ため、連続した学びとなるよ
ように実践に基づいた検討が
されていないところがありま
す。

　小学校区単位の連絡会にお
いて、公開保育・授業、話し
合いを通して、実際に基づい
た 毎年カリキュラムの見直し
を検討する必要があります。

　架け橋プログラムでの 実践成
果とR7.8年度の学びに向かう力
推進事業における実践を共有
し、就学期教育推進協議会を中
心に、市内の教育・保育現場の
意識の醸成を図っていきます。

　多忙を極める学校・保育現
場においては、施設全体、ま
た職員間に本事業に対する注
力状況に差があり、協議会に
おいて、意識の醸成と各校区
での差を無くすための研究が
必要であります。

　架け橋プログラムでの成果を
基に、持続可能な体制を整えま
す。また、多忙な中ででも前向
きに研究・実践できる意識を醸
成できるよう研究していきま
す。
　保育所等において、保育計
画・省察を行い、研究の意識を
構築していきます。

3. 保幼小の連携
担当課： 幼児課、学校教育課

3-1

取組内容
就学期教育推進協議会を中心に、保幼小のなめらかな接続について研究を続けるとと
もに、公開保育・授業や研修会を開催し、教職員・保育士のスキルアップと意識の醸
成を図ります。
現状 課題 今後の方針

　就学期教育推進協議会で
は、公開保育・授業や研修会
を計画し、職員のスキルアッ
プを図っています。
　協議会の構成を見直し、実
践を推進する持続可能な体制
作りを整えるよう基礎作りを
しています。
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■「彦根教育学びの提言　プラス(ひこねっここころそだての6か条)」の啓発、学力向上の取組、体験活
動の充実、読書活動の推進、学習習慣や生活習慣の確立等に努めることで、基礎・基本的な学習内容の確
実な定着をめざします。
■1人1台端末や先端技術等を効果的に活用した学校、家庭での取組を進め、児童生徒の学習の基盤となる
資質・能力の確実な育成をめざします。
■児童生徒の運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、学校体育のほか運動遊びや運動部活動などへの
支援も行いながら、運動機会の創出と体力の向上をめざします。また、健康の大切さを認識するととも
に、心身の発達や疾病予防などの理解を深めることで、自らの健康を適切に管理・改善する資質や能力が
身につくことをめざします。
■国が示す成長過程に応じた望ましい栄養摂取基準に基づく栄養バランスがとれた学校給食の提供をめざ
します。
■彦根市学校施設等適正管理計画に基づき施設修繕等を進めるとともに、中間見直しを適切に行うこと
で、教育環境の維持・向上をめざします。また、学習者用端末については、耐用年数の到来を見据え、時
代に応じた適切な次期端末の整備をめざします。
■特別な支援が必要な児童生徒における「個別の教育支援計画」作成の必要性について保護者の理解が進
み、学校と保護者等が連携して「個別の教育支援計画」に基づいたきめ細やかな支援をめざします。
■外部専門家や関係機関等との連携を深め、課題を抱える児童生徒の状況に応じた適切なアセスメントと
プランニングに基づいた個に応じた支援の充実、不登校児童生徒の多様な教育機会を確保するために、学
校以外の場において支援する施設の彦根市教育支援教室「オアシス」の充実やフリースクール等民間施設
との連携をめざします。
■LGBT等、新たな人権課題を踏まえた多様性を尊重する人権教育について、小・中学校を通した系統的な
学習を進めることで、互いの違いを認め合い一人ひとりの個性を尊重する児童生徒の育成をめざします。

分野 2-1 子育て・次世代育成・教育
施策 2-1-3 小学校・中学校教育の充実

12年後の姿
■学習指導要領に示された学力の三要素「知識および技能｣､「思考力・判断力・表現力など｣､「学びに向
かう力・人間性など」とともに、その土台となる「非認知能力」を育成することで、「生きる力」として
の「総合的な学力」が身についています。
■新たなICT環境や先端技術等を効果的に活用し、児童生徒の「個別最適な学び」と「協働的な学び」が
実現しています。
■生涯にわたって健康な生活を送ることができる基礎を養うために、児童生徒が運動に親しみ、健康の保
持増進のための資質や能力を身につけています。
■児童生徒が成人後も栄養や食事のとり方を自らの判断で行える自己管理能力を高められるよう、家庭で
の取組や学校給食を通じた正しい食への知識や望ましい食習慣を身につけています。
■学校施設および教育機器等を整備することで、さらに学びに適した教育環境になっています。
■特別な支援が必要な児童生徒が持てる力を発揮し、自立や社会参加できるようになっています。
■いじめや不登校等の課題を抱える児童生徒一人ひとりに応じた支援の充実を図ることで、安心して学校
生活が送れるようになっています。また、不登校児童生徒への多様な学習機会が確保されています。
■幼・小・中の連携のもと、幼児・児童・生徒の発達段階に即して人権感覚の高揚、人権問題についての
正しい理解と認識を培う人権教育を推進することで、人権尊重の実践的態度が身についています。

4年後の目標

評価責任者 役職 教育部次長 氏名

外部評価実施年度

清水 智子

政策の方向性 2 子ども・若者が自分らしく輝き、学び躍動するまち

R5 ○ R6 × R7 × R8 ×
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-3】

学校教育課実績値 89.8 89.8 89.5 89.2

90.3 90.4 90.5

市内児童・生徒の
全国学力学習状況
調査における正答
率の全国平均との
差(中学校)

ポイント

99.1% 98.7%

0.6 0.6

進捗 - 99.6%

市内児童・生徒
学校満足度

％

目標値 - 90.2

学校教育課実績値 -1.8 1.8 -2.9 -3.8

進捗

目標値 -

所管課
(基準値) (目標値)

進捗 - 未達成 未達成 未達成

学校教育課実績値 -1.1 -0.9 -0.9 -2.6

0.4

0.2 0.4

- 達成 未達成 未達成

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5

0.6 0.6市内児童・生徒の
全国学力学習状況
調査における正答
率の全国平均との
差(小学校)

ポイント

目標値 - 0.2

R6
R7

個別の教育支援
計画の作成率

％
目標値 - 79.0 81.0

- 達成 達成

83.0 85.0 学校支援・
人権・いじめ

対策課
実績値 72.1 87.0 99.3 100.0
進捗 達成

92.6%

全国体力・運動能
力、運動習慣等調
査の体力合計点(小
学5年生女子)

点

目標値 - 55.50 56.00 56.50

実績値 54.44 51.51 52.29 52.31

進捗 - 92.8%

57.00

全国体力・運動能
力、運動習慣等調
査の体力合計点(小
学5年生男子)

点

55.50 56.00

学校教育課実績値 53.10 50.64 52.68

学校教育課

98.5% 98.8%

93.9%

学校教育課実績値 84.4 88.1 87.7 88.4

52.11

進捗

目標値 - 54.50 55.00

- 92.9% 95.8%

93.4%

90.3 90.0

89.0 89.5 90.0

90.0 90.0
学校教育課

90.0

達成 達成
市内児童・生徒
学校満足度(中学
校)

％
目標値 - 88.5

市内児童・生徒の
全国学力学習状況
調査における正答
率の全国平均との
差(中学校)

ポイント

目標値 - -0.6

進捗

市内児童・生徒
学校満足度(小学
校)

％
目標値 - 90.0
実績値 86.5 90.6

- 達成

進捗 - 99.5%

未達成

0.0 0.3 0.6

学校教育課実績値 -1.9 1.8 -2.9 -3.8

0.0 0.2

- 未達成 未達成

進捗 - 達成 未達成

未達成

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6

0.4 0.6

学校教育課実績値 -0.7 -0.9 -0.9 -2.6

進捗

市内児童・生徒の
全国学力学習状況
調査における正答
率の全国平均との
差(小学校)

ポイント

目標値 -

R7
所管課

(基準値) (目標値)
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-3】

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■令和６年度の全国学力・学習状況調査では、問題の正答率が全国平均値を下回り、
その差が広がる結果となりました。一方で問題の無回答率が低くなった成果も見られ
ました。
■運動に対する意識、体力向上に関する学校体育や学校保健の充実に向けた提言や発
信を行ってきました。運動能力とともに、運動に対する意識面の二極化が大きくなっ
ていることが危惧されます。
■学校給食は、国の栄養摂取基準に基づく提供を行うとともに、食材の地産地消も取
り入れた献立作りを行い、おいしく安全安心な給食の提供を進めています。
■安全・安心な学校施設に向けて、一定程度の整備や学習教材の充実を進めました。
■市内の全小中学校でのアクティブラーニング教室の整備が完了し、県内唯一の環境
整備が実現できました。既に各学校で活用がされており、学校間での活用事例の共有
も進めています。
■特別支援「個別の教育支援計画」については、保護者の理解を進めることができま
した。
■教育支援教室「オアシス」は、小学校1年生の児童からを受け入れることで、不安や
悩みを抱える児童生徒やその保護者によりきめ細かい支援を行っています。
■以上のことから、上記評価としました。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■令和６年度の全国学力・学習状況調査では、問題の正答率が全国平均値を下回り、その差が広がる結果
となりました。一方で問題の無回答率が低くなった成果も見られました。本市の学ぶ力向上推進プランを
基に、市としての共通実践を実施することに加え、各校で調査結果の分析を基に考えられた学校独自の取
組も実施することで、学ぶ力の向上を推進します。
■ICT支援員配置事業については、国の基準を目標とした場合、6名に対して現状1名となっており、進捗
は16.6％となっています。
■彦根市の子どもの体力、運動能力に関しては、コロナ禍以前は小・中学校共に県平均を常に上回り、時
に全国平均を上回ることもありましたが、コロナ禍による体育科の学習や部活動の制限により、県平均、
全国平均を下回る結果となり、学校における運動機会が子どもの体力向上に大きく貢献していたことが明
らかになっています。学校生活・家庭生活の両面で運動が推進できるような働きかけを行うことで、引き
続き改善に努めます。
■国の栄養摂取基準に基づいた学校給食を提供していますが、給食の残食がみられることから、残食量の
調査分析を行い、献立作成時に参考としました。
■中間年となる令和6年度に、学校施設等適正管理計画を実態に応じて見直しました。また、当該年度に
おける整備計画事業として新たに防犯対策工事を含めて27件を予定していましたが、整備済は14件とな
り、実施率は51％となりました。引き続き、児童生徒の学びの場として、安全・安心な学校施設の提供お
よび学習教材の充実に努めました。
■小中学校のアクティブラーニング教室の整備については、令和4年度の4小学校7中学校に引き続き、令
和6年10月に13小学校の整備が完了し、市内全小中学校の整備が完了しました。
■小中学校の大型提示装置の整備については、中学校は令和4年度に全て完了しました。
■「個別の教育支援計画」の作成の必要性について保護者の理解は進んでおり、作成数は目標を上回って
います。支援計画に基づいた個に応じたきめ細やかな支援については、引き続き研修等を進める必要があ
ります。
■課題を抱える児童生徒の対応として、外部専門家等と連携し個に応じた支援の充実を図るとともに、不
登校児童生徒の多様な教育機会を確保するために、フリースクール等に通う子どもの保護者に対する補助
を実施しています。また、学校以外の場において支援する施設や民間施設等との連携を進めていることろ
です。
■教育支援教室「オアシス」では、すべての小中学生を対象に支援することとし、学校と連携しながら、
25名の通所生を受け入れました。
■多様性を尊重する人権教育について、指導資料を作成し、教職員の研修を行うよう進めているところで
す。

②施策全体の総括評価
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-3】

※MEXBIT（メクビット）：文部科学省テストシステム
　オンライン上で学習やアセスメントができる公的CBTプラットフォーム

2. ICT支援員配置事業
担当課： 学校ICT推進課

2-1

取組内容
ICT支援員を配置し、教員のICT活用指導力の向上とICT支援員による授業支援を進めま
す。

現状 課題 今後の方針
1名のICT支援員が1日2校ずつ
訪問し、支援を実施していま
す。

アクティブラーニング教室の
整備や、MEXCBTの運用開始な
どにより、支援時間が不足し
ていることが課題です。

令和6年度、7年度は財政事情に
より減員となりましたが、国の
基準である、4校に1名の割合に
近づくよう、増員に向けて要求
を行います。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 学ぶ力向上推進事業

担当課： 学校教育課

1-1

取組内容
各校における「学ぶ力」向上に関わる取組の定着をめざすため、各学校の教員の中か
ら選出された「学ぶ力向上推進リーダー」が中心となって、各校で学ぶ力向上推進事
業を進めます。
現状 課題 今後の方針

授業の終盤の学習活動や自分
の考えを書く学習活動の充実
および、全国学力・学習状況
調査の調査問題を授業改善に
生かすよう、各校で学ぶ力推
進リーダーを中心に取組を進
めています。

全国学力・学習状況調査にお
いて、問題の正答率が全国平
均値を下回り、その差が広が
る結果となり、学習内容の確
かな定着が課題として見られ
ました。一方で問題の無回答
率が低くなったことから、粘
り強く学習課題に取り組む児
童生徒の姿も見られました。

令和７年度からの第Ⅳ期彦根市
学ぶ力向上推進プランの内容を
各校に周知し、各校の学ぶ力向
上推進リーダーを中心に、本市
の共通実践を軸にしつつ、各校
の実態に応じた具体的実践も併
せて推進していきます。

今後の方針

■第Ⅳ期彦根市学ぶ力向上推進プランに則って本市教育委員会主催の研修会を開催
し、各校の取組を充実させることにより、自立して学び続ける学習者の育成を図りま
す。学習内容をしっかりと定着させるために、子どもたちが主体の授業づくり、学び
を支え合う集団づくり、協働して取り組む学校づくりの３つの視点で取組を進めま
す。
■児童生徒が学校生活・家庭生活の中で自主的に運動を進めていけるように働きかけ
を行うとともに、自己の生活を見つめ直し、バランスのとれた発育・成長につなげて
いくために、保健学習の充実を推進します。
■小学校普通教室の大型提示装置の更新については、既に耐用年数を大幅に超過して
おり、多くの機器が故障し、授業に支障をきたしていることから、早急に更新計画を
立て、計画的に実施していく必要があります。また、ICT支援員については減員となっ
てしまいましたが、本来の設置数に向けた増員配置は引き続き進め、効果的な活用を
図ります。
■食育を推進し、バランスよく食事をとることの大切さや、地元の食材への愛着と正
しい理解、食生活へ導くとともに、地産地消や食育にかかる情報発信に努めます。
■令和6年度に見直した学校施設等適正管理計画は、長寿命化改修時期を築後50年から
60年に延伸し、実態に応じた優先順位の高い箇所の部位別改修を行っていくこととし
ており、計画どおりに整備を図るよう努めます。また、引き続き、教育備品・機器、
学校図書等の整備を行い、よりよい教育環境になるよう努めます。
■特別支援教育「個別の教育支援計画」の作成を進めるとともに教員への研修を行
い、効果的な運用を図ります。
■教育支援教室への通所を希望する児童生徒がさらに増加していくことが予想されま
すので、中央町別館だけでは対応できない可能性もあることから、サテライト方式で
の支援も検討していきます。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-3】

5. 学校施設と教育機器の整備充実
担当課： 教育総務課、学校ICT推進課

5-1

取組内容
彦根市学校施設等適正管理計画に基づき、長寿命化を見据えた部位別改修や小規模修繕を実施し
て教育環境の維持・向上を図ります。また、教材備品や学校図書等について、整備・更新を行う
とともに、ICT機器については、時代に即した機器となるように努めます。

現状 課題 今後の方針
学校施設は、建築から40年以
上経過しているものが相当数
あり、老朽化が深刻な状況に
あります。
また、授業に必要な教材備品
や学校図書等の更新を行いま
した。
市内の13小学校のアクティブ
ラーニング教室の整備が完了
しました。しかしながら、小
学校普通教室の大型提示装置
が既に10年以上使用しており
故障が多発し、授業に支障が
出ています。

学校施設等適正管理計画に基
づき整備を進めていますが、
厳しい財政状況から、国庫補
助対象事業以外の部位別改修
事業は、延伸となるものもあ
り、計画通りに進んでいませ
ん。
整備したICT環境の活用支援を
行うためのICT支援員の不足お
よび小学校のデジタル化の遅
れによる大型提示装置の老朽
化が課題です。

建物の老朽度合や緊急度合など
実情を十分把握し、部位別改修
や小修繕対応するなどして、引
き続き、現場状況に応じた整備
を図るよう努めます。
また、教材備品、学校図書等の
更新を行い、よりよい教育環境
になることをめざします。
令和7年度に学習者用端末や校務
端末、ネットワークの更新を行
います。また、小学校の大型提
示装置についても、順次更新を
行えるよう計画します。

4. 学校給食や教科における食育指導
担当課： 学校給食センター、学校教育課

4-1

取組内容
学校給食の喫食による健康の保持増進を図ることはもとより、正しい栄養バランスの
取り方や食に関わる人々の活動に支えられていることへの理解や勤労を重んずる態度
を養うほか、食料の流通等について正しい理解に導くなどの食育の推進を進めます。
現状 課題 今後の方針

学校給食の提供を通じて、子
どもたちに正しい食習慣を身
につけさせるとともに、地域
の食文化への理解を深めるよ
う努めています。また、残食
量の調査を実施し、その結果
を献立作成の参考としていま
す。

子どもたちが好き嫌いをなく
し、栄養バランスの取れた食
事の大切さを理解することが
課題となっています。健康的
な食生活への意識を高めるた
めの、より効果的な働きかけ
が求められています。

学校や農業関係者などと連携
し、地元食材への関心と理解を
深めることにより、好き嫌いの
改善につながる食育を推進して
まいります。また、残食量調査
の充実を図り、その結果をより
的確に献立に反映させること
で、喫食率の向上を目指しま
す。

3. 学校体育・学校保健の充実
担当課： 学校教育課

3-1

取組内容
児童生徒の運動機会を充実させ、子どもたちの体力が向上するよう支援を進めます。
また、自らの健康を適切に管理・改善する資質や能力の育成を進めます。

現状 課題 今後の方針
　令和6年度の全国体力・運動
能力・運動習慣等調査からみ
る体力合計点は、小学生男子
を除いて昨年度よりやや改善
したものの、小中学生男女と
もに全国平均値を下回ってい
ます。
　また、小中学生の女子にお
いては、運動やスポーツが好
きではないと回答する割合
が、全国や県平均値よりも多
く、一週間の総運動時間も全
国および県平均値よりも短い
傾向があります。

　生活様式の変化等により、
児童生徒の運動機会が減少す
る中で、児童生徒の体力・運
動能力の低下は、大きな課題
となっています。
　体力・運動能力の向上に向
けて、まずは児童生徒の運動
意欲の向上と、それに伴う運
動機会の確保が必要となりま
す。
　併せて、ゲームやスマホ等
の視聴時間を見直し、生活習
慣を改善するデジタルセーブ
の取組も課題です。

　各小中学校では、体育科・保
健体育科の授業改善はもちろ
ん、児童生徒が自主的に運動に
取り組めるように学校全体で働
きかけを行っていきます。
　また、家庭でのデジタルセー
ブを含めた生活習慣の改善に向
けて、保健学習の充実にも、力
を注いでいきます。
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9. 多様性を認め合い、個性を尊重する児童生徒の育成
担当課： 学校支援・人権・いじめ対策課

9-1

取組内容
幼・小・中を通した系統的な学習や共通実践に取り組むために指導資料を作成し、各
校園で実践を進める中で成果と課題を共有しながら、共通実践指導資料の改訂と多様
性を尊重する人権教育の充実を進めます。
現状 課題 今後の方針

指導資料を作成し、校園での
実践を求め、活用事例等を市
で取りまとめ利活用を進めて
います。多様性を尊重する人
権教育の充実を進めていま
す。

小中学校では、人権の日を通
じて実践を進めることができ
ている一方、幼稚園での実践
取組が実施されにくいことが
課題です。

まずは、指導資料を用いて教職
員の人権研修の実施を促し、そ
の中で多様性尊重の視点での取
組を進めます。

8. 教育相談活動の充実
担当課： 教育研究所

8-1

取組内容
教育相談活動および教育支援教室の運営を通して、不登校をはじめとする学校に適応
しにくい児童生徒への早期対応と自立支援をめざし、学校と家庭との連携を進めま
す。
現状 課題 今後の方針

 訪問教育相談員が学校と連携
し、小中学生25人をオアシス
で受け入れました。所内外で
の活動を通して、社会的自立
や学校復帰に向けた対応を行
いました。

　人々の価値観や社会が変化
していく中で、抱えている困
難が多様化・複雑化している
不登校の児童生徒が多く、今
後も、オアシスを居場所とす
る通室生が増えることが予想
されます。

　学校と緊密に連携し、１週間
を通して支援を行います。ま
た、訪問教育相談員や指導員の
スキルを高めるための研修の充
実に努めます。

7. 外部専門家派遣事業
担当課： 学校支援・人権・いじめ対策課

7-1

取組内容

児童生徒の臨床心理に関して専門的な知識や経験を有するスクールカウンセラーや学校・家庭・
社会環境など子どもを取り巻く環境調整に関して福祉的な知識や経験を有するスクールソーシャ
ルワーカー等を小中学校に派遣し、児童生徒の生徒指導上の諸課題解決に加え、保護者へのカウ
ンセリングや支援を図ります。

現状 課題 今後の方針
小中学校の要望に応じ、定
期・不定期に派遣を行ってい
ます。適切な支援の充実が図
れています。

派遣時間数の制限、人材不足
により、要望に応じられない
ことや児童生徒の課題の早期
発見、早期支援につながらな
いことがあります。

派遣時間数の増加、人材確保を
行っていくとともに、教職員へ
の研修を行うことで、専門的な
視点を生かした支援の充実を図
ります。

6. 個別の教育支援計画の作成
担当課： 学校教育課

6-1

取組内容
教育と福祉、医療など関係機関が連携し、特別な支援が必要な児童生徒の教育的ニー
ズに基づいたきめ細やかな支援が行えるように「個別の教育支援計画」の作成を推進
し、一貫した支援・教育が提供できるように進めます。
現状 課題 今後の方針

関係機関が連携し、個別最適
な支援が行えるように「個別
の教育支援計画の作成を推進
し、一貫した支援・教育が提
供できるように進めてきまし
た。

個別の教育支援計画を作成し、個
別最適な支援をしていくというこ
とへの認識は年々高まっていま
す。関係機関との連携の仕方や活
用方法について検討をしていく必
要があります。

特支コーディネーターとの連携
や教職員への特別支援教育の研
修を行うことで、専門的な支援
から「個別の教育支援計画」の
作成・活用へとつなげていきま
す。

- 49 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-4】

70.0

学校教育課実績値 63.9 49.8 42 72.4
地域行事に参加し
ている児童・生徒
の割合（中学校）

％

目標値 - 64.7 64.9 65.1

77.0% 64.7% 達成

学校教育課実績値 73.5 60.4 66 80.8

進捗 -

74.7 80.0

子ども・若者総合
相談窓口に係る相
談者数(実人数)

人

100 10590 95

- 達成

地域行事に参加し
ている児童・生徒
の割合（小学校）

％

目標値 - 74.3 74.5

進捗 - 81.3% 88.6% 達成

達成 達成

こども若者支援課実績値 590 758 827 653

こども若者支援課実績値 70 109 103 105

進捗

目標値 -

760 800 840

81.6%

子ども・若者総合
相談窓口に係る相
談者数(延べ人数)

人

目標値 - 720

進捗 - 達成 達成

760 800 840

総合戦略指標名 単位
H30

R4

こども若者支援課実績値 75 109 103

R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

R5

達成 達成

105

こども若者支援課実績値 600 758 827 653

進捗

彦根市子ども・若
者総合相談窓口の
相談者数(実人数)

人

目標値 - 90

進捗 - 達成

- 達成 達成 81.6%

95 100 105

今住んでいる地
域の行事への参
加率(中学校)

％
目標値 - 60.0

彦根市子ども・若
者総合相談窓口の
相談者数(延べ人
数)

人

目標値 - 720

達成

63.0 67.0 70.0
学校教育課実績値 67.1 49.8 41.8 72.4

74.0 76.0

- 81.6% 86.2%

進捗 - 83.0% 66.3%

達成

■「地域の子どもは地域で守り育てる」という気運を醸成し、市民みんなで子ども・若者の取り巻く社会
環境をより良くし、子ども・若者の安全・安心が保障され、いきいきと心豊かに暮らしていける地域や家
庭をつくることをめざします。
■地域の子どもたちが積極的に参加する行事の企画および遊び場の充実を図ることにより、体験的に学び
ながら仲間づくりを進めるとともに、郷土愛を育むことをめざします。
■希望する全学年の児童が放課後児童クラブを利用することで、昼間保護者等の保育を受けられない児童
の健全育成を推進することをめざします。
■発達障害のある子ども・若者に対しては、SST(ソーシャルスキルトレーニング)等の手法を使って身近
に指導を受けられる場所づくりや、学習障害等、発達特性に特化された支援体制をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6

78.0 80.0
学校教育課実績値 78.3 60.4 65.5 80.8

進捗

今住んでいる地
域の行事への参
加率(小学校)

％
目標値 -

分野 2-1 子育て・次世代育成・教育

R7
所管課

(基準値) (目標値)

施策 2-1-4 子ども・若者育成支援の推進

12年後の姿
■彦根で暮らす子ども・若者が、安全・安心のもと、いきいきと心豊かに育ち、学ぶことができ、夢の実
現ができるような地域や家庭になっています。
■地域の子どもたちが積極的に参加する行事の企画および遊び場の充実を図ることにより、体験的に学び
ながら仲間づくりを進めるとともに、郷土愛を育んでいます。
■希望するすべての児童が放課後児童クラブを利用し、放課後等の遊び・生活を支援することを通じて、
児童が健全育成される環境が整っています。
■発達障害のある子ども・若者に対しては、学習面、行動面およびコミュニケーション面等において、ラ
イフステージごとに適切な支援方法と体制が構築されています。また、ライフステージ間においても、つ
なぎが途切れることのないシステムになっています。

4年後の目標

評価責任者 役職 こども家庭部次長 氏名

外部評価実施年度

植田　勝彦

政策の方向性 2 子ども・若者が自分らしく輝き、学び躍動するまち

R5 × R6 ○ R7 × R8 ×
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現状 課題 今後の方針
子どもセンターおよびふれあ
いの館は平成28年度より指定
管理制度に移行し令和6年度は
現在第2期の5年目。指定管理
者による施設の安定した管理
運営、子どもが安心して遊べ
る空間や場所、体験的に学ぶ
ことができる機会の提供のほ
か、子どもセンターは子育て
支援センターとして親育ちの
場の役割も担っています。

原則無料の施設であり、協定
で直営時代に実施していた事
業を引き続き行うこととした
ため、指定管理者による自由
裁量の余地が少ない。施設や
備品の老朽化のため、維持管
理に費用を要することから、
利用者のニーズを踏まえ事業
を見直す必要があります。

施設の維持管理に必要となる費
用対効果の関係からも、PFI等の
手法を用いて荒神山公園一帯施
設の利活用を検討していきま
す。
現在子どもセンターや児童館が
持つ事業は、利用者ニーズを踏
まえ継続の可否と、継続に際し
てはその方法・他施設への機能
引継ぎについて、関係課で協議
しながら検討・決定していきま
す。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 子どもの健やかな育ちのための支援の充実

担当課： こども若者支援課、生涯学習課

1-1

取組内容
子どもセンターや児童館において自由に遊び、科学・自然教室等体験的な学びの機会
の充実を図ります。

評価 A 期待を上回る

評価の説明

■地域行事に参加している児童・生徒の割合については、目標値を上回りました。学
校教育活動が社会に開かれたものとなり、小学生については子ども会活動等が再開し
たこと、中学校については地域貢献プロジェクトの参加率が回復したことにより、児
童生徒の社会参画への意識の高まりが見られます。
■総合相談窓口に係る相談者数実人数については、中学・高校の学校訪問を定期的に
実施することで、悩んでいる若者を学校から紹介されるケースが増えたことと、家庭
児童相談室の要保護児童が18歳を超えて移管されたこと、障害福祉課から若者の相談
や居場所について繋ぐ案件が増えたことなど、学校や福祉関係との連携が密になった
ことで、目標を達成することができました。

今後の方針

■地域行事の開催情報を広く周知し、学校での地区別集会などの機会を利用し、積極
的な参加を呼びかけ、参加率の向上を図るとともに児童生徒が社会参画できる機会を
増やします。
■ＨＰや広報等を活用した周知の継続とともに、小・中・高等学校への訪問を通して
不登校などの課題を抱える子どもや若者、その家族への支援に繋げるよう努め、ひき
こもりなどの課題に対する早期対応を図ります。

■コロナウィルス感染症が終息し、子ども会活動等が復活したことから小学生、中学生の参加率が上が
り、目標が達成された。
■子ども・若者総合相談の相談延べ件数は減少しましたが、実人数は増え目標を達成できた。学校や福祉
関係との連携が密になったことで、中退等でひきこもりなどの課題を抱える若者の相談対応が増えたこと
が、目標達成に繋がったと考えられます。

②施策全体の総括評価

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況

- 51 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-4】

　 　

3-1

取組内容 関係団体のネットワーク化の推進を図ります。

現状 課題 今後の方針
今年度から関係機関等が行う
支援を効果的かつ円滑に行え
るよう「子ども・若者総合支
援地域協議会」を設置し、要
保護児童対策部会と子ども・
若者支援部会において情報交
換やネットワークの強化を図
ります。

当該協議会の効率的・効果的
な運用を検討する必要があり
ます。

各関係機関が、要保護児童や子
ども・若者に関する情報交換や
支援事例の総合的な把握を行う
ことで、必要とされる支援や施
策に取り組んでいきます。

3. 青少年の非行防止と相談支援活動の推進
担当課： 少年センター、こども若者支援課

持続可能な事業運営とするよ
う、保育の質の向上に努めま
す。

2. 地域に根ざした開かれた特色ある教育の推進
担当課： 学校教育課

2-1

取組内容 子どもたちの地域における体験活動を進めます。

今後も待機を出さずに安全・
安心な保育提供を継続する必
要があり、安定した事業運営
が求められています。

コロナ禍を経て、地域行事へ
の子どもの参加状況ではな
く、持続可能な社会づくりへ
の意識の高揚が求められてい
ます。

コロナ禍を経て、活動規模の
縮小が見られる地域も一定あ
り、児童生徒が参加・活躍で
きる場の設定が課題です。

コミュニティ・スクールにおけ
る地域体験活動で、子どもたち
ができることを進めていきま
す。

現状 課題 今後の方針

1-3

取組内容
放課後児童クラブにおいて、引き続き放課後等の子どもたちの適切な遊びや生活の場
の提供と環境の充実に努めます。

現状 課題 今後の方針
利用を希望するすべての児童
を受け入れ、保育環境の充実
や保育の質の向上に努めてい
ます。

小学4年生から中学生までの子
どもたちが、学校や学年の枠
を超えて協力し、高校生や大
人の支援を得ながら、春のプ
チイベントと秋の子どもフェ
スティバルを企画・準備・運
営しています。

現在、会場である子どもセン
ターの民間活用を検討中であ
り、子どもフェスティバルの
存続の是非や存続する場合の
形、またはそれに代わる交流
や主体性を育む場の提供の検
討が必要となっています。
今後も継続する場合は、開催
を担うジュニアボランティア
と子どもたちを支援するサ
ポーターの募集と活動周知が
必要です。

子どもフェスティバルに限ら
ず、イベントを含めた事業全体
の在り方や事業に対するニー
ズ、加えて荒神山公園との連携
による一体的な施設の在り方や
運営等を関係課で協議のうえ、
検討していきます。

1-2

取組内容
子どもたちが自ら企画し遊びを創造する子どもフェスティバルを開催し、参加者同士
の交流を通じて達成感や主体性を育みます。

現状 課題 今後の方針
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3-5

取組内容
高等学校への訪問や連絡会議等により高等学校との連携を密にし、退学等の課題に対
する支援を行います。

現状 課題 今後の方針
関係高等学校等への訪問や連
絡会議等により連携を深め、
在学中や退学・転学後の少年
への支援を行っています。

高等学校等との連携を進めて
いますが、連携できないまま
退学に至るケースがあるのが
課題です。

関係高等学校等との連絡会議を
行い、「あすくる彦根」等の取
組周知を図ります。また、関係
高等学校等への訪問により、課
題のある少年の把握・支援に努
めます。

3-4

取組内容 無職少年や非行を犯した少年の立ち直り支援を進めます。

現状 課題 今後の方針
「あすくる彦根」を拠点とし
て、無職少年対策指導員とと
もに、支援活動や相談活動を
実施しています。

就労体験に協力していただけ
る事業所の確保とともに、い
かにして少年自身に就労への
意欲や自信をもたせていく
かが課題です。

就労体験活動等を通して、少年
の自己肯定感や働く意欲を高め
ます。事業所訪問や、関係機関
との連携を通して、就労支援に
努めます。

3-3

取組内容 地域や家庭の教育機能の向上を図ります。

現状 課題 今後の方針
家庭・学校・地域が連携を深
め、市民総ぐるみで青少年健
全育成に取り組んでいくため
に「彦根市青少年健全育成
フォーラム」を開催していま
す。

類似した内容の行事があるほ
か、青少年育成協議会の役員
や学校関係等、参加者の重複
が見られます。

内容について、改めて精査した
上で、類似した行事との統合を
図ることで参加者の重複を避け
るように努めます。

3-2

取組内容 青少年の非行防止と社会環境の浄化に努めます。

現状 課題 今後の方針
青少年指導員会等の活動を支
援しながら、青少年健全育成
に係る街頭補導活動、啓発活
動、社会環境浄化活動等を進
めています。

変化する青少年の課題に対応
した啓発等が課題です。

ＳＮＳ等の課題に対応するため
に、学校や警察、青少年指導員
会等、関係機関と連携した啓発
活動を進めます。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-4】

発達支援専門委員会や発達支
援関係機関会議等を開催し、
現状および課題等について情
報を共有しています。

多種多様な機関が関わるた
め、各機関の役割等について
より一層情報交換等を行い、
その上で各機関ができること
を共有する必要があります。

担当者の調整会議等の開催を維
持し、情報共有の機会をさらに
充実させ、当事者が困らないラ
イフステージ間の支援体制の構
築を図ります。

無職少年対策指導員や公共職業
安定所、NPO法人等と連携しなが
ら、中間的就労の開拓に取り組
むほかヤングケアラーの周知啓
発に努め、該当する当事者へ必
要な支援を行います。

5. 子ども・若者の発達段階に応じた相談体制の充実
担当課： 発達支援センター

5-1

取組内容
ライフステージ間の支援体制について、関係機関がお互いの課題や情報交換などを行
い、連携がとれる体制づくりに努めます。

4-2

取組内容
ニートやひきこもりなど生きづらさ(社会生活を円滑に営む上での困難)のある子ど
も・若者の相談や支援、庁内および各種機関・団体との連携等により、子ども・若者
の社会参加が促進されるように努めます。
現状 課題 今後の方針

「子ども・若者支援地域協議
会」において、生きづらさを
抱える子ども・若者の社会参
加のための資源の開拓やヤン
グケアラー支援に取り組んで
います。

軽作業などの中間的就労の開
拓が必要です。ヤングケア
ラーについては、広く周知さ
れていない現状にあります。

現状 課題 今後の方針

4. 子ども・若者の社会参加の促進
担当課： こども若者支援課

4-1

取組内容 子ども・若者が社会の一員として参加したり活動できるよう支援に努めます。

現状 課題 今後の方針
子ども・若者が社会の一員と
して参加したり活動できるよ
う支援に努めます。

居場所を運営する活動団体
が、活動を継続させていくこ
とが必要です。また、居場所
の無い小学校区については必
要性を精査した上で、居場所
の開拓を行っていく必要があ
ります。

居場所等の整備や開拓を委託し
ている社会福祉協議会を中心に
関係機関等が連携し、世代や属
性を超えて交流できる場のほ
か、課題解決型の居場所につい
て検討していきます。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-5】

企画課実績値 63 53 87 100

進捗 -

件

目標値

今後の方針

■社会情勢の変化により住民ニーズは多様化してきており、その中で行政の求められ
るサービスも多様化し専門化してきています。その専門性を補完していくためにも、
情報や知識を集積している高等教育機関と連携を進めていきます。
■自治体職員と学生との連携から波及し、地域の人との関わりが生まれるよう、官学
連携を進めていきます。

②施策全体の総括評価

81- 72 75 78

73.6% 達成 達成

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、高等教育機関との連携事業数が令和2
年度には27件と連携事業が落ち込みましたが、一昨年度は87件に回復し、昨年度は100
件に増加したことから、上記評価としております。
■コロナ禍以降、大学連携の機会が回復してきたこともありますが、学生の実習受入
れや就業体験など地域との関わりが増えており、また大学等の専門的知見を活かした
裏付けのある政策立案をするため、大学の先生に委員の委嘱を行うなどの取組が増加
しております。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■県内大学と大学所在自治体等で組織する「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の運営費の一部を負担
すると共に、同コンソーシアムにより、自治体職員と大学教職員が相互に連携しました。
■大学との連携・相互事業数は100件と目標値を達成できました。新型コロナウイルス感染症の拡大の影
響から大幅に落ち込んだ令和2年度の27件から、令和3年度49件、令和4年度53件、令和5年度87件と着実に
増加しています。

進捗 - 73.6% 達成 達成

所管課
(基準値)

大学等高等教育機
関との連携事業数

R7
(目標値)

R6総合戦略指標名 単位
H30

87 100

R6
R7

所管課
(基準値)

R4 R5

分野 2-1 子育て・次世代育成・教育

R7 ×

高等教育機関との連携2-1-5

大学との連携・
相互協力事業数

事業
目標値 - 72

12年後の姿
■「知の拠点」である高等教育機関と地域が直接結びつき、人と人が交流することで、地域が活性化して
います。
■学生が地域の人々と関わりを持つことで、地域活動に参加するなど、学生が地域の担い手となりつつ、
学生自身が活躍できる地域になっています。

4年後の目標
■地域や行政の抱える課題を解決するため、高等教育機関と連携した取組を様々な分野で実施し、高等教
育機関が地域とも関われる機会の増加をめざします。

75 78 81
企画課実績値 46 53

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名 種村　慎洋

政策の方向性 2

(目標値)

外部評価実施年度 R5 × R6 ○

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5

施策

子ども・若者が自分らしく輝き、学び躍動するまち

R8 ×
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-5】

3. 地域課題の解決に向けた職員の育成
担当課： 人事課

3-1

取組内容
自治体経営の知識やスキル、ノウハウを学ぶため、大学などが主催する自治体経営に
関するセミナー等への参加に努めます。

現状 課題 今後の方針
適任者と思われる職員に声を
かけ、公費負担で履修しても
らっており、新たな知見や手
法、視点等を身に付けてもら
うことで、業務に役立てても
らっています。

現在参加しているセミナーに
ついて履修する範囲が広範囲
に渡っており、適任者を選任
することが難しい状況にあり
ます。

より柔軟な形での参加をお願い
するなど、貴重な学びの機会を
有効に活用できるよう働きか
け、職員のスキルアップを図っ
ていきます。

2. 高等学校との連携強化
担当課： 企画課、関係課

2-1

取組内容
高等学校と地域がつながることができるよう、地域活動に参加するような取組を支援
します。

現状 課題 今後の方針
各高等学校からの要望に応じ
て、各所属において支援をし
ています。

各高等学校が地域活動に参加
する取組への支援は少ない現
状にあります。

地域とのつながりを持ってもら
えるよう、高等学校の意向に
沿った支援を継続して行いま
す。

今後の方針
環びわ湖大学・地域コンソー
シアム等の協議会を活用して
連携事業を実施しています。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 高等教育機関との連携強化

担当課： 企画課、関係課

1-1

取組内容
地域課題や行政課題の解決のため、大学等に調査、研究等を依頼するなど、知的資源
の有効活用を図ります。

現状

既存事業についても、大学と
連携した実施を展開していく
などの工夫を行う必要があり
ます。

継続して協議会に参加するとと
もに、各所属において、既存事
業の大学連携の可能性を検討し
ます。

調査、研究の依頼や各種委員
の委嘱など各大学の専門性を
活用しています。

より幅広い分野で高等教育機
関との連携を図る必要があり
ます。

政策の立案および実施にあたっ
ては、高等教育機関が持つ知的
資源を活用するよう検討しま
す。

1-2

取組内容 大学や自治体等で構成する協議会に参加し、連携事業を進めます。

現状 課題

課題 今後の方針
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-6】

企画課実績値 5 171 217 275

進捗 - 達成 達成

企画課実績値 151 391 -41 286

進捗 - 達成

目標値 - 150 150

-27.3% 達成

企画課実績値 37 25 42 28

進捗 - 54.3%

55

企画課実績値 13.8 12.9 12.5 12.2

進捗 - 96.3%

13.2 12.0

94.0% 92.4%

- 13.4 13.3

移住施策による市
外からの移住者数
（累計）

人

社会増減数 人

市内3大学新卒者の
市内就職者数

人

150 150

達成

目標値 - 95 135 182 245

71.3%

年少人口(0～15歳
未満)の割合

％

目標値

85.7% 53.8%

目標値 - 46 49 52

R5 所管課
(基準値)

年間出生数 人

目標値 - 975 967 959

総合戦略指標名 単位
H30

743

企画課実績値 947 701 711 684

達成 93.9% 達成

R6
R7

(目標値)
R4

- 71.9% 73.5%

26 25 42 28
市内3大学新卒者
の市内就職者数

人
目標値 - 46

54.3% 85.7%

49

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■住宅取得費補助金および移住支援金、奨学金返還支援補助金の活用が増えたことにより、移住施策によ
る市外からの移住者数は順調に増加し、総合計画の目標人数を達成する事ができました。
■結婚支援についても結婚新生活支援事業費補助金の活用が増えたことにより、結婚を機に移住してきた
カップルも増加しています。
■コロナ禍により大幅に減少した年間出生数については、増加傾向であったものの、今年度は昨年度から
比べて減少し、達成率も減少しました。
■市内3大学新卒者の市内就職者数については、目標達成には至っておらず、達成率も85％から53％に悪
化しました。

進捗

企画課実績値
53.8%

63
実績値 21 42 46 58
進捗 -

進捗 -

52 55

目標値 - 42 49

R5 R6
R7

所管課

施策

(目標値)
56

12年後の姿
■若者や移住した人が地域に定着し、持続可能な地域コミュニティが形成されています。
■若者が増え、まちで活躍することにより、まちが活力とにぎわいにあふれています。

4年後の目標
■移住を検討している人たちに対して、本市の魅力や移住に関する情報発信を行い、きめ細かな移住相談
に乗ることなどにより、本市への移住者増加をめざします。
■結婚を希望する若者に対し、出会いの場の提供や、結婚を機に本市へ移住する人の増加をめざします。
■市内大学卒業生の市内居住・市内就職を促進するなど、若者の定住者増加をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4

2-1-6

企画課

(基準値)
移住施策による
市外からの移住
者数

人

R8 ×

分野 2-1

×

若者の定住・移住の促進

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名 種村　慎洋

政策の方向性 2 子ども・若者が自分らしく輝き、学び躍動するまち

外部評価実施年度 R5 ○ R6 × R7

子育て・次世代育成・教育
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-6】

空き家バンクなどを通じて、移住希望者に活用可能な空き家を紹介することで、移住
希望者の住居確保と空き家の活用促進を図ります。

現状 課題 今後の方針

今後の方針

限られた予算のため、移住に
関する補助金の受付が早期終
了することが課題です。

情報発信を強化するなど、補助
金等に頼らない移住施策につい
ても取り組みます。

市のホームページやＳＮＳ等あ
らゆる媒体や機会を活用して移
住者が相談しやすい環境づくり
を進めます。

子育て・若年世帯が「彦根市
空き家バンク」を通じて取得
した空き家等に転居して住む
場合、改修費の一部補助を
行っています。

対象となる建物および所有者
の状況、立地条件や周辺の環
境等、空き家を取り巻く事情
は種々様々であることから、
希望内容と必ずしもマッチン
グしないことが課題です。

現在行っております補助事業や
小江戸ひこね町屋バンク、空き
家バンクの周知を行うとともに
相談体制の充実を図り、これら
の事業を有効に活用しながら、
空き家の利活用の促進を行って
まいります。

今後の方針
移住に関する補助金について
は、年々利用希望者が増えて
います。

1-3

取組内容
移住に関する経済的なハードルを下げるため、移住に関する補助金等の支援を進めま
す。

現状 課題

1-4

取組内容

■年間出生数や年少人口割合については、長期の視点をもって取り組んでいく必要が
あります。
■一方で、特に若者の市内への就労支援については、早急に取組を強化する必要があ
り、移住施策を所管する企画課と雇用対策を担当する地域経済振興課において情報共
有を図っていきます。
■広域連携を行いながら結婚支援策についても検討します。
■引き続き各機関と協力しながら、市内就職者の増加に向けて取組をすすめます。
■補助金による移住者確保から情報発信の強化による移住者確保へ転換していきま
す。

今後の方針
移住コンシェルジュを配置す
るとともに、移住体験ツアー
を実施するなど伴走型の支援
をしています。

移住希望者に対して訴求する
内容としていくことが必要で
す。

動画配信など、移住希望者に対
して本市の魅力が伝わるような
内容を実施します。

1-2

取組内容
移住後の生活を具体的にイメージできるよう、移住体験や市内案内を通じて、伴走型
の支援を進めます。

現状 課題
移住コンシェルジュの退任後
も、相談件数を増やしていく
ことが課題です。

1-1

取組内容

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 移住促進の強化

担当課：
移住ポータルサイトやSNS、首都圏等で開催される移住フェアへの出展など、様々な手
法による情報発信を行い、移住のきっかけづくりを継続して実施し、相談後のアフ
ターフォローを進めます。
現状 課題

予定どおりに進んでおり、Ｓ
ＮＳの登録者数も増加してい
ます。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

企画課、住宅課、地域経済振興課、スポーツ振興課

評価の説明

■市内3大学新卒者の市内就職者数については、昨年と同様に目標を達成できておら
ず、市内就職者数も減少し、令和4年度並みの達成率となりました。移住施策による市
外からの移住者数については、総合戦略の指標（累計）と共に達成することができま
した。これは移住支援金の活用や移住コンシェルジュへの相談等が増加したことによ
るもので、一定の成果が出てきたと評価できると考えています。
■全体を通してみると、未達成の部分はありますが、市内への移住者数や社会増減数
は達成できている事から「B」評価としています。

今後の方針
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【2-1-6】

取組内容
本市への移住を希望する新婚世帯を対象として、結婚に伴う新生活を経済的に支援す
ることを進めます。

現状 課題 今後の方針

今後の方針
滋賀県がマッチングシステム
を構築されましたので、その
周知を集中的に図っていると
ころですが、まだまだ認知度
は高くないと感じます。

滋賀県が整備したマッチング
システムの他、それに関連し
た各種イベントについて、市
としても周知を図っていく必
要があります。

滋賀県および県内自治体と連携
し、マッチングシステムや各種
イベントの周知を強化します。

新規学卒者の市内就職者数は
依然として目標値を下回って
おり、市内就職者を増加させ
る必要があります。

新規学卒者が彦根地域の事業所
に就職し定着するように、事業
者に対して各種研修会などを通
して、求人対策・労働環境向上
対策に努めます。

取組内容

国民スポーツ大会や全国都道府
県対抗eスポーツ選手権等大規模
イベントの開催を通じて、利用
者に施設の周知を行うことで、
新たな利活用を生み出します。

取組内容 卒業生に対する定住の支援制度により、市内への定着を進めます。

現状 課題

2. 市内3大学卒業生をはじめとした若者の定住促進

2-2

今後の方針
奨学金返還支援補助金によ
り、卒業生の定住、移住を推
進しています。

企画課、地域経済振興課担当課：

1-5

奨学金返還支援補助金に替わ
る支援制度の検討が必要で
す。

金銭的支援に限らない、より効
果的な方法はないのか検討を行
います。

担当課： 企画課

3-2

取組内容 市ホームページや広報により、結婚支援に関する情報発信を進めます。

現状 課題

2-1

結婚新生活支援補助金につい
ては、周知が徐々に進んでい
ると思われ、利用者が増加し
ています。

結婚を機に本市に移住してい
ただけるよう、支援を検討す
る必要があります。

滋賀県が実施主体となっている
「しが・めぐりあいサポートセ
ンター」の登録相談会や婚活イ
ベントの本市での開催を連携し
て取り組みます。

取組内容
関係機関との連携による合同企業説明会やインターンシップ等により、学生と地元企
業とのマッチングなどの就労対策を進めます。

現状 課題 今後の方針
彦根商工会議所と連携し、彦
根地域の新規学卒者の就職支
援を図るため、彦根地区雇用
対策協議会として説明会等を
実施しています。

3. 結婚支援の強化

3-1

スポーツツーリズムの推進に合わせて、スポーツ人口の増加、若者を呼び込む仕組み
や人材確保の構築に努めます。

現状 課題 今後の方針

1-6

取組内容
各種の就職説明会の情報などを移住希望者に発信し、市内企業への就職促進を図りま
す。

プロシードアリーナHIKONE
（彦根市スポーツ・文化交流
センター）を会場とした全国
規模の大会の実施や興行での
利用により、市外からの利用
者を呼び込んでいます。

全国規模の大会や興行での利
用が一定数あるが、施設の認
知が十分でない部分がありま
す。

現状 課題 今後の方針
関係団体等が実施する就職説
明会の情報を市HPや広報等を
通して発信しています。

移住希望者に特化した情報発
信は実施していません。ま
た、市内企業への移住者への
就業に関する周知も不足して
います。

移住者の就業支援に関して、市
内企業への周知などについて、
関係機関と調整を進めます。
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担当課： 文化財課

1-1

取組内容
滋賀県とともに設立した彦根城世界遺産登録推進協議会での推薦書原案の練り直しや
国際会議の開催を進めます。

現状 課題 今後の方針

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■事前評価制度のフローにのることになったため、目標としていた登録は未達成とな
りましたが、価値の証明、保存管理の取組に加え、機運醸成につながるイベントの開
催等で世界遺産についてより多くの方々に理解していただくための取組を着実に進め
ることができたことから上記の評価としました。

今後の方針

■今後は、早期に登録が実現するよう、より確実な取組を進めます。

緊密に連携するために県市の
担当者で十分協議を重ね、取
り組んでいます。

県市ともに適切な人員体制と
なっていません。

より連携を深めるとともに、県
に対しては、今後必要になる保
存管理等の市への指導のために
必要な人員配置を求めていきま
す。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 彦根城世界遺産登録の推進

彦根城の世界遺
産登録

-
目標値 - 国内推薦

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■令和6年度については、顕著な普遍的価値等の言明が適切なものであるかを確認するために申請したユ
ネスコの事前評価の結果が開示され、文化庁の指導を仰ぎながら、滋賀県とともに連携して対応を行いま
した。併せて資産の保存管理についても登録後の資産管理や緩衝地帯の景観保全等で義務付けられる遺産
影響評価等の制度設計に取組み、庁内での体制構築に努めています。また、関係諸団体と連携し、地域住
民の機運醸成につながる取組を行いました。

②施策全体の総括評価

文化財課実績値 暫定一覧 延伸 事前評価 評価結果対応

国際 登録 登録

未達成 未達成進捗 - 未達成

分野 3-1 歴史・伝統・文化

(基準値) (目標値)

施策 3-1-1 世界遺産登録の推進

12年後の姿
■彦根城の世界遺産登録が実現されたことにより、彦根城の本質的な価値の認知度が高まり、彦根城や市
内の周辺地域、近隣市町への来訪者の増加が図られているとともに、彦根市が誇る歴史資産として将来に
わたって大切に保存していくための修復整備が進み、彦根城がまちづくりの核になっています。

4年後の目標
■彦根城が世界遺産に登録されています。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課

評価責任者 役職 観光文化戦略部次長 氏名

外部評価実施年度

堀部　圭一

政策の方向性 3 歴史・文化を生かし、にぎわいと特色ある産業が育つまち

R5 × R6 × R7 × R8 ×

- 60 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【3-1-1 】

3-3

取組内容 市内の交通状況や駐車場予約システムなどの情報発信に努めます。

現状 課題 今後の方針
情報発信の方法も含め、未だ
検討段階中です。

研究も含め事業化等ができて
いません。

研究・検討を進めます。

3-2

取組内容
公共交通機関の利用促進策および近隣市町と連携した市外駐車場の利用促進に努めま
す。

現状 課題 今後の方針
公共交通機関と連携を深め、
車内広告やパンフレットによ
り沿線・路線の魅力を再認識
につながる情報発信に取り組
んでいます。

観光面の取組に留まり、利用
者の増加に伴う路線増加や増
発というような住民の利便性
には、繋がっていません。

近隣市町と連携を深め、観光利用を
増進させ、利便性を向上させること
で、地域住民の交通手段としての利
便性も向上させます。駐車場からの
観光動線も開発します。

社会実験や実施協議会からの
提言を受けての本格実施につ
いて継続的なものとなるよ
う、その財源も含めて検討す
る必要があります。

車両流入抑制のための具体的な
対策を検討し、パーク・アン
ド・バスライド等を持続可能な
ものとするため、路線バスを利
用したものとして検討を進めま
す。

2-3

取組内容 世界遺産セミナー等の開催を進めます。

現状 課題 今後の方針
多様なライフスタイルに対応
するべく対面集合形式の開催
を改め、YouTubeでの情報提供
や解説動画の提供に取り組ん
でいます。

YouTubeチャンネル自体の周知
が不十分で視聴数が伸びてい
ません。

3. 交通渋滞緩和のための各種事業
担当課： 都市計画課、交通政策課、観光交流課

3-1

取組内容
彦根インターチェンジ前駐車場でのパーク・アンド・バスライドの実施をはじめとす
る市街地への車両流入抑制を図ります。

現状 課題 今後の方針
パーク・アンド・バスライド
について、社会実験を踏ま
え、実施協議会から本格実施
に向けての提言をいただき、
その実現に向けて検討してい
ます。

広報戦略課とも連携し、周知を
図り、内容についてもさらなる
充実を図ります。

2-2

取組内容 公共施設や商店街等での啓発フラッグ、ポスター、のぼり旗の設置を進めます。

現状 課題 今後の方針
事前評価の結果が肯定的なも
のであったことを周知するた
めに庁舎壁面懸垂幕を設置し
ました。

これまでに設置した啓発フ
ラッグの劣化や乱立によって
保全すべき城下町の良好な景
観が阻害されている側面があ
ります。

景観に配慮するため他の啓発方
法を検討し、より効果的な機運
醸成に努めます。

機運醸成について地域的な偏
りがあり、より広い情報発信
が必要です。

世界遺産登録推進を全県的な取
組とするようこれまで関心のな
かった方々を対象に裾野を広げ
る取組を充実させます。

2. 彦根城世界遺産登録の機運醸成に向けた啓発
担当課： 文化財課、広報戦略課

2-1

取組内容 広報ひこねやパンフレット、ホームページ等を活用した情報発信を進めます。

現状 課題 今後の方針
協議会では、ホームページやパン
フレットのリニューアル。市で
は、啓発チラシやYouTube、広報
ひこねの特集や連載記事でも啓発
に取り組んでいます。
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4-3

取組内容
観光客の歩行環境の改善のため都市交通マスタープランに示す城内観光駐車場の段階
的な移設とトランジットモール化への取組を図ります。

現状 課題 今後の方針
立花船町線の交互二車線化が
完了し、城内の県道を市道に
振り替えることで城内への流
入抑制を図る取組を進めてい
ます。

城内観光駐車場の代替え施設
の確保が必要と考えていま
す。

城内への車両進入を段階的に制
限しつつ自家用車の利用者への
啓発を行います。また、城内の
トランジットモール化への実証
実験等を検討します。

4-2

取組内容
彦根城への過度な集中を避けるための城下町エリアや近隣市町の観光施設と連携した
周遊促進を図ります。

現状 課題 今後の方針
城下町に点在する歴史観光資
源の情報発信に努めるととも
に、彦根市や近隣市町の観光
資源を活用したツアー造成等
の取組を実施しています。

恒常的なツアーの造成や様々
な交通手段を活用した周遊
ルートの設定には至っていま
せん。

今後は、公共交通機関や新たな
モビリティを検討していく中
で、具体的な周遊ルートの設定
に取り組みます。

彦根城に観光客が一極集中す
る状況を打開する必要があり
ます。

具体的な対策を用意し、タイミ
ングを考慮して計画的に実施し
ていきます。

3-5

取組内容 広域観光の取組を進め、彦根城への観光客の集中の軽減を図ります。

現状 課題 今後の方針
湖東圏域や長浜・米原を含め
た地域など、それぞれの地域
での協議会において広域連携
に取り組んでいます。

彦根周辺の市町も含めた周遊
観光への誘客を推進する取組
が必要です。

4. 観光客の受け入れ対策事業
担当課： 観光交流課、都市計画課

4-1

取組内容 オーバーツーリズムを緩和するための季節的分散、エリア的分散施策を図ります。

現状 課題 今後の方針
市内に点在する様々な観光資
源のSNS等による情報発信に努
めています。

関係市町とより連携を深め、広
域の魅力発信や観光資源の掘り
下げに注力します。

3-4

取組内容 観光客の彦根城周辺での移動手段となる新たなモビリティの導入に努めます。

現状 課題 今後の方針
グリーンスローモビリティー
の社会実験を踏まえ、湖東圏
域公共交通活性化協議会にお
いて、新たなモビリティの導
入の検討に取り組んでいま
す。

新たなモビリティの検討に当
たっては、持続可能な制度と
するため、費用対効果の検討
が必要となってきます。

車両流入抑制のための具体的な
対策および費用対効果等につい
て検討し、グリーンスローモビ
リティー含めた新たなモビリ
ティの効果的な活用策を研究し
ます。
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84.5

分野

進捗 - 93.9%

R6
R7

90.0
彦根城博物館実績値 90.0

市指定文化財の
件数（累計）

件 88 89
進捗

目標値 - 90 91

- 97.8% 97.8%

85.7 85.8

12年後の姿
■先人達から受け継いだ大切な文化財を守り次世代に引き継ぐことで、市民の郷土に対する理解と愛着が
深まる社会になっています。
■特別史跡彦根城跡や名勝玄宮楽々園の保存・復元整備を推進することで、これらの文化財の新たな魅力
が創出され、観覧・見学以外の活用や、新技術の効果的な活用方法などを市民とともに模索し、実現でき
るようになっています。
■彦根城博物館での調査・研究、展示を通して大名文化の公開を進めることで、彦根の歴史や文化に関す
る新たな事実を発掘し、豊かな歴史像を市内および国内外へ発信できる施設になっています。
■旧彦根城下だけでなく市域全体の文化財の掘り起こしや情報発信を進めることで、それぞれの地域の歴
史や文化財をより身近に感じるとともに、それらの文化財を守り生かす社会になっています。
■彦根城博物館においては、文化資源の魅力増進や効果的な情報発信などが、時代に応じた情報技術を活
用して行われることで、文化についての理解を深めることを目的とする人々が国内外から多く来訪する施
設になっています。
■展示などについて内容に適した工夫や新技術の活用により、その魅力が増し、市民の文化財に対する理
解を増進させ、文化財保護意識が醸成されるようになっています。
■市民との協働により、歴史的建造物やまちなみを生かしたまちづくりを進める体制になっています。
■文化財の収蔵スペースを確保することで、文化財の散逸を防ぎ、その保存と活用を安定的に行える体制
になっています。
■彦根城博物館の施設・設備の長寿命化に資する計画的な整備や改修を進めることで、文化財の適切な保
存と活用が行える施設になっています。

95.2% 95.3%

彦根城博物館来
館者の満足度

％
目標値 - 90.0 90.0 90.0

88
96.7%

実績値 89

所管課
(基準値) (目標値)

91 92
文化財課

4年後の目標
■特別史跡彦根城跡の天守や櫓など建造物の保存活用計画を策定し、耐震・防災対策も含めた保存整備の
進展をめざします。
■名勝玄宮楽々園の整備基本計画の改訂を進め、名勝指定範囲全体の復元整備をめざします。
■彦根城博物館において、博物館資料に関する調査研究、展示資料の魅力増進、利便性・満足度の向上、
効果的な情報発信、来館者のニーズに応じた施設・設備の改修などの進展をめざします。
■開国記念館や彦根城博物館、地区公民館などでの展示や出前講座、ホームページなどを活用した情報発
信により、特別史跡彦根城跡はもとより市内に現存する文化財に対する理解の向上をめざします。
■伝統芸能および伝統芸道の保存と継承を支援するとともに、彦根城博物館の能舞台および木造復元棟を
活用して能・狂言の公演、茶の湯体験などを実施することにより、文化や歴史の魅力の発信力強化をめざ
します。
■地域の歴史や文化財について、地域の市民団体や大学などの主体的な活動と一層連携して情報収集や課
題への対処に取り組んでいきます。
■市内の文化財の保管の基本方針・取扱基準を定め、収蔵スペース確保のため計画的な課題解決の推進を
めざします。
■彦根城博物館施設適正管理計画に基づく施設・設備の整備や改修を進め、文化財の適切な保存と活用を
めざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5

×外部評価実施年度 R5 × R6 × R7

歴史文化遺産の保存・活用・共生の推進

評価責任者 役職 観光文化戦略部次長 氏名 堀部　圭一

政策の方向性 3 歴史・文化を生かし、にぎわいと特色ある産業が育つまち
3-1 歴史・伝統・文化

施策 3-1-2

R8 ○
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①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■令和4年度に策定した「国宝・重要文化財 （建造物）彦根城天守ほか６棟保存活用計画」に基づき、天
守の耐震補強工事を完了し、国宝・重要文化財建造物防災設備整備工事実施設計を進めました。
■「特別史跡彦根城跡整備基本計画」の改定を行いました。
■「彦根市国指定名勝庭園保存管理計画・整備基本計画」の改定について、検討を進めました。
■彦根藩資料調査研究会の共同研究「殿様の日常生活」、井伊家伝来美術品各分野の基礎調査、彦根藩関
係古文書の調査を実施しました。展示については、企画展・特別公開・テーマ展により、館蔵品を含め、
彦根藩や彦根地域の歴史文化を伝える資料を紹介しました。教育普及活動については、教室や講座を実施
しました。また、文化観光推進地域計画に基づき、展示ケース、案内サイン看板、ミュージアムショップ
等の改修を行いました。さらに、ホームページやXを用いてタイムリーな情報発信を行うことで、展示や
博物館施設の魅力を発信しました。
■開国記念館での展示や出前講座の実施、啓発パンフレットの発行や文化財説明板の設置を行うととも
に、ホームページや『広報ひこね』による情報発信など文化財の啓発に努めました。
■市の財政状況により、能・狂言の公演は実施できなかったものの、リニューアルオープン記念として能
舞台見学を行い、また、木造棟を用いて小学生向けに茶道体験教室を実施し、伝統文化の魅力の発信と伝
承に努めました。
■滋賀県立大学と市で荒神山古墳群の共同調査や現地説明会、調査報告会を実施しました。
■現在、民具や古文書等は調査の上で希少性や重要性により収集の判断をしています。文化財保管の基本
方針・取り扱い基準の素案の検討を進めました。
■各部署が個別に収集・保管を行っている状況です。
■彦根城博物館施設適正管理計画に基づき、高圧ケーブルと館内非常用照明の改修を行い、展示品や収蔵
物の適切な保存に努めました。
■文化財の指定件数については、未指定文化財の調査を継続的に実施し、その結果に基づき順次指定を
行っています。令和6年度は、令和7年3月に新たに1件の指定を行いましたが、指標の目標は達成できませ
んでした。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■建造物の公開活用を進めるためには、保存活用計画の策定が必要であるとともに保
存修理に時間を要することとなります。各種計画に基づき、着実に進める必要があり
ますが、令和6年度については概ね計画どおりに事業が進捗しております。
■「彦根城博物館来館者の満足度」が目標値を下回ってしまったことについては、繁
忙期間中のリニューアル工事に伴う休館等が影響したものと考えられますが、令和5年
度に比べると微増ではありますが0.1％満足度が上昇しました。
■市の厳しい財政状況の中で、目標値には到達しないものの、目標値に近い形で、文
化財指定件数、館満足度もあったことから、上記の評価としました。

今後の方針

■文化財の保護に関しては、所有者やその他の市民の理解と協力が不可欠であり、今
後も文化財の調査研究を進めるとともに、普及啓発を積極的に行います。併せて、文
化財の活用も推進します。
■特別史跡彦根城跡については、今後の保存と整備に向けた計画の見直しを進め、文
化財としての価値を更に高めるための取組を推進するとともに、名勝庭園を含めた保
存修理を継続して行い、良好な形で後世に残していけるような取組を行います。
■展示内容の充実、貸館を中心とした能舞台の積極的な活用、リニューアル工事を施
工したミュージアムショップの充実を積極的に行い、来館者の満足度を高めます。
■ホームページやX、InstagramなどのSNSを積極的に活用し、博物館に訪れたくなるよ
うな興味を引くタイムリーな情報発信に努めます。
■限られた予算の中で、特別展・テーマ展・企画展などの展示の開催や、能舞台の貸
館事業として能・狂言の公演を実施するなどにより、彦根の歴史・文化の魅力発信を
行います。
■彦根城博物館施設適正管理計画のとおり修繕等を進めるとともに、空調をはじめ老
朽化した施設の大規模改修を行い、文化財の保存と文化財の魅力発信の両立を図りま
す。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【3-1-2】

1-3

取組内容
観光客だけでなく住民の使いやすさにも配慮し、文化財の価値を損ねることのない合
理的な修復や整備に努めます。

現状 課題 今後の方針
個人所有の文化財の修復で
は、生活などに支障を来さな
い範囲を確認したうえで、文
化財価値を損ねないように努
めています。

個人所有者の多くは、高齢化
が進むなど、適切な整備が困
難となっています。

文化財価値を損ねることのない
整備には、必要に応じ文化財保
護審議会や県・文化庁と協議を
行い、活用がしやすくなるよう
に努めます。

1-2

取組内容 歴史的建造物をはじめとする指定文化財の保存修理に努めます。

現状 課題 今後の方針
歴史的建造物の多くは、適切
な維持管理がされず老朽化が
進んでいる建造物もありま
す。

個人所有者の文化財建造物
は、計画的な保存修理の実施
が困難となっています。

国・県補助金の確保に努め、指
定文化財所有者と連携し計画
的・効率的な保存修理に努めま
す。

1-1

取組内容
国宝の天守をはじめ、彦根城内の櫓や名勝庭園、歴史的建造物、史跡など指定文化財
の公開活用に努めます。

現状 課題 今後の方針
城内の各重要文化財等は、一
部を除き公開活用を実施して
います。しかし、その他の指
定文化財等は個人所有もあり
公開活用に至っていません。

建造物の公開活用を進めるた
めには、保存活用計画の策定
が必要であるとともに保存修
理に時間を要します。

保存修理が完了した建造物は、
積極的な公開活用を行います。
また、未整備の建造物は、特別
公開を実施しながら順次整備に
努めるほか、民間資本活用の可
能性を探ります。

1-6

取組内容 開発に伴う埋蔵文化財の発掘調査と遺跡の保護に努めます。

現状 課題 今後の方針
開発に伴う埋蔵文化財の発掘
調査（記録保存調査）を実施
し、発掘調査報告書を刊行す
ることで調査成果を公開して
います。

開発事業者と協議を行います
が、工法の変更等による遺跡
の保護につながる事例が少な
いです。

開発事業者と積極的に保護のた
めの協議を行い、遺跡の保護を
図ります。

1-5

取組内容
史跡や建造物、絵画、彫刻、古文書などの未指定文化財の調査を進め、将来に残すべ
き指定文化財の増加に努めます。

現状 課題 今後の方針
重要遺跡の範囲確認調査や開
発に伴う埋蔵文化財の発掘調
査や市史編纂に伴う調査、国
県からの調査依頼等に伴う調
査等を実施してきました。

市内全域において未指定文化
財の総合的把握調査が実施で
きていません。

文化財の保存活用に係る地域計
画の策定も視野に入れ、未指定
文化財の把握を行い、地域特性
を示す文化財について指定し、
その価値の保存に努めます。

1-4

取組内容
社会の変化やニーズの多様性を踏まえて文化財の活用方法を検討し、文化財に親しみ
を持てる機会を増やし、地域住民と文化財の距離を縮めることに努めます。

現状 課題 今後の方針
既往の調査に基づき、指定等
の措置により散逸防止、保存
に努めています。

市内全域において未指定文化
財の総合的把握調査が実施で
きていません。

旧彦根城下だけでなく市域全体
の文化財の掘り起こしを行い、
それらの情報発信も積極的に行
います。

1. 文化財の保存と活用
担当課：

③主な取組の現状・課題・今後の方針

文化財課、都市計画課、彦根城博物館
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【3-1-2】

市内全域において総合的把握
調査が実施できていません。
古文書の調査については、調
査資料の分量が多く、調査完
了までに時間がかかっていま
す。

文化財の保存活用に係る地域計
画の策定も視野に入れ、総合的
に把握し、重要性を啓発すると
ともに地域特性を示すものにつ
いて指定等の措置を講じます。
目録採録方法の簡易化などによ
る作成時間の縮減をはかり、計
画的に調査を進めていきます。

1-7

取組内容 歴史民俗資料や美術工芸品、古文書などの調査を進め、散逸防止・保存に努めます。

現状 課題 今後の方針
既往の調査に基づき、指定等
の措置により散逸防止、保存
に努めています。
彦根藩および彦根地域関係の
美術工芸品と古文書の所蔵者
からの依頼や情報提供に応
じ、調査を実施しています。

①共同研究の成果を文化観光
関連事業に具体的に展開する
必要があります。

①基本資料の分析を進め、内容
を正確に把握し、殿様（彦根藩
主）の日々の行動を具体的に明
らかにしていくとともに、彦根
の文化観光の取組に対し、研究
成果から情報提供を行います。
②「侍中由緒帳19」を刊行し、
同20の刊行に向け、原稿作成・
編集を行います。その後、刊行
計画により続巻を刊行していき
ます。

1-11

取組内容
博物館資料を安全に収蔵・展示するために能舞台の公演時に館内へ外気が入らないよ
うにするなど館内の空気環境の維持を行いつつ、伝統芸能の公演などによる彦根城表
御殿能舞台の活用を進めます。
現状 課題

今後の方針
民具や古文書等の文化財につ
いては、調査の上で希少性や
重要性により選択的に収集の
判断をしていますが、博物
館・文化財課ともに収蔵庫の
資料収蔵スペースが不足して
います。

文化財を保管する所属である
博物館、文化財課などの関連
部署で、収集・収蔵の基本方
針を定め、かつ収蔵スペース
確保に向けた具体的方策を打
ち出す必要があります。

新たな収蔵スペースの確保に努
めるとともに地域特性に応じた
資料収集の判断基準の見直しを
行います。
博物館、文化財課などの関連部
署で、収蔵スペース確保に向け
た協議を行います。

1-9

取組内容
共同研究の彦根藩資料調査研究会の実施および彦根藩史料叢書の刊行により、彦根藩
に関する資料の研究を進めます。

現状 課題

令和5年度に、能舞台脇見所の
スライディングウォール
（パーテーション）の改修を
行い、利用時の外気の入り込
みを少なくする設備としてい
ます。

江戸時代に建てられた由緒あ
る能舞台を活用し、伝統芸能
に触れてもらえるよう自主事
業として毎年開催していた
能・狂言ですが、彦根市の財
政状況が厳しいことから開催
を見送っています。

今後は、開館40周年や世界遺産
登録記念時に自主事業の能・狂
言の開催を目指すとともに、多
方面との共催や貸館事業として
ほんものの伝統芸能が開催でき
るよう働きかけを行っていきま
す。

1-10

取組内容 特別展・企画展・テーマ展等の展覧会および常設展にて文化財の公開を進めます。

現状 課題 今後の方針
収蔵品を基本とした常設展に
加え、彦根ゆかりの絵師や、
彦根藩主の仏教信仰など、調
査研究をもとに、井伊家資料
を活かしつつ、広く時代の特
徴をとらえるテーマの展覧会
を開催しました。

観光客の多い博物館であるこ
とから、展覧会は、市民およ
び観光客双方に向けて発信で
きるテーマを設定とする、ま
たは、発信のターゲットのバ
ランスを考慮したテーマ設定
をする必要があります。

通常の年は限られた予算の中で
の創意工夫をおこない、記念の
年などには大々的なテーマとす
るなど、メリハリのある展示計
画を作成し、開催していきま
す。

1-8

取組内容 文化財の収集・収蔵方針および収蔵スペース確保の検討を進めます。

現状 課題

今後の方針

今後の方針
①彦根藩資料調査研究会の共
同研究「殿様の日常生活」の
研究会を4回実施し、基本資料
の分析を行い、成果を公開研
究会「儀礼・贈答からみる殿
様の姿」と常設展で公開しま
した。②彦根藩史料叢書「侍
中由緒帳19」の原稿作成・編
集を行いました。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【3-1-2】

史跡を開発等から守り、適切
に維持管理するため、早期の
公有地化を進める必要があり
ます。

保存整備および有効活用を図る
ため、公有地化を促進します。

現状 課題 今後の方針
天守は、耐震対策を完了しま
した。また、防災対策は、天
守を中心に防災設備等の工事
に着手し、順次対策に取り組
んでいます。

高石垣の上にある建造物は、
石垣の耐震対策が確立されて
いないことから、建造物の耐
震対策が困難となっていま
す。

国の動向や他城との情報交換な
どを注視するとともに、新たな
技術が確立された際には、対策
を進めます。

2-6

取組内容 文化財の修復や整備に市民が参加できる仕組みづくりに努めます。

現状 課題 今後の方針
木俣屋敷のボランティア清掃
を実施しています。

維持管理としての草刈り清掃
にとどまり、文化財の本質的
な価値に直接関わることがで
きる仕組みづくりが必要で
す。

庭園整備や建造物の修復に関
し、専門家の意見を聞きながら
市民が参画できる仕組みづくり
に努めるほか、民間資本活用の
可能性を探ります。

2-5

取組内容 名勝旧彦根藩松原下屋敷(お浜御殿)庭園の保存整備に努めます。

現状 課題 今後の方針
建造物の修繕および草刈り、
枯れ木伐採の維持管理を行っ
ています。

名勝としての保存活用計画や
整備基本計画を策定する必要
があります。また、限られた
人員、財源の中で優先順位を
つけ進める必要があります。

名勝玄宮楽々園の整備を優先し
ながら、文化庁との協議を進
め、専門委員会を設置し保存活
用計画および整備基本計画の策
定を図りますが、当面の間はボ
ランティアによる清掃のほか、
民間資本活用の可能性を探りま
す。

名勝としての保存活用計画や
整備基本計画を策定した上で
計画的に整備を進める必要が
あります。

専門委員会を設置し、保存活用
計画や整備基本計画の策定作業
を進め、文化庁との協議のうえ
で緊急性のあるものから順次整
備を進めます。

2-1

取組内容 特別史跡彦根城跡の石垣や木造橋、山道などの修復・保存整備に努めます。

現状 課題 今後の方針
特別史跡内各所で石垣の崩
落、木造橋の腐朽、山道の路
面の劣化が進行しています。

観光客の動線を確保した上
で、特別史跡内全体を計画的
に整備していく必要がありま
す。

2-4

取組内容 名勝玄宮楽々園の建造物の保存整備と復元整備に努めます。

現状 課題 今後の方針
玄宮園内の木造橋をはじめ各
建造物の老朽化が進んでお
り、高橋の架替における実施
設計を行いました。楽々園で
は、建造物の復元整備を休止
しています。

2-3

取組内容 特別史跡彦根城跡の公有地化に努めます。

現状 課題 今後の方針
特別史跡彦根城跡において、
史跡になじまない施設につい
ては順次公有化を進めていま
す。

特別史跡の整備基本計画を基
に、専門委員会の助言を得なが
ら計画的な整備に努めます。

2-2

取組内容 天守や櫓など建造物の耐震・防災対策に努めます。

2. 特別史跡および名勝の保存整備
担当課： 文化財課
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国内への情報発信の充実に努め
るとともに、多言語での情報発
信が可能となるよう対応を進め
ます。

3-2

取組内容
文化財に対する理解と認識を深めるため、展示や出前講座などを開催するとともにメ
ディアを活用した啓発、文化財説明板の設置に努めます。

現状 課題 今後の方針

3-3

取組内容 インターネットなどを活用し、国内外への情報発信に努めます。

現状 課題 今後の方針
彦根城公式ホームページや、
彦根城博物館ホームページ、
市ホームページ、またSNS等に
より情報発信をしています。

世界中に情報発信できるよう
な多言語対応が十分ではあり
ません。

3-5

取組内容
彦根城博物館の魅力増進、利便性・満足度の向上、効果的な情報発信・広報誘客など
に努めます。

現状 課題 今後の方針
ホームページとメールマガジ
ン配信により、展示内容やイ
ベントの開催情報の提供を
行っているほか、XなどのSNS
を用いて、展示の見所や庭園
の様子など、多様な情報を紹
介しています。

博物館法の改正により資料の
電磁的記録の公開を進める必
要があるほか、Xのフォロワー
数が2,600人を超えましたが、
内容によりアクセス数にばら
つきがあります。

効果的で関心を引くデジタル資
料の公開方法を研究する必要が
あるほか、Xではアクセス数が伸
びるツイートの内容や方法を検
討するとともに、新たに
Instagramを活用しタイムリーな
情報提供に努めていきます。

3-4

取組内容
博物館での歴史・美術講座、古文書教室、子ども向け教室の開催などにより、歴史・
文化に親しむ機会の提供を進めます。

現状 課題 今後の方針
学芸員による歴史・美術講
座、古文書教室、および小学
生を対象とした歴史・文化の
体験教室「キッズサマース
クール」、「茶の湯体験」を
実施しています。

歴史・美術講座の受講者が固
定化傾向にあります。また、
キッズサマースクールでは、
歴史や美術の内容を小学生向
けに平易に説明することに努
めていますが、子どもの発達
段階に応じたきめ細やかさが
十分ではありません。

講座テーマの工夫による新たな
受講者の開拓や、キッズサマー
スクールでの小学生への説明方
法の工夫を行い、参加者が彦根
の歴史・文化に親しみ、より深
く学べるように努めます。

開国記念館での展示や出前講
座の実施、啓発パンフレット
の発行や文化財説明板の設置
を行い、文化財の啓発に努め
ております。

近年対面での講座や歴史探索
ウォークが十分に実施できて
おらず、市民・地域への周知
を進める必要があります。

講座や歴史探索ウォーク等、対
面での啓発事業を充実させ、更
なる文化財に対する理解と認識
を深めていただけるよう啓発を
進めます。

共同調査について、より関心
もってもらえるような情報発
信や、市民・地域への周知方
法を工夫する必要がありま
す。

共同調査に関する情報発信を積
極的に行うとともに、市民や地
域を巻き込んだ形での共同調査
を進めます。

3. 文化財保護意識の向上および教育普及・広報
担当課： 文化財課、彦根城博物館

3-1

取組内容
文化財を守るだけでなく、文化財によりまちを守るため地域の市民団体や大学などと
の連携に努めます。

現状 課題 今後の方針
令和4年度より滋賀県立大学と
市で荒神山古墳群の共同調査
をスタートし、現地説明会、
発掘調査体験会を実施してい
ます。
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○ R8 ×

評価責任者 役職 都市政策部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7

施策 3-1-3 景観形成の推進

12年後の姿
■本市の景観は、歴史など地域ごとの景観特性や夜間における景観形成などを生かして、まとまりと調和
のとれた地域固有の良好な景観になっています。
■景観まちづくりでは、地域住民や各種団体などと連携して、大切な景観を守り育てる社会になっていま
す。
■彦根市歴史的風致維持向上計画(第2期)の重点区域である彦根城下町区域では、計画の着実な推進によ
り、歴史的風致を醸成する環境になっています。
■地域の景観的特性を踏まえた屋外広告物の表示または掲出を促進することで、市民の共有資産である本
市の景観を保全・育成し、次世代につなげられる環境になっています。
■彦根城の資産を取り巻く良好な周辺環境の向上をとおして、市民の歴史まちづくり活動および空き町屋
の活用推進の機運が醸成されるようになっています。

4年後の目標

志萱　昌貢

政策の方向性 3 歴史・文化を生かし、にぎわいと特色ある産業が育つまち
分野 3-1 歴史・伝統・文化

■現行の彦根市景観条例、彦根市景観計画および彦根市屋外広告物条例の改定を進め、良好な景観形成の
さらなる向上をめざします。
■周知啓発や活動の支援などを通して、市民、事業者、各種団体が取り組む景観まちづくり活動の連携お
よび拡大をめざします。
■彦根市歴史的風致維持向上計画(第2期)に基づく施設整備を進めるとともに、空き町屋の利活用の推進
につながる活動支援の強化をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

景観形成地域・
地区の指定件数
(累計）

件
目標値 - 5 5 7 7

建築指導課実績値 5 5 5 7
進捗 - 達成 達成 達成

景観条例、景観形
成基準および屋外
広告物許可基準の
改定(累計）

件

目標値 - 0 1 1 2

建築指導課実績値 0 0 0 3

進捗 - 達成 0.0% 達成

市民の景観まち
づくり活動の支
援数（累計）

件
目標値 - 2 3 3 4

建築指導課実績値 2 2 2 2
進捗 - 達成 66.7% 66.7%

R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

96.6%

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■現行の彦根市景観条例および彦根市屋外広告物条例の一部改正について、手続きを順次進め、本市議会
において議決いただきました。また、彦根市景観計画について、これら条例の一部改正に合わせ改定の手
続きを完了し、令和7年4月施行に向け施策間の連携を図ることが出来ました。
■景観まちづくりに関する周知啓発として、歴史的街道景観まちづくりタウンミーティングを開催するな
ど関係団体と協働して推進しました。
■彦根市歴史的風致維持向上計画(第2期)に基づく事業として、空き町屋の利活用の推進に取り組む組織
（小江戸ひこね町屋活用コンソーシアム）に対し継続して支援を実施しました。

総合戦略指標名 単位
H30

R4

- 達成 達成

R5

29 29

文化財課実績値 26 28 28 28

進捗

歴史まちづくり取
組件数（累計）

件

目標値 - 28 28
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②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

彦根市総合政策
推進協議会にお
ける意見を受け
た今後の方針

■「評価の説明」の意見について、評価の説明欄に指標毎の現状を説明のうえ、達
成、未達成を青字で修正しました。
■「今後の方針」の意見について、今後の方針欄に未達成の指標毎に内容を青字で修
正しました。
■主な取組に示しています「空き町屋」は、市内の昭和20年以前に建築され、現に居
住していないまたは近く居住しなくなる建物としています。個別の空き町屋に関する
調査ではありませんが、一般的な空き家に関して、平成28年および令和3年に行った実
態調査により、捕捉と現状把握をしています。
■改定した「彦根市景観計画」において、重点的に景観形成を図る区域（重点地区）
を拡大したことから、彦根城周辺における良好な景観の形成をさらに進められること
をとおして、彦根城の世界遺産登録の推進に寄与できると考えています。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 良好な景観形成

担当課： 建築指導課

評価の説明

■景観形成・地区の指定では、彦根市景観計画の改定により、重点地区に新たに2地区
を入れることとする手続きが完了し、目標を達成することができました。
■景観に関わる条例および計画に関する基準の改正・改定では、景観形成の進捗に係
る3つの施策である彦根市景観条例、彦根市屋外広告物条例の一部改正ならびに彦根市
景観計画の改定に向け、計画的かつ着実な進捗により見直しに係る手続きが完了し、
目標を達成することができました。
■市民の景観まちづくり活動の支援では、周知啓発は行っているものの、新たな地区
における景観まちづくり活動の増加がみられなかったことから、目標を達成すること
ができませんでした。
■歴史まちづくりの取組では、継続的な取組を行っているものの、本市の財政状況に
より着手時期を遅らせたことなどから目標を達成することができませんでした。

今後の方針

■良好な景観形成づくりを進めていくために、見直した景観関連施策に基づき周知啓
発を図りながら、本市における景観特性の保全と拡大を推進していきます。
■市民の景観まちづくり活動の支援では、彦根市景観計画に基づき市民等が主体とな
り行う継続的な活動をとおして、良好な景観まちづくりの増加に繋がるよう、関係団
体とも連携し周知啓発などに努めます。
■歴史まちづくりの取組では、様々な関連事業の継続した取組が大切であることか
ら、取組件数の増加に繋がるよう、周知啓発などとともに、市民への歴史まちづくり
に対する機運の醸成を図ります。

彦根市総合政策
推進協議会にお

ける意見

■「評価の説明」では、指標の達成・未達成にも必ず言及してください。
■「今後の方針」では、未達成の指標に関する対応方針についても説明してくださ
い。
■空き町家の活用について政策目標に掲げられいますが、KPIが設定されていません。
町屋や空き家の捕捉と現状把握はされていないのでしょうか。
■彦根城の世界遺産登録の推進に向け、景観施策においてサポートやバックアップが
できる部分はありませんか。

1-1

取組内容
現行の彦根市景観条例の施行および彦根市景観計画の策定から、これまでの取組に対
する課題の整理を進めます。

現状 課題 今後の方針
本市の良好な景観を向上して
いくため、彦根市景観条例の
一部改正および彦根市景観計
画の改定に向けて、策定の手
続きを進めています。

令和6年度に見直した景観関連
施策について、令和7年度から
施行することとしていること
から、円滑な運用が図れるか
が課題です。

令和6年度に一部改正および改定
作業を終えた景観関連施策につ
いて、令和7年度からの施行とし
ていることから、円滑な運用が
図れるよう、周知啓発等に努め
ます。
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1-2

取組内容 景観条例において、事前届出制の規定を新たに設けるなどの改定を図ります。

現状 課題 今後の方針
景観面での影響が大きな行為
に対して、計画の初期段階で
市と協議を行うこととする事
前協議制度を一部改正する彦
根市景観条例に規定し、制度
面の改善に取り組んでいま
す。

法令に基づく届出に加え、本
市独自の事前協議を必要とす
ることとしたことから、対象
となる行為を計画する事業者
等に対して、認識が行き届い
ているかが課題です。

事業者からの事前調査の機会の
ほか、ホームページでの周知な
どを通して、確実な運用に繋げ
ていきます。

1-3

取組内容
景観計画において、景観重点地区の拡大および景観形成基準の見直しなどの改定を図
ります。

現状 課題 今後の方針
景観計画区域内の重点地区
（景観形成地域）の拡大なら
びに景観形成基準の見直しを
図るため、彦根市景観計画の
改定案に示し、策定に向け手
続きを進めています。

重点地区を拡大することや景
観形成基準の見直しに伴い、
円滑な移行ができるかが課題
です。

届出対象の行為を計画する事業
者に対して、見直しの内容を分
かりやすく解説する資料を整え
ることなど、円滑な周知啓発を
図ります。

1-4

取組内容
歴史的建造物等が多く残るなど、景観の向上が求められる地区の維持・保全・育成に
努めます。

現状 課題 今後の方針
歴史的景観に寄与する歴史的
建造物等が、老朽化などの影
響により滅失化が進んでいま
す。

歴史的景観を先導する歴史的
建造物の数は、社会的な環境
の変化など様々な影響から、
減少してきており、これらの
周辺景観の特徴が薄れてきて
います。

特徴ある歴史的景観の維持・保
全および調和が図れるよう、市
民や関係団体の皆さんととも
に、景観まちづくり活動の取り
組みを推進します。

1-5

取組内容 保全・育成を目的とした指定制度や支援制度の充実に努めます。

現状 課題 今後の方針
良好な景観形成の核となる建
築物や道路等の公共施設を、
景観重要建造物ならびに景観
重要公共施設として、指定す
ることができる制度がありま
す。

景観重要建造物の指定件数の
拡大ならびに支援制度の充実
が課題です。

景観重要建造物の指定候補物件
に対して、周知啓発に努めると
ともに、財政状況も踏まえ活用
いただけやすい支援制度の検討
を進めます。

2. 屋外広告物からの景観向上
担当課： 建築指導課

2-1

取組内容
現行の彦根市屋外広告物条例の制定からこれまでの取組に対する課題の整理を進めま
す。

現状 課題 今後の方針
現行の彦根市屋外広告物条例
に基づき、良好な景観保全に
繋がる適正な屋外広告物を創
出するとともに、さらに景観
向上を目指し、条例の一部改
正の手続きを進めています。

現行の市条例の施行後、適正
な屋外広告物の増加が進みま
したが、未申請、基準不適合
等の是正が必要な屋外広告物
の改善が課題です。

条例の一部改正後、未申請物件
に対する悉皆調査を改めて行う
とともに、改善に向けての是正
指導を併せて取り組みます。

33
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2-2

取組内容
彦根市屋外広告物条例において、景観計画の改定内容に沿って地域区分および許可基
準の改定を図ります。

現状 課題 今後の方針
彦根市景観計画の改定に合わ
せ、彦根市屋外広告物条例お
よび規則の一部改正を進めて
います。

条例の一部改正後に伴い、既
存不適格となる屋外広告物に
対して、円滑な是正改修に繋
げることができるかが課題で
す。

一部改正する条例において、是
正改修に係る経過措置期間を設
けていることの周知と合わせ、
早期の改修に繋がるよう、先進
事例を紹介するなど積極的なア
ドバイスに取り組みます。

3. 歴史都市景観の維持・保全
担当課： 建築指導課、文化財課、都市計画課、住宅課

3-1

取組内容 歴史都市景観の維持・保全に関する課題の整理を進めます。

現状 課題 今後の方針
彦根市景観計画に基づき、城
下町景観形成地域における歴
史と調和する良好な景観形成
の推進を図るとともに、その
他景観関連施策の見直しを進
めています。

彦根城の世界遺産登録に向
け、緩衝地帯の位置づけがさ
れている地域において、きめ
細やかな景観誘導が必要で
す。

見直した景観関連施策を通し
て、歴史都市における景観の維
持・保全に努めます。

3-2

取組内容 歴史都市景観の保全・育成または創造に向けた制度との連携を図ります。

現状 課題 今後の方針
歴史都市景観の保全・育成ま
たは創造に繋がるよう、彦根
城周辺の重点地区の拡大なら
びに景観形成基準の見直しな
ど、彦根市景観計画等の景観
関連施策の見直しを進めてい
ます。

景観の改善には、時間的なゆ
るやかな変化をとおして形成
される部分もあり、効果の検
証に期間を要します。

歴史都市景観との調和を図るた
め、先進事例や当初の計画策定
時からの変化を示し啓発に繋げ
るなど、見直した景観関連施策
を通してきめ細やかな景観誘導
の推進に取り組みます。

3-3

取組内容 空き町屋の利活用に対する支援などを図ります。

現状 課題 今後の方針
空き町屋の利活用を進めるた
め、町屋バンクへ登録する制
度や支援する補助金制度（彦
根市空き家対策総合支援事業
補助金等）があります。

空き町屋は老朽化が激しく改
修には多額の費用を要しま
す。また、空き町屋は旧城下
町の狭隘な道路に多く、利活
用が進みにくい環境にありま
す。また、厳しい財政状況の
なか、補助事業等の予算の確
保が難しい状況です。

同計画に基づき歴史まちづく
りに関連する施策について、
関係各課が主体となり事業を
推進しています。

歴史まちづくり事業は、様々
な取り組みの推進により、歴
史都市として昇華する効果が
期待できます。しかし、それ
には事業費の確保等に課題が
あります。

同計画に基づき、彦根城を中心
とした歴史的風致を後世に伝え
るため、行政が市民や関係団体
等とともに取り組みを推進して
いきます。

空き町屋を含む空き家の利活用
を推進するため、現在行ってお
ります補助事業や小江戸ひこね
町屋情報バンク、彦根市空き家
バンクの周知を行うとともに相
談体制の充実を図り、これらの
事業を有効に活用しながら、支
援を行っていきます。

4. 歴史まちづくりの推進
担当課： 建築指導課、文化財課、都市計画課、道路河川課、観光交流課、彦根城博物館学芸史料課、地域経済振興課

4-1

取組内容 彦根市歴史的風致維持向上計画(第2期)に基づく各施策の実施を進めます。

現状 課題 今後の方針
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【3-1-4】

80

文化振興課実績値 31.4 56.6 45.2 43.0
33.0 34.0 35.0

達成 達成

文化施設の稼働
率(文プラ)

％

進捗 - 達成

文化施設の稼働
率(みずほ)

％
目標値 - 32.0

実績値 61.4 63.0 61.2 60.7
達成 97.1% 94.8%

75 72 77

- 62.0 63.0 64.0

春・秋市文化祭
協賛行事数

件
77

文化振興課
進捗 -

目標値

- 375

進捗

目標値 - 71 74

- 達成 97.3% 達成
65.0

文化振興課実績値 68

- 80.8% 71.5% 65.6%
文化振興課実績値 368 303 286 279

400 425 450
美術展覧会出品
数

件
目標値

氏名 堀部　圭一

政策の方向性 3 歴史・文化を生かし、にぎわいと特色ある産業が育つまち

R6

12年後の姿
■本市の文化芸術振興の基本的な方向性を明確にし、伝統文化の継承と発展や市民の主体的な文化芸術活
動の支援を図ることにより、美術展覧会等への出品や文化祭行事への参加意欲が高まっています。さらに
は彦根からの文化の発信に取り組むことにより、“彦根らしい”新たな文化を創出し、市民の文化資質が
向上され、地域への誇りと愛着がより一層高まっています。
■市民の文化・芸術活動が社会的に評価される場づくり、また、文化芸術活動が社会で喜ばれる場づくり
が進み、文化・芸術の重要性が社会的に高まっています。
■子どもたちをはじめ市民が上質な文化芸術に触れ、多面的な交流を広げることにより、文化芸術活動の
振興と文化をリードする人材が育成されています。
■ひこね市文化プラザ等の文化施設が、機能の充実と地域の特性等を踏まえた魅力ある自主事業の実施に
より、市民が親しみやすく利用しやすい施設になり、市民のニーズに応じた状況となっています。
■文化芸術への入り口として親しみやすく利便性のある新たな媒体を活用しつつ、本物の良質な芸術に触
れあう機会や発表する場所の提供を継続していくことで、市民の文化活動の変化に対応し地域に根差した
振興が推進されています。
■複数の大学の存在や今に残る城下町の風情など文化と教養に富んだ地域の特性から、まち全体の景観と
文化的資産を生かした文化・芸術の振興が図られ、市民に受け入れられています。
■先人の残した偉大な功績をあらゆる機会を通じて市の内外に発信することで、彦根独自の文化を育み広
く後世に伝えていく状況になっています。
■図書館が所蔵する貴重な郷土資料等を有効活用するため、適切に保存、管理されるとともに、新たな資
料を収集し、それらの閲覧や展示等ができるようになっています。

4年後の目標
■市民の自主的な創作活動を促進するため、市民に浸透している美術展覧会や文化祭、市民文芸作品募集
などの事業を継続して実施します。また、継続実施にあたっては、次世代の文化芸術活動を担う人材の育
成も念頭に見据えながら、美術展覧会への出品数や市民文芸作品の応募点数、文化祭協賛事業数が増加す
るよう、市民の活動実態に合わせた出品分野の拡大や高校や大学などの教育機関に対する情報発信に努め
るとともに、鑑賞・観覧されることで、より創作意欲が高まるよう美術展覧会等への来場者の増加を図
り、事業内容が充実することをめざします。
■文化・芸術活動を推進する場を継続的に提供できるよう、施設の整備と文化芸術事業の充実をめざしま
す。
■ICT技術等を活用した新たな表現や発表の媒体を研究し、今後の整備にむけて検討をはじめ、実用化さ
れることをめざします。
■井伊直弼が研鑽(さん)した茶の湯のこころなど、彦根独自の文化の掘り起こしと各施策への浸透に向
け、理念や方針等を確立することをめざします。
■貴重な郷土資料の適切な保存、管理および新たな資料の収集に努めるとともに、それらの公開を通じて
新たな地域文化が創出されることをめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5
R7

所管課
(基準値) (目標値)

進捗

×

分野 3-1 歴史・伝統・文化
施策 3-1-4 文化・芸術の振興

R8×外部評価実施年度 R5 × R6 ○ R7

評価責任者 役職 観光文化戦略部次長
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【3-1-4】

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 文化芸術環境の整備

指定管理者の自主事業につい
ては、一層の集客を図ってい
く必要があります。
高宮地域文化センターのサー
クル活動は年々減少傾向にあ
ります。

より魅力的な事業を実施しやす
いよう企画の自由度を高めるた
めに指定管理者と定期的に情報
共有を行い、必要に応じて他課
との連携や広報を行います。
高宮地域文化センターのサーク
ル活動の支援を行います。

担当課： 文化振興課

1-1

取組内容

文化芸術振興の拠点機能を充実させるため、ひこね市文化プラザにおいては指定管理者による各
種事業を実施し、市民が利用しやすい施設の管理運営を進めます。コンサートなどの一般鑑賞型
事業および講座・講演の生涯学習型事業において、各界の第一人者を招いて各種事業を進めま
す。みずほ文化センターでは、従来から実施している自主事業に加え、同一の指定管理者による
施設の管理のメリットを生かした事業の実施を進めます。また、地域の文化振興を図るため、高
宮地域文化センターにおいては、サークル活動などへの支援に努めます。

現状 課題 今後の方針
ひこね市文化プラザ、みずほ
文化センター、高宮地域文化
センターともに、施設の利用
状況は概ね横ばいで推移して
います。

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■指標未達成の指標もありますが、半数の指標で目標値を達成していますので、上記
の評価としました。施設の稼働率は目標には至っていないものの、一定の成果が出て
いると思われます。
■春・秋の文化祭協賛事業については、目標を達成しており、広く市民に文化芸術活
動の場を提供できています。
　美術展覧会については、コロナ禍以降、出展数の低下が続いています。興味関心を
喚起するために、様々な取り組みを進めていますが、結果に結びつきにくい状況が続
いています。

今後の方針

■教育機関への働きかけや情報発信、ひこね市文化プラザやみずほ文化センターの指
定管理者による自主事業の充実を図ることにより、彦根城や城下町の風情など多くの
文化遺産、歴史により培われた文化芸術に対する理解を促進していきます。
■美術展覧会や市民文芸作品をはじめとした文化芸術活動の場を提供することで、本
市における文化振興の取組を継続していきます。出展者数の減少、固定化の課題もあ
るため、今後もSNS（交流サイト）を活用した情報発信を行い、若年層を含めた市民等
に向けて認知度を向上させることや、現在６部門で構成されている展覧会に、新部門
を設けるなど、新たな出展者層の開拓を行い、出品数の増加等につなげていけるよう
に努めるとともに、事業の見直しについて、引き続き検討します。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■施設の利用状況は、春と秋の文化祭協賛事業数については増加傾向にありますが、美術展覧会の出品数
や市民文芸作品の応募点数については、減少傾向となっています。若年層の興味関心を喚起するため、市
内高校・大学へ出品依頼を実施し、市民等に対して普及啓発を図っています。
■ICT技術の活用については、市民文芸作品の応募方法として電子申請を追加するとともに、子ども文芸
作品については、市内小中学校の学習者用端末からの応募を可能としました。
■令和5年4月1日に「井伊直弼公の功績を尊び茶の湯・一期一会の文化を広める条例」を施行しました。
各種団体が実施されるお茶会など、茶の湯に関わる事業について、広報ひこねやSNS（交流サイト）をと
おして発信を行い、情報提供に努めました。
■彦根市や隣接する地域に関する資料や郷土誌を積極的に収集し保存、公開に努めています。

②施策全体の総括評価
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【3-1-4】

資料収集要領に基づき、彦根
市および隣接する地域資料を
収集し、整理・保存・提供し
ています。また、所蔵してい
る一部の絵図をデジタル化
し、保存と活用に努めていま
す。

古文書や郷土資料などの知識
を必要とすることから司書の
人材育成を行う必要がありま
す。

彦根城博物館の学芸員と連携す
るなどし、在籍する司書のスキ
ルアップを図っていきます。

3. 地域資料の収集、整理、保存および公開
担当課： 図書館

3-1

取組内容

彦根市および隣接する地域(旧彦根藩領域)に関する資料を優先的に収集するととも
に、自治会等が刊行する郷土誌なども積極的に収集し、それらの整理、保存、公開に
努めます。また、所蔵資料のうち貴重な絵図等をデジタル化し、保存と活用に努めま
す。
現状 課題 今後の方針

2-1

取組内容

文化芸術活動に取り組む市民が、日頃の活動の成果を発表するとともに、それらを気
軽に鑑賞できる機会を提供するため、春と秋の文化祭の開催や市民文芸作品の募集、
美術展覧会の開催を進めます。さらに、ひこね市文化プラザ指定管理者においては、
市民参加による手づくり第九演奏会やプラザフェスティバルなどを開催するほか、彦
根ゆかりのアーティストによる演奏会など、文化芸術活動に取り組む市民への積極的
な支援・協力を進めます。また、舟橋聖一文学賞等を公募・選考し、受賞者を決定し
受賞録の作成等を進めます。

現状 課題 今後の方針

美術展覧会の出品数等は減少
傾向にあるとともに、春・秋
の文化祭の協賛事業数は概ね
横ばいの傾向にあります。指
定管理者による市民参画型事
業については、継続して実施
しています。また、舟橋聖一
文学賞においては、舟橋聖一
の文学の世界に通ずるすぐれ
た作品を表彰するとともに、
舟橋聖一顕彰青年文学賞にお
いては、青少年の教育文化活
動の振興のため全国から作品
を募集し優秀作品の表彰を
行っています。

減少傾向にある美術展覧会の
出品数や、春・秋市民文化祭
協賛行事数を増加させていく
必要があります。
また、舟橋聖一文学賞および
舟橋聖一記念文庫の全国に向
けた効果的なPRが必要です。

教育機関への働きかけや、情報
発信を通して、SNS等の活用によ
り若年層に対して文化芸術に関
する啓発を図っていきます。
また、舟橋聖一文学賞ならびに
青年文学賞事業を継続するとと
もに、故舟橋聖一氏の顕彰方法
について引き続き検討を重ねて
いきます。

2. 市民の主体的な文化芸術活動の推進
担当課： 文化振興課、図書館
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【3-2-1】

観光交流課実績値 85,328 10,689 66,421 72,939

進捗

外国人観光客数 人

目標値 - 94,000 97,000

- 11.4% 68.5% 72.9%

観光消費額 億円

目標値 - 184 192 200 200

100,000 100,000

観光交流課実績値 158 117 141 186

進捗 - 63.6% 73.4% 93.0%

観光入込客数 人

目標値 - 3,430,000 3,540,000 3,650,000 3,650,000

観光交流課実績値 3,073,300 2,404,430 2,692,746 2,866,925

進捗 -

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■コロナ禍を脱却しつつあり、目標は達成できなかったものの、市内観光入込客数は少しずつ回復してき
ております（参考／令和元年度：3,152,800人、令和2年度：1,454,600人、令和3年度：1,542,521人）。
観光消費額でも改善の傾向はあるものの、目標値は達成できませんでした（参考／令和元年度：161億
円、令和2年度：79億円、令和3年度：67億円）。
■インバウンドプロモーションの効果や、入国制限等の撤廃、円安需要もあり、日本全体では回復してい
ます。外国人観光入込客数は目標達成はできなかったものの、前年度実績を上回ることができました。
■市内観光入込客数は目標値に至っておりませんが、毎年進捗状況は改善しており、前年度実績値を20万
人弱上回っております。また、観光消費額も、毎年進捗状況が好転しており、目標達成には至らなかった
ものの、概ね進捗できたものと考えています。

達成 達成
観光交流課実績値 5.78 6.27 6.12

所管課
(基準値)

R6
R7

(目標値)

70.1% 76.1% 78.5%

単位
H30

R4 R5

5.90 5.95 6.00

総合戦略指標名

外国人観光入込
客数

人
78,570 100,00036,250 57,500

6.20
進捗 - 達成

観光客満足度(日
本人)

-
目標値 - 5.85

観光交流課実績値 93,774 10,689 66,421 72,939
進捗

目標値 -

- 29.5% 達成 92.8%

R8

市内観光入込客
数

人
目標値 - 2,031,250

12年後の姿
■国内外に魅力的な世界遺産の城下町として本市が広く認知されています。
■周辺エリアを含め様々な観光資源を活用した観光コンテンツが充実した周遊・滞在・宿泊型の観光地と
なっています。
■観光による経済効果が地域の活性化・好循環を生み出すとともに、観光客と市民の双方にとって満足度
の高い持続可能で健やかな彦根の観光の姿が形成されています。

4年後の目標
■彦根城や彦根城博物館など拠点となる施設の魅力向上や、食や歴史、文化、自然、景観など本市が有す
る様々な観光資源を活用した魅力ある観光コンテンツの創出などを行うとともに、戦略的かつ積極的な情
報発信といった取組を進め、国内外からの観光客数の増加や観光客の満足度向上をめざします。

所管課
(基準値) (目標値)

進捗 - 達成 85.4% 82.9%

3,152,800
観光交流課実績値 3,152,800 2,404,430 2,692,746 2,866,925

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5
R7

3,456,400 3,760,000

R6

R6 × R7 ×

施策 3-2-1 観光の振興

評価責任者 役職 観光文化戦略部次長 氏名 堀部　圭一

政策の方向性 3

×

分野 3-2 観光・スポーツ
歴史・文化を生かし、にぎわいと特色ある産業が育つまち

外部評価実施年度 R5 ○
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【3-2-1】

課題 今後の方針
彦根城や彦根城博物館などに
おいて、メタバース上での公
開やお土産ＮＦＴ販売、博物
館展示ケース改修や外国語説
明文の更新・充実等の展示室
リニューアルとミュージアム
ショップのリニューアル等を
行うなど、様々な形で文化資
源の活用に取り組んでいま
す。

豊富な文化資源を誘客につな
げるための取組や、それらを
行うために必要となる施設の
改修などが必要です。また、
メタバースやNFT等新たな技術
を活用しながら、時代のニー
ズを捉えた文化施設の高付加
価値化に取り組む必要があり
ます。

施設の計画的な修繕を進め、必
要な改修を実施するほか、古文
書、美術工芸品などの資料に基
づく、文化観光に資する情報提
供や展覧会により、文化資源の
新たな活用を進めます。また、
メタバース等新たな取組につい
て、わかりやすい情報発信を行
い、観光客への普及啓発に努め
ます。

1-2

取組内容 彦根城の世界遺産登録に向けた取組を進めます。

現状 課題 今後の方針
滋賀県と彦根市で協議会を設
置し、価値の証明や保存管
理、機運醸成に取組んでいま
す。

機運醸成について市内でも地
域的な偏りがあります。ま
た、保存管理のための事業展
開を強化する必要がありま
す。

機運醸成については、より多様
な形での情報発信を図り、保存
管理については、計画的に実施
し、効率化を図ります。

1-3

取組内容
彦根城や旧城下町エリアだけでなく、荒神山、中山道、佐和山、琵琶湖その他の本市
が有する食、歴史、文化、自然、景観、ひこにゃんなど様々な観光資源および地場産
品の活用を図ります。
現状 課題 今後の方針

ひこにゃんについては、新イ
ラストの追加や商標使用の無
償化、ひこにゃん絵本の販売
開始、ひこにゃんミュジアム
のオープン、特別派遣を含め
たイベント等への派遣など活
用拡大を図っています。

ひこにゃんを含め、様々な観
光資源のさらなる活用拡大が
必要です。

ひこにゃん商標の海外展開を進
めるとともに、特別派遣を含め
たイベント等へのひこにゃんの
積極的な派遣などさらなる活用
の拡大に取り組みます。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■令和6年度もインバウンドも含めた観光客数は戻りつつあり、指標のいずれも前年度
実績を上回っているものの、目標を達成することができませんでした。一方で、観光
客満足度（日本人）は指標を達成できており、概ね一定の成果が出たものと考えて上
記の評価としました。

1-1

取組内容
観光客にとって付加価値のある満足度の高い観光地となるよう、彦根城や彦根城博物
館をはじめとする拠点となる施設の魅力向上や受入環境の整備、体験事業、特別公開
など文化資源の新たな活用を進めます。

現状

今後の方針

■「彦根城世界遺産登録」、「国民スポーツ大会」および「全国障害者スポーツ大
会」の開催等をインバウンドを含めた観光誘客増の契機とし、取組を行ってまいりま
す。
■訪日外国人観光客は過去最高を記録しましたが、滋賀県においては、その恩恵を受
けられていない状況です。京都・大阪のインバウンド客を引き込めるよう、びわこビ
ジターズビューローを含め、観光誘客関係機関と連携を強めていきます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 観光資源の活用

担当課： 観光交流課、文化財課、彦根城博物館、都市計画課、交通政策課、エンタテインメント課
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各種イベントの担い手不足な
ど、様々な課題があります。

開催効果や持続可能性を鑑み、
各イベントの在り方を検討した
うえで、魅力あるイベントの充
実に努めます。

3. イベントの充実

1-4

取組内容
多様な観光コースの開発や自転車を活用した観光の取組を推進することで、観光客の
市内周遊を促し、観光客の滞在時間の延伸や宿泊客数の増加を図ります。

現状 課題 今後の方針
季刊誌を発行して観光地の周
遊を促すほか、市内周遊モデ
ルコースを各種パンフレット
等で紹介しました。

市内周遊を促して市内滞在時
間を延伸させる取組が必要で
す。

今後は文化財等を活用した市内
周遊の新たな取組を検討してま
いります。

担当課： 観光交流課

3-1

取組内容

アフターコロナにおける観光に対するニーズの変容も見据え、安全・安心な集客方法や滞在型・
体験型観光につながるような市域に広く点在する様々な観光資源を活用した仕組み・仕掛けづく
りの視点を意識しながら、関係団体等と連携して魅力のある彦根ならではのイベントの充実に努
めます。

現状 課題 今後の方針
城まつりを開催したほか、鳥
人間コンテストやご当地キャ
ラ博など様々なイベントの実
施に対して、あらゆる形で補
助を行いました。

2-2

取組内容
海外広報活動を行っている独立行政法人国際観光振興機構や(公社)びわこビジターズ
ビューロー等の宣伝事業に積極的に参加することにより、海外における本市の知名度
向上に努めます。
現状 課題 今後の方針

海外広報活動時に本市のPRを
していただくため、(公社)び
わこビジターズビューロー等
に対してパンフレットやPR動
画等の提供を行いました。

様々な団体との連携により、
海外における本市の知名度を
向上させる必要があります。

海外広報活動を行う各団体との
連携をさらに進めます。

1-5

取組内容
都市計画マスタープランおよび都市交通マスタープランに沿った機能整備を行い、市
民や観光客等の利便性・満足度の向上を図ります。

現状 課題 今後の方針

2-1

取組内容
案内看板・パンフレット・ガイドの多言語対応、キャッシュレス化・公衆無線LANの充
実など、外国人観光客の受入体制および受入環境を整備し、国際観光都市をめざしま
す。
現状 課題 今後の方針

市内観光案内所や彦根城等で
公衆無線LANを運用しているほ
か、市内観光施設で多言語で
の音声ガイドを設置しまし
た。

パンフレット等の多言語化や
キャッシュレス化など、外国
人観光客の受入体制・受入環
境が十分ではありません。

パンフレット等の多言語化を実
施するなど、外国人観光客の受
入体制および受入環境の整備を
進めます。

各種道路整備やパーク・アン
ド・バスライド社会実験、グ
リーンスローモビリティ社会
実験を踏まえ、本格導入に向
けての検討を進めているほ
か、湖東圏域公共交通活性化
協議会において、公共交通利
用者の利便性・満足性向上に
繋がる事業を検討・実施して
います。

観光客の自家用車利用率が高
い状況にあり、自動車から公
共交通への交通手段の転換が
課題となっています。また、
この転換につながる具体的な
取組みが必要となっていま
す。

パーク・アンド・バスライド＋
グリーンスローモビリティの本
格実施等についての検討を進め
ます。また、市民や観光客、ま
たは将来における公共交通の利
用者が快適・便利に移動できる
まちを目指し、研究を進めま
す。

2. 国際観光の振興
担当課： 観光交流課
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5-1

取組内容
「国宝城郭｣､「日本遺産｣､「国認定・広域観光周遊ルート｣､「戦国武将・石田三成｣､「庭園｣､
「街道｣､「伝統産業・伝統工芸｣､「世界遺産」など、地域資源を活用した明確なテーマやストー
リーに基づく広域連携の推進と観光周遊ルートのブランド化など、広域観光を推進します。

現状 課題 今後の方針

今後の方針
令和6年度のロケ支援実績は37
件で前年度比8件減、うち映画
については1件で前年度比5件
減となりました。
さらなるロケ誘致に向けて、
ロケ地、エキストラ・ボラン
ティア、撮影協力事業者の登
録制度を開始しました。

さらなるロケ誘致に向けて制
度運用を開始したロケ地、エ
キストラ・ボランティア、撮
影協力事業者の新規登録を募
集するとともに、観光誘客に
繋げられるよう、作品とタイ
アップしたキャンペーンの実
施等に取り組む必要がありま
す。

湖東圏域や長浜・米原を含め
た地域、さらには国宝城郭都
市など、それぞれの地域での
協議会において広域連携に取
り組んでいます。

周遊観光への誘客を推進する
取組が必要です。

より連携を深め、広域の魅力発
信や観光資源の掘り下げを行っ
てまいります。

市内のロケ地や撮影協力事業者
の発掘を行うほか、作品とのタ
イアップ事例の研究を行い、プ
ロモーションの強化に努めま
す。また、「映画のまち・彦
根」のブランドを確立するイベ
ントとして彦根映画祭の開催に
取り組みます。

5. 広域観光の推進
担当課： 観光交流課

4-2

取組内容
映画、テレビ番組等の誘致および撮影支援などフィルムコミッションの取組を積極的
に展開し、映像を通じて彦根市の自然・歴史・文化遺産等を広く発信することによ
り、観光誘客や知名度の向上に努めます。
現状 課題

様々な媒体を活用した広告宣
伝や、SNSによるタイムリーな
情報発信に取り組み、効果的
なプロモーションを実施する
必要があります。

様々な形での広告宣伝や各種
キャンペーンへの参加・出展、
SNS等を通じた効果的な情報発信
を行ってまいります。各種SNSの
フォロワー数の増加を図り情報
発信力の強化を図るとともに、
海外向けの情報発信の取組につ
いても強化してまいります。

4. 広告宣伝の充実
担当課： 観光交流課、エンタテインメント課

4-1

取組内容
SNS等WEB媒体も積極的に活用しながら、ターゲットを意識した戦略的なプロモーショ
ンの展開に努めます。

現状 課題 今後の方針
国内外に向けて各種広告宣
伝・誘客プロモーションを実
施したほか、各種SNS等を通じ
てタイムリーな情報発信を
行っています。
令和6年度は、新たにひこにゃ
んファンクラブのLINE会員制
度の運用を開始しました。
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■地域スポーツイベントの参加者数については、計画策定以降にひこね元気フェスタが廃止されたこと等
により、R6は目標未達成となりました。
■社会体育施設の利用者数は、令和5年度にプロシードアリーナHIKONEを会場として75,000人を集客した
ご当地キャラ博2023の開催が影響したことから、前年度より減少しているものの、目標値は達成していま
す。
■プロシードアリーナHIKONEを使用した大規模大会の他、大相撲巡業やバレーボール等の興行利用があ
り、スポーツツーリズムの拠点として機能しています。

達成

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況

9,880 34,980

スポーツ振興課実績値 2,280 2,000 17,173 22,103

進捗

スポーツ大会の参
加人数

人

目標値 - 2,580 2,680

- 77.5% 達成

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5 R6
R7

(目標値)
所管課

(基準値)

社会体育施設の
利用者数

人
目標値 - 52,401 107,661 107,721 107,800

スポーツ振興課実績値 33,915 49,513 226,532 172,316
進捗 - 94.5% 達成 達成

地域スポーツイ
ベントの参加者
数

人
目標値 - 14,374 20,449 21,024 21,600

スポーツ振興課実績値 11,279 12,342 14,666 14,690
進捗 - 85.9% 71.7% 69.9%

■令和7年(2025年)には滋賀県で本市を主会場として国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が開催
され、スポーツへの関心が高まる契機となることから、より多くの市民が「する｣､「みる｣､「ささえる」
といった様々な形でスポーツに参画できるよう、地域、各種スポーツ団体や関係機関と連携し、スポーツ
の力で人と人とがつながり、地域交流を広げることで、元気なまち、笑顔があふれるまちの実現をめざし
ます。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

施策 3-2-2 スポーツの振興

12年後の姿
■市民一人ひとりが、身近にスポーツを楽しむことができ、生涯を通じて健康で心豊かな生活が送れるよ
う、市民主体の自立した活動を促進するとともに、スポーツ活動への支援を行うことで、市民のだれも
が、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しめるまちになっています。

4年後の目標

宮永　幹雄

政策の方向性 3 歴史・文化を生かし、にぎわいと特色ある産業が育つまち
分野 3-2 観光・スポーツ

○ R8 ×

評価責任者 役職 スポーツ部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7
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本年度は参加者を集めること
ができましたが、全国的に市
民マラソン大会の参加者数が
減少しています。

彦根市シティマラソン実行委員
会と連携して、参加者のニーズ
を取り込み、参加者数を維持し
ます。

1-2

取組内容
スポーツ行事開催および開催支援事業として、学区スポーツ大会を開催し、またシ
ティマラソンを開催する彦根市シティマラソン実行委員会に補助金を交付します。

現状 課題 今後の方針
彦根シティマラソンは想定以
上の参加者を集めることがで
きたため、実行委員会から補
助金の返還を受けました。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. スポーツ・レクリエーションの促進

担当課： スポーツ振興課

1-1

取組内容

社会体育関係団体活動支援事業として、彦根市スポーツ協会に市民スポーツ大会の開催委託、各
種大会参加助成等を行います。また、彦根市スポーツ少年団に所属団体活動助成や各交流大会の
助成、彦根学童野球連盟に親善友好都市である高松市の少年野球チームとの交流大会参加を助成
します。

現状 課題 今後の方針
29競技49回の市民スポーツ大
会を開催しました。また、ス
ポーツ少年団17団体の活動を
支援しています。

少子化が進む中、スポーツ少
年団の維持が難しくなってい
ます。

子どもにとって魅力あるスポー
ツ活動となるよう、各団体と連
携をとりながら、助成を行いま
す。

今後の方針

■令和7年度に開催される国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けて、市民
のスポーツに対する関心も高まっていることから、プロシードアリーナHIKONEを会場
とする各種大会や地域スポーツイベントを通じてスポーツの振興を図ります。
■スポーツ推進委員や学区スポーツ振興会との連携を強化し、既存の地域スポーツイ
ベントの参加者数の増加や、新たなイベントの開催に取り組むことで目標の達成を目
指します。

彦根市総合政策
推進協議会にお

ける意見

■「今後の方針」で、未達成の指標「地域スポーツイベントの参加者数」に関する対
応方針についても説明してください。
■国スポ・障スポで機運が高まっているため、各種事業のあり方の検討やスポーツ振
興計画の改定に急ぎ取り組むほうがいいと思います。
■市のスポーツ振興において、地域主体のスポーツは今後も大切にされるという理解
でよろしいでしょうか。
■政策目標の成果を図るため、総務省が実施している社会生活基本調査の内容で、市
民全体のスポーツの行動者比率を一度把握するとよいと思います。

彦根市総合政策
推進協議会にお
ける意見を受け
た今後の方針

■今後の方針に、未達成の指標「地域スポーツイベントの参加者数」に関する対応方
針を追記しました。
■国民スポーツ大会および障害者スポーツ大会の開催を踏まえて、令和8年度に次期彦
根市スポーツ推進計画の改定に取り組みます。この中で、各種事業の在り方について
も、併せて検討していきます。
■市のスポーツ振興において、地域主体のスポーツは大切であると考えています。各
地域から選出いただいているスポーツ推進委員等が中心となり、地域で活発に活動し
ていただいており、今後もこうした活動を支援していきます。
■今後の施策の検討に当たり、社会生活基本調査の結果についても参考にしていきま
す。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■令和4年12月にプロシードアリーナHIKONEが供用を開始し、各種大会やイベントが開
催されていることから、社会体育施設の利用者数およびスポーツ大会の参加人数が大
きく増加しています。
■地域スポーツイベントの参加者数のR6実績は、目標未達成となったものの、他の指
標は目標値を大きく上回っていることから、上記の評価としました。
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4-2

取組内容
令和4年度(2022年度)中に彦根市スポーツ・文化交流センターが供用開始となる予定で
あり、適切に管理運営していくとともに、他のスポーツ施設充実へ研究を重ねていき
ます。
現状 課題 今後の方針

彦根にぎわい創出パートナー
ズ（代表団体ミズノ㈱）を指
定管理者として管理運営を
行っています。

供用開始以降、施設の稼働率
は上昇を続けていますが、一
部稼働率の低い諸室がありま
す。

指定管理者とともに、各種団体
と連携し全体的な稼働率の向上
に努めます。

4. スポーツ施設の充実と適切な維持管理
担当課： スポーツ振興課

4-1

取組内容
社会体育施設管理運営事業として、安全快適に使用してもらうため各社会体育施設の
日常点検および社会体育施設適正管理計画に基づいて必要な修繕を行いながら、市民
に幅広く利用いただける施設となるよう努めます。
現状 課題 今後の方針

武道場、稲枝地区体育館、夜
間照明設備を安全快適に使用
していただけるよう管理して
います。

各施設とも老朽化が進んでい
ることから、計画的な修繕が
必要です。

委託先とも連携して日常点検を
行うとともに、社会体育施設適
正管理計画に基づく修繕を行い
ます。

3-3

取組内容
生涯スポーツ管理運営事業として、本市にゆかりのあるトップアスリートの称賛、ひ
こねスポーツ賞表彰を実施します。

現状 課題 今後の方針
オリンピック等に出場する4名
を対象に激励を行いました。
また、21人を対象に彦根ス
ポーツ賞表彰を行いました。

より事業が市民に認知される
よう、周知を行う必要があり
ます。

市民の関心が高い選手・競技の
パブリックビューイング実施等
により、スポーツに対する市民
の関心と意欲を高め、スポーツ
振興を図ります。

3-2

取組内容
国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会で開催予定の正式競技種目を対象とし、
各競技、講師を選定し、年10回程度の教室を開催します。

現状 課題 今後の方針
陸上競技、弓道、なぎなたの3
種目合わせて、67回延べ1,603
人の参加がありました。

国民スポーツ大会終了後も、
競技人口の拡大と育成強化を
図る必要があります。

国民スポーツ大会終了後の事業
の在り方について検討していき
ます。

3-1

取組内容
社会体育関係団体活動支援事業として、第79回国民スポーツ大会において、本市出身
選手が活躍することをめざし、彦根市スポーツ協会に競技スポーツ選手育成強化事業
の委託を行うことで、ジュニア期における競技人口の拡大と育成強化を図ります。
現状 課題 今後の方針

陸上競技、弓道、なぎなたの3
種目合わせて、67回延べ1,603
人の参加がありました。

国民スポーツ大会終了後も、
競技人口の拡大と育成強化を
図る必要があります。

国民スポーツ大会終了後の事業
の在り方について検討していき
ます。

3. 競技力の向上
担当課： スポーツ振興課

2. スポーツ・レクリエーションの振興
担当課： スポーツ振興課

2-1

取組内容
生涯スポーツ管理運営事業として、スポーツ推進委員を設置し、各種スポーツ・レクリエーショ
ン大会を開催するほか、市が実施するスポーツ大会で協力した運営を行います。また、彦根市ス
ポーツ推進計画に基づき、スポーツのまちづくりを進める会の運営を行います。

現状 課題 今後の方針
スポーツ推進委員を設置し、
各種大会を開催することでス
ポーツの振興を図っていま
す。

地域によりスポーツ推進員を
推薦することが難しくなって
きています。

各種大会の実施を通じて、ス
ポーツ振興の重要性を認知して
いただき、スポーツ推進員の定
員確保に努めます。
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5-3

取組内容
eスポーツを推進し、彦根市スポーツ・文化交流センターで大規模なeスポーツ大会や
地域に根差した大会を継続して開催し、eスポーツの拠点施設になるよう進めていきま
す。また、eスポーツを通じたまちづくりや地域活性化への取組に努めます。
現状 課題 今後の方針

国スポ文化プログラムとして
全国都道府県対抗eスポーツ選
手権 2025SHIGAの開催が決定
しました。

大規模なeスポーツ大会の誘致
には多額の予算が必要になり
ます。

彦根市実行委員会において、
リハ大会の開催や365日前イベ
ントの開催、市内中学生によ
る手作りのぼり旗の作成等を
進めてきました。

台風接近に伴う陸上競技リハ
大会の中止により、運営の情
報が不足しているほか、市民
参画をより一層推進していく
ことが求められます。

市民の国スポ・障スポへの「す
る｣､「みる｣､「ささえる」と
いった様々な形での参画を推進
し、意義深い大会とします。

全国都道府県対抗eスポーツ選手
権 2025SHIGAの開催を機会とし
て、eスポーツの拠点施設として
周知を図ります。

6. 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会の推進
担当課： 国スポ・障スポ総務課、国スポ・障スポ競技課

6-1

取組内容

両大会開催に向けた諸準備を行う彦根市実行委員会の活動を事務局として推進します。また、本
大会やリハーサル大会の観戦や応援、本市開催競技の体験イベント等への参加、花いっぱい運動
やクリーンアップ運動の展開を促進することで様々な形でスポーツに親しみ、その活動を通じて
交流の輪を広げるきっかけとなる大会とします。

現状 課題 今後の方針

5-2

取組内容
スポーツツーリズムの推進に合わせて、スポーツ人口の増加、若者を呼び込む仕組み
や人材確保の構築に努めます。

現状 課題 今後の方針
全国規模の大会の実施や大規
模なイベントでの利用によ
り、市外からの利用者を呼び
込んでいます。

全国規模の大会等の利用が一
定数あるが、施設の認知が十
分でない部分があります。

指定管理者と連携し、利用しや
すい適切な管理運営や情報発信
を行うことで、各種イベントの
誘致を図ります。

5. スポーツツーリズムの推進
担当課： スポーツ振興課

5-1

取組内容

彦根市スポーツ・文化交流センターは令和4年度(2022年度)中の竣工・供用開始に向けて取り組
んでおり、完成後は、競技力の向上への取組、スポーツによる健康・体力づくりや健康寿命の増
進を図ります。また、文化施設による講座等を通じての学習・教養の場として様々な人が集い、
スポーツと文化がつながる「まちなか交流の拠点」、湖東定住自立圏のスポーツツーリズムの拠
点としての運営を進めます。

現状 課題 今後の方針
供用開始以降、各種スポーツ
で利用されているほか、文化
施設で講座等が実施されてい
ます。

指定管理者が実施する講座に
は、さらなる集客の余地があ
ります。

指定管理者と連携し、市民から
のニーズをくみ取ることで、
「まちなか交流拠点」としての
機能を果たします。
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28
進捗 -

法人経営体数（累
計）

人
目標値 - 25 25 26

76.0

- 達成 達成 達成

総合戦略指標名 単位
H30

R4

3 4
実績値 0 3 3 3
進捗

新規就農者数（累
計）

人
目標値

目標値 - 3 11 19 28
森林の間伐面積 ha 12 18

進捗 - 達成

R5
R7

(目標値)
所管課

(基準値)

達成 94.7%

R6

農林水産課

達成 達成 達成

- 2 3

26
農林水産課実績値 23 27 28

市内漁港におけ
る水産物の陸揚
金額

千円
目標値 - 14,000 15,000

- 45.9% 30.8%
実績値 11,000 6,431 4,618
進捗 28.1%

78.0

農林水産課実績値 34 34 32 33
進捗 - 97.1%

16,000 17,000
農林水産課4,500

97.2% 達成 達成進捗 -

- 35

88.9% 89.2%

12年後の姿
■需要の変化に対応した農産物の生産力向上を図るため、麦・大豆作の本格化と、収益性の高い園芸作物の作付け面
積拡大が行われ、学校給食をはじめ地産地消の取組と農業者の所得向上が実現されています。
■IoTやAI(人工知能)等の先進技術を活用したスマート農業による新たな農業技術が用いられ、農業従事者の労働力
軽減や、多様な経営を実践する新規就農者の確保・育成が実現されています。
■持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保と、農地の集積・集約化の加速、経営発展の後押しや円滑
な経営継承が図られることで、本市農業の生産基盤が強化されています。
■農村の特性を生かした景観の形成と、自然環境の保全が集落ぐるみで行われ、農業が持つ多面的機能が維持されて
います。
■林地台帳の活用、森林環境譲与税による所有者、境界の明確化、所有者の意向確認が行われ、間伐作業等の森林管
理が適正に行われています。
■森林が持つ多面的機能の維持・向上を図るため、森林環境譲与税を活用し、今まで管理されていない森林の整備を
森林組合等との連携により進め、団体の運営基盤が強化されることで森林整備が持続的に行われています。
■滋賀県や彦根市漁業協同組合連合会など関係機関と協力し、琵琶湖の漁業の魅力の発信や新規漁業就労者の育成が
図られ、担い手の確保がなされています。
■水産物に関する市の新たな特産品の開発、販売路線の確保がなされ、漁業者の経営基盤の安定が実現されていま
す。

4年後の目標
■ほ場の適正管理や農地の集積・集約化を加速させ、生産コストの縮減を図り、土地利用型農業の基盤強
化を図ります。また、米・麦・大豆と園芸作物を組み合わせた農業経営の複合化を進め、担い手の経営体
質が強化されるようめざします。
■日本型直接支払制度を有効に活用することにより、農地・農村の環境保全と担い手の負担軽減を図りま
す。
■関係機関と連携し、新規就農者への相談業務や情報提供を行うことに合わせ、彦根市農業の魅力を全国
へ情報発信し、市外からの就農希望者も誘致することで、優れた経営感覚を持つ多様な担い手の確保をめ
ざします。
■森林所有者をはじめ、森林組合、造林公社、滋賀県などの機関と連携を図り、伐採適齢期を迎えた森林
のうち、所有者の意向確認が取れるなど実現が有力な森林の適正な管理をめざします。
■滋賀県、彦根市漁業協同組合連合会など関係機関と連携を図り、県域での新規漁業就労者への支援を共
有し、担い手の確保をめざします。
■彦根市漁業協同組合連合会などと協力し、水産物に関する市の新たな特産品の開発を行い、販売をめざ
します。
■地元産魚貝類の販売店や飲食店等を増やす取組を進め、消費の拡大をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

外部評価実施年度 R5 ×

農林水産課実績値 0 11

担い手への農地
利用集積率

％
目標値 -
実績値 66.1 70.0 76.4 80.8 農林水産課

72.0 74.0

3-3-1

「地産地消の
店」認証件数

店
目標値

R6 ○ R7

36 37 38

施策

R8 ×

分野 3-3 産業

×

農林水産業の振興

評価責任者 役職 産業部次長 氏名 橋本　邦彦

政策の方向性 3 歴史・文化を生かし、にぎわいと特色ある産業が育つまち
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①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■ほ場の適正管理や農地の集積・集約化を図るため地域計画の作成に取り組み、担い手への農地利用の促
進を図りました。また、彦根市農業再生協議会において、水稲から麦、大豆などへの作付転換や園芸作物
などの作付拡大による農業経営の複合化を進め、担い手の経営体質の強化を図りました。担い手への農地
利用集積率は令和6年度80.8％となった他、法人の経営体数は28となり共に目標達成しています。
■日本型直接支払制度［環境保全型農業直接支払（環境こだわり米）、多面的機能支払（農村まるごと保
全）」により農業者、農村集落の活動を支援し、農地、農村の環境保全を進めました。市内30のグループ
で約600haの農業で環境こだわり農業が実践されたことや、49の集落で、農村の環境、景観保全に関する
活動が行われています。
■滋賀県等と協力し新規就農者への相談業務を行ったほか、市ホームページやＳＮＳを活用し彦根市の農
業者を紹介し、当市の魅力ある農業のＰＲを行いました。これまでの新規就農者が継続して農業経営をさ
れている他、滋賀県立農業大学校を通じて新規就農相談に対応しています。
■森林の適正な管理については、森林組合、造林公社、滋賀県などの機関と連携を図り、森林境界の確認
や間伐を実施するなどし、森林の適正な管理を進めています。間伐面積は18haとなり、目標達成に近い数
字となっています。
■彦根市漁業協同組合連合会と協力して、市の新たな水産特産品(スッポン)の開発を支援し、販売をめざ
しています。しかしながら、高齢化や担い手不足等により漁業従事者数が減っていることに加え、湖魚等
の消費低下を受け、各漁協組織の活動低下と、漁獲量減少が続き、併せて売り上げ単価も大きく上昇して
いないことから、陸揚金額も減少が続いています。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■市内漁港における水産物の陸揚金額については、依然として漁業者の担い手不足
や、湖魚の需要が減少傾向にあることなどから目標値を大きく下回りましたが、他各
項目においては概ね達成していることから、上記の評価としました。

今後の方針

■滋賀県やＪＡ東びわこ、農業者、その他農業関係団体と協力し、水稲から麦、大豆
などへの作付転換や園芸作物などの作付拡大による農業経営の複合化を進め、担い手
の経営体質の強化を図ります。
■農地の集積・集約化や認定農業者・新規就農者・集落営農などの担い手を育成・確
保のため、農業集落ごとに将来の農地利用をまとめた地域計画の整備を進める他、引
き続き、市ホームページやＳＮＳを活用し彦根市の農業者を紹介し、当市の魅力ある
農業のＰＲを行います。
■新規就農者数については、これまでの新規就農者が農業経営継続していることか
ら、引き続き滋賀県湖東農業農村振興事務所農産普及課と協力し営農等に関する支援
を続けるほか、滋賀県立農業大学校と共同し新規就農相談に対応するなどし、新規就
農者の定着を図ります。
■森林の適正な管理については、私有林人工林が多い地域の森林所有者に森林の整備
について意向調査を行い、引き続き関係機関とも協力し、森林の適正な管理を進めま
す。
■引き続き、関係機関と連携を図り、県域での新規漁業就労者への支援を共有し、担
い手の確保をめざします。市民の水産業および湖魚への関心が高まるよう各漁業組織
等が実施するイベントを積極的に支援・周知するとともに、地元産魚貝類の販売店や
飲食店等を増やすことで、地産地消の拡大に繋げます。また、水産特産品(スッポン)
については、安定した運営が行えるよう、支援を継続します。
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湖魚が地元産魚貝類として認識
されるよう各漁業組織等が実施
するイベント等を、県等と協力
しながら積極的に支援します。
またスッポン事業等の新規事業
においては、安定した運営が行
えるよう、行政が継続して支援
します。

担当課： 農林水産課

3-1

取組内容
漁業者や漁業組織が実施するイベント等を積極的に支援し、地元産魚貝類の販売店や
飲食店の周知に努めます。

現状 課題 今後の方針
漁獲量の減少に伴う生産・出
荷額の減少や、漁業者の高齢
化により漁業従事者が減少し
ています。またスッポン養殖
等の新規事業は収益確保には
至っておりません。

水産業の維持発展のために
は、漁業者の経営安定と担い
手の確保が必要です。また
スッポン養殖等の新規事業に
ついては、軌道に乗るまで継
続した支援が必要です。

3. 水産業の振興

1-2

取組内容
認定農業者、新規就農者、集落営農組織などの担い手を育成・確保するために、農地
の集積・集約化を加速させ、担い手の経営安定を図ります。

現状 課題 今後の方針

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 生産基盤の強化と地産地消の推進

担当課： 農林水産課

農業者の大部分を第2種兼業農
家が占め、また高齢化が進ん
でいます。

農地の集積・集約化や認定農
業者・新規就農者・集落営農
などの担い手を育成・確保が
必要です。

関係機関や地域と協力し、地域
計画の作成を進め農地の集積・
集約化を図ります。また、魅力
ある市の農業のＰＲを引き続き
行います。

2. 森林整備の推進
担当課： 農林水産課

2-1

取組内容
森林所有者をはじめ、森林組合、造林公社などの関係団体において、伐採適齢期を迎
えた森林が間伐作業等により適正に管理されるよう努めます。

現状 課題 今後の方針
一部地域では森林組合による
間伐が行われているものの、
私有林人工林の大半は適切な
整備がされていない状態で
す。

所有森林の所在や隣地との境
界が分からない方も多いた
め、森林所有者に所在や境界
を示し、整備の必要性を明示
することが必要です。

私有林人工林が多い地域を優先
に、境界明確化を進めていくと
ともに、森林所有者に森林の整
備について意向調査を実施しま
す。

1-1

取組内容

主食の米をはじめ、麦・大豆等の土地利用型農業を継続しながら、非主食用米や園芸作物などの
作付拡大を推進し、JA等の関係機関と連携して農業者の所得向上を図ります。また、令和2年
(2020年)6月に改訂した湖東圏域地産地消行動方針により、学校給食をはじめとする地産地消を
進めます。

現状 課題 今後の方針
彦根市農業再生協議会におい
て非主食用米や園芸作物など
の作付拡大を推進していま
す。また、小学校自校給食へ
の地場農産物の提供を行って
います。

給食用食材は、非常に高い安
全性と調理のし易さが必要で
す。

引き続き、関係者と調整しなが
ら、非主食用米や園芸作物など
の作付拡大の他、「地産地消の
店」の認証店舗を増やします。
また、地場農産物の学校給食へ
の提供を進めます。
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○ R8 ×

評価責任者 役職 産業部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7

施策 3-3-2 商業・工業・サービス業の振興

12年後の姿
■地域住民のライフスタイルの創造に貢献する産業を育むとともに、住民の生活とともにある産業を市民
とともに育み、便利で活力のある商店街の振興を通じ、「住んでよし」のまち、魅力的な産業の集積化を
進め「働いてよし」のまち、観光拠点である彦根城や地域資源を生かし、国際観光地にふさわしい都市イ
メージの形成、集客交流の魅力づくりを進め、「訪れてよし」のまちになっています。

4年後の目標

橋本　邦彦

政策の方向性 3 歴史・文化を生かし、にぎわいと特色ある産業が育つまち
分野 3-3 産業

■商店街の空き店舗が増加するなど中心市街地の空洞化が懸念される中、都市機能の増進や経済活力の向
上を図るため、都市形成の観点から中心市街地活性化計画の策定の検討を進めます。
■ICTを活用した企業家育成、地元中小企業・個人事業者の支援を実施し、空き店舗等を活用したIT産業
の集積化をめざします。
■地場産業の活性化を図るため「人材の確保・育成｣､「営業戦略・販路拡大｣､「技術・商品開発等による
ブランド力の強化｣､「海外展開」の取組を支援し地場産業の発展をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

中心市街地にお
ける新規出店者
数

件
目標値 - 4 6 8 10

地域経済振興課実績値 - 6 8 8
進捗 - 達成 達成 達成

企業立地促進助
成措置件数(累
計)

件
目標値 - 93 96 98 101

地域経済振興課実績値 86 95 96 101
進捗 - 達成 達成 達成

地場産業の生産
額

百万円
目標値 - 33,218 33,550 33,885 34,224

地域経済振興課実績値 32,241 29,931 31,667 33,681
進捗 - 90.1% 94.4% 99.4%

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5 R6
R7

(目標値)
所管課

(基準値)

企業立地促進助成
措置件数（累計）

件

目標値 - 92 95 98 101

地域経済振興課実績値 83 95 96 101

74.1%

進捗 - 達成 達成 達成

69.0%

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況

■銀座街の活性化を図るため、毎月１回、地元や有志の方で開催されている銀座街の再生についての懇談
会に参画しました。また、銀座のまち歩き等のイベントにも参画し、商店街の活性化に努めています。
■本市も出資し産官学金で構成するテレワークオフィスの運営企業により、地元企業のICT化支援等につ
いて検討が進められています。
■一部の地場産業を除き生産額は増加傾向にあるものの、依然急激な円安や原材料等の高騰による影響が
あり、「人材の確保・育成｣､「営業戦略・販路拡大｣､「技術・商品開発等によるブランド力の強化｣､「海
外展開」に取り組む組合に対して補助金による支援を行っているところですが、目標数値を達成できてい
ません。
■企業立地を促進するため、新規進出の事業者に対する助成金の拡充等について、条例を改正しました。

29 29

地域経済振興課実績値 17 20 20 20

進捗

彦根仏壇職人等後
継者育成事業補助
者数（累計）

人

目標値 - 25 27

- 80.0%
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②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

彦根市総合政策
推進協議会にお
ける意見を受け
た今後の方針

■「今後の方針」について、意見を踏まえ、青字で修正しました。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 企業立地・産業集積の促進

担当課： 地域経済振興課

評価の説明

■中心市街地における新規出店者数、企業立地促進助成措置件数(累計)は目標値を達
成しました。
■企業立地については、国や県、関係団体と連携を図り、企業への情報提供等や、助
成による支援を行っているところです。
■地場産業の生産額については、バルブは種類別では船用弁が2桁の伸び率であり、全
体としても前年度を上回っています。ファンデーションについては前年度に引き続き
売り上げは横ばいとなっています。仏壇については、年々減少傾向で厳しい状況が続
いています。結果的には目標数値を達成できませんでしたが前年度と比べて目標値に
大きく近づきました。
■彦根仏壇職人等後継者育成事業補助者数については、彦根仏壇事業協同組合が仏壇
技術伝承塾を開講し、人材の発掘と育成に取り組まれていますが、新規就業者の雇用
にまでは至っていません。
■目標値が達成出来ていないＫＰＩも一部ありますが、その中で地場産業の生産額は
実績値が、前年度に比べて大きく上昇していることから、上記の評価としました。

今後の方針

■空き店舗の解消等の課題解決に取組む商店街に対し、情報共有を深め、支援に努め
ます。また、中心市街地活性化基本計画の策定に向けて、地域とともに今後のまちづ
くりの方向性を検討していきます。
■企業立地については、引き続き情報の取得に努めるとともに、改正した企業立地促
進条例の周知を図り、企業誘致に取り組んでいくほか、既存企業の支援を行っていき
ます。また、近隣市町の状況を調査し、より企業が立地しやすい環境を整えていきま
す。
■地場産業についても「人材の確保・育成｣､「営業戦略・販路拡大｣､「技術・商品開
発等によるブランド力の強化｣､「海外展開」に取り組む組合に対する補助金の支援を
引き続き実施します。より大きな課題である人材不足に関しては、「彦根市地場産業
新戦略支援事業補助金」で工房見学や出前講座を継続的に補助対象とすることで、後
継者育成事業をサポートしていきます。また、ライフスタイルの変化に適応した地場
産業の技術を活かした製品などについては、ふるさと納税返礼品としての採用を進
め、魅力発信に努めていきます。

彦根市総合政策
推進協議会にお

ける意見

■「今後の方針」で、未達成の指標「彦根仏壇職人等後継者育成事業補助者数（累
計）」に関する対応方針についても説明してください。
■4-1で課題として挙げられている「人材の確保・育成」について、ライフスタイルの
変化に大きな影響を受けている産業への資金的な補助以外に、連携した取り組みを行
なっていますか。
■彦根仏壇の職人の育成について、新規就業者を獲得できるよう伝統技術の魅力の発
信等工夫をしていただきたいです。
■商店街への支援について具体的な取り組みをご説明ください。

1-1

取組内容
彦根市企業立地促進条例に基づき、事業所等の新設、増設および市内移転の積極的な
奨励に努めます。

現状 課題 今後の方針
企業動向等の情報収集に努
め、立地に係る情報提供を行
うとともに、彦根市企業立地
促進条例に基づき、事業所等
の新設、増設および市内移転
を行った企業に対し、助成を
行っています。

用地がない中で、生産拠点や
調達先などの国内への回帰の
ほか、国産品への切り替えの
動きが表れている各企業に対
して、どう企業立地に結びつ
けるかが課題です。

引き続き立地に係る情報の取得
に努めるとともに、改正した企
業立地促進条例の周知を図り、
企業誘致に取り組んでいくほ
か、既存企業の支援を行ってい
きます。
また、近隣市町の状況を調査
し、より企業が立地しやすい環
境を整えていきます。
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1-2

取組内容 産官学金が連携し、人材育成、新しい地域産業づくり、企業移転を進めます。

現状 課題 今後の方針
産官学金が連携し、令和4年5
月に人材育成、新しい地域産
業づくり、企業移転促進の拠
点としてテレワークオフィス
をオープンしました。

シェアオフィスの利用企業が
市内へ進出し、新たな企業を
誘致するという流れの創出が
課題となっています。

引き続き宣伝活動等を行い、利
用数の促進を図り、人材育成、
新しい地域産業づくり、企業移
転の拠点となるよう取り組んで
いきます。

2. 商店街の活性化に向けた連携促進と将来ビジョンの策定支援
担当課： 地域経済振興課、都市計画課

2-1

取組内容
商店街の活性化に向け、各商店街が連携する取組および将来ビジョン策定を支援する
とともに、中心市街地活性化基本計画の策定を検討します。

現状 課題 今後の方針
商店街が、将来に向け持続的
に発展していくための新たな
取組を支援しています。各商
店街の活性化や課題解決に向
けた取組に対し、必要に応じ
て市も参加し、商店街向け補
助を実施しています。

今後の方針
経済活動は緩やかな回復傾向
に向かうものの、原油・原材
料の価格高騰や人手不足な
ど、中小企業を取り巻く環境
は依然として厳しいです。ま
た、デジタル化への対応にも
追われています。

中小企業が環境変化に的確に
対応出来るよう支援を行う必
要があります。

引き続き、彦根商工会議所、稲
枝商工会が行う公益性の高い各
種事業に対して補助を行い、地
域における商工業の総合的な改
善発達を図ります。

4. 地場産業の振興
担当課： 地域経済振興課

ほとんどの商店街で、集客力
の低下、空き店舗の増加や後
継者不足が依然として課題と
なっています。また、支援に
必要な継続的な予算の確保も
必要です。また、建物や設備
の老朽化も懸念されており、
修繕・撤去にかかる費用の確
保も必要です。

地域課題の解決に取り組む商店
街を支援するため、補助金のあ
り方について見直しを行いま
す。また、地域とともに今後の
まちづくりの方向性を検討して
いきます。

3. 中小小売商業サービス事業者の育成
担当課： 地域経済振興課

3-1

取組内容
商工業者、商工会議所、商工会、金融機関、行政などの連携体制のもと、経営診断・
相談・指導の充実、各種助成制度に関する情報提供を図るなど、観光関連事業者や飲
食サービス事業者も含む中小小売サービス事業者の経営基盤の強化を図ります。
現状 課題

4-1

取組内容
地場産業の活性化を図るため、「彦根市地場産業活性化基本方針および行動計画」に基づき、
「人材の確保・育成｣､「営業戦略・販路拡大｣､「技術・商品開発等によるブランド力の強化｣､
「国際化(海外展開)」の4つの視点から実践的で即効性のある取組の支援に努めます。

現状 課題 今後の方針
地場産業の活性化を図るため
「人材の確保・育成｣､「営業
戦略・販路拡大｣､「技術・商
品開発等によるブランド力の
強化｣､「海外展開」に取り組
まれたバルブと彦根仏壇に対
して補助を行いました。

「人材の確保・育成」につい
ては、後継者不足の問題が大
きくなってきています。

引き続き支援を行い、地場産業
の発展をめざしていきます。
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地域経済振興課実績値 74 157 177 198

進捗

起業者数（累計） 人

目標値 - 119 134

- 達成 達成 達成

単位
H30

R4 R5
R7

(目標値)

149 160

評価責任者 役職 産業部次長 氏名 橋本　邦彦

政策の方向性 3 歴史・文化を生かし、にぎわいと特色ある産業が育つまち

所管課
(基準値)

R6

分野 3-3 産業
施策 3-3-3 創業・新産業創出の推進

創業支援等事業
計画における累
計起業者数

人
目標値 - 128

12年後の姿
■産官学金の連携により、創業希望者が創業しやすい環境になっています。
■首都圏および都市部から多くの創業希望者が移り住み、新しい産業が生まれています。

4年後の目標
■市役所中央町別館をシェアオフィス、コワーキングスペースとして整備し、創業や新産業創出の拠点と
することをめざします。
■関係機関との連携により、長期有給インターンシップで、学生が地域事業所および誘致企業との実装を
通して、具体的な社会課題の解決に取り組み、創業へのマインドを育てることをめざします。

総合計画指標名 単位 所管課
(基準値) (目標値)

139 149 160

R1
R4 R5

地域経済振興課実績値

R6
R7

地域経済振興課実績値 - 1 0 0

地域経済振興課

97 157 177 198
進捗 - 達成 達成 達成

長期有給イン
ターンシップの
参加学生数

人
目標値 - 10 15 20 25

中央町テレワーク
オフィスにおける
県外の累計利用企
業数

3 4

- 達成 達成 達成

0 0

進捗 - 10.0% 0.0% 0.0%

社

5 6

実績値 - 5 5 5

進捗

目標値 -

14.3% 0.0% 0.0%

総合戦略指標名

今後の方針

■創業や新産業創出の拠点であるテレワークオフィスにおいて、新産業創出推進に対
する取組みを強化する必要があることから、今後も引き続き産官学金が連携し、取組
みを進めていきます。

進捗 -

長期有給イン
ターンシップの
受入企業数

社
目標値 - 7 9 11

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■本市やテレワークオフィス運営会社のホームページ、ＳＮＳ等により宣伝を行っており、徐々に利用企
業数および利用者数を伸ばしている状況であり、シェアオフィス(契約制オフィス)については満室となっ
ています。
■コロナウイルスの影響が落ち着き、各企業で通常通りのインターンシップが実施されていることから、
長期有給インターンシップへの参加する学生がなく、彦根商工会議所が実施されていた事業が中止されま
した。

13
地域経済振興課実績値 - 1

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■商工会議所・商工会等が相談指導事業、創業・起業塾事業等を実施しており、起業
者の増加につながってることや、テレワークオフィスの県外利用企業数については、
ＳＮＳ等の宣伝活動により、目標値を達成しましたが、長期有給インターンシップの
事業が中止となり、目標を達成できなかったことから、上記評価としました。

R7 × R8 ○外部評価実施年度 R5 × R6 ×
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引き続き、商工会議所・商工会
等と連携しながら創業の支援に
努めます。

2. 新産業創出推進
担当課：

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 創業支援

担当課： 地域経済振興課

1-1

取組内容 創業支援等事業計画に基づき、創業の支援に努めます。

現状 課題 今後の方針

学生の起業マインド醸成のた
めに必要な施策の検討が必要
です。

商工会議所・商工会等が実施す
る相談指導事業、創業・起業塾
事業等を継続するとともに、令
和7年度は上記２者に日本政策金
融公庫を加えた４者で創業セミ
ナーの実施し、学生の起業マイ
ンド醸成つながる取り組みを実
施します。

2-2

取組内容
シェアオフィス利用企業を首都圏および都市部から誘致し、創業やIT関連を中心に、
若者にとって魅力的な新産業創出に努めます。

現状 課題 今後の方針
利用企業数の伸びには課題が
あるものの、シェアオフィス
の主な利用企業は都市部から
誘致しています。

単発利用等の企業数の伸び悩
みが課題であり、利用企業が
市内へ進出し、また新たな企
業がシェアオフィスを利用す
る循環を創出するのが課題で
す。

2-3

取組内容 長期有給インターンシップの促進により、学生の起業マインドの醸成を図ります。

現状 課題 今後の方針
コロナウイルスの影響が落ち
着き、各企業で通常通りのイ
ンターンシップが実施されて
いることから、長期有給イン
ターンシップへの参加する学
生がなく、事業が中止されま
した。

引き続き宣伝活動等を行い、利
用数の促進を図り、創業や新産
業創出の拠点となるよう取り組
んでいきます。

2-1

取組内容 中央町別館をシェアオフィス、コワーキングスペースとして整備を進めます。

現状

地域経済振興課

課題 今後の方針
令和4年5月に中央町別館の整
備を完了しテレワークオフィ
スとしてオープンしました。

令和7年度もシェアオフィス
(契約制オフィス)は満席の予
定ですが、その他スペース、
単発利用の企業が少ないこと
が課題です。

引き続き宣伝活動等を行い、利
用数の促進を図り、創業や新産
業創出の拠点となるよう取り組
んでいきます。

創業支援等事業計画に基づき
相談窓口を設置しているほ
か、商工会議所・商工会等が
実施する相談指導事業、創
業・起業塾事業等を受けられ
た創業者に対し認定を行って
います。

更に創業者数を増やしていく
ために、創業しやすい環境を
整えていくことが課題です。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【3-3-4】

こども若者支援課 実績値 21 36 37 40

進捗

ひとり親家庭が就
職に有利な資格等
を取得する際に係
る費用助成対象者
数（累計）

人

目標値 - 39 45

- 92.3% 82.2% 76.9%

福祉の職場説明会
参加者のうち就職
に結びついた人数

人

目標値 - 12 12 12 12

52 52

高齢福祉推進課実績値 5 5 7 7

進捗 - 41.7% 58.3% 58.3%

地域経済振興課実績値 1.72 1.36 1.20 1.21

進捗 - 90.7% 80.0% 80.7%

評価責任者 役職 産業部次長 氏名 橋本　邦彦

政策の方向性 3 歴史・文化を生かし、にぎわいと特色ある産業が育つまち

所管課
(基準値)

R7
(目標値)

R6

分野 3-3 産業
施策 3-3-4 就労機会・就労環境の充実

次世代育成支援対
策推進法に基づく
一般事業主行動計
画策定事業所数(累
計)

箇所

目標値 - 110

12年後の姿
■関係機関との連携や産官学の連携による雇用の促進に向けた施策や就労意欲の向上への取組により、安
定した勤労者の雇用が図れています。また、市内で学んだ学生が、就職後も市内に定着することにより、
地域力が向上しています。
■中小企業従業員や事業主の福利厚生の充実に向けた取組により、勤労者福祉が向上されています。
■国の法律や施策について、周知・啓発を行うことで、市民が健康で豊かな生活を送るために必要な時間
を確保し、多様な働き方・生き方が選択できる社会が形成されています。

4年後の目標
■関係機関との連携、産官学の情報共有により、就労対策や自立に向けた取組、事業者に対しての雇用条
件改善などの啓発、市内大学生の市内就職を推進することで、企業、事業所における雇用の拡大と安定を
めざします。
■1事業所では実施が困難である中小企業の従業員に対する福祉厚生事業を彦根市・愛知郡・犬上郡の広
域エリアでスケールメリットを生かした事業展開を進めることで、中小企業で働く人々が安心して働ける
環境づくりをめざします。
■働き方改革関連法など労働関係法令などの遵守を事業者に啓発することで、一人ひとりが自分らしい働
き方、生活ができるような職場環境の向上をめざします。

総合計画指標名 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

113 116 120

単位
R1

R4 R5

地域経済振興課実績値 101 125 134

26 25

進捗 - 達成 達成 達成

157

- 54.3% 85.7%

総合戦略指標名

42 28

進捗

市内3大学新卒者
の市内就職者数

人

目標値 - 46 49

53.8%

52 55

地域経済振興課実績値

単位
H30

R4 R5

1.5
有効求人倍率（彦
根管内）

率

目標値 - 1.5 1.5 1.5

× R8 ×外部評価実施年度 R5 ○ R6 × R7
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今後の方針

■市内大学生の市内就職者数については、関係機関との連携や産官学との連携による
雇用の促進に向けた取組等を実施し、市内就職者の増加を目指します。
■福祉・介護職の人材を確保するため、マッチングの機会として引き続き職場説明会
の開催するとともに、介護サービス事業所の業務改善に関する研修や業務の実態に
沿った研修を行います。また、SNSを活用する等多くの人に関心を持っていただくこと
で人材確保につなげて行きます。
■ひとり親家庭が就職に有利な資格等を取得する際に係る費用助成対象者数について
は、引き続き、児童扶養手当の手続き等の際に就労状況の確認を行い、資格取得が必
要な方に対して補助金の案内をしていきます。事前の相談時には、プログラム策定員
とともに講座終了までの見通しを立て、その上で就労に向けた自立につながる相談支
援を行います。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■彦根商工会議所が事務局の彦根地区雇用対策協議会で企業人事担当者に対して、公正採用システムと人
権、育児・介護休業法の改正をテーマとした雇用管理研修や、人材流出防止セミナーを開催し、職場環境
の向上に努めました。また、市内大学生に対する就活フェアを実施しました。彦根市、愛知郡および犬上
郡内に事業所を有する中小企業に従事する勤労者および事業者で構成する彦根地域勤労者互助会を通じ
て、福利厚生事業等に取り組み、中小企業で働く人々が安心して働ける環境づくりに努めました。
■福祉の職場説明会についても、本市プロシードアリーナで2回開催し、来場者向けの勧奨についても近
江鉄道駅に開催ポスターの掲出を行いましたが、第2回の当日は大雪が積もったことで、来場者も18名に
留まったこともあり、目標値を達成できませんでした。
■ひとり親家庭が就職に有利な資格等を取得する際に係る費用助成対象者数については、令和6年度に補
助金を交付した実績は3件で、累計が40件であり、目標値を達成することはできませんでした。

②施策全体の総括評価

評価 C 期待をやや下回る

評価の説明

■次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定事業所数は目標値を達
成したものの、市内3大学新卒者の市内就職者については、就活フェア等を開催しまし
たが目標値を達成できませんでした。また、雇用状況は持ち直しの動きが広がりつつ
あるものの、業種間でばらつきもあり、有効求人倍率も目標値を達成できていませ
ん。
■福祉・介護施設の人材確保・定着の推進について、求職者と事業所のマッチングの
機会として、職場説明会をプロシードアリーナHIKONEでの開催に向けて、新たに近江
鉄道駅に開催ポスターを掲出し来場者誘致を試みましたが来場者が伸びず、目標値を
達成できませんでした。
■令和6年度の補助金の支給実績は実績値が40件であり52件の目標値を達成することは
できませんでした。自立支援教育訓練補助金については、講座受講修了後に補助金を
支給していますが、講座によっては、受講期間が年度を跨ることや、修了まで到達さ
れない事例があること等から、令和6年度中に対象講座指定をした7件のうち、講座受
講修了後に補助金を交付した実績は2件でした。また、高等職業訓練促進給付金につい
ては、資格取得のために6月以上の通学が必要な場合に支給しており、令和6年度にお
ける申請および交付実績は共に1件でした。
■ＫＰＩのほとんどが、目標達成できなかったことから、上記評価としました。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 雇用環境の充実

担当課： 地域経済振興課

1-1

取組内容
民間事業者の開発する土地情報等の把握に努めるなど新たな企業立地を促進するとと
もに、企業立地促進条例に基づく助成措置により既存企業の設備投資を促進すること
で、雇用機会の拡充を進めます。
現状 課題 今後の方針

民間事業者の開発する土地情
報等の把握に努め適宜土地の
照会を行っています。また令
和7年度より、企業立地促進条
例を一部改正したことによ
り、市外・県外企業の進出促
進にも注力しています。

課題としては、紹介可能用地
が少ない点が挙げられます。
また、積極的に企業立地の制
度を周知など出来ていない点
も挙げられます。

引き続き民間事業者の開発する
土地情報等の把握に努めると同
時に、積極的な制度周知を実施
し、新たな企業立地を促進して
いきます。
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勤労者福祉施設の利用促進を図るため、講座内容等の充実や施設の整備に努めます。

現状 課題 今後の方針
彦根勤労福祉会館の一般貸館
事業は令和5年度と比較して、
貸館回数、使用料ともに前年
比では減少しておりますが、
48団体、257回の貸館実績があ
り、堅調に推移しておりま
す。

一般貸館事業の使用回数およ
び使用料ともに、コロナ前の
水準まで回復しましたが、飲
食提供事業の売上はコロナ前
の水準を回復していません。

施設の整備や講座内容の充実を
推し進め、利用者数の増加に努
めるとともに、原材料費等の高
騰に対応するため経費削減を進
めます。

課題
彦根地区雇用対策協議会や公
共職業安定所が実施する研修
会などを広報やホームページ
を通して各事業所に周知して
います。

市内事業所の雇用条件改善に
向け、研修会等の参加者をい
かに増やしていけるかが課題
となっています。

引き続き市内事業所に対し、関
係団体の実施する各種研修会な
どの情報提供に努めます。

1-3

取組内容

今後の方針
彦根地域勤労者互助会の加入
事業所数に変更はありません
が、従業員数が多い事業所の
退会があったことから加入者
数は減少傾向です。

会員数の減少により会費収入
が減少傾向にあります。

彦根地域勤労者互助会のPRに加
えて、新規事業の創出による加
入促進を進めます。

市内大学卒業者の市内企業へ
の就業者数は目標値を下回っ
ています。

市内の高校や大学に対しての、
市内企業の情報提供を推し進め
ます。

今後の方針
彦根地区雇用対策協議会等の
関係団体が実施するセミナー
等を支援しています。

2-2

取組内容

今後の方針

外国人住民の就労の促進と安
定のための事業が不足してい
ます。

関係団体の実施する研修会やイ
ベントについて、外国人住民を
対象とした事業の実施を要望し
ていきます。

1-4

取組内容
関係機関との連携により優良従業員表彰を行い、就労意欲の向上を図るとともに、障
害者雇用推進事業所表彰を実施し、障害者雇用の促進と就労の安定を進めます。

現状 課題

新卒者を含む若年者や外国人住民等の就労の促進と安定のため、関係機関や団体等の
連携、産官学の情報共有を図り、就労対策や自立に向けた取組を進めます。

現状 課題 今後の方針
彦根地区雇用対策協議会の実
施する研修会や、学生と企業
の参加するイベント等を支援
しています。

1-2

取組内容
就労の促進と安定を図るため、関係機関や団体等の連携、産官学の情報共有を図ると
ともに、事業所に対して雇用条件の改善などの啓発を進めます。

現状

今後の方針
彦根商工会議所・稲枝商工会
と連携し、障害者雇用への理
解を広め、障害者雇用の促進
と就労の安定を図るため、彦
根地域障害者雇用推進事業所
表彰を実施しています。

従業員の就労意欲の向上と、
障害者雇用の促進に取り組む
必要があります。また、段階
的に引き上げられている障害
者の法定雇用率等について
も、市内企業に周知する必要
があります。

引き続き、市内事業者に対し、
障害者雇用への理解を広め、障
害者雇用を促進していきます。

課題

取組内容
勤労者福祉の増進を図るため、中小企業の従業員と事業主の福利厚生事業の充実およ
び彦根地域勤労者互助会への加入促進により自立化に向けた取組の支援に努めます。

現状 課題

2. 勤労者福祉の充実
担当課： 地域経済振興課

1-5

取組内容
市内高等学校、市内・県内大学および県外大学における滋賀県出身者等の新卒者の市内企業への
就職を促進するため、学校、市内企業、関係機関、関係団体等による連携、産官学の情報共有を
強化し、合同企業説明会等、本市への定着者の増加に向けた取組を進めます。

現状

2-1
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3-1

取組内容
働く人々の健康が保持され、自己啓発や地域活動への参加のための時間を持てる豊か
な生活を実現するため、関係機関との連携を図りながら事業所への啓発を進めます。

現状 課題

3. 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会の実現
担当課： 地域経済振興課、関係課

今後の方針

3-2

取組内容
だれもが意欲と能力を生かして、様々な働き方や生き方が選択できる社会を実現する
ための取組の支援に努めます。

現状 課題 今後の方針
コロナ禍を経てテレワークや
リモートワークといった新し
い職場環境が広がりつつあり
ます。

事業者に対し、様々な働き方
についての周知・啓発をして
いく必要があります。

市のホームページや広報等の媒
体を利用して、事業者への啓発
を進めていきます。

彦根地区雇用対策協議会等の
関係団体が実施するセミナー
等を支援しています。

市も主体的に働き方改革関連
法や労働関連法令を事業者に
周知することが必要です。

市のホームページや広報等の媒
体を利用して、事業者への啓発
を進めていきます。
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40.5 40.5

- 達成 達成

40.5 40.5

都市計画課実績値 40.5 41.2 40.9 40.7

進捗

(基準値) (目標値)

達成

市街化調整区域に
おける地区計画制
度を利用したまち
づくりの箇所数
（累計）

箇所

目標値 - 1 1

*令和12年(2030年)には人口密度が35.7人/haとなることが予測されます。これを施策の展開により現状
維持まで引き上げることを目標とします。

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5 R6
R7

所管課

居住誘導区域内の
人口密度

人/ha

目標値 -

市街化区域にお
ける居住誘導区
域内の人口密度*

人／ha
目標値 - 40.5

2 3

都市計画課実績値 0 1 1 2

進捗

都市計画課実績値 40.5 41.2 40.9 40.7

- 達成 達成 達成

進捗 - 達成 達成 達成

40.5 40.5 40.5

分野 4-1 環境形成

(基準値) (目標値)

施策 4-1-1 持続可能な都市形成

12年後の姿
■地域特性を生かしたまちづくりが進むことで、北部では、彦根城を中心とした市街地のブランド力が向
上し、質の高い都市が形成されています。中部では利便性がさらに向上することで、住みやすい都市が形
成されています。南部では自然と田園環境が保全されていることで、安心して住み続けられる地域が形成
されています。
■都市基盤の整備が進み、都市としての防災機能が向上することで、安全・安心のレベルの高い都市が形
成されています。
■コンパクトシティへの取組を推進し、JR4駅を中心とした公共交通と連携したまちづくりが進むこと
で、都市部においては利便性の維持向上につながり、農村部においては自発的なまちづくりによりコミュ
ニティ維持への取組が進み、定住の促進による持続可能な都市が形成されています。
■災害リスクの低い宅地開発が進むことで、より安全な土地利用が進み安心して住むことができる都市が
形成されています。
■地籍調査事業を実施することで、境界紛争の未然防止、土地取引、公共事業、災害復旧の円滑化、固定
資産税の適正化を図ることができ、効率的に都市が形成されています。

4年後の目標
■彦根駅周辺では彦根城の世界遺産登録と相まって、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」づくり
(ウォーカブル)を推進することで、生活しやすく観光客にとっても魅力的な都市環境の形成を進めるとと
もに、都市機能の集約や居住の誘導などによって中心市街地として活性化された都市形成をめざします。
■南彦根駅周辺では、彦根市スポーツ・文化交流センターなどと連携した都市環境の整備を進めるととも
に、都市機能の誘導やさらなる居住の誘導によって利便性が向上した都市形成をめざします。
■河瀬駅周辺では、自然豊かな荒神山もあることから、それらの玄関口にふさわしい環境整備や、河瀬公
園をはじめとする住環境の整備によって自然と調和した地域形成をめざします。
■稲枝駅周辺では、西側地区での持続可能な地域形成に寄与するための拠点づくりを進めるとともに、駅
西口へのアクセス道路の一刻も早い整備によって、田園環境と共生した地域形成をめざします。
■郊外部となる農村部においては、農業を積極的に展開していくという農業振興地域や市街化を抑制すべ
き市街化調整区域という性格に整合した上で、集落型の地区計画を策定するなどコミュニティ維持への取
組による安心して住み続けられる地域づくりをめざします。
■既存建築物の耐震化を進めるとともに、銀座街についてもまちづくりの方向性を示し、本市の特色であ
る歴史的なまちなみの保存と調和した防災広場や防災公園の整備によって、防災機能が向上した都市形成
をめざします。
■宅地開発において、災害リスク情報と連携しながら、より安全な宅地形成をめざします。
■地籍調査を継続して推進および実施し、さらなる調査済みの区域を拡大することで、効果的な都市形成
をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課

評価責任者 役職 都市政策部次長 氏名

外部評価実施年度

志萱　昌貢

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち

R5 × R6 × R7 × R8 ×
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-1】

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■令和5年度に見直しを実施した都市計画マスタープラン、都市交通マスタープラン、立地適正化計画に
沿ったまちづくりを進め、進行管理を行いました。
■彦根駅周辺では、世界遺産登録に向け歴史環境保全のため、特別用途地区における建築物の制限に関す
る条例により適切な土地利用を誘導しています。また、駅前お城通りのウォーカブルの推進に向け未来ビ
ジョンとなる「ひこね共創ビジョン」に基づき、その実現に向けた準備を進めています。その他、都市再
生整備計画に基づく各種都市基盤施設の整備を進めました。
■南彦根駅周辺では、都市再生整備計画に基づく都市基盤施設の整備を進めており、（仮称）図書館中部
館の整備を中心とした第2期計画に位置付けた事業を進めています。
■河瀬駅周辺では、駅周辺の歩道整備や河瀬公園の整備を進め、全面供用を開始しました。
■稲枝駅周辺では、駅西口へのアクセス道路の整備を引き続き進めるとともに、西側地区において地区計
画による民間開発が進むエリアと土地利用が見込まれるエリアの市街化区域編入協議を進めました。
■郊外部となる農村部のまちづくりにおいては、下石寺町地区において、コミュニティ維持の取り組みと
して、集落型の地区計画を策定し、都市計画決定に必要な手続きが完了しました。
■既存建築物の耐震化を進めるとともに、銀座街についてもまちづくりの検討を継続しています。また、
防災機能向上のため、芹橋二丁目防災広場の整備を進めました。
■宅地開発において、各協議窓口で行っている審査指導の課題を整理し、基準書（開発許可制度の取扱い
基準、開発行為に関する技術基準）の改定作業を進めました。また、令和7年4月1日から規制開始となる
盛土規制法に関して、許可権者である滋賀県とその運用手引きならびに技術的基準について協議を行いま
した。
■地籍調査においては、令和3年度から石寺町下石寺地区(全3工区)に着手しており、令和6年度は、第1工
区および第2工区の一部において、地籍図原図作成、地籍測定、地籍図および地籍簿の作成、第2工区の一
部および第3工区において、一筆地調査および測量等を実施しました。また、令和6年度から田附町(全10
工区)に着手しており、第1工区において、調査図素図の作成を実施しました。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■各種施策により市街化区域における居住誘導区域内の人口密度は、一定の水準を維
持しており、目標値以上にはなりましたが、減少傾向が続いています。
　また、本市2例目の市街化調整区域における地区計画制度を利用したまちづくりとな
る下石寺町地区地区計画について、令和7年4月1日付の都市計画決定を行うための手続
きを完了しました。
　これらのことから上記の評価としました。

今後の方針

■市街化区域における居住誘導区域においては、より一層の人口減少と中心市街地の
空洞化が懸念されることから、立地適正化計画によるコンパクトシティの実現に向け
た各種施策を展開し適切な土地利用を進めていきます。
■市街化調整区域においては、コミュニティ維持による安心して住み続けられる地域
づくりをめざし、集落型の地区計画策定に向け、運用基準の周知を図るとともに、課
題を感じておられる集落については、計画内容の提案や策定支援について取り組んで
いきます。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-1】

3. 官民連携まちなか再生推進事業
担当課： 都市計画課

3-1

取組内容
コンパクトシティの取組をさらに推進させるため、彦根駅から彦根城にかけての道路
や広場、公園などの公共の空間を人中心の空間に転換し、民間投資を促しながら「居
心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を進めます。
現状 課題 今後の方針

彦根駅周辺地区のウォーカブ
ル推進に向け未来ビジョンを
策定し、駅前お城通りの道路
空間再編の検討を進めていま
す。

沿線の事業者や住民の機運醸
成のほか、道路管理者（滋賀
県）ならびに彦根駅西口広場
再整備との調整が必要となっ
ています。また、実施に必要
な事業費の確保が課題となっ
ています。

道路空間利活用の社会実験実施
に向けて、道路管理者（滋賀
県）と情報共有し、併せて財源
確保に努めます。また、社会実
験実施により、市民の機運醸成
を図っていきます。

南彦根駅周辺地区において
は、第1期計画が完了し、事後
評価の結果、賑わい環境に対
する市民不満足度の改善など
目標とする指標がおおむね達
成されましたが、更なる賑わ
い創出のため、策定した第2期
計画に基づき、（仮称）図書
館中部館の整備を含めた都市
基盤整備の推進が求められて
います。計画的に事業を進め
るため、事業費の確保が必要
です。

彦根駅周辺地区については、完
了年度が迫っているため、確実
に事業を進めます。
南彦根駅周辺地区においては、
更なる賑わい創出のため、策定
した第2期計画において（仮称）
図書館中部館など都市基盤整備
を進めます。道路改築につい
て、コストの縮減を図ることが
出来るよう検討します。併せて
事業費の確保に努めます。

1-1

取組内容
持続可能な都市を形成するため、都市計画マスタープランに基づく各種都市計画の見
直しを進めます。

現状 課題 今後の方針
都市計画マスタープランに基
づく適切な土地利用に努めて
おり、将来を見据えた用途地
域の変更、特別用途地区や地
区計画の新規決定など各種都
市計画を見直しています。ま
た、それら都市計画の見直し
においては、都市計画審議会
を開催し、審議を繰り返しな
がら実施しています。

都市交通マスタープラン、立
地適正化計画などの関連計画
と整合を図りつつ、各施策の
進捗を検証し、見直し、改善
を行う必要があります。

2. 都市再生整備計画に基づく各事業の推進
担当課： 道路河川課、都市計画課

2-1

取組内容
彦根駅や南彦根駅を中心とした都市再生整備計画に基づく道路・公園等の都市基盤整
備を進めます。

現状 課題 今後の方針
彦根駅周辺地区（計画期間令
和6年度まで）、南彦根駅周辺
地区（第2期計画期間令和10年
度まで）の2地区において都市
基盤整備に取り組んでいま
す。
彦根駅周辺地区について、護
国神社前交差点付近に休憩ス
ポットを整備し、令和7年3月
に完成しました。
南彦根駅周辺地区について、
市道小泉庄堺線の道路改築に
係る詳細設計が完了しまし
た。

中間見直し後のマスタープラン
によって各種都市計画を進めま
す。また、都市交通マスタープ
ラン、立地適正化計画などの関
連計画との整合を図り一体的な
進行管理を行います。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 土地利用の誘導をはじめとする各種都市計画の適切な見直し

担当課： 都市計画課
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-1】

6. 彦根城の世界遺産登録の推進と緩衝地帯のまちづくり
担当課： 文化財課、建築指導課、都市計画課

6-1

取組内容
世界遺産登録に向けた各種取組と、緩衝地帯である旧城下町地域を含む周辺地域の歴
史的・文化的な環境の保全を進めます。

現状 課題 今後の方針
彦根市景観計画の改定に向け
て、緩衝地帯の範囲全域を重
点地区（景観形成地域）とし
て位置づけ、歴史的景観との
調和を推進できるよう進めて
います。
また、歴史的な価値の調査研
究や彦根市歴史的風致維持向
上計画（第2期）に基づく各事
業の取り組みを推進するとと
もに、特別用途地区の設定に
より、歴史環境を保全し、歴
史都市としての魅力の向上を
図っています。

世界遺産のまちにふさわしい
土地利用の誘導、景観の保全
等、市民の更なる機運醸成が
課題です。

今後も取り組みを継続するとと
もに、関係団体との連携を通し
て、市民への機運醸成に繋げて
いきます。
また、改定する彦根市景観計画
（令和7年4月施行）に基づき、
緩衝地帯のまちづくりに繋がる
よう、適切な景観誘導に取り組
みます。

5. 歴史まちづくりの推進
担当課： 建築指導課、文化財課、都市計画課

5-1

取組内容 彦根市歴史的風致維持向上計画の推進と各施策の実施を進めます。

現状 課題 今後の方針
同計画に基づき歴史まちづく
りに関連する施策について、
関係各課が主体となり事業を
推進しています。

歴史まちづくり事業は、様々
な取り組みの推進により、歴
史都市として昇華する効果が
期待できます。しかし、それ
には事業費の確保等に課題が
あります。

同計画に基づき、彦根城を中心
とした歴史的風致を後世に伝え
るため、行政が市民や関係団体
等とともに取り組みを推進して
いきます。また、実施に必要な
事業費の確保に努めます。

4. 公共交通の利用促進
担当課： 交通政策課

湖東圏域1市4町で連携し、圏
域内で路線バスと予約型乗合
タクシー（愛のりタクシー）
を併用して移動需要に応じた
路線・ダイヤ編成を行い、移
動支援の充実、都市・地域核
（JR4駅）での乗り継ぎ強化等
により、公共交通ネットワー
クの強化、利便性向上を図っ
ています。

4-1

取組内容
コンパクトシティを推進する上で不可欠な公共交通によるネットワークの強化を進め
ます。

現状 課題 今後の方針
市内の一部に公共交通空白地
域が存在するため、予約型乗
合タクシー（愛のりタク
シー）を拡充する必要があり
ます。また、観光客に対して
公共交通での市内アクセス性
向上や観光地（彦根城等）の
回遊性の充実が必要です。

公共交通空白地域の移動支援策
として、愛のりタクシーの路線
延伸や、バスも含めたダイヤの
設定、鉄道との乗継ぎなども考
慮した利便性の高い公共交通
ネットワークの構築を図りま
す。
また、世界遺産登録後を見据
え、市内の渋滞緩和や、観光客
の回遊を促進するための新たな
モビリティの導入などを検討し
ます。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-1】

10. 空き家等対策事業
担当課： 住宅課、都市計画課

10-1

取組内容
空き家対策を進めるとともに、特に旧城下町地域でのコンパクトシティと連携した空
き家、空き地の利活用の促進を図ります。

現状 課題 今後の方針
彦根市空き家等の適正管理に
関する条例に基づき、住民等
から情報提供があった管理不
全な空家等について助言・指
導等を行っています。
　併せて、空き家の利活用を
目的とした補助事業を行って
います。

空き家については、対象とな
る建物および所有者の状況、
立地条件や周辺の環境等、空
き家を取り巻く事情は種々
様々であることから、一律で
の対応が難しい状況です。ま
た、厳しい財政状況のなか、
補助事業等の事業費の確保が
難しい状況です。

金銭的な支援は困難ですが、小
江戸ひこね町屋情報バンク、彦
根市空き家バンクの周知を行う
とともに相談体制の充実を図
り、これらの事業を有効に活用
しながら、特に空き家の多い旧
城下町地域での利活用の促進を
行っていきます。
また、民間事業者との連携によ
る利活用の検討を行っていきま
す。

9. 既存建築物耐震化促進事業
担当課： 建築指導課

9-1

取組内容
多くの方が利用する建築物や避難路沿道の建築物等の所有者が行う耐震診断の支援に
努めます。

現状 課題 今後の方針
昭和56年（1981年）5月31日
以前に建築された建築物は、
現行の耐震基準を満たさない
恐れがあります。

多くの方が利用する建築物や
避難路沿道の建築物等が地震
で倒壊した場合に生じる人的
被害、経済的被害の抑制が課
題となっています。

今後も継続して、建築物の耐震
化の必要性を周知するととも
に、多くの方が利用する建築物
や避難路沿道の建築物等の所有
者が行う耐震診断を支援し、耐
震化の促進を行っていきます。

8. 銀座街のまちづくりの検討および中心市街地の活性化
担当課： 地域経済振興課、都市計画課

8-1

取組内容
銀座街のまちづくりの検討を進め、それを中心とした中心市街地活性化基本計画の策
定の検討を図ります。

現状 課題 今後の方針
銀座の活性化のために、地元
大学の学生も参加し、有志に
よる情報共有や協議の場がお
よそ月１回設けられており、
様々な企画が実施されていま
す。

共同ビルの老朽化や空き店舗
の増加、高齢化・後継者不
足、商店街の活力低下など多
くの課題が残っています。

継続して地域と共に今後のまち
づくりについて検討していきま
す。

7. JR稲枝駅周辺整備事業
担当課： 道路河川課

7-1

取組内容
JR稲枝駅西口広場から市道芹橋彦富線までの市道新設を行うことで、アクセスの向上
と周辺住宅地の交通安全を確保します。

現状 課題 今後の方針
稲枝駅西口のアクセス道路で
ある（都）稲枝西口停車場線
等の整備を進めています。

計画的かつ早期に事業を進め
るため、事業費の確保が必要
です。

事業費の確保に努めるととも
に、（都）稲枝西口停車場線の
早期供用開始に向けて、整備を
進めます。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-1】

13. 地籍調査事業
担当課： 建設管理課

13-1

取組内容
土地に係るトラブルの未然防止、土地取引や公共事業の円滑化、早期の災害復旧など
に役立て、市土の有効利用と保全を図ります。

現状 課題 今後の方針
年次的かつ計画的に調査を進
めています。

計画的な調査を進めるには、
事業費の確保が必要です。

事業費の確保に努め、計画的に
調査を進めます。

11. 都市公園の整備
担当課： 都市計画課

11-1

取組内容
防災機能を有し、市民のスポーツや憩いの場として整備する河瀬公園や(仮称)稲枝公
園など、都市計画公園の整備を進めます。

現状 課題 今後の方針
河瀬公園は、整備が完了し全
面の供用を開始しました。稲
枝公園については、土質調査
を行い一次造成に向けた詳細
設計を行っています。

市民ニーズが高い中、整備の
推進には、事業費の確保が課
題となっています。

河瀬公園については、全面供用
し、市民の憩いの場として引き
続き適切な管理・運営に努めま
す。稲枝公園については、必要
な事業費の確保に努めるととも
に、地域の意見を聞きながら策
定した基本設計を基に、公園整
備を進めていきます。

12. 良好な宅地形成
担当課： 都市計画課、危機管理課

12-1

取組内容
宅地開発指導における各種基準や要綱に基づき、安全な宅地の形成につながるよう開
発事業者に指導を行い、良好な宅地形成に努めます。

現状 課題
開発行為に関する技術基準に
沿った許可事務を行っていま
す。

開発事業者が、事業計画地の
選定において、災害リスクを
十分に把握していただくこと
が課題となっています。

災害リスクの開示とその周知に
努め、今後も継続して取り組み
ます。

今後の方針

.
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-2】

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■総合戦略の目標値については、令和6年度において、総合計画と総合戦略の終期を合わせる際に、令和6
年3月に策定した「湖東圏域地域公共交通計画」に掲げる目標値と整合を図るため、変更しています。
■コロナ禍から脱し、公共交通機関利用者が回復基調にあるなか、継続してニューズレターの発行や出前
講座などの利用啓発に取組んだ結果、公共交通利用者数については、令和6年度の目標を達成することが
できました。年間バス利用者数に関しても、令和6年度目標には届いていませんが、令和7年度目標値には
達しています。
■令和6年3月に「湖東圏域地域公共交通計画」を策定し、彦根城周辺を巡回するバス路線の新設、既存の
南彦根ベルロード線および城北大藪線の路線短縮や一部系統の廃止、既存の予約型乗合タクシー松原線の
路線延伸を行いました。また、路線の見直しとともに、路線バスおよび予約型乗合タクシー停留所の変更
等も実施しました。
■近江鉄道線においては、令和6年4月より、上下分離方式での運行が開始され、イベント等による利用者
増の取組やICOCAによるキャッシュレス決済の導入に向けた具体的な検討を行いました。
■運用を行っている路線バスにおけるICカード決済や予約型乗合タクシーのＷＥＢ予約システムについて
は、周知と利用促進を続けています。予約型乗合タクシーにおけるキャッシュレス決済の導入につきまし
ては、検討段階です。
■バリアフリー施設の維持・管理については継続して実施しており、路線バスのバリアフリー車両への更
新については、現有車両の老朽化に伴う車両更新時にノンステップ化を図っています。

予約型乗合タク
シー乗合率

人/便

目標値 - 1.74 1.80

進捗 - 86.8% 85.0%

1.86 1.64

交通対策課実績値 1.46 1.51 1.53 1.56

83.9%

路線バス年間利用
者数

人

目標値 - 860,000 880,000

- 83.8% 83.6%

900,000 784,000

交通対策課実績値 852,792 720,322 735,811 802,064

進捗 89.1%

所管課
(基準値) (目標値)

湖東圏域の地域
公共交通利用者
数

万人
目標値 - 230 235 241

達成

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5 R6
R7

■彦根城周辺地域で、路線の新設・増便を行い、路線バスの強化をめざします。
■予約型乗合タクシーの存続を図るため、1便当たりの乗車人数(乗合率)を向上させ、効率的な運行をめ
ざします。
■路線バスについては、ICカード利用の啓発とバスロケーションシステムの導入、予約型乗合タクシーに
ついては、キャッシュレス決済への対応、WEB予約システムの改善などを図り、さらに利便性の向上をめ
ざします。
■駅のバリアフリー施設の維持・管理を継続するとともに、路線バスのバリアフリー車両への更新を進
め、だれもが快適に利用できる公共交通環境をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4

247
交通政策課実績値 233 212 227 244

進捗 -

R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

92.2% 96.6%

分野 4-1 環境形成
施策 4-1-2 公共交通ネットワークの充実

12年後の姿
■多くの市民に予約型乗合タクシーが認識され、日常の移動手段になっています。
■彦根城周辺地域では公共交通機関の利便性が向上し、路線バスやその他のモビリティの利用者が増加す
ることで、渋滞が抑制される交通環境になっています。
■公共交通機関に関する情報発信が充実することで、鉄道、路線バス、予約型乗合タクシーがシームレス
に連携し、利用できる環境になっています。
■鉄道駅に接続する二次交通を充実させることで、駅周辺が人々でにぎわうまちになっています。
■自動運転車等の新たなモビリティを活用することで、高齢者が自由に移動できる環境になっています。

4年後の目標

評価責任者 役職 都市政策部次長 氏名

外部評価実施年度

志萱　昌貢

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち

R5 ○ R6 × R7 × R8 ×
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-2】

1-1

取組内容
コンパクトシティを推進する上で不可欠な公共交通によるネットワークの強化を進め
ます。

現状 課題 今後の方針
湖東圏域1市4町で連携し、圏
域内で路線バスと予約型乗合
タクシー（愛のりタクシー）
を併用して移動需要に応じた
路線・ダイヤ編成を行い、移
動支援の充実、都市・地域核
（JR4駅）での乗り継ぎ強化等
により、公共交通ネットワー
クの強化、利便性向上を図っ
ています。

市内の一部に公共交通空白地
域が存在するため、予約型乗
合タクシー（愛のりタク
シー）を拡充する必要があり
ます。また、観光客に対して
公共交通での市内アクセス性
向上や観光地（彦根城等）の
回遊性の充実が必要です。

公共交通空白地域の移動支援策
として、愛のりタクシーの路線
延伸や、バスも含めたダイヤの
設定、鉄道との乗継ぎなども考
慮した利便性の高い公共交通
ネットワークの構築を図りま
す。
また、世界遺産登録後を見据
え、市内の渋滞緩和や、観光客
の回遊を促進するための新たな
モビリティの導入などを検討し
ます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 公共交通の利用促進

担当課： 交通政策課

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■各公共交通の利用者数は、コロナ禍により令和2年度に大きく減少したものの、回復
傾向にあるなか、令和6年度には、総合計画の指標である湖東圏域の地域公共交通利用
者数が目標を達成できました。総合戦略の指標である路線バス年間利用者数について
は、令和6年度目標には届かなかったものの、令和7年度目標には達しています。ま
た、予約型乗合タクシー乗合率は目標を下回る実績ではありますが、運行開始以降最
高値であった令和元年度と並ぶ実績であったことから、上記評価としました。

今後の方針

■今後とも、目標値を達成できるよう潜在的な需要を掘り起こすことが必要であり、
これまで公共交通を利用する機会がなかった、または少なかった層へ向けて利用促進
の取組みを引き続き行います。また、様々な交通課題を総合的に解決するため、令和5
年度に策定した公共交通計画に示した具体的施策や政策目標の実現に向けて、取組み
を進めていきます。
■路線バスについては、利用者増の取組のほか、燃料費含む諸経費の高騰、労働時間
にかかる2024年問題、乗務員の高齢化、確保の問題、バス車両の老朽化など様々な課
題があります。これらの問題を勘案しながら、利用者ニーズに基づき路線・ダイヤの
検討を行います。
■予約型乗合タクシーについては、利用者の伸びとともに行政負担額が増加するた
め、今後も持続可能な公共交通機関としての効率的な運行が行えるよう、乗合率を向
上させる取組みを検討し、適切な行政負担・利用者負担の在り方について具体的に検
討します。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-2】

3-2

取組内容 路線の新設や新たなモビリティの運行を図ります。

現状 課題 今後の方針
令和6年度は、路線バスにおい
て、彦根循環線を新設したほ
か、南彦根ベルロード線を短
縮し、城北大藪線の一部系統
の廃止を行い、令和7年度に向
け、ダイヤや路線等の検討を
行いました。また、湖東圏域
公共交通活性化協議会の行政
担当者で新たなモビリティの
導入の検討を行いました。

新設、変更したバス路線の効
果検証が必要になります。ま
た、新たなモビリティの導入
の検討に当たっては、持続可
能な制度とするため、費用対
効果の検討が必要となってき
ます。

利用者の利便に供するための持
続的な運行とするため、効果検
証の結果に基づき路線やダイヤ
などを不断に見直すとともに、
新たなモビリティの導入に関し
ても、湖東圏域公共交通活性化
協議会において、導入の検討を
行ってまいります。

コロナ禍後、利用者は増加傾
向にありますが、燃料費、人
件費をはじめとする運行経費
の増加による財政負担の増大
のほか、乗務員確保や高齢化
の問題、車両の老朽化などの
課題があります。

湖東圏域公共交通活性化協議会
での議論や、1市4町と運行事業
者の連携により、利用促進を図
るほか、効率的で利便性の高い
路線、ダイヤを設定してまいり
ます。

2-2

取組内容
近江鉄道線については、滋賀県と沿線5市5町で連携し、駅周辺のまちづくりを進める
とともに、通勤・通学を目的とした利用や、沿線住民・観光客の利用促進を図りま
す。
現状 課題 今後の方針

令和6年4月1日より上下分離が
なされ、県と沿線5市5町、(一
社)近江鉄道線管理機構、近江
鉄道㈱などが連携し、沿線住
民・観光客の利用促進を図っ
ています。

シルバーパスの拡充や各種イ
ベントの開催、イベントチ
ケットの販売、ICOCA導入の取
組などにより、利用者は増加
傾向にありますが、県および5
市5町は、機構に対して巨額の
財政支援を行っています。

3. 路線バスの運行
担当課： 交通政策課

3-1

取組内容 運行事業者への補助制度等による、路線バスの運行を進めます。

現状 課題 今後の方針
市内のバス路線を維持するた
め、運行事業者へ補助金を支
出しています。

引続き、県および5市5町、機
構、近江鉄道で、利用促進の取
組みを進め、持続可能な鉄道事
業の構築を図ってまいります。

2.鉄道の利用促進
担当課： 交通政策課

2-1

取組内容 鉄道駅からの二次交通の利便性を向上させ、鉄道の利用促進を図ります。

現状 課題 今後の方針
二次交通については、JR線と
の乗継ぎを考慮したダイヤや
路線の設定を行っています。

特に路線バスについては、乗
務員の確保や労働時間にかか
る2024年問題などがあり、二
次交通の便の数の少なさや、
始発が遅く終発が早いダイヤ
が課題となっています。

鉄道のダイヤ改正に合わせて、
乗継に支障のない二次交通のダ
イヤ設定を行うことや、雇用問
題なども含めて関係機関と密に
連携し、随時見直しを行いま
す。

3
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-2】

4-3

取組内容 予約型乗合タクシーに関する情報発信や、乗り方講座などの利用促進を進めます。

現状 課題 今後の方針
公共交通に関するニューズレ
ターを年2回作成するほか、地
域からの要請に応じて出前講
座を実施しています。

出前講座の実施件数に、年度
により増減があります。

今後も引続き、ニューズレター
を作成するほか、出前講座の周
知啓発を強化し、講座の開催回
数・参加人数の増加を目指しま
す。

4-2

取組内容 予約型乗合タクシーの乗合率向上のための広報等を進めます。

現状 課題 今後の方針
乗合利用への契機となるよ
う、複数人予約割引制度を設
けているほか、地域からの要
望を受け職員が出向いて実施
する出前講座や各種広報で周
知を行っています。

乗合率は、上昇傾向にあり、
令和6年度においては、過去最
高値に並んだものの、目標に
は届いていない状況です。

今後も継続して、出前講座や各
種情報提供において周知を図
り、乗合率の向上を図ります。
また、複数人予約割引制度の適
用範囲拡大など、積極的な乗合
利用の促進に繋がる仕組みを検
討します。

利用者は、年々増加していま
すが、それに伴い、行政負担
も増大しています。

持続可能な制度とするため、利
用者負担や行政負担の在り方に
ついて、湖東圏域公共交通活性
化協議会で具体的な検討・議論
を行います。

3-4

取組内容 バスロケーションシステムの導入を進めます。

現状 課題 今後の方針
バスロケーションシステムに
ついては、令和4年8月より湖
国バスが運行する路線バスの
位置情報を表示するシステム
「バスここクル」が導入さ
れ、総合路線図時刻表に記載
するなど周知を行っていま
す。

バスここクルの周知や情報内
容の改善が課題です。

4. 予約型乗合タクシーの運行
担当課： 交通政策課

4-1

取組内容 路線バスが運行していない地域での予約型乗合タクシーの運行を進めます。

現状 課題 今後の方針
予約型乗合タクシーの路線
は、バス路線のない地域を中
心に設定、地域の要望なども
勘案し、路線・ダイヤの設定
を行い、運行しています。

最適でわかりやすい情報提供を
行うことにより、利便性の向上
を図ります。

3-3

取組内容 ICカードの利用促進を進めます。

現状 課題 今後の方針
路線バスにおいて、ICカード
決済を導入しました。

近江鉄道線においては、令和7
年度中に、ICOCAによるICカー
ド決済が導入される予定です
が、予約型乗合タクシーにつ
いては、導入が進んでいない
ため、路線バスとの乗り継ぎ
が不便です。

路線バスについてはICカードで
の利用方法を引き続き周知し、
予約型乗合タクシーについて
は、ICカード決済の実現に向
け、関係機関との必要な協議を
行い、検討を進めてまいりま
す。

.

. .
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-2】

エスカレーター設置にかかる
調査検討および実際の設置工
事に必要な予算の確保が課題
です。

5. 鉄道駅のバリアフリー施設の維持・管理
担当課： 交通政策課

5-1

取組内容
定期的に保守点検を行いながら、設置後の年数や老朽化度合いを見極め、計画的に更
新を進めます。

現状 課題 今後の方針

今後、エスカレーター設置に必
要な予算状況を見極めながら、
設置の検討を進めてまいりま
す。

バリアフリー施設の維持管理
および更新等に必要な予算の
確保が課題となっています。

日常的な保守点検等を適切に行
うことにより、できるだけ施
設・設備の延命に努め、予算の
状況に応じて、彦根市駅舎関連
施設等適正管理計画に基づくバ
リアフリー施設の計画的な維持
管理と必要な施設の更新に努め
ます。

5-2

取組内容 南彦根駅へのエスカレーター設置に努めます。

現状 課題 今後の方針
エスカレーター設置に向け
て、必要な検討を行っていま
す。

彦根市駅舎関連施設等適正管
理計画に基づき、バリアフ
リー施設の維持管理を行って
います。

4-5

取組内容 予約型乗合タクシーへのキャッシュレス決済の導入を図ります。

現状 課題 今後の方針
キャッシュレス決済の導入に
向けて、運行事業者と湖東圏
域1市4町で実施に向けた検討
を行っています。

予約型乗合タクシーは、一般
タクシー車両を使用している
ため、運行事業者のすべての
車両に機材を乗せる必要があ
り、導入にあたっては、多く
の経費が必要になります。

引き続き、費用対効果を勘案し
ながらキャッシュレス決済導入
に向けての研究・検討を続けま
す。

4-4

取組内容
だれもが気軽に予約型乗合タクシーを利用できるよう、WEB予約システムの導入および
導入後の機能改善を図ります。

現状 課題 今後の方針
WEB予約システムを導入し、運
用しています。

WEB予約の利用は増加傾向にあ
りますが、継続して周知啓発
を進める必要があります。

予約型乗合タクシーの運行事業
者と連携し、より一層の利便性
向上・効率的な運行に繋がるよ
う、WEB予約システムの改善およ
び周知に努めます。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-3】

達成 達成

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り（標準）

評価の説明

■ナガエツルノゲイトウ・オオバナミズキンバイの駆除等については、滋賀県の担当
課と情報共有しながら対応していますが、駆除困難箇所が残ったことで、目標値の達
成には至りませんでしたが、生育面積としては減少させることができました。
　また、ホタルの確認場所数については、様々な媒体で市民に情報提供を呼びかけた
結果、多くの確認情報が寄せられ、目標を達成することができました。
　以上のことから、上記の評価としました。

今後の方針

■本市の自然環境に誇りをもって保全に取り組み、エコツーリズムを推進していくう
えで、市民のみならず、市外の方へも本市の自然環境をPRしていくことが必要であ
り、今後も関係機関や関連団体と連携し、市内の良好な自然環境の保全と市内外への
PRに取り組んでいきます。

未達成 未達成 未達成

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■県および琵琶湖に面する市町等で構成する琵琶湖外来水生植物対策協議会において、外来水生植物に関
する広域的な対応を行っています。協議会では、巡回、監視、駆除等を行っており、過去の最大生育面積
からは減少させることができています。また、市では農業部局と連携し、農業者への注意喚起等を行って
います。
■ホタルの確認場所数の把握について、指標が「確認場所数」であり、ホタルが生息していても把握でき
ていないために実績に反映できないという曖昧な部分があるため、広報ひこねやFMひこねのほか、SNS等
を活用し、広く市民に確認情報の提供を呼び掛けました。

53
生活環境課実績値 39 39 56 52

進捗 -

ホタルの確認場
所数(町数)

町
目標値 - 49 51 52

79.6%

■教育機関や事業者、地域と連携して、自然環境や野生動植物の調査・情報収集を図り、水環境の保全・
回復をめざします。
■本市を特徴づける琵琶湖やヨシ群落などを活用したエコツーリズムの推進をめざします。
■自然観察会等を通じて、生きものや環境の大切さを学ぶ機会を提供し、環境に関する意識の醸成をめざ
します。
■滋賀県などと連携して特定外来生物の調査・駆除を行うとともに、新たな外来種侵入の未然防止をめざ
します。
■滋賀県などと連携した環境リスクのモニタリングによる環境の把握と結果の公表、速やかな注意喚起を
めざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4

10

生活環境課実績値 20 19 18 16

進捗 -

ナガエツルノゲイ
トウ・オオバナミ
ズキンバイの生育
箇所

箇所

目標値 - 16 14 12

12年後の姿
■豊かな自然の保全や美化活動が積極的に行われることで、琵琶湖周辺では美しいヨシ原や松林が広が
り、湖や自然が地域住民や観光客に親しまれるまちになっています。
■身近な山や川で、生きもの調査や自然観察会が行われることで、自然を大切にする心が醸成されるよう
になっています。
■家庭では、ごみの適正処理や生活排水による水の汚れ防止など環境に配慮した行動が日常的に行われる
ことで、多くのホタルが飛び交う良好な環境になっています。
■事業活動においては、環境法令が順守され、近隣への配慮が行われるなど、より良い環境をつくるため
の取組が進められるようになっています。

4年後の目標

R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

氏名 小椋　朋子

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち
分野 4-1 環境形成
施策 4-1-3 生活環境・自然環境の保全と創出

× R7 × R8 ×

評価責任者 役職 市民環境部次長

外部評価実施年度 R5 ○ R6
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-3】

3. 貴重な自然と触れ合う機会の創出
担当課： 生活環境課

3-1

取組内容
自然観察会やエコツーリズムなどを通じて、生きものや環境の大切さを学ぶ機会の提
供を図ります。

3-2

取組内容
市民や市民団体と連携して、城山や佐和山など身近な里山において定期的な自然観察
会を行い、市民や観光客の環境に関する意識の醸成を図ります。

現状 課題

現状 課題 今後の方針
自然観察会については、関連
団体に委託し実施していま
す。
また、学校向けに出前講座を
実施しています。

特にありません。 自然観察会等を継続し、自然に
親しむ機会の提供を行っていき
ます。

今後の方針
自然観察会については、関連
団体に委託して実施していま
す。また、市内の自然を紹介
するパンレットを作成してい
ます。

特にありません。 自然観察会のほか、パンフレッ
トの作成や、ホームページ等で
情報提供を行い、環境意識の醸
成を図っていきます。

2-2

取組内容
地域の歴史・風土を象徴する神社・寺院の社そう林や樹齢の古い大きな樹木など、緑
のシンボルとして長く親しまれている保存樹・保存樹林について、地域と連携して保
全・維持管理に努めます。
現状 課題 今後の方針

市内において、11の樹木と３
カ所の樹林を保存樹木等とし
て指定しています。また、そ
れらの維持管理に補助を行っ
ています。

特にありません。 市内の主な樹木は指定できてい
ると思われるため、樹木の健康
状態の維持等を支援していきま
す。

2. 野生動植物の保全・再生
担当課： 生活環境課

2-1

取組内容
滋賀県や大学、環境関連団体などと連携して、貴重な野生動植物の分布や生態につい
て調査・情報収集に努めるとともに、法令などに基づき適正な保全・再生に努めま
す。
現状 課題 今後の方針

市内の自然環境の調査を関連
団体に委託し、その結果を自
然紹介パンフレットとしてと
りまとめています。

特にありません。 市内各所の調査を継続し、結果
をパンフレット化し、市内外の
方に市内の自然環境の魅力を伝
える取組を継続していきます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 琵琶湖をはじめとする水環境の保全

担当課： 生活環境課

1-1

取組内容
教育機関や事業者、地域と連携して、琵琶湖や琵琶湖につながる河川などの保全・回
復を図ります。

現状 課題 今後の方針
環境保全指導員と連携し、ホ
タル地図の作成や市内河川の
水質調査を行っています。
油流出等の水質事故発生時に
は県と連携し対応していま
す。

特にありません。 水質調査を継続し、事故等発生
時には影響を最小限に抑えるた
め、迅速に初期対応を行いま
す。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-3】

5-3

取組内容 高濃度のPM2.5や光化学スモッグが発生した場合の速やかな注意喚起を進めます。

現状 課題 今後の方針
発生の通知があった場合、市
の情報配信システムを使用
し、市民に情報提供を行いま
す。

特にありません。 近年、発生は確認されていませ
んが、発生時は速やかに注意喚
起を行います。

5-2

取組内容
ホタルの生息状況について、環境保全指導員などと連携してモニタリングを行い、水
辺環境の把握に努めます。

現状 課題 今後の方針
市内河川の水質測定を行って
いる環境保全指導員と連携
し、市民に情報提供を求めて
います。

ホタルの指標について、生息
していても情報がないため把
握できず、実績に反映できな
い場合があります。

広く情報提供を求めることで、
正確な目撃情報が得られるほ
か、自然環境の保全に目を向け
るきっかけとなることから、市
民への周知を進めます。

5. 環境リスクのモニタリング
担当課： 生活環境課

5-1

取組内容
大気環境や河川、地下水、土壌などの環境リスクについて、滋賀県と連携したモニタ
リングの実施とホームページでの結果の公表を進めます。

現状 課題 今後の方針
環境に関する各種調査を行
い、結果は「彦根市の環境」
として公表しています。ま
た、滋賀県の担当課と連携
し、工場立入りや公害対応を
行っています。

特にありません。 環境リスクについてのモニタリ
ングを継続し、結果を公表する
ことで、市民への啓発を図りま
す。

4-2

取組内容
外来種に関する正しい知識の普及啓発や外来種による生態系への影響の防止に努めま
す。

現状 課題 今後の方針
外来水生植物については、農
業部局と連携し、農業者や関
係機関への注意喚起を行って
います。また、アライグマ等
の特定外来生物の情報を市HP
に掲載し、注意喚起を図って
います。

目撃情報は多く寄せられます
が、駆除には土地等の管理者
や関係機関の協力が必要とな
ります。

市民等への注意喚起を継続し、
駆除については、関係者の協力
を得ながら実施していきます。

4. 外来種対策の推進
担当課： 生活環境課、農林水産課

4-1

取組内容
滋賀県や大学、環境関連団体などと連携して、ナガエツルノゲイトウなど特定外来生
物の分布状況について調査し駆除を行うとともに、新たな外来種が侵入しないよう未
然防止に努めます。
現状 課題 今後の方針

外来水生植物の生息情報は県
に集約し、広域的な対応を
行っています。また、市民か
らの情報提供をもとに、防除
等の対応を行っています。

外来種は繁殖力が強く、拡大
するスピードが早いため、環
境部局のみでの対応には限界
があります。

改定された国の特定外来生物被
害防除方針に基づき、県や土地
等の管理者とも連携しながら対
策を進めます。
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7-2

取組内容 一般住宅や工場、事業所の緑化推進に向けた啓発に努めます。

現状 課題 今後の方針
開発行為の際には、開発行為
に関する技術基準に沿って、
緑地等を設けるよう指導して
います。

特にありません。 今後も取組を継続します。

7-1

取組内容
市民や事業者などと連携して街路樹や社寺林などまとまった緑を保全するとともに、
まちなかの緑化に努めます。

現状 課題 今後の方針
市内公園内の樹木や街路樹に
ついては、事業者に委託し維
持管理を行い、まちなかの緑
を保全しています。

落ち葉による周辺住民からの
苦情や、老木の倒木対策が求
められています。

引き続き、市民の協力を得なが
らまちなかの緑を保全していき
ます。また、老木の健全度調査
や倒木の恐れがある樹木の予防
的な伐採を進めるとともに樹木
の更新を検討します。

7. まちなかの緑の保全・創出
担当課： 都市計画課

今後の方針
新たな公園整備や既存公園の
改修の際には、防災機能を取
り入れた公園整備を行ってい
ます。

新たな公園整備や既存の公園
の改修にあたっては、事業費
の確保が課題となっていま
す。

事業費の確保に努めるととも
に、今後も取組を継続します。

6-2

取組内容 市民や事業者などと連携した公園の管理運営を進めます。

課題

対象となる公園の90％につい
て、市民の参画により維持管
理を行っています。

高齢化による担い手不足を理
由に維持管理を辞退される自
治会が出てきています。

行政が維持管理を行うことによ
り費用の増加が予想されるた
め、公園の必要性や在り方につ
いて整理を行ったうえで、市民
参画の維持管理が継続できるよ
う、引き続き公園の統廃合や廃
止について検討を進めていきま
す。

現状 課題 今後の方針

6. 都市公園などの整備・管理の推進
担当課： 都市計画課

6-1

取組内容
市民ニーズなどを踏まえ、新たな公園の整備や既存公園の適切な管理運営、また、防
災公園などとしての機能の充実・強化を進めます。

現状
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-1-4】

× R7

施策 4-1-4 低炭素社会・循環型社会の構築

12年後の姿

× R8 ○

評価責任者 役職 市民環境部次長

外部評価実施年度 R5 × R6

■家庭や工場、事業所において、節電や節水など温室効果ガス削減に向けた行動が日常的に行われるよう
になっています。
■省エネルギー型の家電・設備や断熱化、再生可能エネルギーの導入が進み、温室効果ガスの排出の少な
いエコな住宅や事業所の多いまちになっています。
■ごみの分別・減量化やリサイクルの取組が進み、ごみの排出量の少ないまちになっています。
■地産地消やグリーン購入など、環境負荷の少ない食品や製品の選択が積極的に行われるようになってい
ます。
■環境学習の場の提供が行われることで、市民一人ひとりの意識が向上し、漂着ごみ対策等に積極的に協
力するようになっています。
■新ごみ処理施設において、ごみ焼却時に発生するエネルギーが回収され、余剰電力や熱が地元や周辺地
域の施設で活用されるようになっています。また、環境学習機能を備えた施設として、ごみ減量や地球温
暖化防止等の情報提供や教育など、環境啓発の役割を担うようになっています。

4年後の目標

氏名 小椋　朋子

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち
分野 4-1 環境形成

■市民や事業者における節電や節水、省エネルギー型・高効率型の家電や設備の使用など、市民や事業者
の環境に配慮した行動の推進をめざします。
■太陽光発電など再生可能エネルギーの導入や、環境に配慮してつくられた電気の利用促進をめざしま
す。
■食品ロス削減につながる取組について情報発信し、関係機関との連携による制度の普及や有効活用の取
組推進をめざします。
■ごみ減量の啓発に努め、集団資源回収の支援や、各種リサイクル法などの周知による3Rの取組強化をめ
ざします。
■琵琶湖の漂着ごみの削減に向けた体制の構築を検討し、また、ポイ捨ての防止や持ち帰りなどの啓発に
よる漂着ごみ削減をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

市域の温室効果
ガス(CO2)排出量

万t
目標値 - 82.8 81.7 80.6 79.5

達成 達成
生活環境課実績値 86.2 76.6 73.9 73.6

進捗 - 達成

進捗 -

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■低炭素社会の構築について、本市の温室効果ガス排出量を経年で見た場合、エコな製品や省エネの取組
の広がりにより、排出量は年々減少していますが、国が目指す脱炭素社会の実現に向けては、更なる取組
とより高い目標設定が求められています。令和6年度は、緑のカーテンの普及やライトダウンの取組など
を通じて周知・啓発を行いました。
■循環型社会の構築について、本市のごみの発生量は減少傾向にありますが、更なる削減のためには、市
民にとってよりわかりやすい工夫した情報発信と取組の強化および継続が求められます。令和6年度は、
簡易生ごみ処理の普及事業やリサイクル奨励金の交付のほか、出前講座やSNSなどを通したごみの削減と
資源化に関する周知啓発などを行いました。

804
生活環境課実績値 880

815

達成 達成 達成

市民1人1日当た
りのごみ等発生
量

g/人・日
目標値 - 837 826

824 792 770

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■低炭素社会の構築について、省エネの周知・啓発により現状の目標値を達成するこ
とができました。また、循環型社会の構築についても、食品ロスやごみ減量に関する
各種普及、啓発事業を行った結果、現状の目標値を達成することができたことから、
上記の評価としました。

今後の方針

■低炭素社会の構築について、現状の目標値は達成しているものの、2050年のカーボ
ンニュートラルに向けては、更なる取組が必要となります。
■循環型社会の構築について、ごみ削減をさらに推進するため、出前講座の対象者や
内容を随時見直し、より効果的な啓発となるよう検討します。
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③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 環境に配慮した行動・活動の推進

担当課： 生活環境課

1-1

取組内容
「COOL CHOICE(クールチョイス)」や「‟しがCO2ネットゼロ”ムーブメント」の実現に
向けた取組を進めます。

現状 課題 今後の方針
しがCO2ネットゼロムーブメン
トの実現に向けて、滋賀県が
開催する「県市町CO2ネットゼ
ロ研究会」や「ネットゼロ
フォーラムしが」に参加し、
関係機関との連携を図ってい
ます。

厳しい財政状況のなか、国や
県の方針に追従していくこと
が困難となっています。

滋賀県内の温暖化対策を進める
ため、県と県内市町で構成する
「県市町CO2ネットゼロ研究会」
で情報を共有し、市において実
施可能な取組を検討します。

1-2

取組内容 市民の節電や節水など環境に配慮した行動の促進を図ります。

現状 課題 今後の方針
電気使用安全月間等の期間を
活用し、安全使用のほか、節
電の取組についても周知を図
るため、広報誌等での啓発を
行っています。

効率的、効果的な方法での啓
発が課題となっています。

各種イベントでの啓発など、効
果的な周知を図っていきます。

1-3

取組内容 事業者の環境に配慮した事業活動やフロン類の適正管理等の促進を図ります。

現状 課題 今後の方針
滋賀県の担当課とともに実施
している工場立入り時に、設
備の管理や環境配慮への取組
状況の確認を行っています。

特にありません。 滋賀県の担当課と連携し、事業
者の取組状況等の確認を継続し
ます。

2. エネルギーの有効利用
担当課： 生活環境課

2-1

取組内容 省エネルギー型・高効率型の家電や設備の購入促進を図ります。

現状 課題 今後の方針
高効率給湯機等の設置につい
て、市のリフォーム事業の対
象としています。

補助金による支援を拡大する
場合、さらなる財政負担が発
生することが課題となりま
す。

県においては、県内全域を対象
に国庫補助を活用したリフォー
ム事業を行っているため、そち
らの活用についても周知するこ
とで、環境に配慮された設備の
導入促進を図っていきます。

2-2

取組内容 太陽光発電など再生可能エネルギーの導入促進を図ります。

現状 課題 今後の方針
太陽光発電設備の設置につい
て、市のリフォーム事業の対
象としています。

補助金による支援を拡大する
場合、さらなる財政負担が発
生することが課題となりま
す。

県においては、県内全域を対象
に国庫補助を活用したリフォー
ム事業を行っているため、そち
らの活用についても周知するこ
とで、環境に配慮された設備の
導入促進を図っていきます。
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2-3

取組内容 電力自由化に伴い、環境に配慮してつくられた電気の利用促進を図ります。

現状 課題 今後の方針
環境に配慮してつくられた電
気の推奨については、現在の
ところ取組を行っていませ
ん。

燃料価格高騰の影響により電
気料金が高騰する中、電気料
金が高くなる契約を推奨する
ことが難しい状況にありま
す。

太陽光発電設備の設置について
は県や市のリフォーム事業の対
象になっているため、発電した
電気の自家消費を促していきま
す。

3. 食品ロスの削減
担当課： 生活環境課

3-1

取組内容
「NO-FOODLOSSプロジェクト(食品ロス削減国民運動)」や宴会の食べ残しを減らす
「3010運動｣､「三方よし!!でフードエコ・プロジェクト」を進めます。

現状 課題 今後の方針
食品ロス削減月間や年末の宴
会シーズンに合わせ、広報ひ
こね、ホームページ、ラジオ
等にて食品ロス削減を呼びか
けているほか、窓口にてチラ
シを配布しています。

特にありません。 イベントなどの啓発の機会をと
らえ、周知を図っていきます。

3-2

取組内容
滋賀県が進める「三方よしフードエコ推奨店」認定制度の情報を発信し、認定や利用
の呼びかけに努めます。

現状 課題 今後の方針
市ホームページにて制度説明
および募集案内を掲載してい
ます。

令和6年度の新規登録事業者数
は3件ありましたが、さらなる
周知が必要であると考えられ
ます。

県の担当課と可能な限り連携
し、さらなる周知を図っていき
ます。

3-3

取組内容
賞味期限の近い防災備蓄食品について、フードバンクへの寄付や肥料にするなど有効
活用を進めます。

現状 課題 今後の方針
賞味期限間近の備蓄食品につ
いては、防災啓発のため、市
内の団体等に、広報ひこね、
ホームページで周知の上、無
償で配布しています。

災害に備え、計画的に備蓄食
品の整備を行っているため、
年次的に、賞味期限を迎えて
しまう備蓄食品が一定数あり
ます。

近年は、賞味期限間近の備蓄食
品は、すべて配布できている状
況にあります。今後とも、食品
ロスにせず、防災啓発に資する
よう、有効活用を図っていきま
す。

4. プラスチックごみの削減
担当課： 生活環境課

4-1

取組内容
使い捨てのプラスチック容器・包装・製品の使用を減らし、マイバッグやマイ箸、マ
イボトルの普及啓発を進めます。

現状 課題 今後の方針
マイバッグの持参について
は、広く浸透してきていま
す。

マイバッグ以外の使い捨てプ
ラスチック容器など、啓発す
べき重点項目や啓発方法が課
題となっています。

滋賀県買い物ごみ・食品ロス削
減推進協議会の指針にも注視し
ながら周知・啓発を図っていき
ます。

4-2

取組内容
化石由来プラスチックから再生プラスチックやバイオプラスチックなどへの転換促進
を図ります。

現状 課題 今後の方針
容器包装プラスチックおよび
硬質プラスチックの一部は、
リサイクルしています。

さらなる資源化に向けて分
別、資源化の周知を行い、資
源循環の推進を図っていく必
要があります。

現在計画されている1市4町の広
域新ごみ処理施設では、容器包
装プラスチックと硬質プラス
チックを一括回収して資源化す
る方針としています。
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6. 漂着ごみ対策の推進
担当課： 生活環境課

5. 3Rの取組強化
担当課： 生活環境課、清掃センター

5-1

取組内容
市民や事業者への啓発に努め、ごみを出さないライフスタイルや事業活動の実践を進
めます。

現状 課題 今後の方針
令和5年度に更新した、事業系
ごみの分け方・出し方につい
ての冊子を、随時事業者へ配
布しています。また、出前講
座の実施やSNS等での情報発信
を行っています。

さらなるごみの減量に向けて
ごみを出さない手法や分別、
資源化の周知を図っていく必
要があります。

出前講座の開催拡大のほか、広
報ひこねやSNS等の各種媒体を利
用しながら、より効果的な周知
方法を検討していきます。

5-2

取組内容
集団資源回収の支援を進めるとともに、市民意識の啓発や各種リサイクル法などの周
知に努めます。

現状 課題 今後の方針
資源回収の実施団体に対して
奨励金を交付しています。ま
た、雑がみ回収袋を配布する
等により、リサイクルの啓発
を進めています。

役員の負担軽減等の理由によ
り、リサイクル活動を実施す
る団体が減少しています。

資源回収できる拠点や機会が増
えるよう、引き続き奨励金の交
付を行うとともに、回収店舗の
情報等について、出前講座等の
機会を利用して、さらなる周知
を図ります。

6-1

取組内容
関係機関や大学、地域住民などと連携して、琵琶湖の漂着ごみについて調査・情報収
集を行い、漂着ごみ削減に向けた体制の構築に努めます。

現状 課題 今後の方針
漂着ごみの原因となる河川の
ごみについて、河川沿いの事
業所（店舗）に協力いただ
き、定点観測を開始していま
す。

令和4年度から観測を開始した
ため、漂着ごみの内容や傾向
を把握するためには、今後も
継続して観測する必要があり
ます。

漂着ごみの組成調査を行い、漂
着ごみに対する有効な対策を検
討します。

6-2

取組内容
漂着ごみの原因となるごみのポイ捨てを防止し、散在性ごみの発生を減らすようごみ
の持ち帰りなどの啓発を進めます。

現状 課題 今後の方針
滋賀県主催の「びわ湖を美し
くする運動」に共催し、湖岸
清掃を行ったほか、小学生へ
の出前授業等でポイ捨てごみ
に関する啓発を行っていま
す。

本市が参画できる環境美化イ
ベントが定期的に開催される
とは限らないため、本市独自
の取組についても、今後、検
討していく必要があります。

本市独自の取組として、小学生
への出前授業や自治会等への出
前講座を積極的に実施していく
ほか、市ホームページなどの各
媒体を用いて啓発を図っていき
ます。
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R5 × R6 × R7

施策 4-2-1 住宅施策の推進

× R8 ○

評価責任者 役職 都市政策部次長 氏名

外部評価実施年度

12年後の姿
■住宅セーフティネットとして充実を図るとともに、高齢者等に配慮した公営住宅等の質の向上を図り、
だれもが安心して暮らすことのできるまちになっています。
■空き家の適正管理および有効活用を促進することにより、管理されていない住宅が減り、地域の住環境
が良好になっています。
■住宅等の耐震性の向上等により、安全な住環境になっています。

4年後の目標

志萱　昌貢

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち
分野 4-2 都市基盤

■住宅セーフティネットの中心的役割を担う公営住宅の計画的なバリアフリー化や長寿命化等のストック
改善を進め、高齢者等世帯が安心して住み続けられる環境をめざします。
■「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「彦根市空家等対策計画」により、管理不全な空き
家は初期段階での是正を促し、空き家の利活用や除却等の対策を総合的かつ計画的に実施し、地域の活性
化と安全・安心な居住環境の創造をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

公営住宅等の高
齢化対応率

％
目標値 - 56.0 58.0 60.0 62.0
実績値 50.0 58.6 59.9 62.5
進捗 - 達成 達成 達成

所管課
(基準値) (目標値)

64.0 66.0
住宅課69.8

住宅課

R7

進捗 - 達成 達成 達成

管理不全な空き
家等の是正率

％
目標値 - 60.0 62.0
実績値 52.0 69.5 70.4

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■公営住宅等の高齢化対応率
　中藪団地において実施した個別改善工事に伴い、新たに4戸が高齢化対応となり、また、老朽化に伴う
開出今団地の解体除却工事（4戸）により、令和6年度の指標の目標値60.0％に対し62.5％となり、単年度
の目標は達成することができました。
■管理不全な空き家等の是正率
  関係法令に基づき、空き家所有者に対し必要な措置について助言・指導を行った結果、25件（前年度30
件）の空き家が是正されました。令和6年度の指標の目標値64.0％に対し69.8％となり、単年度の目標は
達成できました。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

進捗 - 達成
住宅課

達成 達成

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5 R6

66
実績値 50 69.5

管理不全な空き家
等および特定空家
等の是正率

％
目標値 - 60 62 64

70.4 69.8

評価の説明

■令和6年度の目標値についてはどちらも達成をできていますが、空き家の是正に関し
ては過年度から所有者に助言や指導を行っているものの改善には至らない案件が散見
され、所有者への折衝の仕方に改善の余地があることから、上記の評価としました。

今後の方針

■公営住宅等の高齢化対応率
　福祉部門との連携を図りながら、既存の公営住宅のバリアフリー化等を行いつつ、
民間住宅の活用などの検討を行い、多様なニーズに対応できるよう進めていきます。
■管理不全な空き家等の是正率
　データベースを活用し空き家発生の抑制を図るとともに、空き家バンクや補助制
度、相談体制の構築を行うとともに、民間事業者との連携を図ることで利活用を促し
ます。また、新たな取組として所有者不明土地・建物管理制度の活用することで、地
域の活性化や安心して住むことができる住環境の形成を目指していきます。
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③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 既存公営住宅等の有効活用

担当課： 住宅課

1-1

取組内容 現公営住宅等を有効活用し、住宅に対する質の向上を図ります。

現状 課題 今後の方針
既存の公営住宅棟を有効活用
するため、予防保全的な修繕
による質の向上を図っていま
す。

最新の団地でも建設後20年超
経過しており、経年劣化や災
害等による緊急修繕を要する
事案の増加、設備の老朽化が
課題となっています。

定期点検の結果を踏まえ、効果
的な維持管理による質の向上や
安心できる生活水準の維持に努
めます。

2. 空き家等対策事業
担当課： 住宅課、都市計画課

2-1

取組内容
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく、「彦根市空家等対策計画」の改
定を進めます。

現状 課題 今後の方針
令和5年3月に計画を改定して
います。

空き家を取り巻く事情は種々
様々であることから、変化す
る空き家の状況や制度等に対
応していく必要があります。

変化する空き家の状況や制度等
を把握し、定期的に計画改定を
行い、空家対策を進めます。

2-2

取組内容
「空家等対策の推進に関する特別措置法」および「彦根市空き家等適正管理に関する
条例」に基づき、空き家所有者等に対し、必要な措置について助言・指導を行うな
ど、適正な管理の促進に努めます。
現状 課題 今後の方針

関係法令に基づき、管理不全
な空き家への指導を行ってお
り、令和6年度末時点での是正
率は69.8％と目標を達成でき
ました。

増え続ける空き家の状況を鑑
み、今後も高い是正率を維持
していくことの難しさが懸念
されます。また、約3割の空き
家は是正されていないことか
ら、是正に向けた新たな取組
が必要です。

今後も是正率の目標を達成でき
るよう、文書送付や直接訪問な
どにより助言や指導を行うこと
で空き家発生の抑制を図りま
す。また、所有者不明土地・建
物管理制度を活用し民間事業者
との連携を図ることで利活用を
促します。

2-3

取組内容
地域の拠点施設等として活用できる空き家およびその除却後の跡地の有効活用を支援
します。

現状 課題 今後の方針
空き家の利活用を支援する補
助金として、「彦根市空き家
対策総合支援事業補助金」や
「彦根市子育て・若年世帯空
き家リノベーション事業補助
金」があります。

対象となる建物および所有者
の状況、立地条件や周辺の環
境等、空き家を取り巻く事情
は種々様々であることから、
一律での対応が難しい状況で
す。また、厳しい財政状況の
なか、補助事業等の予算の確
保が難しい状況です。

空き家の利活用を推進するた
め、限られた財源を広く分配で
きるよう補助金の上限額を見直
し、より多くの空き家に金銭的
な支援ができるようにします。
また、現在行っております補助
事業や小江戸ひこね町屋情報バ
ンク、彦根市空き家バンクの周
知を行うとともに相談体制の充
実を図り、これらの事業を有効
に活用しながら、支援を行って
いきます。
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2-4

取組内容 彦根市空き家バンクによって、空き家の活用促進を図ります。

現状 課題 今後の方針
平成30年度の開設から令和6年
度末時点までの彦根市空き家
バンクによる成約件数は59件
です。

物件の掲載数や成約件数のさ
らなる向上を図るため、空き
家バンク制度の周知や、利活
用を行いたい方を制度へ繋げ
る仕組づくりが必要です。

物件掲載および成約につながる
よう、空き家バンク制度につい
てより一層の周知活動や相談体
制の充実、また事務局と緊密な
連携を図ります。

2-5

取組内容 空き家のデータバンクの構築を進めます。

現状 課題 今後の方針
実態把握調査の結果を統合型
GIS上に反映し、指導対象の空
き家を管理するためのデータ
ベースを作成しています。

空き家を取り巻く環境や状況
は、時間の経過とともに変化
することから、最新データへ
の更新をどのようにしていく
かが課題です。

定期的に実態調査を行い空き家
の現状を把握し、効果的な対策
を行うための基礎資料として活
用を図っていきます。

2-6

取組内容
旧城下町地域でのコンパクトシティと連携した空き家、空き地の利活用の促進を図り
ます。

現状 課題 今後の方針
彦根市空き家等の適正管理に
関する条例に基づき、住民等
から情報提供があった管理不
全な空家等について助言・指
導等を行っています。
　併せて、空き家の利活用を
目的とした補助事業を行って
います。

空き家については、対象とな
る建物および所有者の状況、
立地条件や周辺の環境等、空
き家を取り巻く事情は種々
様々であることから、一律で
の対応が難しい状況です。ま
た、厳しい財政状況のなか、
補助事業等の予算の確保が難
しい状況です。

金銭的な支援は困難ですが、小
江戸ひこね町屋情報バンク、彦
根市空き家バンクの周知を行う
とともに相談体制の充実を図
り、これらの事業を有効に活用
しながら、特に空き家の多い旧
城下町地域での利活用の促進を
行っていきます。
また、民間事業者との連携によ
る利活用の検討を行っていきま
す。

3. 安全で快適な住まいづくり
担当課： 住宅課

3-1

取組内容
高齢者や障害のある人等が安心して暮らせる住まいづくりのため、福祉部門との積極
的な連携を図ります。

現状 課題 今後の方針
現在、公営住宅の入居を希望
する方の中には高齢者が多
く、福祉部門との連係を継続
しています。

空き状況に応じて新規の募集
を行うことや、計画的にバリ
アフリー化を行うことから、
すべてのニーズに応えること
は難しい状況です。

今後も可能な限り行える支援策
を提供し、高齢者・障がい者等
に対し幅広く支援を提供できる
よう、福祉部門との緊密な連携
を継続します。

3-2

取組内容 彦根市公営住宅等長寿命化計画に基づき、公営住宅の改善整備を進めます。

現状 課題 今後の方針
彦根市公営住宅等長寿命化計
画に基づき、予防保全的な修
繕工事を順次進めています。

住宅ストック活用状況の変化
や厳しい財政状況により、計
画どおりに整備が進められな
い可能性があります。

令和7年度に実施する長寿命化計
画の中間見直しにおいて、本市
の財政状況や社会情勢を踏ま
え、本市として適切な管理戸数
を検討し、改善整備を進めま
す。
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4. 既存建築物耐震化促進事業
担当課： 建築指導課

4-1

取組内容 住宅の耐震性を向上させるため、耐震診断および耐震改修を支援します。

現状 課題 今後の方針
昭和56年（1981年）5月31日
以前に建築された住宅は、現
行の耐震基準を満たさない恐
れがあります。

地震時の倒壊により人的・経
済的な被害の発生が懸念され
るなか、高齢者世帯等の増加
により住宅の耐震化への費用
負担が課題です。

住宅の耐震化の重要性を周知す
るとともに、耐震改修に係る補
助額の増額や、国が推奨する高
齢者向けリバースモゲージ型住
宅ローン制度の活用を検討し、
継続的な支援を通じて住宅の耐
震化を推進します。

現状 課題 今後の方針
市内には、4メートルに満たな
い道路（狭あい道路）が多数
あります。

沿道関係者全員の事業実施に
対する合意形成およびのど元
敷地所有者の隅切り用地提供
への同意が課題です。
また、厳しい財政状況の中、
補助事業等の予算確保が難し
い状況です。

狭あいな生活道路の解消につい
て、沿道関係者へ周知を図ると
ともに、事業内容に合意が得ら
れた路線には狭あい道路整備事
業を適用するなど本市の財政状
況を踏まえ、実状に合わせた事
業を推進します。

地震時の倒壊により人的被害
の発生が懸念されるなか、危
険性の認識不足や費用面の課
題等から、老朽化したブロッ
ク塀の撤去・改修が進んでい
ない現状が課題です。

ブロック塀等に対する安全点検
の重要性について周知を図ると
ともに、撤去・改修に係る費用
への支援を行い、ブロック塀等
の倒壊に伴う被害の低減を図り
ます。

5. 狭あい道路整備事業 
担当課： 建築指導課

5-1

4-2

取組内容
倒壊による被害が道路にまでおよぶ恐れのあるブロック塀等の撤去・改修を支援しま
す。

現状 課題 今後の方針
地震時の倒壊により被害が道
路にまで及ぶおそれのあるブ
ロック塀等が多数あります。

取組内容
複数の建築物が立ち並ぶ幅員1.2メートル以上4メートル未満の道路について、生活の
利便性、住環境の向上等を図るため、4メートルへの拡幅を進めます。
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○ R8 ×

評価責任者 役職 上下水道部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7

施策 4-2-2 上下水道の整備・充実

12年後の姿
水道
■水道事業の理念である「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与
する」ために、いかなる時も市民生活に支障が出ないよう、安定した給水を行っています。
■災害に強いライフラインの構築をめざし、管路や施設の耐震化を進めています。
下水道
■下水道の整備は概ね完了していますが、引き続き山間地などの地形や他企業の埋設物などにより整備が
困難な土地への普及に努めます。なお、これらの地域については、下水道整備に要する費用や時間などを
考慮し、合併処理浄化槽を活用するなど柔軟な手法により市域全域での汚水処理の普及に取り組んでいま
す。
■下水道施設の計画的な維持管理を着実に行い、河川や琵琶湖の水質保全に寄与することにより、市民が
快適に生活できる住みやすいまちづくりに取り組んでいます。
共通
■万が一の災害発生時には、水道事業震災対策マニュアル、下水道事業業務継続計画に基づき、一日も早
いライフラインの復旧に取り組んでいます。
■水道料金・下水道使用料等の徴収率の向上をめざし、未収金対策を実施しています。
■水道・下水道両事業の経営計画に基づき持続可能な健全経営に努めています。

4年後の目標

福井　圭輝

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち
分野 4-2 都市基盤

水道
■災害に強い水道の構築のため、水道管路の耐震化率の向上をめざすとともに、浄水施設の強靭化に努め
ます。
下水道
■公共下水道事業による一般的な地域の整備の概成をめざします。また、令和8年度(2026年度)より農業
集落排水施設等の公共下水道への接続に着手します。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

水道管路の耐震
化率

％
目標値 - 17.4 18.2 19.1 19.5

上水道工務課実績値 14.6 16.8 20.6 21.4
進捗 - 96.6% 達成 達成

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■水道管路の耐震化につきましては、令和5年度に電子データを基にした配管図より管路延長を計測して
いるため、実績値が大きくなり達成となっており、令和6年度では6.5㎞の耐震化を行っています。
■公共下水道事業による一般的な地域の整備の完成をめざし、未普及地域の整備に取り組んでおり、遅れ
が生じているものの目標に向け前進しています。また、農業集落排水施設の接続については、滋賀県の彦
根南第2幹線工事に遅れが生じているため、令和10年度(2028年度)から工事に着手することとしました。

93.0
下水道建設課実績値 85.1 87.1 88.8 89.8

進捗 -

公共下水道普及
率

％
目標値 - 88.8 90.0 91.5

98.1% 98.7% 98.1%

今後の方針
■どちらの事業も重要なライフラインに関わることから、補助金等予算や人員の確保
に努めるとともに、新たな発注形態の検討にも取組んでいきます。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■「水道管路の耐震化率」につきましては、令和5年度に電子データを基にした配管図
より管路延長の修正を行ったため予定以上の進捗になっています。また、令和6年度で
は6.5㎞の耐震化を行い、単年度でもほぼ予定通りの進捗となっています。
■「公共下水道普及率」は、若干の遅れが生じているものの目標に向け前進しており
ます。
■上水道については目標を達成しており、また下水道については若干の遅れであるこ
とから、上記の評価としました。
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彦根市総合政策
推進協議会にお

ける意見

■「評価の説明」は「ですます」調に修正してください。第二段落が「「公共下水道
普及率」は……ことから、上記の評価としました。」となっていますが、この指標だ
けで施策全体をB評価にしたと読めますので、適切に修文してください。
■上下水道設備の老朽化による事故を防ぐため、KPIにも維持管理の指標を加えた方が
いいのではないでしょうか。
■上下水道設備の老朽化に関して、布設年数が古いものから重点的に更新していくと
のことですが、市の上下水道の設置年数別の割合は把握されていますか。
■また、数値を把握した上で、どの部分から更新していくかを決めているという理解
でよろしいでしょうか。

彦根市総合政策
推進協議会にお
ける意見を受け
た今後の方針

■文章については指摘に基づき青字の表現に改めたり、文章の追加を行っています。
■現在の上水道の中期経営計画では、重要施設（送水管・緊急避難所等）への管路を
重点的に更新（耐震化）していく計画としており、更新（耐震化）については年代と
老朽度を考慮して行っていることから、指標については特に耐震化率としているた
め、変更はいたしません。
■上水道施設の設置年数別の割合は把握しています。
■老朽化した施設の中から、より重要な施設を選択し更新を実施しています。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 安全で良質な水道水の安定供給

担当課： 上水道工務課

1-1

取組内容 安全な水道水を供給するため、水源の水質監視の強化に努めます。

現状 課題 今後の方針
毎日検査、中央監視操作およ
び現地点検により水質監視を
行っています。

水質監視を行う施設の経年劣
化に伴い、機器類が故障した
り不具合が生じたりします。

定期的な整備や故障した部分を
修繕することにより対応しま
す。

1-2

取組内容 安全で良質な水道水を供給するため、水質管理体制の充実に努めます。

現状 課題 今後の方針
毎日検査および水質自動監視
装置により水質を管理してい
ます。

水質に精通した技術職員が退
職したり異動すると、水質の
管理体制が維持できないこと
が課題です。

専門知識を要する検査について
は、令和6年度より水質管理も含
めて委託し、水質管理体制の充
実に努めており、今後も継続し
ていきます。

2. 公共下水道の整備
担当課： 下水道建設課、上下水道総務課、農林水産課、生活環境課

2-1

取組内容
市街化区域の未普及地域の整備を重点的に推進し、その他の未普及地域は市域全体の
バランスを考慮しながら整備を進めます。

現状 課題 今後の方針
市街化区域では野田山町、高
宮町に未普及地が存在してい
ます。

広大な未普及地の解消には、
相当の事業費と時間を要する
ため、効率的な整備が求めら
れます。

国や県に対し支援を求めるとと
もに、計画的に管渠整備を進
め、早期の未普及地解消に努め
ます。

2-2

取組内容
処理場の老朽化が進行する農村下水道(農業集落排水)について、公共下水道への接続
ができるよう管渠の整備を進めます。

現状 課題 今後の方針
滋賀県が整備する幹線管渠が
未完であることから、現段階
で管渠整備に着手することが
できません。

未普及解消と並行して管渠整
備に取り組む必要があり、事
業費の確保と整備時期の整理
が必要です。

県と幹線管渠の完成時期につい
て情報を共有し、速やかに切替
が進められるよう国の支援を求
めながら計画的に管渠整備を進
めます。
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2-3

取組内容
流域下水道管理者である滋賀県に対して、流域管渠整備の早期完成および汚水量に応
じた浄化センターの適正な整備の要請に努めます。

現状 課題 今後の方針
農業集落排水を接続する幹線
管渠が県により整備が進めら
れています。また、浄化セン
ターでは、汚泥処理方法につ
いて基本方針が検討されてい
ます。

人口の減少が進む中、持続可
能な運営を見据えた施設建設
と運転が求められます。

県に対し幹線管渠の完成時期や
浄化センターの運営方針等につ
いて情報共有に努め、引き続き
適正な整備を要請します。

2-4

取組内容
山間地などの地形や他企業の埋設物などにより整備が困難な地域、人口の減少が著し
い地域については、下水道整備に要する費用や時間、維持管理労力などを考慮し、合
併処理浄化槽を活用するなど柔軟な汚水処理手法の検討を進めます。
現状 課題 今後の方針

滋賀県の汚水処理構想では、
市域全域が公共下水道による
処理区域となっています。

持続可能な運営に向け、効率
的な汚水処理手法を計画する
必要があります。

次期汚水処理構想や事業計画の
変更時には、最適な汚水処理手
法を選択できるよう、立地等諸
条件の整理を進めていきます。

3. 水洗化の普及促進
担当課： 上下水道業務課

3-1

取組内容
下水道施設が有効に活用され、下水道の施設運営を健全なものにするために、水洗化
(下水道への接続)の普及促進に努め、水洗化率の向上を図ります。

現状 課題 今後の方針
下水道整備が完了している地
域内において、下水道未接続
の家屋が存在しています。

下水道への接続工事費用は個
人負担となるため、経済的理
由で接続が進まないことが課
題です。

水洗化普及員による普及促進を
引き続き行います。

3-2

取組内容 事業所排出水対策等を行い、悪質流入水を排除し、処理負荷の低減に努めます。

現状 課題 今後の方針
下水道に油類や重金属類等が
流入すると、下水処理に影響
が生じます。

油類や重金属類等の流入によ
り下水道の処理機能に支障を
きたし、管渠清掃等の維持管
理費の増加をまねくことが課
題です。

事業所から排出される下水の水
質検査を実施し、基準値を超過
した事業所には改善等の指導を
行います。

4. 維持管理体制の充実
担当課： 上下水道業務課、下水道建設課、上水道工務課、農林水産課

4-1

取組内容
公共下水道施設の長寿命化に努め、その機能を十分に発揮させるとともに、宅内排水
設備の計画確認、検査と併せ、不明水の解消に努めます。

現状 課題 今後の方針
市域には、旧規格のマンホー
ル蓋が存在しています。

旧規格の蓋が多数存在してお
り、事業費の確保等計画的に
更新を進める必要がありま
す。

設置環境により優先順位を整理
し、毎年度着実に更新を進めま
す。

4-2

取組内容 水道水の安定供給を図るため、水道施設の整備更新(耐震化)に努めます。

現状 課題 今後の方針
中期経営計画に基づき、浄水
施設および管路を更新(耐震
化)しています。

急に設備や機器類が故障した
り、突然漏水が頻繁に生じる
管路が発生したり、想定以上
に施設の劣化が進むことがあ
ります。

部分的な修繕を施し施設の長寿
命化を図ったり、更新順序を再
検討するなどして整備更新に努
めます。
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4-3

取組内容
上下水道施設および農業集落排水の機能を安定的に維持するため、管理体制の充実に
努めます。

現状 課題 今後の方針
【水道】勤務時間外の漏水や
水質不良等に対応するため、
緊急連絡体制として輪番制で
自宅待機者を設定し、突然の
通報に対応しています。
【下水】農業集落排水の処理
施設の老朽化が進んでおり、
機器更新の必要性が高くなっ
ています。

今後の方針
【水道】経常収支比率は100％
を上回っており、健全性は維
持できています。
【下水】第6期経営計画および
経営戦略に基づき、積極的な
下水道整備を実施するととも
に、持続可能な下水道事業の
運営に取り組んでいます。

【水道】増大する更新需要に
対応するための人員体制の整
備、資金の確保が課題です。
【下水】下水道事業について
は、平成16年度以降使用料改
定を行っておらず、適正な使
用料を検討していく必要があ
ります。

【水道】維持経費の削減等によ
る効率的な事業運営に努めると
ともに料金体系の見直しについ
ても検討を始めます。
【下水】次期（第7期）経営計画
の策定とあわせて、令和8年4月
から使用料の改定を実施する方
向で準備を進めます。

【水道】職員の異動に伴い、
漏水修繕など経験の少ない職
員が緊急対応することにな
り、現場での判断が困難と
なっています。
【下水】公共下水道への切替
を見据えた計画的な機器更新
が求められます。

【水道】外部団体による研修に
参加したり、実際の漏水現場で
の修繕を通じて技術力を高め、
管理体制の充実に努めます。
【下水】公共下水道への切替に
ついて、関係部局間で情報共有
を行い、効率的な運営に努めま
す。

5. 効率的な経営の推進、経営の健全化
担当課： 上下水道総務課、上下水道業務課

5-1

取組内容
彦根市水道事業ビジョン・水道事業第3期中期経営計画・公共下水道事業第6期経営計
画の着実な推進とともに、上下水道両事業の地方公営企業としての健全な経営に努め
ます。
現状 課題
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○ R8 ×

評価責任者 役職 都市政策部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7

施策 4-2-3 公園緑地の整備

12年後の姿
■地域防災への活用等公園の多面的な利用を考慮して都市公園の整備や既存公園等の適切な管理運営に取
り組むことで、市民が安全で安心して暮らす、緑豊かなまちになっています。
■緑を守り、つくり、つないで育てることで、市民生活に豊かさが感じられる環境が整っています。

4年後の目標

志萱　昌貢

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち
分野 4-2 都市基盤

■現在進めている国民スポーツ大会主会場に隣接する金亀公園や彦根市スポーツ・文化交流センターに隣
接する福満公園の再整備をはじめ河瀬公園や京町公園の整備を完成させることで、防災機能のレベル向上
と緑豊かなまちをめざします。
■JR稲枝駅西側において地域から要望されている(仮称)稲枝公園について、官民連携事業としての検討や
防災機能を有する公園として、早期完成をめざします。
■行政と市民が協働し、公園緑地の適切な管理運営によって豊かさの向上をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

市民1人当たりの
都市公園面積

㎡
目標値 - 13.08 13.08 14.63 14.63

都市計画課実績値 12.97 13.06 13.15 14.36
進捗 - 99.8% 達成 98.2%

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■都市公園の整備について、金亀公園には防災機能を有したベンチの整備を行うとともに、避難場所とし
ての更なる防災機能拡充のため、駐車場の拡張整備や管理事務所の移設整備を行いました。また、河瀬公
園には緑地を整備することで有事の際に活用できる空地を確保し防災機能を有した公園として全面供用を
開始しました。
■稲枝駅西側地区に整備予定である地区公園については、防災機能を有する公園として、地元と協議を重
ねながら策定した基本設計に基づき、土質調査や一次造成に必要な詳細設計を行いました。
■その他の開発公園のような小規模な公園に対し、市民（自治会等）が維持管理に参画し、その割合は
89.5%となっています。
■国スポ主会場である彦根総合スポーツ公園（12.27ha）の整備の進捗により、市民1人当たりの都市公園
面積が14.36㎡になりました。

94.0

都市計画課実績値 90.0 89.0 89.1 89.5

進捗 -

市民による公園
管理の進捗状況
(草刈り等の日常
管理に自治会の
協力が得られた
公園数/都市計画
公園や宅地造成
で整備された公
園総数)

％

目標値 - 92.0 92.0 93.0

96.7% 96.8% 96.2%

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■都市公園整備について、河瀬公園は整備が完了し、全面供用を行うことができまし
た。また、彦根総合スポーツ公園の整備の進捗により、市民1人当たりの都市公園面積
が1.21㎡上昇したものの目標には少し届きませんでした。
■新たな開発公園の増加や、高齢化による担い手不足を理由に公園の維持管理を辞退
する自治会がある中、市民（自治会等）による公園の維持管理を継続することができ
ましたが、目標には少し届きませんでした。
■しかしながら、今後、彦根総合スポーツ公園の更なる整備の進捗により公園面積の
上昇が見込まれること、また、小規模な公園が増加する中、少しずつではあります
が、自治会管理の公園が増えている状況から、上記の評価としました。
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今後の方針

■防災機能のレベル向上と緑豊かなまちづくりに寄与できるよう、都市公園の整備を
引き続き行うとともに、早期の完成を目指します。
■公園の新たな価値の創出や維持管理に対する負担軽減策を提案するなど、引き続
き、市民（自治会等）に公園管理への参画を促すことに加え、公園の必要性やあり方
について検討し、統廃合を含め、維持管理しやすい公園となるよう検討していきま
す。
■各種施設の適正利用や適正更新のため、駐車場の有料化や利用料金改定の検討を進
めます。
■ふるさと納税および企業版ふるさと納税の活用やネーミングライツなどの歳入確保
について検討し維持管理費の捻出に努めます。
■公園の更なる賑わい創出のため、民間活用を進め、Park-PFIの導入検討やトライア
ルサウンディングにより、効果的な公共空間利活用の可能性を検討します。

彦根市総合政策
推進協議会にお

ける意見

■指標「市民による公園管理の進捗状況」の定義を説明してください。
■「評価の説明」を意味がとおるように修文してください。
■自治会が成り立たなくなってきている現在において、小規模公園の市民による維持
管理を継続するための策はありますか。
■市民による公園管理の進捗状況をKPIにしていますが、どのような支援をしています
か。
■適正管理の名のもとに樹木を伐採し、舗装して防災搬入路にするなど、緑のストッ
クが次々と除去されてしまう懸念があります。このような状況について、市としてど
のように適正管理を考えていますか。

彦根市総合政策
推進協議会にお
ける意見を受け
た今後の方針

■指標「市民による公園管理の進捗状況」の定義を記載するよう意見があったことに
ついて、指標名欄に定義を追記しました。
■評価の説明については、意味がとおるよう修正・追記しました。
■小規模公園の市民による維持管理を継続するための策として、公園の在り方を見直
し、子どもの遊び場から地域の防災空地に転換するなど新たな価値を見出すことや、
負担の少ない管理方法を提案するなどにより、継続していただけるよう努めており、
これらを今後の方針に追記しました。
■市民による公園管理に対する支援として、公園の面積に応じて、わずかではありま
すが報償金をお渡ししています。
■地元からは樹木を伐採して欲しいといった要望がありますが、樹木の存在意義を説
明させていただき、なるべく残すよう努めています。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 都市公園の整備

担当課： 都市計画課

1-1

取組内容

すでに整備中の都市公園においては計画通りに整備が進むよう補助金の活用などを行い、早期完
成に努めます。(国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会主会場隣接公園としての金亀公園
の再整備、彦根市スポーツ・文化交流センターに隣接する福満公園の再整備、防災機能を有する
河瀬公園の整備、防災公園としての京町公園の整備)

現状 課題 今後の方針
国庫補助金に加え、民間の助
成金を活用するなど、概ね予
定どおり進めています。

特にありません。 整備が残る金亀公園は、令和7年
6月完了を目指し事業を推進しま
す。

1-2

取組内容
計画中の公園については、市民ニーズへの適応や来訪者との交流につながる整備計画
となるよう施設内容等の検討を行います。また、整備・運営の手法についてはPFI事業
をはじめ、整備・運営のコスト縮減が図れるよう努めます。((仮称)稲枝公園の整備)
現状 課題 今後の方針

地元と協議を重ね、市民ニー
ズに沿った基本設計を行い、
それに基づき1次造成に必要な
詳細設計を進めています。

稲枝公園はコロナ禍により、
PFIによる整備が厳しい状況と
なりましたが、引き続き民間
活用を含め、より効率的な整
備・運営手法についての検証
が必要です。

引き続き、民間事業の可能性を
含め、整備・運営のコスト縮減
が図れる手法を模索しながら整
備を進めていきます。
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2. その他の公園等の整備
担当課： 都市計画課、道路河川課

2-1

取組内容
宅地開発による公園の整備については、良好な住環境の確保のため適切に配置すると
ともに、住民の身近な公園として整備されるよう開発事業者と協議調整に努めます。

現状 課題

休憩スポットの整備におい
て、滋賀大学前は令和４年１
１月に、護国神社前交差点付
近は令和７年３月に完成しま
した。
彦根駅西口駅前広場の再整備
については、財政状況を踏ま
え、事業を休止しています。

彦根駅西口駅前広場の再整備
について、事業費の確保が必
要です。

彦根駅西口駅前広場の再整備に
ついて、財政状況を踏まえ、事
業の再開時期を検討します。

3. 既存公園等の適切な管理運営
担当課： 都市計画課

今後の方針
開発行為に関する技術基準に
沿った協議調整を行っていま
す。

開発行為により、小規模な公
園が整備され、維持管理の負
担が増しています。

開発地に隣接する公園との統合
や既存公園の利活用につながる
取り組みを積極的に進めていき
ます。

2-2

取組内容
市街地では歩行者の利便に即する広場や休憩スポットを整備することで、憩いの場の
提供を進めます。(彦根駅西口広場の改修、各所休憩スポットの整備)

現状 課題 今後の方針

3-1

取組内容
行政と市民が協働し、公園緑地の維持管理が図れるよう、緑地保全と緑化推進の啓発
に努めます。

現状 課題 今後の方針
対象となる公園の約90％につ
いて、市民の参画により維持
管理を行っています。

高齢化による担い手不足を理
由に維持管理を辞退される自
治会が出てきています。

行政が維持管理を行うことによ
り費用の増加が予想されるた
め、子どもの遊び場から地域の
防災空地に転換するなど新たな
価値を見出し、公園の必要性や
在り方について整理を行ったう
えで、適正な管理下における除
草剤の使用等負担の少ない管理
手法により市民参画の維持管理
が継続できるよう、効率的な管
理手法の検討を進めます。ま
た、利用が極めて少ない公園に
ついては、周辺緑地の状況を勘
案し、必要に応じて統廃合や廃
止について検討を進めていきま
す。

3-2

取組内容
行政が管理する公園施設については、適切な点検を行うとともに、必要に応じて施設
の更新等に努めます。

現状 課題 今後の方針
毎年、夏と冬の2回の定期点検
を行い、点検結果に応じた修
繕など適切な対応を行ってい
ます。

財源不足により、修繕程度に
とどまっており、施設更新ま
ではできていません。

国の補助金・交付金等を活用
し、適切な施設更新ができるよ
う検討していきます。

3-3

取組内容
公園の管理・運営や街路樹管理について、指定管理者制度の拡充や包括的民間委託を
検討します。

現状 課題 今後の方針
民間事業者にヒアリングを行
い管理運営の手法について検
討を行っています。

官民連携の実現には、市場性
の確認および参入事業者の発
掘が課題となります。

採用自治体の例を参考に、事業
者への積極的な声掛けなどを行
い、官民連携実現に向け、引き
続き検討していきます。
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②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■道路整備率（幹線市道、都市計画道路）について、計画期間内路線整備延長7,805ｍ
に対し、（都）立花船町線460ｍ、（都）松原町大黒前鴨ノ巣線1,200ｍおよび石寺稲
里線320ｍ、合計1,980ｍが完成したことにより、累計4,675ｍ、実績値は59.9％と
25.4％増加し、令和6年度の目標を達成しました。
■橋梁長寿命化修繕率について、「彦根市橋梁長寿命化修繕計画」に位置付けた対象
となる橋梁244橋のうち、上芹橋および無名橋205の修繕を実施したことにより、累計
20橋、実績値は8.2％と0.8％増加し、令和6年度の目標に対する進捗は34.5％となりま
した。
■重点地区における歩道のバリアフリー化整備率について、計画期間内路線整備延長
4,940ｍに対し、（都）立花船町線460ｍが完成したことにより、累計3,740ｍ、実績値
は75.7％と9.3％増加し、令和6年度の目標とあわせて前期計画期間（令和7年度）の目
標を達成しました。
上述から3つの指標のうち、2つの指標について目標を達成しましたので、記載の評価
としました。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況

69.8 72.7
道路河川課実績値 55.5 66.4 66.4

■道路整備率（幹線市道、都市計画道路）について、計画期間内路線整備延長7,805ｍに対し、（都）立
花船町線460ｍ、（都）松原町大黒前鴨ノ巣線1,200ｍおよび石寺稲里線320ｍ、合計1,980ｍが完成した
ことにより、累計4,675ｍ、実績値は59.9％と25.4％増加し、令和6年度の目標を達成しました。
■橋梁長寿命化修繕率について、「彦根市橋梁長寿命化修繕計画」に位置付けた対象となる橋梁244橋の
うち、上芹橋および無名橋205の修繕を実施したことにより、累計20橋、実績値は8.2％と0.8％増加し、
令和6年度の目標に対する進捗は34.5％となりました。
■重点地区における歩道のバリアフリー化整備率について、計画期間内路線整備延長4,940ｍに対し、
（都）立花船町線460ｍが完成したことにより、累計3,740ｍ、実績値は75.7％と9.3％増加し、令和６年
度の目標を達成しました。

重点地区におけ
る歩道のバリア
フリー化整備率

％
目標値 - 64.1 67.0

- 達成

道路河川課実績値 3.3 7.0 7.4 8.2
進捗

達成 99.1%

目標値 - 10.7 13.9

- 65.4%

75.7
進捗

53.2% 34.5%

道路整備率(幹線
市道、都市計画
道路)

％
目標値 - 31.2 43.8 43.8

23.8 27.5
橋梁長寿命化修
繕率

％

達成

■道路交通の円滑化や良好な都市空間の形成を図るため、幹線市道や都市計画道路の計画的かつ効率的な
整備をめざします。
■橋梁の修繕工事を進め、だれもが安心して通行ができるよう橋梁の適切な維持管理をめざします。
■歩道のバリアフリー化や電線類の地中化を推進し、災害時における通行の確保や良好な景観形成、だれ
もが安全で安心な歩行空間の確保をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4

66.2
道路河川課実績値 26.2 31.2 34.5 59.9

進捗 -

R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

達成 78.8%

分野 4-2 都市基盤
施策 4-2-4 道路の整備

12年後の姿
■歩行者や自転車が安全で安心して利用できる通行空間を含めた道路の整備をすることにより、市民生活
や経済活動、観光交流において、だれもが快適で円滑な移動環境が確保され、良好な都市空間になってい
ます。
■道路の主要構造物である橋梁の適切な維持管理により、利用するだれもが安全で安心して通行できるよ
うになっています。
■歩道のバリアフリー化や電線類の地中化を図る必要がある路線の整備を推進することで、災害時におけ
る通行の確保や良好な景観形成、だれもが安全で安心して移動ができる歩行空間が確保されています。

4年後の目標

評価責任者 役職 建設部次長 氏名

外部評価実施年度

西嶋　紳浩

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち

R5 × R6 ○ R7 × R8 ×
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-2-4】

（都）立花船町線について、
令和6年12月に電線類の地中化
が完了しました。

計画的かつ効果的に事業を進
めるため、事業費の確保が必
要です。

対象路線について、道路整備に
あわせて取り組むこととし、財
政状況を踏まえ、整備時期を検
討します。

計画的かつ効果的に事業を進
めるため、事業費の確保が必
要です。

対象路線について、道路整備に
あわせて取り組むこととし、財
政状況を踏まえ、整備時期を検
討します。

4. 電線類の地中化
担当課： 道路河川課、文化財課

4-1

取組内容
災害時における通行の確保や良好な景観形成、だれもが安全で安心な歩行空間を確保
するため、電線類の地中化を進めます。

現状 課題

3. 歩道のバリアフリー化
担当課： 道路河川課

3-1

取組内容
だれもが安全で安心して通行できる歩行空間の確保を図るため、計画的に効果的な歩
道のバリアフリー化を進めます。

今後の方針

現状 課題 今後の方針
「彦根市交通バリアフリー基
本構想」に基づき、バリアフ
リー化を進めています。

2-1

取組内容
橋梁の定期的な点検を行うとともに、彦根市橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕工事
により、道路を利用するだれもが安心して通行ができるよう、適切な維持管理を進め
ます。
現状 課題 今後の方針

財政状況を踏まえ、橋梁点検
結果に基づき、優先度の高い
橋梁を修繕しています。

計画的かつ持続的に事業を進
めるため、事業費の確保が必
要です。

事業費の確保に努め、橋梁点検
結果に基づき、優先度の高い橋
梁を修繕します。

「彦根市道路整備プログラ
ム」に基づき、道路整備を進
めています。

計画的かつ効果的に事業を進
めるため、事業費の確保が必
要です。

事業費の確保に努め、継続して
事業を推進する路線を重点的に
整備します。

2. 橋梁の適切な維持管理
担当課： 道路河川課

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 幹線道路の整備促進

担当課： 道路河川課

1-1

取組内容

都市内交通の円滑な処理や広域幹線道路との連携による都市間交通の円滑化など、市民生活、経
済活動、観光交流における都市の基盤として道路の整備を進めます。また、道路整備にあわせ、
歩行者や自転車が安全で安心して利用できる通行空間を確保し、移動動線のネットワーク化を進
めます。

現状 課題 今後の方針

今後の方針

■道路整備（幹線市道、都市計画道路）について、事業費の確保に努め、継続して事
業を推進している中山道線、芹橋彦富線、稲部本庄線および（都）稲枝西口停車場線
を重点的に整備します。
■橋梁長寿命化修繕について、事業費の確保に努め、優先度の高い橋梁から順に修繕
します。
■重点地区における歩道のバリアフリー化について、（幹線、都市計画）道路整備に
あわせて取り組むこととし、財政状況を踏まえ、整備時期を検討します。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-1】

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■「自主防災組織活動カバー率」は、年次的に上昇しているものの、滋賀県平均、全国平均を下回ってお
り、総合計画の目標値の達成に向けては、自主防災組織結成に向けた行政の積極的な取組みと地域の意識
醸成が必要であると考えています。総合計画のもう一つの指標である「各種団体等との災害時応援協定締
結数」については、年度により偏りはあるものの、順調に伸びており、すでに目標を達成しています。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■「自主防災組織活動カバー率」については、目標達成のために更なる取組みの強化
が必要となり、「期待をやや下回る」状況にあるものの、「各種団体等との災害時応
援協定締結数」については、順調に数を増やしており、すでに目標を達成しているこ
とから、上記の評価としました。

今後の方針

■自主防災組織の結成促進に向けて、自治会長等合同説明会や広報ひこねでの特集な
ど、様々な機会を捉えて組織の必要性や設置方法等の説明を行っていきます。また、
補助金制度の周知や防災出前講座、自主防災組織リーダー研修会などを通じて、結成
促進のほか、既存組織の強化も行い、地域コミュニティにおける「共助」の担い手で
ある自主防災組織の拡充に努めます。

自主防災組織活
動カバー率

％

目標値 - 76.7 77.2

進捗 - 達成 達成

77.6 81.7

危機管理課実績値 74.2 78.1 79.3 80.2

達成

R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

各種団体等との
災害時応援協定
締結数（累計）

件
目標値 - 59

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5

達成

61 63 65
危機管理課実績値 48 67 68 69

82.8 85.5

- 94.3% 92.7%

進捗 - 達成 達成

90.9%

■市民の防災意識が向上するよう取組を実施し、地域における「共助」の重要な担い手となる自主防災組
織の活動カバー率の向上をめざします。
■自然災害など様々な危機事象に迅速かつ的確に対応するため、災害時応援協定の充実をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6

88.2 90.8
危機管理課実績値 74.4 78.1 79.3 80.2

進捗

自主防災組織活
動カバー率

％
目標値 -

分野 4-3 安全・安心

R7
所管課

(基準値) (目標値)

施策 4-3-1 危機管理対策の推進

12年後の姿
■市民一人ひとりの防災意識と地域防災力を高め、だれもが安全で安心して暮らし続けることができる災
害に強いまちになっています。

4年後の目標

評価責任者 役職 危機管理課長 氏名

外部評価実施年度

尾田　豊

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち

R5 × R6 × R7 × R8 ○
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-1】

同報系屋外放送設備の整備を年
次的に進めるほか、複数の手段
を有機的に組み合わせたシステ
ムの構築を図り、効果的な情報
伝達手段の拡充を図ります。

2. 情報の収集および伝達体制の充実
担当課： 危機管理課

2-1

取組内容
災害等発生時に備えて庁内関係課および各関係機関と連携を図り、迅速かつ正確な情
報収集の体制整備に努めます。

2-2

取組内容
総合情報配信システム、全国瞬時警報システム(Jアラート)および同報系屋外放送設備
等を活用した市民への緊急情報の伝達手段の拡充のほか、市民防災マニュアルや防災
ハザードマップ等による予防対策の充実を進めます。
現状 課題 今後の方針

総合情報配信システムや様々
な媒体での情報発信を行うほ
か、同報系屋外放送設備の整
備を年次的に進めています。

現状 課題 今後の方針
庁内においては、彦根市職員
災害時初動マニュアルを整備
し、庁内および関係機関に関
しては、毎年度防災訓練を実
施しています。

近年の災害事案を踏まえて、
災害発生時における庁内およ
び関係機関との連携や情報共
有体制を検証する必要があり
ます。

現実的な災害発生状況を想定し
地域の特性に着意した防災訓練
やその他の訓練等を通じて、迅
速かつ正確な情報収集および伝
達体制の整備強化に努めます。

要配慮者や在留外国人などの
情報弱者に配慮した伝達手段
の機能強化が求められていま
す。

1-3

取組内容 非常用備蓄品の整備を進めます。

現状 課題 今後の方針
非常用備蓄品に関しては、備
蓄10年計画に基づき年次的な
整備に努めてはいるが、粉ミ
ルク・液体ミルクを除き年度
目標に達していません。

財政状況などにより、計画に
基づく整備が難しくなる場合
があります。

今後とも、計画に基づき、整備
を進めていきます。

1-2

取組内容 民間の協力を得ながら災害等の応援協定の充実に努めます。

現状 課題 今後の方針
災害時応援協定締結団体は、
順調に増加しており、現在に
おいて、令和7年度目標値を達
成しています。

順調に推移しているものの、
締結のカテゴリに偏りがあ
り、有事に備え、様々な分野
で、協定を広げていく必要が
あります。

今後とも、必要な協定の締結を
進めていきます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 危機管理対策の強化

担当課： 危機管理課

1-1

取組内容
関係機関との連携を図り、彦根市地域防災計画、彦根市水防計画、彦根市国民保護計
画、彦根市新型インフルエンザ等対策行動計画等に基づく、危機管理対策の強化を進
めます。
現状 課題 今後の方針

各種計画に規定する役割を果
たすべく、各課に修正依頼を
行ったうえで、修正を行い、
配布を行うことで認識を深め
ています。

人事異動や新規職員採用等
で、毎年度それぞれの所属に
おける役割等の確認が必要と
なります。

防災訓練や避難所開設運営訓
練、緊急初動対策チーム要員の
任命などの機会を通じて、災害
時等に果たすべき役割の確認を
行っていきます。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-1】

4-2

取組内容
要配慮者にかかる地域での支援体制を充実させるため、災害時避難行動要支援者制度
の登録推進、および関係各課と連携して災害時要援護者個別支援計画の作成に努めま
す。
現状 課題 今後の方針

登録状況は、前年度に比べ
て、登録者数は増加していま
すが、登録率が減少傾向で
す。
ワンパッケージでの訓練を実
施した地域で、計画の作成を
進めています。

登録においては地域とのつな
がりや、本制度のメリットの
周知が課題です。
また、計画の作成では、入り
口部分の対象者の抽出・選定
方法を明確にすることが課題
です。

ワンパッケージでの訓練を通
じ、要支援者本人だけでなく地
域に対し、同制度の啓発を進め
ます。
また、関係各課と連携して計画
を作成する優先順位をルール付
けし、計画作成を進めます。

4-1

取組内容
災害の影響を受けやすい要配慮者の安全を確保するため、必要に応じて迅速かつ的確
に福祉避難室や福祉避難所の開設・運営を行います。

現状 課題 今後の方針
令和4年度から、自治会や自主
防災会、福祉サービス事業
所、市社協、行政が一体とな
り、災害発生から自主避難
所、福祉避難所の開設・運営
までの一連の流れを想定した
ワンパッケージでの訓練を市
内2小学校区で実施しました。
(17学区中、8学区で実施済み)

要配慮者を支える仕組みづく
りには、地域の理解と協力が
必要であることから、「防災
力の向上」のための取組を、
地域全体に広がるようにする
ことが課題です。

令和4年度から5年間をかけて、
市内17小学校区においてワン
パッケージでの訓練を実施し、
この訓練を行った自治会・自主
防災会には各小学校区のモデル
地区となっていただき、このモ
デル地区の取組が、同じ小学校
区内の他の自治会・自主防災会
に広がることを目指します。

4. 要配慮者支援体制の推進
担当課： 社会福祉課、危機管理課

3. 防災力・減災力の向上
担当課： 危機管理課

3-1

取組内容
市民の防災意識や地域防災力・減災力の向上を図るため、広報紙や防災講習会等を通じて、地域
が主体となった講座や訓練などの取組が進むよう、市民への意識啓発や自主防災組織活動への支
援を行うとともに、「共助」の重要な担い手となる自主防災組織の結成促進に努めます。

自主防災組織活動カバー率
は、年次的に伸びています
が、滋賀県平均、全国平均よ
りも低い状況にあります。

自治会員の高齢化などによる
担い手不足や、本市の災害被
害が少ないことなどにより、
県・国平均まで伸びません。

様々な機会を捉えて組織の必要
性や設置方法等の説明を行うほ
か、補助金制度の周知や防災出
前講座、リーダー研修会等を通
じて、組織の拡充に努めます。

現状 課題 今後の方針
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-2】

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■「消防団員数」については全国的に減少傾向にあり、本市も例外ではなく、令和6年
度においても目標を達成できなかったことから、更なる取組を検討する必要がありま
す。一方で、「住宅用火災警報器の設置率」と「認定救命士の乗車率」の2つの計画指
標は、着実に増加しており、目標を達成できたことから、上記の評価としました。

今後の方針

■消防団員の確保は、消防力の強化・向上に直結するため、取組を強化する必要があ
り、本市独自の消防団員確保対策について検討します。
■住宅用火災警報器の設置率については、各種広報や防火・防災訓練指導時の啓発お
よび福祉部局や民生委員児童委員と連携するなど引き続き設置等の推進を図ります。
■計画的に年間3名の認定救命士を養成し、全救急隊に3名以上の配置を目指します。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況

90.0 92.5
警防課実績値 79.7 86.7 88.6

■消防団員数は、機能別消防団員等の確保により、増員に取り組んでいるものの、思うような確保につな
がらず、基準値をも下回り、目標値を達成できませんでした。
■住宅用火災警報器の設置率は、市のHPをはじめ様々な広報媒体を活用し、また、訓練指導などあらゆる
機会をとらえ実施した住民広報の啓発成果により、微増ではありますが、着実に増加しており、目標値を
達成することができました。
■認定救命士の乗車率は、気管挿管認定救命士の乗車率向上を目指し、引き続き年間3名の認定救命士を
養成したことにより、着実に上昇しており、目標値を達成することができました。

認定救命士の全
救急出場件数に
対する乗車率

％
目標値 - 85.0 87.5

- 達成

予防課実績値 82.3 85.4 86.5 87.5
進捗

達成 達成

目標値 - 85.0 86.0

- 達成

93.2
進捗

達成 達成

消防団員数 人
目標値 - 490 500 515

87.0 88.0
住宅用火災警報
器の設置率

％

81.6%

■消防職員に対して専門的な教育訓練を実施し、職員の知識および技能の向上をめざします。
■消防団の装備の充実等を図るとともに、多様な人材の消防団への参加を促し、魅力ある消防団づくりを
めざします。
■設置義務化されている住宅用火災警報器の取り替えを含む全戸設置に向け、積極的な啓発を推進し、住
宅火災による死傷者の減少をめざします。
■令和元年(2019年)中の救急出場5,911件について救急救命士の乗車率は100％ですが、うち認定救命士の
乗車率は79.7％となっていることから、認定救命士の乗車率向上をめざします。
■通信指令業務において、隣接消防本部と広域的な連携に取り組み、持続可能な通信指令体制をめざしま
す。

総合計画指標名 単位
R1

R4

525
消防総務課実績値 468 447 445 420

進捗 -

R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

91.2% 89.0%

分野 4-3 安全・安心
施策 4-3-2 消防・救急体制の充実

12年後の姿
■消防力の強化と火災・救急・救助体制の充実を図るとともに、火災予防の推進、広域的な連携や消防団
員の確保・教育に取り組むことで、市民が安心して暮らせる「災害に強いまち・安全なまち」になってい
ます。

4年後の目標

評価責任者 役職 消防本部次長 氏名

外部評価実施年度

門西　吉則

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち

R5 × R6 ○ R7 × R8 ×
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-2】

今後の方針
消防本部庁舎非常用発電設備
改修工事、犬上分署庁舎の整
備（トイレ改修、救急資機材
庫設置）を行い、計画的な維
持管理を進めています。

各消防庁舎は、建築からの経
過年数により、劣化等が進行
している状況です。

安全性および経過年数等を考慮
し、優先順位の高いものから更
新整備等を進めます。

課題

2. 消防施設・設備の整備
担当課： 消防総務課、警防課

2-1

取組内容
消防署や分団車庫については、彦根市消防施設等適正管理計画に基づき、適切な維持
管理や更新を進めます。

現状

現状 課題 今後の方針
安全な災害現場活動および消
防行政の推進のために必要と
なる、最新の知識と技術・技
能の習得を目的として、職員
に対して消防学校や消防大学
校等での専門教育や各種研修
を受講させています。

社会環境や住民の生活様式が
日々変化し、多様化していく
中で、隊員が具備すべき技術
や知識についても常に変化し
ており、常に隊員のスキルの
向上が求められています。

複雑、多様化する災害に備え、
安全な災害現場活動および消防
行政の推進のために必要とな
る、最新の知識と技術・技能の
習得を目的に、引き続き職員に
消防学校や消防大学校等での専
門教育や各種研修の受講を進め
ます。

第5次彦根市救急高度化推進計
画に基づき新規の救急救命士
等を養成するとともに、既資
格保有者に対しても医療機関
と連携し技術および知識の維
持・向上を目的に研修を実施
しています。

指導救命士の相次ぐ退職に伴
い、救急隊員に対する教育や
事後検証、研修会等の企画・
運営などといった指導救命士
が果たすべき役割が十分に果
たすことが困難になっていま
す。

新規の救急救命士および指導救
命士を計画的に養成し、指導救
命士を中心とした教育体制の構
築により救急業務の質の向上を
目指します。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 消防職員教育

担当課： 消防総務課

1-1

取組内容
滋賀県消防学校や消防大学校に入校し、最新の知識や高度な技術・技能の習得を進め
ます。

1-2

取組内容 救急救命士の養成や救急隊員の教育訓練を進めます。

現状 課題 今後の方針
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-2】

3-4

取組内容
彦根藩町火消し「彦根鳶」の文化を保存・継承し、防火広報活動等への活用を進めま
す。

現状 課題 今後の方針
消防団活動の一環として彦根
藩町火消し「彦根鳶」を文化
遺産として長く継承するとと
もに、はしご登り演技を披露
することにより広く市民の防
火意識の高揚を図ることを目
的として広報活動を行ってい
ます。

はしご乗り手構成員の高齢化
が進んでいます。

各分団に新たなはしご乗り手の
募集を依頼し、構成員の若返り
を図ります。

3-3

取組内容
消防団活動への理解や加入促進を図るため、多様な媒体を活用し、積極的に情報発信
を進めます。

現状 課題 今後の方針
市ホームページ、広報ひこ
ね、ポスター、地元FMラジオ
等を活用し、情報を発信して
います。

情報を発信していますが、閲
覧数等は伸び悩んでおり、消
防団員の入団に結びついてい
ません。

若者の意見を取り入れ、消防団
と連携し、また、消防団員が主
体となり魅力ある情報を発信し
ます。

3-2

取組内容
消防団員の教育訓練を進めるとともに、消防団の装備の改善や団員の処遇の改善に努
めます。

現状 課題 今後の方針
県消防学校での各教育に派遣
しています。活動服および防
火衣を年次計画により順次更
新しています。

教育訓練、装備や処遇の改善
を実施していますが、複雑多
様化する災害に対応する訓練
や資機材について今後も引き
続き検討が必要です。

大規模地震や風水害に必要な資
機材について協議し、配備計画
や訓練内容について検証しま
す。

3-1

取組内容
市内事業所や大学等と連携しながら、多様な人材を活用し、消防団員の確保を図りま
す。

現状 課題 今後の方針
市内大学において機能別消防
団の説明会実施したほか、ポ
スター掲出、パンフレットの
配布など消防団員募集広報を
行っています。

消防団員の加入促進対策を実
施していますが、消防団員の
入団にはなかなか結びついて
いません。

女性消防団員や学生消防団員と
連携し、中高生を対象に消防団
の魅力をPRし、今後の入団促進
につながる活動を検討します。

3. 消防団の充実
担当課： 消防総務課

2-2

取組内容
消防防災活動に必要な施設・資機材等の整備を推進するとともに、感染症対策など職
員が安全で安心して効率的に業務が遂行できる環境づくりに努めます。

資機材、消防水利について
は、計画的な整備を進めてい
ます。
全ての事案で感染症対策を講
じた活動を実施しています。

防火水槽用地や、上水道配管
の敷設がない地域への、消防
水利の設置が困難です。
未知の新興感染症に対して、
予め準備することは困難で
す。

水利データの解析等、随時計画
を見直しながら、適正な配置と
なるよう整備を進めます。
感染症対策に関する情報を積極
的に収集し、早期に対策を講じ
ます。

現状 課題 今後の方針

]
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今後の方針
彦根市消防本部は単独で通信
指令業務を実施しています。

6-1

取組内容
認定救命士になるためには、医療機関で行う気管挿管実習が必須であり、医療機関等
の協力のもと、年間3名の養成を目標に取組を進めます。

現状 課題 今後の方針
令和7年3月末現在、21名の気
管挿管認定救命士が延べ10隊
の救急隊に配置されており、9
隊には複数の気管挿管認定救
命士が配置できています。

気管挿管認定救急救命士の高
齢化や配置の多様化が進み、
今後は救急隊以外への登用が
見込まれるため、養成と離隊
および人事配置のバランスを
調整する必要があります。

現在の高機能消防指令システ
ムは、平成２９年度から運用
開始しており、今年で８年が
経過している。メーカー推奨
の更新時期は、１０年であり
更新には高額な費用が必要で
す。

近隣消防本部との通信指令業務
の連携強化に向けて、共同運用
を視野に協議を進めます。

7. 通信指令業務の広域的な連携
担当課： 通信指令課

7-1

取組内容 隣接消防本部との通信指令業務に関する広域的な連携協力の事前協議を進めます。

現状 課題

5. 事業所等の防火管理の徹底
担当課： 予防課

5-1

取組内容
事業所等の利用者等の安全確保を図るため、消防用設備等の未設置等、重大な消防法
令違反がある事業所等に対しては、消防法上の権限を適切に行使し、徹底した是正指
導を進めます。
現状 課題

計画どおり年間3名の気管挿管認
定救命士を養成し、まずは各隊
に2名、最終的には全隊に3名を
配置することで、気管挿管認定
救命士の乗車率100％を目標と
し、救命率の向上を目指しま
す。

今後の方針
重大な消防法令違反対象物に
ついては、違反対象物公表制
度を運用するとともに、違反
処理を行っていることから減
少しています。

長期未査察の防火対象物が生
じないよう計画的な査察体制
を確立するとともに、違反処
理が行える査察員の育成を図
る必要があります。

査察員の育成強化を図るととも
に計画的かつ効果的な査察体制
を確立し、重大な消防法令違反
については、確実に違反処理を
行い徹底した是正指導を推進し
ます。

6. 認定救命士の養成
担当課： 警防課

4. 火災予防対策の推進
担当課： 予防課

4-1

取組内容
火災件数および火災による死傷者の減少をめざすとともに、高齢化社会に対応した安
全な地域社会づくりに向け、市民・事業者等を含めた防火体制の推進に努めます。

現状 課題 今後の方針
消防本部管内での令和6年中の
火災件数は36件（前年比1件
増）、火災による死者数は1人
（前年比1人増）、負傷者は12
人（前年比7人増）です。

住宅用火災警報器の未設置世
帯への設置推進および老朽化
した住宅用火災警報器の維持
管理や機器本体交換の啓発を
図る必要があります。

自治会や民生委員等福祉関係者
と連携し、火災予防啓発や住宅
用火災警報器の共同購入・取付
支援等を行い、高齢化社会に対
応した防火対策を推進します。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-3】

○ R8 ×

評価責任者 役職 建設部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7

施策 4-3-3 水害・土砂災害対策の推進

12年後の姿
■公共下水道(雨水対策)事業や普通河川整備計画に基づく河川、水路の整備を行うとともに、適切な維持
管理により浸水被害が軽減され、安全で安心して暮らせる環境になっています。
■急傾斜地崩壊危険区域における対策施設の整備促進により家屋の保全を図り、土砂災害による被害を軽
減し、安全で安心して暮らせる環境になっています。

4年後の目標

西嶋　紳浩

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち
分野 4-3 安全・安心

■雨水公共下水道事業や普通河川整備計画に基づく計画的な河川・水路整備の取組を進め、雨水対策の整
備率向上をめざします。
■急傾斜地崩壊危険区域における保全家屋対策整備に向けての取組を進め、保全対策の整備率向上をめざ
します。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

雨水対策の整備
率

％
目標値 - 41.9 44.5 45.5 47.4

道路河川課実績値 5.0 32.6 33.0 33.1
進捗 - 77.8% 74.2% 72.7%

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■雨水対策の整備について、浸水対策下水道事業として進めている猿ヶ瀬排水区の幹線4ｍの整備を行っ
たことで累計で4.71haの整備となり、実績値は33.1％と0.1％増加し、令和6年度の目標に対する進捗は
72.7％です。
■急傾斜崩壊危険区域における保全対策については、滋賀県において東沼波町で保全対策工事に着手され
ましたが、完成に至っていないことから実績値に加算しておらず、累計の保全家屋数は20戸、令和6年度
の目標に対する進捗は66.7％です。

23.3
道路河川課実績値 3.3 20.0 66.7 66.7

進捗 -

急傾斜地崩壊危険
区域における保全
対策の整備率

％
目標値 - 20.0 20.0 20.0

達成 達成 達成

今後の方針

■雨水対策について、事業用地の確保に努め、整備ルートや工法の再検討、計画の適
切な調整を行うことで、目標達成に向けた実効性のある事業推進を図ります。
■急傾斜崩壊危険区域における保全対策について、鳥居本町での整備が計画通りに進
むように順次作業を進めるほか、次期整備予定地の実施に向けた準備を進めます。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■雨水対策について、「社会資本総合整備計画」に基づき、計画期間内で猿ヶ瀬排水
区10.8haおよび高宮第一・第二排水区の3.4haの整備を進めています。用地取得が難航
しており予定箇所で工事ができなかったこと、資材価格の高騰や交付金配分の減少な
どの外的要因により、計画通りの進捗が図れませんでした。このため、猿ヶ瀬排水区
の幹線4ｍ（0.01ha）の整備となり、累計で4.71haの整備となり、実績値は33.1％と
0.1％増加し、令和6年度の目標に対する進捗は72.7％となりました。
■急傾斜崩壊危険区域における保全対策について、市事業（宮田町、鳥居本町（養護
学校）、荘厳寺町）および県事業（正法寺町、東沼波町）で整備を進め、滋賀県にお
いて東沼波町で工事に着手されましたが、完成に至っていないことから実績値には加
算しておらず、累計の保全家屋数は20戸、令和6年度の目標に対する進捗は66.7％であ
り、目標を達成しています。
■以上のとおり、2つの指標のうち雨水対策については目標未達成ではあるものの、制
約条件下においても一定の成果を挙げたこと、また急傾斜地対策については着実な進
展が確認できたことから、施策全体としては概ね期待どおりに進捗している（B評価）
と判断いたしました。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-3】

彦根市総合政策
推進協議会にお

ける意見

■「評価の説明」の雨水対策について、指標の未達成についても言及してください。
また、三段落目の記載では、なぜこの施策全体をB評価としたのかの理由になっていま
せん。
■「雨水対策の整備率」が目標値に届いていない大きな要因はなんなのでしょうか。
「今後の方針」では、なにが目標値の達成を阻む要因であり、どういう方法でその要
因を取り除こうとしているのかがわかるような説明をしてください。
■関係課がしっかりと連携しながら取り組むことが重要であり、中期基本計画の策定
においても、リスク軽減の観点から十分に連携を行ってください。
■重要なのはアウトカム指標であり、関係課が連携しながら「水害リスクがどう変化
しているか」という観点で、アウトカム指標に結びつく取り組みを進めていただきた
いと考えます。

彦根市総合政策
推進協議会にお
ける意見を受け
た今後の方針

■「評価の説明」の雨水対策について、指標が未達成となった理由、施策全体をB評価
とした理由を追記しました。
■「今後の方針」の雨水対策について、目標達成に向けた取組方針を記載しました。
■雨水対策・急傾斜地崩壊対策事業について、関係各課とも連携を図り、災害リスク
がどう変化するかを意識して取組みます。
■事業効果を示すため、中期基本計画では可能な限りアウトカム指標とします。

「彦根市雨水管理総合計画」
の策定を進めるとともに、
猿ヶ瀬排水区の整備を進めて
います。

近年、集中豪雨による道路冠
水や浸水被害が相次いている
ことから、浸水対策が急務と
なっています。

計画的に事業を進め、浸水被害
の軽減に努めます。

2. 急傾斜地崩壊対策事業
担当課： 道路河川課

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 浸水対策下水道事業

担当課： 道路河川課

1-1

取組内容

近年の気候変動による局地的集中豪雨や、宅地開発などによる著しい市街化の進展により、特に
市街化区域(公共下水道計画決定区域)においては、道路冠水や床下浸水の頻度が増していること
から、浸水対策下水道事業による雨水対策を進めます。また、新たに彦根市雨水管理総合計画を
策定し、効率的かつ経済的な雨水対策を図ります。

現状 課題 今後の方針

2-1

取組内容
急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域の保全や対策工事は、土地の所有者や管理者、占有者が
行うことが原則ですが、個人での実施が困難な場合、要綱に基づく採択条件との整合を図り、公
共事業(県施行または県補助金による市施行)による対策を図ります。

現状 課題 今後の方針
急傾斜地崩壊危険区域に指定
された区域の保全対策を進め
ています。

近年、甚大な土砂災害が全国
的に発生していることから、
急傾斜地の安全対策が急務と
なっています。

計画的に事業を進め、土砂災害
の軽減に努めます。

3. 河川新設改良事業(普通河川整備・調整池の維持管理)
担当課： 道路河川課

3-1

取組内容
近年の気候変動による局地的集中豪雨により、河川の溢水が生じており、安全で安心
できる生活環境の確保を図るため、普通河川整備計画に基づく河川整備を図ります。
また、雨水対策を目的とした調整池の適切な維持管理に努めます。
現状 課題 今後の方針

地蔵町の調整池の改修を行っ
ています。

国等の財政的支援はなく、市
単独費で事業を進める必要が
あり、事業費の確保が必要で
す。

事業費の確保に努めます。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-3】

4. 情報の収集および伝達体制の充実
担当課： 危機管理課

4-1

取組内容
災害等発生時に備えて庁内関係課および各関係機関と連携を図り、迅速かつ正確な情
報収集の体制整備に努めます。

現状 課題

総合情報配信システムや様々
な媒体での情報発信を行うほ
か、同報系屋外放送設備の整
備を年次的に進めています。

要配慮者や在留外国人などの
情報弱者に配慮した伝達手段
の機能強化が求められていま
す。

同報系屋外放送設備の整備を年
次的に進めるほか、複数の手段
を有機的に組み合わせたシステ
ムの構築を図り、効果的な情報
伝達手段の拡充を図ります。

今後の方針
庁内においては、彦根市職員
災害時初動マニュアルを整備
し、庁内および関係機関に関
しては、毎年度防災訓練を実
施しています。

近年の災害事案を踏まえて、
災害発生時における庁内およ
び関係機関との連携や情報共
有体制を検証する必要があり
ます。

現実的な災害発生状況を想定し
地域の特性に着意した防災訓練
やその他の訓練等を通じて、迅
速かつ正確な情報収集および伝
達体制の整備強化に努めます。

4-2

取組内容
総合情報配信システム、全国瞬時警報システム(Jアラート)および同報系屋外放送設備
等を活用した市民への緊急情報の伝達手段の拡充のほか、市民防災マニュアルや防災
ハザードマップ等による予防対策の充実を進めます。
現状 課題 今後の方針
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-4】

56.0 56.0

まちづくり推進課実績値 67.0 55.1

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■指標のうち、消費生活講座参加者数については、自治会長への案内、彦根市地区公民館や彦根市社会福
祉協議会などにチラシを配架いただくなどして周知を実施しましたが、指標の目標値を達成できませんで
した。
■刑法犯認知件数については、令和5年に引き続き、令和6年においてもその数が増加しており、指標の目
標値を達成できませんでした(なお、滋賀県全体の数も増加しています。)。
■彦根市メール配信システム(防犯情報)登録件数は、登録を呼びかける広報や、住民の防犯意識の高まり
により令和5年度に比べ約700件増加していますが、指標の目標値は達成できませんでした。
■彦根市内犯罪率については、令和6年の刑法犯認知件数の増加に伴い、令和5年と比べて増加し、指標の
目標値を達成できませんでした。

総合戦略指標名 単位
H30

R4

- 達成 未達成

R6

進捗

彦根市内犯罪率(人
口1万人当たりの刑
法犯認知件数)

件

目標値 - 60.4 58.2

R7
所管課

(基準値) (目標値)

未達成

R5

61.4 76.0

まちづくり推進課実績値 15,089 17,266 17,891 18,603
進捗

彦根市メール配信
システム(防犯情
報)登録件数(累計)

件
目標値 - 18,350 19,350

- 94.1% 92.5% 91.4%

刑法犯認知件数 件
目標値 - 520 490 460 430

20,350 21,350

まちづくり推進課実績値 607 616 686 854
進捗 - 未達成 未達成 未達成

消費生活講座参
加者数

人
目標値 - 330 340 350

■消費生活相談員による消費生活講座の実施やSNSを活用した消費生活情報の発信により、消費者被害の
減少をめざします。
■消費生活相談員が消費者被害の相談業務にあたり、被害の回復・問題の解決をめざします。
■防犯啓発活動、防犯パトロール活動、通学見守り活動などの自主的な地域安全活動の取組を支援すると
ともに、警察・行政・地域・事業者が連携して防犯活動に取り組むことにより、犯罪件数の減少をめざし
ます。
■防犯情報のメール配信や自治会内、周辺への防犯灯の設置などの取組により、犯罪の発生しにくい環境
が整備されることをめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4

360
生活環境課実績値 325 14 304 162

進捗 -

R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

4.2% 89.4% 46.3%

分野 4-3 安全・安心
施策 4-3-4 生活者の保護・安全対策の推進

12年後の姿
■最新の消費生活情報の発信や啓発活動により、自立した消費者を育成し、市民が安全で安心な消費生活
を送れるようになっています。
■警察・行政・地域・事業者が連携した取組として、防犯情報の発信や啓発活動により市民の防犯意識を
高めるとともに、自主防犯活動など地域の取組に支援を行うことにより、犯罪が発生しにくい環境になっ
ています。

4年後の目標

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名

外部評価実施年度

種村　慎洋

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち

R5 ○ R6 × R7 × R8 ×
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-4】

2. 消費生活情報の提供
担当課： 生活環境課

2-1

取組内容
消費生活において確かな選択や判断ができる消費者を育成・支援するため、未成年者
や高齢者まで幅広い年代を対象に、出前講座や広報、SNS等を活用して、消費生活に関
する正しい知識の普及や情報の提供を進めます。
現状 課題 今後の方針

出前講座の開催に加え、若者
向けにはSNS等での発信、高齢
者向けにはチラシ・ステッ
カーの配布を行い、啓発を
行っています。

消費生活に関する正しい知識
や情報の更なる普及のため、
継続的な啓発が必要です。

講座の開催をチラシ配布等によ
り積極的に案内して参加者数の
増員を図るとともに、SNS等を活
用し、幅広い年代を対象に知識
の普及や情報の提供を行い、消
費者トラブルの防止を図りま
す。

1-1

取組内容
消費生活上のトラブルや苦情の解決のため、消費生活相談員が相談業務にあたり、被
害の回復や問題の解決を進めます。また、必要に応じて、国民生活センターや滋賀県
消費生活センターなどとも連携を図り、解決を進めます。
現状 課題

評価の説明

■消費生活講座の参加者数について、昨年度と比較し、申込数が少なく目標を達成で
きなかったこと、刑法犯認知件数について、滋賀県全体における刑法犯認知件数の増
加傾向も受けて目標を達成できず、また彦根市内犯罪率の指標の目標値も達成できな
かったこと、さらに彦根市メール配信システム(防犯情報)登録件数が指標の目標値を
下回る実績であったことから、上記評価としました。

今後の方針

■消費生活講座のほか、特に住民向けのイベントなどの周知・啓発のための取組を強
化する必要があり、防犯の分野については、警察と防犯自治会各支部と連携し、新た
な取組の検討を引き続き行います。
■彦根市メール配信システム(防犯情報)の登録については、目標値を達成できるよ
う、周知する機会やその方法についてさらに工夫できることを検討し、取組が可能な
ものから順次実施します。
■防犯自治会各支部のなり手不足の課題など、今後の持続可能な組織運営についても
引き続き検討します。

今後の方針
彦根市消費生活センターにお
いて、有資格者の相談員2名に
より助言や関係機関のあっせ
んを行っています。
※相談件数　508件

特にありません。 継続した消費生活相談体制を構
築するため、消費生活相談員の
雇用確保と、各種研修を通じた
資質向上を図ります。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 消費者保護の充実

担当課： 生活環境課

②施策全体の総括評価

評価 C 期待をやや下回る
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-4】

自治会等が設置するＬＥＤ防
犯灯の設置補助事業について
は、継続して実施することで
年々その設置数が増えてお
り、効果を発揮しています。

補助金の交付額に限りがあ
り、自治会等からの全ての補
助要望に応えることができな
い場合があることが課題で
す。

現状は新たに活用できる制度が
ありませんが、今後も国・県の
補助金や交付金等について情報
収集を継続して行います。

目標達成に向け、周知の機会や
方法についてさらに工夫を重
ね、実施が可能な取組から順次
実施していきます。

4. 防犯施設の整備充実
担当課： まちづくり推進課、建設管理課

4-1

取組内容 道あかり事業や防犯灯の設置補助など防犯施設の整備充実に努めます。

3-4

取組内容 不審者情報のメール配信などによる情報共有を進めます。

現状 課題 今後の方針
目標値には達していないもの
の、令和5年度と比較して彦根
市メール配信システム（防犯
情報）の登録者数は増加傾向
にあります。

目標値の達成に向けて、より
効果的な周知手法の検討と実
施が求められています。

現状 課題 今後の方針

3-3

取組内容
広報紙発行や防犯グッズ配布等の街頭啓発などによる地域安全意識の高揚を図りま
す。

現状 課題 今後の方針
年度当初に決定した事業計画
に基づき、広報紙発行や防犯
グッズ配布等を用いた街頭啓
発を行っています。

地域住民への防犯意識の浸透
には、引き続き周知・啓発の
取組強化が求められていま
す。

街頭啓発においては、防犯グッ
ズの配布と組み合わせた効果的
な催しの実施に向け、具体的な
内容を検討し、実施します。

3-2

取組内容
防犯パトロール活動、通学見守り活動等の自主的・主体的な地域安全活動の促進を図
ります。

現状 課題 今後の方針
年度当初に決定した事業計画
に基づき、警察・行政・地域
の防犯自治会各支部と連携
し、継続的な地域安全活動を
実施しています。

活動を担う役員の高齢化が進
む中、次世代のなり手を確保
することが課題となっていま
す。

今後も継続的に役員のなり手を
確保できるよう、犬上・彦根防
犯自治会の各支部と連携しなが
ら、より効果的な方策の検討を
進めます。

3. 地域安全活動の推進
担当課： まちづくり推進課、学校教育課、こども若者支援課

3-1

取組内容
警察・行政・地域で組織する犬上・彦根防犯自治会の活動を通じて、地域と関係機関
が一体となり、効果的な防犯活動の推進を進めます。

現状 課題 今後の方針
年度当初に決定した事業計画
に基づき、警察・行政・地域
の防犯自治会各支部と連携し
て防犯活動を継続的に実施し
ています。

住民向けの周知・啓発につい
ては、なお一層の工夫と強化
が求められています。

特に啓発イベントについては、
警察・行政・地域の防犯自治会
各支部が個別で行うよりも合同
で行う方が効果が高いので、合
同で行うことができるものを検
討し、地域全体での防犯意識の
向上を図ります。

- 140 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【4-3-5】

評価 C 期待をやや下回る

評価の説明

■関係機関とともに子どもの移動経路交通安全点検や、街頭啓発などを行いました
が、交通事故による死傷者数は目標値を達成できなかったため、上記評価としまし
た。

今後の方針

■交通安全対策は即効性がないため、湖東圏域の中心都市として、各世代に応じた広
域的な取組の促進を継続的に行います。また、交通安全意識の普及には、行政、警
察、関係機関だけでは困難であるため、自治会や市民の自主的な取組に繋げていける
よう、本市の交通環境の特性を捉えながら、広報等を行ってまいります。

交通事故による
死傷者数

人
目標値 - 274

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
　交通安全対策の取組状況は、令和6年度において、街頭啓発や交通安全教室を37回開催しました。開催
回数については、例年と同様でしたが、参加者数については増加しています。また、子どもの移動経路交
通安全プログラムにおいては、通学路合同点検にともなう対策案作成会議の開催を行い、関係機関ととも
に通学路や未就学児が集団で移動する経路について検討しました。このような、交通安全の普及啓発にか
かる取組を進めましたが、令和6年の交通事故による死傷者数は、前年比で増加しました。また、指標に
はありませんが、交通事故発生件数は198件となっており、前年度より36件の増加となりました。

②施策全体の総括評価

交通政策課実績値 391 257 204 240
232 195 164

達成 未達成進捗 - 達成

分野 4-3 安全・安心

(基準値) (目標値)

施策 4-3-5 交通安全対策の推進

12年後の姿
■市民の主体的な交通安全啓発が行われることで、一人ひとりの交通安全意識がさらに向上しています。
■ドライバー、歩行者がそれぞれ交通ルールを守って通行することで、交通事故件数が少なくなっていま
す。
■高齢者が運転しなくても生活できる環境を作ることで、高齢者ドライバーに原因する事故が少なくなっ
ています。
■子どもに早い段階でルールを守って通行することを教えることで、子どもの事故が少なくなっていま
す。
■高齢者に対する交通安全啓発を行うことで、高齢者の事故が少なくなっています。
■通学路や未就学児が集団で移動する経路について、子どもたちが安全に通行することができるように
なっています。

4年後の目標
■彦根交通安全協会など、住民の自発的な啓発活動を行う関係機関と連携し、歩行者やドライバーなどへ
の啓発を進め一人ひとりがルールを守って通行することをめざします。
■子どもや高齢者を対象にした交通安全教室を開催することで、交通安全に関する知識の普及をめざしま
す。
■広報ひこねや彦根市ホームページなどを通じて、交通安全に関する情報を発信して広く市民への啓発を
進め、事故のないまちをめざします。
■高齢者の運転免許証の自主返納を支援し、高齢者事故の防止をめざします。
■通学路や未就学児が集団で移動する経路の安全を確保し、事故防止をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課

評価責任者 役職 都市政策部次長 氏名

外部評価実施年度

志萱　昌貢

政策の方向性 4 豊かな自然と共生し、安全・安心で快適なまち

R5 × R6 × R7 × R8 ×
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3. 運転免許証の自主返納の支援
担当課： 交通政策課

3-1

取組内容
運転免許証を返納した後で、公共交通機関を気軽に利用できる環境をつくるため、路
線バスや予約型乗合タクシーの回数券を交付するなどにより、運転免許証自主返納の
支援を進めます。
現状 課題 今後の方針

運転免許証の自主返納者を対
象に、湖東圏域公共交通活性
化協議会において、公共交通
機関の回数券を交付する支援
制度を令和5年度中まで実施し
ていましたが、本市の厳しい
財政状況から廃止しました。

今後は、財政負担のない免許
自主返納を促す仕組みの検討
が必要となっています。

新たな支援策を検討するととも
に、公共交通機関の利用を促
し、警察が継続している、免許
自主返納のインセンティブとな
る支援策の広報も含め、交通事
故防止に資する免許自主返納の
啓発を実施してまいります。

2. 交通安全教室の開催
担当課： 交通政策課

2-1

取組内容
子どもや高齢者を対象にした交通安全教室を開催し、歩行時や自転車乗車時等の交通
安全に関する知識の普及を進めます。

現状 課題 今後の方針
未就学児や児童に対しては、
警察とともに横断歩道の渡り
方や自転車の乗り方など年齢
に応じた体験学習を実施して
います。高齢者に対しては、
年代に応じた交通安全一般に
ついて体験を交え講座を開催
しています。

特に高齢者に関しては、コロ
ナ禍以降、講座開催の要請や
参加者が減少しています。

交通安全教室の開催について、
特に高齢者を含めた対象層に対
する周知を行います。また、子
どもや高齢者への交通安全教育
を積極的に実施し、法改正の内
容や年齢に合わせた参加・体験
型指導方法でより分かりやすい
指導を実施していきます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 交通安全運動の推進

担当課： 交通政策課

1-1

取組内容
交通安全運動の機会を捉え、彦根警察署、彦根交通安全協会など関係機関と連携し
て、交通安全思想の普及・啓発を進めます。

現状 課題 今後の方針
国や県で決められた運動期間
を中心に、関係機関や関係団
体と連携し、沿道や大型商業
施設での交通安全の呼び掛け
や、広報ひこねへの啓発記事
掲載等を行いました。また、
団体からの依頼に応じた出前
講座を行っています。

令和6年(1～12月)は、前年比
で事故件数、死者数、傷者数
が増加している中、効果的な
広報啓発活動をいかに行って
いくのかが、課題となってい
ます。

交通安全意識の普及徹底を図る
ため、警察を中心として、各関
係機関と協力しながら、より啓
発効果の高い内容を検討し、広
報活動や情報提供を実施しま
す。
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6. 通学路等の安全対策の促進
担当課： 学校教育課、幼児課、交通政策課、道路河川課

6-1

取組内容
小・中学校の通学路や未就学児が集団で移動する経路について、定期的に関係団体と
ともに点検を行い、「彦根市子どもの移動経路交通安全プログラム」を策定するとと
もに、計画的な安全対策を行い、その効果の検証を進めます。
現状 課題 今後の方針

「彦根市子どもの移動経路交
通安全プログラム」では、毎
年各小中学校および幼稚園か
ら報告のあった危険箇所につ
いて、関係機関とともに合同
点検を行い、必要に応じて対
策を講じています。
小中学校の通学路では、令和6
年度までに合計577箇所（うち
令和6年度完了は69か所）の危
険箇所について対策を講じて
きました。一方、現在対策を
検討中または未処置箇所は、
合計141か所あります。

本市は南北に長く、学校数も
近隣の市町より多いため、対
策を必要とする箇所が非常に
多くあります。また、国道8号
や中山道、県道2号などの幹線
道路が通学路となっている学
校や、旧市街地の細い道路を
通学路としている学校も多
く、通勤・通学時間帯の重大
な事故が危惧されます。
歩道の整備や信号機の設置な
ど設備面での対策が難しく、
児童生徒への注意喚起に留
まっている箇所もあります。

今後も、地域や学校、保護者な
どの意見をもとに、警察や道路
管理者などの関係機関と連携を
図りながら、通学路の点検およ
び対策を講じていきます。
また、併せて児童生徒への安全
指導を実態に応じて各小中学校
で行うようにします。

5. 交通安全施設整備の促進
担当課： 建設管理課

5-1

取組内容
歩行者や車両の安全を確保するため、ガードレールやカーブミラー等の交通安全施設
の整備を進め、また、自治会等からの地域における危険箇所の交通安全対策の要望に
対して、関係機関と協議、検討のうえ、安全施策を進めます。
現状 課題 今後の方針

ガードレールやカーブミラー
等の交通安全施設の整備を進
めています。

社会・地域ニーズに応じた交
通安全施設の整備に取組むほ
か、既存施設の修繕や更新を
適切に行うため、永続的な予
算（財源）確保が必要になり
ます。

自治会等からの要望や、交通事
故の発生要因に応じた交通安全
施設の整備を進めるとともに、
既存施設の適切な維持管理を進
めます。

4. 公共交通の利用促進
担当課： 交通政策課

4-1

取組内容
過度な自動車依存を是正し、交通事故防止を図るため、公共交通機関の利便性向上や
公共交通に関する情報発信などによる利用促進を進めます。

現状 課題 今後の方針
小学校における交通環境学習
や、主に高齢者を対象とする
予約型乗合タクシーの出前講
座など、幅広い層への利用啓
発を行っています。

コロナ禍以降、公共交通機関
の利用者数は、増加傾向にあ
りますが、自動車交通の分担
率は、増加しています。

引続き、路線バスと予約型乗合
タクシーについて、鉄道へのア
クセスも含め路線やダイヤの見
直しなど、利便性向上に努めま
す。また、出前講座など現地に
出向いての啓発と、情報誌の作
成や路線図・時刻表の全戸配布
などの手段を併用し、より広範
囲への情報発信を行うことによ
り、公共交通機関利用者の増加
に取組みます。
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①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■WEB版広報ひこね閲覧数については、目標値を達成できました。
■市民作成記事の広報ひこね掲載数については、目標達成には至っていませんが、令和５年度から市民作
成記事の掲載をスタートし、達成に近づいております。
■オープンデータ種類数については、増加傾向であり、目標を達成しております。
■ポータルサイトアクセス数については、オープンデータの管理を令和5年5月1日より、彦根市ホーム
ページから、滋賀県が推奨するオープンデータ管理サイトへと一元化を図り、その外部管理サイトへのリ
ンク先を市のホームページに掲示する対応を行っております。外部管理サイトの件数は把握不可であり、
彦根市ホームページからのリンク数のみを計上しているため、実績値としては目標値と比較して下がって
いるものの、令和6年度については、令和5年度と比較して増加しております。

1,880 2,000

情報政策課実績値 1,244 1,111 575 916

進捗

ポータルサイトア
クセス数

数

目標値 - 1,640 1,760

- 67.7% 32.7%

進捗 - 達成 達成 達成

48.7%

オープンデータ種
類数

種類

目標値 - 70 85 100 115

情報政策課実績値 25 129 180 206

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5
R7

(目標値)
所管課

(基準値)
R6

市民作成記事の
広報ひこね掲載
数(累計)

件

目標値 - 3 6 9 12

広報戦略課実績値 0 0 1 7

進捗 - 0.0% 16.7% 77.8%

WEB版広報ひこね
閲覧数

回
目標値 - 2,200 2,500 2,750 3,000

広報戦略課実績値 408 1,737 1,702 3,219
進捗 - 79.0% 68.1% 達成

■広報ひこね掲載情報を、WEB環境で閲覧する人の増加をめざします。
■市民が作成した記事などを積極的に発信することをめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

施策 5-1-1 情報発信の充実

12年後の姿
■デジタル技術を活用し、市政情報を正確かつ迅速に発信しています。
■市政情報の発信の一部を市民が担うなど、市民や市外住民からの共感が得られる情報発信が行われる状
態になっています。

4年後の目標

種村　慎洋

政策の方向性 5 政策推進のための取組
分野 5-1 市民協働・地域コミュニティ

× R8 ×

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 ○ R6 × R7
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今後の方針
市ホームページに加え、各種
SNSを活用してタイムリーな情
報発信を行っています。

ターゲットに合った情報発信
が課題です。

各種SNSの特徴を研究し、タイム
リーでターゲットに合う情報発
信を行います。

ラジオ放送の視聴者層を意識
した市政情報の選定が課題で
す。

担当課との連携によって市政情
報の選定能力の向上を図り、よ
り効果的な情報発信を行いま
す。

3. インターネットによる市政情報発信事業
担当課： 広報戦略課

3-1

取組内容
市ホームページに加え、SNSや動画配信サービスなど新たな情報発信ツールを効果的に
活用し、タイムリーでターゲットを絞った情報配信を図ります。

現状 課題

2. 民間広報媒体活用事業
担当課： 広報戦略課

2-1

取組内容
プレスリリース配信サービスなど民間の広報媒体を活用し、全国へ向けた情報発信を
図ります。地域の情報誌などの活用により、幅広い層への情報発信を図ります。

現状 課題 今後の方針
ラジオ放送の活用による情報
発信を行っています。

1-1

取組内容
広報ひこね(紙媒体)の発行においては、正確な市政情報の発信に加え、市民のニーズ
を捉えた記事構成により、幅広い層の手に取ってもらえる情報媒体としての定着を図
ります。
現状 課題 今後の方針

市民のニーズを捉えたテーマ
の記事作成を行っています。

幅広い層の手に取ってもらえ
る記事作成が課題です。

他市の事例も参考に、写真やイ
ラストを多く使い、より「読ん
でみたい」と思うデザインの記
事作成を目指すことで課題解決
を図るとともに、ノウハウの習
得と継承を図ってまいります。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 広報活動推進事業

担当課： 広報戦略課

評価の説明

■WEB版広報ひこね閲覧数は、記事の一部をトピックスとしてWEB上に掲載したことで
閲覧数が大きく伸び、目標値を達成できました。また、市民作成記事は目標値を下
回ったものの、令和6年度は2か月に1度のペースで掲載したため、目標達成に大きく近
づきました。
■各種工夫により昨年度に比して増加しているものの、指標の半分が目標値に達して
おらず、今後もそれぞれの取組を更に推進する必要があることから、上記評価としま
した。

今後の方針

■WEB版広報ひこねを周知するため、引き続き、SNSを活用した情報発信を行います。
■行政からの情報発信に留まらず、市民による地域の魅力発信など、市民の共感を得
られる市政情報の発信を行うため、広報ひこねに市民作成記事を定期的に掲載しま
す。
■オープンデータについて、引き続き、各所属への説明会を実施し、オープンデータ
種類数の増加を図るとともに、ホームページ等で周知を行います。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)
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65

広報戦略課実績値 57.2 67.7 53.8 57.4

進捗 -

市民の感謝意欲 ポイント

目標値 - 62 65 65

達成 82.8% 88.3%

広報戦略課実績値 -16.6 9.0 15.6 18.3

進捗 - 達成 達成 達成

市民の参画意欲 ポイント

目標値 - -10 0 5 10

市民の推奨意欲 ポイント

25 25

広報戦略課実績値 -0.1 20.8 15.5 28.8

進捗

目標値 - 5 10

- 達成 達成 達成

R7
(目標値)

所管課
(基準値)

- 達成 93.9% 達成

R6

56 63
企画課実績値 21 42 46 58

進捗

移住施策による
市外からの移住
者数

人
目標値 - 42 49

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5

市内のクラウド
ファンディング
活用支援数

件
目標値 - 3 4 5 6

広報戦略課実績値 0 3 3 7
進捗 - 達成 75.0% 達成

彦根市シティプロ
モーション戦略に
沿った活動に参加
する市民の延べ人
数

人

目標値 - 1,000 1,500 2,000 2,500

広報戦略課実績値 411 1,677 1,578 2,681

進捗 - 達成 達成 達成

■彦根市シティプロモーション戦略推進委員会による取組を進め、同戦略に沿ったシティプロモーション
活動に参画する市民の増加をめざします。
■市民のクラウドファンディング活用を支援・促進し、市民の主体的で独創的な取組の増加をめざしま
す。
■庁内各部局で連携して、交流人口の増加から関係人口の増加を経て、定住人口の増加に至る流れを創出
することをめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

施策 5-1-2 シティプロモーションの推進

12年後の姿
■彦根市シティプロモーション戦略に沿った市民の主体的なシティプロモーション活動を推進すること
で、
　①市民がまちに誇りと魅力を感じ、
　②市民が当事者意識をもってまちの課題解決に向けた取組に参画し、
　③市民の熱(まちへの誇りや行動・実績)が市内外や世界に発信され、共感や憧れを獲得する。
といったシティプロモーションのサイクルが効果的に展開しています。
■その結果として、まち全体の価値が高まり、定住・移住が促進され、世界遺産にふさわしいまちとし
て、国際的に存在感のある都市・彦根が具現化されています。

4年後の目標

種村　慎洋

政策の方向性 5 政策推進のための取組
分野 5-1 市民協働・地域コミュニティ

× R8 ×

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 ○ R7
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【5-1-2】

活動に参加する市民の人数や
市民の参画意欲、推奨意欲の
数値については目標値を達成
しています。

市民有志を中心とする活動の
ため、持続可能な運営形態の
確保が課題です。

戦略に沿った取組を持続可能な
形で運営することで、シティプ
ロモーション活動に参画する市
民の裾野を広げることを目指し
ます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. シティプロモーション推進事業

担当課： 広報戦略課

1-1

取組内容
彦根市シティプロモーション戦略に沿って、官民協働によるシティプロモーション活
動を進めます。

現状 課題 今後の方針

今後の方針

■彦根市シティプロモーション戦略推進委員会が運営するSNS等で、シティプロモー
ション活動に取り組む団体や個人の活動の魅力を紹介することで、市民の感謝意欲が
高まるように取り組みます。
■これまでよりさらに幅広い市民参加によるオール彦根でのシティプロモーションを
実現することで、彦根市全体の価値の向上を目指します。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■「ひこねいろ文化祭」や「ひこねいろカルタ大会」の開催、市民ライターによる魅
力発信など、多様な視点で幅広く彦根の魅力を発信する機会を創出しました。
■参画意欲が上昇したことについて、まちづくりの担い手となりうる人が増えてい
る、市民のまちづくりに対する意識が高まったと捉えることができます。
■全体の半数以上の指標で目標を達成していることから、上記評価としました。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■10月に開催した「ひこねいろ文化祭」に多くの市民の方が来場されたことから、彦根市シティプロモー
ション戦略に沿った活動に参加する市民の延べ人数については、継続して目標値を達成することができま
した。
■市内のクラウドファンディング活用支援数は、彦根市シティプロモーション戦略推進委員会のメンバー
からの紹介による新規利用者が増えて、目標値を達成することができました。
■移住施策による市外からの移住者数は、住宅取得費補助金、移住支援金および奨学金返還支援補助金の
活用が増えたことにより、順調に増加し、目標人数を達成することができました。
■市民の推奨意欲・参画意欲・感謝意欲の実績値については、活動に参加する市民が増えたことにより、
全体的に上げることができましたが、目標値については推奨意欲・参画意欲で目標を達成できたものの、
感謝意欲では達成できませんでした。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【5-1-3】

担当課： まちづくり推進課、企画課、広報戦略課

1-1

取組内容
市民が主体的にまちづくりに取り組めるような基盤を充実するため、美しいひこね創
造活動を促進し、コミュニティ意識の高揚を図ります。

現状 課題 今後の方針
令和5年度に比べると、活動の
登録者数(個人)および登録団
体数ともに減少しました。

活動の規模が縮小してきてい
ることが課題です。

本事業は令和6年度末をもって廃止
となりましたが、今後はボランティ
ア団体への支援や地域コミュニティ
活動の活性化に向けた取組を検討し
ます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針

1. 地域コミュニティ活動の促進

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■指標である「美しいひこね創造活動」の登録団体数が令和4年度から年次的に減少し
ており、目標値を達成できていませんが、その他の事業として、市民向けの学習会を
開催し、地域コミュニティ活動(自治会や市民活動団体等の活動)について、自治意識
の醸成や活性化策の新たな気付きを得ていただく機会を設け、今後の地域コミュニ
ティ活動の活性化につなげることができたことから、上記評価としました。
■「美しいひこね創造活動」の令和6年度の登録団体数は、登録団体自体が解散したこ
とにより、減少しました。

今後の方針

■ 美しいひこね創造事業については令和6年度末をもって廃止されましたが、その後
のボランティア団体への支援を新たに考慮し、地域の活性化に向けた支援策を検討し
ていきます。
■ 地域コミュニティ活動に関する相談窓口については令和6年度をもって終了し、そ
の後のあり方について見直しを行います。
■「地域コミュニティの強化・担い手育成」に係るより良い制度を検討するため、前
年度に引き続き、地域活動やボランティア活動に関するニーズについて調査・検討し
ます。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■地域コミュニティ活動に関する各種相談への対応については、令和6年度も「市民活動相談窓口業務」
をひこね市民活動センターに委託して実施し、活動の活性化につなげることができました。
■指標である「美しいひこね創造活動」の登録団体数について、登録団体になることの利点(寄附を受け
た地域通貨「彦」を換金することができる)も含めて事業の周知に取り組んではいるものの、前年度より
も登録数が減少しました(主な要因は、登録団体の解散)。

②施策全体の総括評価

まちづくり推進課実績値 139 140 137 123
進捗 - 98.6%

美しいひこね創
造活動登録団体
数

団体
目標値 - 142 143 144 145

95.8% 85.4%

■中間支援組織によるコミュニティ活動に関する情報の集約や提供、各種相談への対応、各団体間の交流
促進等を実施することで、コミュニティ活動の活性化や担い手の育成をめざします。
■美しい行為をした市民から地域通貨「彦」の寄附による応援を受けようとする団体数を、現在よりもさ
らに増加させることで、地域のさらなる活性化をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

施策 5-1-3 地域コミュニティの強化・担い手育成

12年後の姿
■自治会やNPO、ボランティア団体等との連携した取組により、地域で抱える問題は、そこに住む住民自
らが解決し、住み良い環境を築き上げようとする自治意識が高まっています。
■自治意識の高まりにより、身近な地域活動やボランティア活動への参加者が増加し、地域の中での住民
同士の今まで以上のつながりや異なる地域同士のつながりが生まれた、住み良いまちになっています。

4年後の目標

種村　慎洋

政策の方向性 5 政策推進のための取組
分野 5-1 市民協働・地域コミュニティ

× R8 ×

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 × R6 ○ R7

- 148 -



令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【5-1-3】

市民活動相談窓口の業務委託が
令和6年度で廃止となったことに
伴い、市が直接の相談窓口とな
るため、他の関係機関との連携
や情報収集を積極的に行いま
す。

内容の更新や、情報提供の回
数が少ないことが課題です。

掲載内容について検討した上
で、内容の更新や、情報提供の
回数を増やします。

2-2

取組内容
中間支援組織との連携により、NPO、ボランティア団体等の市民活動団体が活動しやす
い環境整備に努めます。

現状 課題 今後の方針
市民活動相談窓口の業務を中
間支援組織(ひこね市民活動セ
ンター)に委託し、NPO、ボラ
ンティア団体等の市民活動団
体が相談できる環境の整備を
行いました。

対面相談の日数が限定されて
いるため、対応可能な相談件
数に限りがあることが課題で
す。

2. コミュニティ活動促進体制の整備
担当課： まちづくり推進課、企画課、広報戦略課、社会福祉課

2-1

取組内容 市ホームページやSNS等を活用し、コミュニティ活動にかかる情報提供に努めます。

現状 課題 今後の方針
市ホームページと市公式LINE
を用いて、コミュニティ活動
(市民向けの学習会)に係る情
報提供を行いました。

1-4

取組内容
多様化、高度化する市民ニーズに的確に対応するため、自治会、NPO、ボランティア団
体、さらに企業、大学等が連携した取組により、地域の課題解決に努めます。

現状 課題 今後の方針
中間支援組織(ひこね市民活動
センター)等と連携し、市民自
治について考える、市民向け
の学習会を実施しました。

学習会を継続して実施することが
課題です。(学習会を通じて市民
の自治の意識を高め、実際に地域
の課題解決につなげる力を育てる
必要があります。)

学習会の効果を高めるために
も、可能なものについては他の
関係機関と積極的に連携して実
施します。

1-3

取組内容
NPO、ボランティア団体等の積極的な活動を促進するため、個人や団体の自主性を尊重
しながら、活動を支援します。

現状 課題 今後の方針
美しいひこね創造活動の制度
の範囲内で、個人や各団体の
活動に対する支援を行ってい
ます。

NPO、ボランティア団体等の活
動支援の方法や内容に関する
ニーズの把握が課題です。

NPO、ボランティア団体等の活動
支援のニーズを把握するため、
アンケートを実施し、ニーズを
踏まえた施策の検討を行いま
す。

1-2

取組内容
自治会等の地縁型組織が主体的に行うコミュニティ活動を支援し、地域活動の促進を
図ります。

現状 課題 今後の方針
自治会等の活動支援に関する補助事
業(まちづくり推進事業総合補助金)
については、令和6年度は、全体の
85％の単位自治会および連合自治会
が申請(単位自治会が325団体、連合
自治会が20団体の計345団体のうち、
296団体が申請)され、地域活動の促
進に効果を発揮しています。
令和6年8月には、今後の自治会支援
策の参考とするため、自治会等を対
象にアンケート調査を実施しまし
た。その結果を踏まえ、補助金申請
手続の簡素化に向けて、申請書類の
見直しを行いました。

補助事業が自治会等にとって
利用しやすく、よりニーズに
沿ったものにするため、適宜
見直しを行うことが課題で
す。
また、限られた予算で効果的
な支援を行うことが必要で
す。

アンケート結果を踏まえ、自治会活
動支援のため、デジタルツールに関
する講習会を実施します。各自治会
が独自に取り組んでいる活動につい
ては、他の自治会にも参考となるよ
う、情報共有を通じて相互のつなが
りを促進します。
また、国・県の補助金・交付金等で
さらに活用できるものがないか、引
き続き情報収集を行います。
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【5-2-1】

外部評価実施年度 R5 × R6 × R7 ○ R8 ×

市内観光入込客
数

人

進捗 - 達成
実績値 6,718 24,261 32,416 41,169

3,456,400

8,000 8,500
地域経済振興課

3,760,000
観光交流課実績値 3,152,800 2,404,430 2,692,746 2,866,925

進捗

目標値 - 2,031,250 3,152,800

達成 達成

- 達成 85.4% 82.9%

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■令和6年度は、関係課で連携して、観光・ふるさと納税・移住・彦根城世界遺産登録などの全庁的なPR
イベントを実施して交流人口・関係人口の増加に向けた取組を実施しました。
■コロナ禍を脱却し、全国的には国内旅行者数はコロナ前の約9割程度まで回復してきましたが、市内の
観光入込客数について目標値を達成することができませんでした。着実に増えつつありますが、基準値の
令和元年までは回復していない状況です（参考／令和2年度：1,454,600人、令和3年度：1,542,521
人）。
■ふるさと納税寄附者数については、令和元年の基準値の約6倍になり、大きく目標を上回っておりま
す。
■移住施策による市外からの移住者数については、各種移住関連補助金の利用もあり、達成することがで
きました。

進捗 - 達成 93.9% 達成

移住施策による
市外からの移住
者数

人
目標値 - 42 49 56 63

企画課実績値 21 42 46 58

12年後の姿
■観光や通勤、通学などで本市を訪れる人が、本市に興味を持ち、ふるさと納税などを通じて本市と関わ
るようになり、最終的には移住し、シティプロモーション推進活動などにも関与することで地域コミュニ
ティの活性化にも寄与しています。

4年後の目標
■庁内における推進体制を構築し、庁内各部局で連携して交流人口の増加から関係人口の増加を経て、定
住人口の増加に至る流れを創出することをめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

ふるさと納税寄
附者数

人
目標値 - 7,000 7,500

分野 5-2 行財政基盤
施策 5-2-1 交流人口・関係人口増加策の推進

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名 種村　慎洋

政策の方向性 5 政策推進のための取組

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5 所管課
(基準値)

R6
R7

(目標値)

ふるさと納税寄附
者数

人

目標値 - 7,000 7,500 8,000 8,500

地域経済振興課実績値 3,843 24,261 32,416 41,169

進捗 - 達成 達成 達成
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令和6年度実施分 彦根市総合計画前期基本計画　施策評価シート 【5-2-1】

評価の説明

■市内観光入込客数については、目標値を達成できませんでしたが、ふるさと納税寄
附者数が大幅に増加し、移住施策による市外からの移住者数についても目標を達成し
ており、本市に興味を持つ人が増加していることにより上記評価としております。

今後の方針

■交流人口・関係人口は着実に増加傾向となっておりますが、さらに本市のブランド
力向上を図るとともに、魅力の発信に努めてまいります。
■交流人口・関係人口の増加を経て、定住人口の増加に至る流れを創出できるよう、
福祉・教育・医療など移住希望者に選択してもらえるように全庁をあげてオール彦根
での取組を進めます。
■未達成の指標「市内観光入込客数」に関する対応としては、本市のブランド力の1つ
である彦根城をはじめとする観光コンテンツについて、コロナ禍を経てますます多様
化する観光客のニーズを踏まえた磨き上げを行うとともに、魅力のPRを積極的に行う
ため、あらゆるメディアを活用した情報発信に注力してまいりたいと考えておりま
す。彦根城の世界遺産登録を最優先とするとともに、周辺地域も含めた広域連携によ
る周遊観光を推進し、誘客促進に努めてまいります。

彦根市総合政策
推進協議会にお

ける意見

彦根市総合政策
推進協議会にお
ける意見を受け
た今後の方針

■「今後の方針」で、未達成の指標「市内観光入込客数」に関する対応方針について
追記しました。
■観光客入込数が、目標を達成できていない理由としては、入場者数が減少した施設
があるほか、来場者が減少したイベントなどの影響があると考えます。まずは、入場
者数や来場者数の回復を目指します。
■移住者58人のうち、30人が県外から彦根市へ移住されています。県外移住者の主な
内訳は、兵庫県から7人、神奈川県から3人、京都府から3人となっています。一方、県
内の他市町から移住された方は28人であり、主な内訳は、長浜市から6人、東近江市か
ら5人、守山市から4人となっています。
■本社が市外に所在する企業の市内事業所へ配属された学生の把握は、現状では困難
ですが、可能な限り実態を把握できるよう努めてまいります。

③主な取組の現状・課題・今後の方針

1. 推進体制の整備
担当課： 企画課、関係課

交流人口の増加から定住人口の増加に至る流れを、関係課で連携しながら、全庁的に
取り組んでいくため、推進体制の整備を進めます。

現状 課題 今後の方針
関係人口や交流人口、定住人
口の増加施策については、各
担当課が実施しており、情報
共有を図っているところで
す。

■「今後の方針」で、未達成の指標「市内観光入込客数」に関する対応方針について
も説明してください。
■観光客入込数が、目標を達成できていない理由は、どのようなことが考えられるの
でしょうか。
■移住者のうち、県外からはどのくらいなのでしょうか。
■大学は、本社が彦根市に所在する企業への就職者数は把握していますが、彦根市内
の事業所に配属された学生については把握できないため、実際は彦根市で働いている
新卒者はもう少し多いのではないかと思います。

交流人口から定住人口に至る
までの流れを共有し、連携し
ていますが、明確な体制作り
までには至っていません。

交流人口から定住人口までの各
種増加策について引き続き実施
するとともに、各担当課と連絡
をとりあうことで、共通認識に
努めます。

1-1

取組内容

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)
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3-3

取組内容
シティプロモーションの推進：施策5-1-2「シティプロモーションの推進」に基づき取
組を進めます。

現状 課題 今後の方針
活動に参加する市民の人数や
市民の参画意欲、推奨意欲の
数値については目標値を達成
しています。

市民有志を中心とする活動の
ため、持続可能な運営形態の
確保が課題です。

3-2

取組内容

企業版ふるさと納税：企業にとって魅力的な彦根市独自の地方創生事業を構築し、地
方応援税制いわゆる「企業版ふるさと納税」制度を活用した寄附をいただくことで、
歳入の確保とともに地方創生の一層の推進に努めます。また、寄附いただいた企業や
広報活動等を通じてご縁があった企業と継続した関係を築き、関係人口の増加に努め
ます。
現状 課題 今後の方針

本市が制度対象となった令和2
年度以降、企業32社から、累
計5,200万円以上のご寄付をい
ただき、各種事業に活用して
います。（6年度末時点）

現在、文化財保護や教育、子
育て支援、都市政策、スポー
ツ施設の５種類の事業に寄附
を募集しているが、企業の特
色に沿った魅力的な寄附募集
事業を立案していく必要があ
ります。

他自治体では実施していない本
市独自の事業を創出し、対象事
業や寄付額を増やすように取り
組んでいきます。

企画課、地域経済振興課、働き方・業務改革推進課、広報戦略課、関係課

3-1

取組内容
ふるさと納税：寄附者のニーズに合う彦根市独自の魅力的な返礼品の拡充を行うとと
もに、ネット広告をはじめ、様々な手法を用いたPRを行い、より多くの方にご寄附を
いただけるよう取組を進めます。
現状

移住施策による移住者数は増
加しているものの、市内3大学
新卒者の市内就職者数は目標
を達成できませんでした。

特に、若者の市内への就労支
援について、取組を強化する
必要があります。

移住施策を所管する企画課と雇
用対策を担当する地域経済振興
課において連携し、情報発信等
に注力していきます。

戦略に沿った取組を持続可能な
形で運営することで、シティプ
ロモーション活動に参画する市
民の裾野を広げることを目指し
ます。

4. 若者の定住・移住の促進(定住人口の増加策)
担当課： 企画課、関係課

4-1

取組内容 施策2-1-6「若者の定住・移住の促進」に基づき取組を進めます。

現状 課題 今後の方針

ネット広告をはじめとしたPR
の効果もあり、目標値を上回
ることが出来ました。

ふるさと納税を通じた関係人
口の増加を図るために、継続
寄附者のつなぎとめと、新規
寄附者の獲得が課題です。

ふるさと納税の寄附者を増やす
ために、より魅力的な返礼品の
充実と積極的なＰＲに努めま
す。

3. 関係人口の増加策
担当課：

今後の方針課題

コロナ禍の影響が未だに大き
く響いており、各目標値に対
する実績値が伸び悩んでいま
す。

国スポ・障スポ開催や世界遺産
登録を見据えて、関係各所と協
力・連携しながら、様々な取組
を進めてまいります。

2. 観光の振興(交流人口の増加策)
担当課： 観光交流課、関係課

2-1

取組内容 施策3-2-1「観光の振興」に基づき取組を進めます。

現状 課題 今後の方針
施策3-2-1「観光の振興」に基
づき、様々な取組を進めてい
ます。
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外部評価実施年度 R5 × R6 × R7 × R8 ○

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■湖東圏域の人口については、全市町において人口が減少しKPIは未達成となりました
が、社会増減数は、微増・微減の状態となっており、人口のダム機能が一定働いてい
る状況であることから上記の評価としました。

今後の方針

■まずは各市町において、住民サービスの向上につながる基礎的な取組を充実させる
ことが基本となりますが、広域で取り組むことで圏域が活性化し、魅力を向上させる
取組を検討していきます。
■DXの活用や人材の確保等、めまぐるしく変化していく行政課題について、情報を共
有しながら課題の解決を図っていきます。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■各分野における広域連携の取組を継続して実施し、湖東圏域の利便性や活性化を図りました。
■KPIに設定している湖東圏域の人口については、達成率98.4％と未達成となっています。

②施策全体の総括評価

進捗 - 99.2% 98.8% 98.4%
湖東圏域の人口 人

目標値 - 155,660 155,583 155,507 155,428
企画課実績値 156,157 154,475 153,662 152,994

12年後の姿
■広域連携を推進することで、行政機能の強化と行政サービスの向上を図るとともに、住民の生活に必要
な機能を確保し、定住人口の確保と圏域内外の交流人口が増加し、彦根市を含め活気あふれる圏域となっ
ています。

4年後の目標
■各分野における広域連携の取組を推進し、圏域の活性化を図るとともに、圏域外から人を呼び込み、定
住人口の確保と交流人口の増加をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

分野 5-2 行財政基盤
施策 5-2-2 広域連携の推進

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名 種村　慎洋

政策の方向性 5 政策推進のための取組

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5 所管課
(基準値)

R6
R7

(目標値)

湖東定住自立圏人
口

人

目標値 - 155,660 155,583 155,507 152,183

企画課実績値 156,346 154,475 153,662 152,994

進捗 - 99.2% 98.8% 98.4%
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1-5

取組内容
将来にわたり看護師を安定的に確保していくため、看護師養成のための教育体制の整
備も含め、看護師確保対策を進めます。

現状 課題 今後の方針
毎年度、看護師の正規職員退
職者が一定数あり、都度、新
卒等採用により補充を行って
いますが、近年は補充が追い
付かず、看護師の正規職員数
が減少傾向にあり、会計年度
任用職員の雇用により看護職
の総数の確保に努めてはいる
ものの、減少傾向に歯止めが
かからない状況となっていま
す。

今後、看護師の人員減少が更
に進むことで、看護師一人当
たりの業務負担が増加し、そ
のことが更なる離職につなが
ることが懸念されます。

看護実習や中高生を対象とした
看護師体験会等の人的交流を実
施するほか、入職前インターン
シップ、1年目職員のミーティン
グの場の確保および異動ヒア等
の実施、夜間看護補助者(会計年
度任用職員)の配置による夜勤業
務の負担軽減など、看護師確保
と離職防止の両面から対策を講
じます。

課題 今後の方針
在宅医療福祉職応援事業とし
て彦根愛知犬上介護保険事業
者協議会に委託しています。
関係機関と連携をしながら在
宅医療・介護連携の推進につ
いて、1市4町で取組を検討、
協議して進めています。

医療と地域のシームレスな他
多職種連携については、実施
できていない状況が課題で
す。

各職種の現状や課題について把
握し、多職種間で共有した上
で、在宅医療・介護連携推進に
向けた取組について検討しま
す。

1-4

取組内容
医師会・薬剤師会の参画を得て、彦根休日急病診療所運営委員会を設置し、日曜日・
祝日・年末年始の診療等体制の維持を進めます。

現状 課題 今後の方針
休日急病診療所は内科および
小児科の患者を受け入れ、市
立病院等と連携を図り発熱(感
染症)に特化した診療・検査体
制をとっています。

年末年始は受診、問い合わせ
患者が一時的に増大し、対応
に苦慮する。
医師不足および高齢化により
出務できる医師が不足してい
る。

出務医師の負担軽減として外部
医師(人材紹介)の活用を行うと
ともに、患者さんが一時的に増
大する時期は効率的な受診体制
が整えられるよう所内で継続協
議する。

1-1

取組内容
彦根市立病院において、産科医師・助産師等の人材確保および施設設備・医療機器の
整備を図るとともに、病病連携・病診連携を推進し、診療体制の維持に努めます。

現状 課題 今後の方針
限られた医療資源の中、計画
的な施設設備更新および医師
等の人員確保に取り組み、中
核病院としての役割を果たせ
るよう、診療体制整備に努め
ています。

移転新築後20年以上を経過
し、施設設備の老朽化が進ん
でいます。また、医師等の医
療人材の安定的な確保が課題
となっています。

担当課： 健康推進課、高齢福祉推進課、病院総務課、職員課、母子保健課

引き続き、計画的・年次的な施
設設備の保全・更新および医師
等の人員確保・タスクシフトの
推進等による診療体制の充実に
取り組みます。

1-2

取組内容
圏域内の医療や保健・福祉等の関係者が情報を共有し、各医療機関等の役割分担と連
携を進めます。

現状 課題 今後の方針
健康づくり推進協議会、保健
衛生連絡調整会議、胃がん・
大腸がん精度管理委員会を開
催し、情報共有するととも
に、乳幼児健診やがん検診の
役割分担を図っています。

小児科医の減少による、乳幼
児健診の集団健診が困難と
なってきている。また、がん
検診としての胃内視鏡検査に
おいて、実施可能医療機関が
少ない状況です。

4か月児健診を医療機関委託とし
たが、他の集団健診への出務医
師の確保を図る。また、令和6年
度より内視鏡検査ができる医療
機関と契約した。今後も受診希
望数を勘案し、新規医療機関を
継続して調整します。

1-3

取組内容
在宅医療を推進するための多職種連携の拠点施設である医療福祉推進センターにおい
て、医療機器の貸出し、在宅医療福祉職の人材育成・連携強化、訪問看護の充実、在
宅リハビリテーション等の事業を進めます。
現状

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 医療体制等の連携および強化
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1-6

取組内容
圏域内の病院の協力を得て、日曜日・祝日・年末年始等の診療を行う病院群輪番制・
小児救急医療体制および歯科医師会の協力を得て、年末年始期間の在宅当番制歯科診
療体制の維持を進めます。
現状 課題 今後の方針

2次救急輪番(圏域内4病院)お
よび小児輪番(彦根市立病院お
よび長浜赤十字病院)ともに体
制は維持できている。また、
在宅当番制歯科については、
12/30～1/3までの期間行って
いる。

夜間や日曜日など、救急対応
医師の不足により、市立病院
への負担が増加。大学医局か
らの小児科医引き上げによ
り、これまでの小児救急医療
体制の維持が難しくなってき
ている。

小児救急に関しては現時点で長
浜赤十字病院と彦根市立病院の2
病院の輪番体制をとっている
が、今後、圏域を拡大し、湖東
湖北での小児救急の受け入れ体
制を構築する必要がある。その
体制について県、市、医師会お
よび市立病院と協議していく。

3-2

取組内容
働く人の仕事と家庭生活の両立支援を目的に、地域において依頼会員と提供会員の組
織化を図り、有償による一時預かり育児サービスの提供を進めます。

現状 課題 今後の方針
令和7年度からの委託先変更周
知も影響し、活動していない
登録会員の年度末退会が例年
よりやや多くありました。同
一ペアによる定期的な活動が
大半を占めています。

安定的、継続的にサービスを
提供できるよう活動可能な登
録会員の増加を図る必要があ
ります。

安心して活動ができるよう、交
流会や講習会を開催するととも
に、事業を周知し、登録会員が
増加するよう努めます。

3-1

取組内容
子育て支援の方策および施設機能等の情報交換を通じて、連携した広域実施の検討・
協議を進めます。

現状 課題 今後の方針
広域事業の在り方等について
合意形成を図るとともに、担
当者会議を開催しました。ま
た、子育て情報誌を4町へ配布
しました。

より入手しやすい子育て支援
情報の提供と工夫が必要で
す。

必要に応じた会議を開催すると
ともに、入手しやすい子育て情
報の広域提供に努めます。

圏域内1市4町において、障害
のある人への相談支援や就労
支援、虐待対応など10事業を
共同で、専門的・継続的に実
施しています。

特に重度障害のある人のサー
ビスが限定されたり、サービ
ス利用増に対して相談支援体
制が充足していない課題があ
ります。

圏域内での課題解決に向けた協
議検討を引き続き行い、連携と
共同を強化し、地域課題解決の
ための取組をより効果的に推進
します。

3. 次世代育成支援の強化
担当課： こども若者支援課、幼児課

定住自立圏域において豊郷病院
での小児科医確保の継続と、本
市においては各種事業における
小児専門医の負担軽減を図るよ
うに努めます。

2. 障害者(児)福祉サービスの充実
担当課： 障害福祉課、発達支援センター

2-1

取組内容
障害のある人や子どもが地域で安心して幸せに暮らせるように、障害のある人や子ど
もに対する相談支援をはじめ、様々な事業を広域的に実施し、サービス基盤の強化
と、サービス内容の充実を進めます。
現状 課題 今後の方針

1-7

取組内容
圏域内における発達障害のある子どもの早期発見・早期支援の充実と、公益財団法人
豊郷病院での発達障害外来、小児科外来の安定的な運営のための対策を進めます。

現状 課題 今後の方針
本市における発達障害の疑い
のある子どもの早期発見・早
期支援については、乳幼児健
診や発達相談等で対応してい
ます。

小児専門医不足は、全国的な
課題となっており、本市にお
いても小児専門医の確保が課
題となっています。
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5. 人材の育成
担当課： こども若者支援課、学校支援・人権・いじめ対策課、人権政策課、生涯学習課

5-1

取組内容
彦根市子どもセンターの天文講座等の事業を推進することにより、科学への探究心を
育む事業展開を進めます。

現状 課題 今後の方針
星空教室(年間10回)、ジュニ
ア天文体験(年間2回、小学1～
3年生対象)、天文クラブ(通年
参加全10回、小学4～6年生対
象）を開催。他、夏休みや春
と秋のイベントの際には来館
者に天文台の公開を行ってい
ます。

施設管理側に天文に関する専
門知識を持つ者がおらず、遠
方からのボランティア講師が
主体となって事業を行ってい
る。天文関連機器が古くなっ
ており、使用頻度に対し整備
費が高額となるうえ、参加を
希望する子どもたちも現状で
は減りつつある状態です。

天文関係事業の費用対効果等を
踏まえた上で、施設の在り方や
事業の在り方を検討する中で、
天文関係事業の在り方を廃止も
含めて検討していく。

4-1

取組内容 ネットワークの構築にあたり、一定水準の図書館サービスの確保を進めます。

現状 課題 今後の方針
湖東定住自立圏の形成に関す
る協定に基づき、愛荘町、豊
郷町、甲良町、多賀町の4町と
連携しながら、ネットワーク
の構築の検討を行っていま
す。

有効なﾈｯﾄﾜｰｸを構築していく
ためには、1市4町の各図書館
が一定のｻｰﾋﾞｽ水準を保つこと
が必要となります。

拠点図書館としての中央館の整
備については延伸となりました
が、市内の図書館体制の複数館
化とともに連携を進めていきま
す。

本市の図書館体制に地域的な
偏在があることから、圏域内
の他自治体との相互利用が進
んでいません。

引き続き、定期的に相互間の連
携と情報共有を図ります。ま
た、図書館職員の資質向上に向
け、1市4町の合同職員研修およ
び交流会を実施します。

4. 圏域内図書館相互の連携および拠点図書館の整備による図書サービスの充実
担当課： 図書館

4-2

取組内容
圏域独自の相互貸借、レファレンス事例のデータベース化と共有、多文化・障害のある人・高齢
者サービスへの取組、広域利用への取組、職員研修・交流会・学習会の実施、図書館間の定期的
な情報提供、図書館行事の共同開催およびレファレンス処理の相互依頼を進めます。

現状 課題 今後の方針
1市4町の図書館長による定期
的な会議により、相互間の連
携と情報共有を行っていま
す。

3-4

取組内容
支援者の資質向上やボランティアの育成を図るため研修や養成講座を開催し、広域で
の人材育成を進めます。

現状 課題 今後の方針
養成講座の受講者は8名でした
が、4町在住者の受講はありま
せんでした。2回開催のスキル
アップ研修は、延べ43名の受
講がありました。

1市4町の養成講座受講者数の
増加と、活動に活かせる研修
の開催等を図る必要がありま
す。

養成講座開催を広く周知し受講
者増加を図るとともに、受講者
および登録者の関心も考慮した
研修・講座を開催します。ま
た、4町に依頼し、4町在住者の
活動場所の確保にも努めます。

3-3

取組内容
保護者が就労しているなど、児童が病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・
保育所等において病気の児童を一時的に保育することにより、安心して子育てができ
る環境整備を引き続き進めます。
現状 課題 今後の方針

病児・病後児保育事業につい
ては、藤野こどもクリニック
に業務委託し、1市4町の圏域
で事業を実施しました。利用
定員6名

利用者は令和5年度の951名に
対し、864名とコロナ禍を除き
初めて減少に転じました。

長年課題であった4町の利用者の
割合の低さは、昨年度と比べ改
善しました。今後は、昨年度実
施した4町の子育て世帯向けの利
用者アンケートの結果を分析
し、より利用しやすい施設とな
るよう検討を重ねていきます。
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今後の方針
各市町で制度化されている企
業立地支援事業について、本
市では実績があるものの、4町
では実績がないのが現状で
す。

原材料高やエネルギー価格の
高騰等、依然経済情勢が不安
定な中で、どのように企業の
投資を促進していくかが課題
です。

各市町で企業立地支援事業を継
続実施し、圏域における産業振
興と雇用の創出・確保を図りま
す。

7-2

取組内容 担当職員のスキルアップのための研修や、1市4町が連携した施策の検討を図ります。

現状 課題 今後の方針

7. 圏域経済の活性化ならびに雇用の創出および確保
担当課： 地域経済振興課

7-1

取組内容
滋賀県が策定した地域未来投資促進法に基づく基本計画に則り、各市町で制度化され
ている企業立地支援事業を継続実施することにより、圏域における産業振興と雇用の
創出・確保を図ります
現状 課題

担当者のスキルアップを図る
ため、1市4町の担当職員を対
象に起業家教育等について研
修を実施しました。

各市町において企業立地支援
事業の実施状況にばらつきが
あり、1市4町が連携した施策
の検討が難しいことが課題で
す。

引き続き研修を行い、情報およ
び意見交換を行いながら、1市4
町が連携した施策の検討を図り
ます。

6. 学校給食センターの運営と給食の提供
担当課： 学校給食センター

6-1

取組内容
彦根市、豊郷町および甲良町が連携を図りながら、学校給食センターの円滑な運営を
進め、子どもたちの心身の健全な発達と食に関する正しい理解と適切な判断力を養う
給食の提供を進めます。
現状 課題 今後の方針

学校給食センターの管理運営
を行い、栄養バランスに配慮
した、安全で安心な学校給食
を日々提供しています。

食材価格の高騰や米の供給不
足が続いている状況下で、い
かに食材を安価で安定的に仕
入れできるかが課題です。

農業関係者や食材の納入業者と
連携し、食材の安定的な供給を
受けるとともに、地域食材につ
いても積極的に採用していきま
す。

5-3

取組内容
圏域にある宿泊研修施設を活用して、豊かな人間性や社会性を育む体験活動事業を進
めます。

現状 課題 今後の方針
圏域内の自然体験施設を活用
し、小中学生を対象に森林に
関わる体験活動事業を実施し
ています。

子どもたちが事故や怪我をす
ることなく、安心して体験学
習を行えるように、安全への
配慮が最大限に求められま
す。

圏域内の施設の認知度向上を図
るとともに、安全に配慮した魅
力ある体験活動の提供により参
加者の増加を目指します。

5-2

取組内容
グローバル社会に対応する人材を育成するため、児童生徒の海外派遣や姉妹都市交
流、校外学習を継続実施するとともに、多文化共生社会を築くための国際理解教育を
進めます。
現状 課題 今後の方針

渡航費等の高騰により中学生
の北米派遣事業を中止してお
り、代替事業として各学校で
姉妹都市交流に関するパネル
展示を実施しました。
国際理解教育については、1
市4町の保育園、幼稚園、小・
中学校および高校等からの依
頼に応じて、講師を派遣して
います。新型コロナウイルス
感染症の影響を受け、講座依
頼の数が激減しましたが、周
知に努めた結果、徐々に回復
してきています。

海外派遣交流はグローバル人
材育成に繋がる貴重な機会で
ある一方で、費用負担が大き
いため、事業への参加者が限
られてしまうことが課題で
す。
また、国際理解教育について
は、4町からの利用は増えつつ
あるが、彦根市内の利用が増
えていないことが課題です。

姉妹都市や姉妹校に関する継続
的な周知やオンライン交流の実
施など、多くの児童生徒が参加
できる事業の手法について検討
を進めます。
また、国際理解教育については
委託先と連携し、利用者が増え
るよう、効果的な周知・啓発を
行います。
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9. スポーツを通じた地域活性化
担当課： スポーツ振興課

9-1

取組内容 彦根市スポーツ・文化交流センターの整備を進めます。

現状 課題 今後の方針
令和4年12月にプロシードア
リーナHIKONE（彦根市スポー
ツ・文化交流センター）の供
用が開始されました。

永く市民に利用していただく
ため、施設の機能を良好な状
態に保つ必要があります。

指定管理者と連携し、適時適切
な維持管理に努めます。

8-5

取組内容

「国宝城郭」､「日本遺産｣､「国認定・広域観光周遊ルート｣､「戦国武将・石田三成｣､
「庭園｣､「街道｣､「伝統産業・伝統工芸｣､「世界遺産」など、地域資源を活用した明
確なテーマやストーリーに基づく広域連携の推進と観光周遊ルートのブランド化な
ど、広域観光を推進します。

現状 課題 今後の方針
国宝城郭都市観光協議会やび
わ湖近江路観光圏活性化協議
会において、各種テーマに基
づいた事業を実施し、広域観
光を推進しました。

彦根周辺の市町も含めた周遊
観光への誘客を推進する取組
が必要です。

関係市町とより連携を深め、広
域での魅力発信や観光資源の掘
り下げを行ってまいります。

8-4

取組内容
JR琵琶湖線や近江鉄道の駅を起点としたレンタサイクルの整備を推進し、観光客の利
便性の確保を進めます。

現状 課題 今後の方針
レンタサイクル事業は令和5年
度をもって終了となりまし
た。

レンタサイクルについては、
民間ベースでの取組となりま
す。

自転車以外の二次交通の手段を
模索してまいります。

8-3

取組内容
圏域特有の文化を体験できる受け入れ体制の整備を行い、体験交流の魅力を発信し、
地域文化の再確認と再発見、さらなる交流人口の増加を図ります。

現状 課題 今後の方針
多言語音声ガイドを継続して
実施したほか、侍認定制度を
導入するなど、文化資源を活
かす取組を行いました。

豊富な文化資源を誘客につな
げるための取組が必要です。

市内に多く存在する文化資源の
掘り下げを進めるとともに、新
たな活用を進めます。

8-2

取組内容
WEB媒体等を活用した広告掲出や観光キャンペーンへの参加等を通じて、地域の魅力を
発信し、誘客促進を図ります。

現状 課題 今後の方針
JR東海媒体を活用した様々な
広告展開を実施したほか、
様々な観光キャンペーンへの
出展を通して本市の魅力を発
信しました。

あらゆる手法により、本市の
魅力を発信し続ける必要があ
ります。

引き続き各種キャンペーンへ参
加するなど、本市の魅力を発信
してまいります。

8-1

取組内容 地域交通を活用した周遊事業など、環境に優しい滞在型観光商品の造成を図ります。

現状 課題 今後の方針
１市４町で構成する「びわこ
湖東路観光協議会」において
デジタルスタンプラリー等を
活用した周遊企画を実施しま
した。

彦根周辺の市町を含め、広域
に連携をしながら、様々な角
度から魅力的な滞在型観光商
品の造成を図る必要がありま
す。

広域で連携を行い、より魅力的
な周遊事業等を実施してまいり
ます。

8. 観光振興および交流促進
担当課： 観光交流課
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11-2

取組内容
新ごみ処理施設での処理量削減に向けて、生ごみや古紙等資源ごみのリサイクルを進
めます。

現状 課題 今後の方針
簡易生ごみ処理普及啓発の市
民団体への委託や、古紙等に
対するリサイクル奨励金の交
付など、ごみの削減と市民意
識の向上につながるよう啓発
に取り組んでいます。

市民によって生活様式や意識
に差異があり、一律に取り組
んでいただくには課題があり
ます。

時代や生活様式に合わせた取組
を模索し、様々な方法を広く啓
発していきます。

11. ごみ減量・リサイクルの推進およびごみ処理の広域化
担当課： 生活環境課

11-1

取組内容
圏域におけるごみの処理と減量の方向性を明確にするため、一般廃棄物処理基本計画
の統合を進めます。

現状 課題 今後の方針
令和4年3月に彦根愛知犬上地
域一般廃棄物処基本計画（令
和4年7月改訂）を策定し、構
成市町でごみ分別方法の方向
性を定め、減量目標を設定し
ています。

今後、新ごみ処理施設の供用
開始までにごみ処理手数料の
有料化の有無等を構成市町で
統合する必要があります。

新ごみ処理施設のごみ処理方式
に係る検討状況に注視しなが
ら、構成市町で有料化等につい
て協議を行っていきます。

10-2

取組内容
環境保全に関する学習会やイベント等での啓発活動を行い、環境保全意識の醸成を図
ります。

現状 課題 今後の方針
圏域で実施するイベントとし
て緑のカーテン栽培講習会を
開催しています。また、圏域
内で活動する団体に自然観察
会等の開催を委託していま
す。

圏域で実施するイベント等に
ついて、近隣4町においてもさ
らなる周知を図る必要があり
ます。

圏域内で活動する団体と協力
し、広域でのイベント等の開催
を行っていきます。

10. 環境の保全
担当課： 生活環境課

10-1

取組内容
圏域の水路や河川、ひいては近畿の水がめである琵琶湖の水質保全のために、行政区
域を越えた河川流域での取組を図ります。

現状 課題 今後の方針
各市町がそれぞれの行政区域
内で、公害事故等の対応を
行っています。

行政区域を越えた取組とし
て、広域での自然観察会や環
境サロン等を実施しています
が、市町間で環境に関する情
報の共有が十分にできていま
せん。

圏域内市町のほか、圏域を管轄
している滋賀県湖東環境事務所
とも協力し、圏域内の水質保全
に取り組みます。

9-2

取組内容
彦根市スポーツ・文化交流センター整備完了後、当該施設を活用したスポーツツーリ
ズムの推進等に取り組み、圏域内外の交流人口増加を図ります。

現状 課題 今後の方針
プロシードアリーナHIKONE
（彦根市スポーツ・文化交流
センター）を会場とした全国
規模の大会の実施や興行での
利用により、市外からの利用
者を呼び込んでいます。

全国規模の大会や興行での利
用が一定数あるが、施設の認
知が十分でない部分がありま
す。

国民スポーツ大会や全国都道府
県対抗eスポーツ選手権等大規模
イベントの開催を通じて、利用
者に施設の周知を行うことで、
新たな利活用を生み出します。
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14-2

取組内容
コミュニティバス運行事業者を支援し、地域住民の生活に密着した路線バスの運行を
維持、改善し、利用者の増加を進めます。

現状 課題 今後の方針
路線バスの運行を維持するた
めに、運行事業者へ補助金を
交付するとともに、ニーズに
合わせた路線・ダイヤの設
定、わかりやすい時刻表の作
成などを行っています。

事業者においては、従業員の
高齢化・確保などの課題があ
り、コロナ後は、利用者も増
加傾向にはありますが、各種
経費の高騰から行政負担も
年々増加するなど、様々な課
題があります。

運行事業者と連携し、利用者の
増加を図り、利用者ニーズに応
える運行を維持するために、利
便性・効率性の高い運行につい
て、検討し実施してまいりま
す。

14. 地域公共交通の活性化
担当課： 交通政策課、道路河川課

14-1

取組内容
湖東圏域の1市4町で湖東圏域公共交通活性化協議会を組織し、共通課題の解決に向け
た調査研究、より効果的・効率的な公共交通網の整備について、関係市町をはじめ、
企業や商店街、観光地等の各種関係機関と連携した取組を進めます。
現状 課題 今後の方針

湖東圏域公共交通活性化協議
会において、1市4町の行政、
交通事業者、住民等幅広い委
員により、圏域の公共交通に
ついて協議を行っています。

買物や通勤に関しては、公共
交通でのアクセスができるよ
う、路線等の設定を行ってい
ますが、連携した取組につい
ては、不十分です。

湖東圏域公共交通活性化協議会
を中心に、幅広い分野との連携
について、取組を進めていきま
す。

13-1

取組内容
災害に強く環境負荷の低い施設として改築整備した圏域の火葬設備の適切な運営管理
の支援を進めます。

現状 課題 今後の方針
平成27年度の改築整備以降、
彦根愛知犬上広域行政組合に
おいて、円滑に運営管理が行
われています。

特にありません。 故人の尊厳が守られ誰もが安心
して利用できる施設として、1市
4町が引き続き負担金を拠出し、
運営管理を行っていきます。

13. 火葬場の運営管理支援
担当課： 生活環境課

施設供用開始までに各市町
で、具体的な収集・運搬の方
法等を定め、住民に十分周知
する必要があります。

新ごみ処理施設のごみ処理方式
に係る検討状況に注視しなが
ら、構成市町で、具体的な分別
方法やその周知の方法等につい
て検討していきます。

12. 消防および救急搬送能力の向上
担当課： 警防課

12-1

取組内容
常備消防業務の広域的な実施や消防施設の充実を行うことで、消防および救急搬送能
力の向上を図ります。

現状 課題

11-3

取組内容
ごみ処理の広域化に向けて、各市町の廃棄物の分別方法等の統一に向けた検討を進め
るとともに、住民への啓発を進めます。

現状 課題 今後の方針
広域の新ごみ処理施設の供用
開始に向けて、圏域の部会で
分別方法の検討を行い、プラ
スチック類は分別・資源化す
る方針等を決定しています。

今後の方針
彦根市、犬上郡3町で効率的な
消防対応体制、救急搬送体制
を確保していますが、近年は
夏季や年末年始等に救急要請
が集中する傾向が見られま
す。

救急需要は増加傾向が継続し
ており、救急要請が集中した
場合、救急車が不足する恐れ
があります。

通信指令体制の効率化と災害対
応能力向上に向けて通信指令業
務の共同運用について検討を進
めるとともに、救急件数の推移
を注視し適切な時期を見据えた
救急隊の増隊についても検討を
進めます。
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15-3

取組内容
圏域で生産された農産物の消費拡大を図るため、生産や出荷の体制整備やブランド化
に向けた活動の支援を進めます。

現状 課題 今後の方針
彦根梨を例として、圏域での
農産物の新たなブランド化に
向けてＪＡ東びわこなど関係
機関と協力し、検討していま
す。

栽培に当たっては農業用施設
や機械の導入が不可欠である
ことや、生産技術の習得が容
易でないことなどが課題で
す。

引き続きＪＡ東びわこ等関係機
関と協力続けることや、市ホー
ムページやＳＮＳでの周知によ
る支援を継続します。

15-2

取組内容
野菜や果樹などの生産基盤を生産者等が整備するために必要な施設や機械、生産資材
等の導入の支援を進めます。

現状 課題 今後の方針
野菜や果樹栽培のための施設
整備に関する補助金交付を行
うなどし、支援を進めていま
す。

市単独の金銭的支援では限界
があることや、生産技術支援
にあたって一定の知識を要す
ることが必要です。

国、県の補助事業を活用するこ
とや、各機関の専門員等と連携
を図り、今後も取組を継続しま
す。

15. 地産地消の推進
担当課： 農林水産課

15-1

取組内容
生産者と消費者をはじめ関係機関が連携し、地産地消の取組を積極的に展開するため
に、地産地消の行動方針に基づき広報啓発等を進めます。

現状 課題 今後の方針
１市４町で構成する湖東圏域
地産地消推進協議会を開催し
圏域での連携を図るととも
に、地産地消ＰＲパンフレッ
トを配布し広報啓発を行って
います。

地産地消について、消費者へ
の効果的な周知の方法の検討
が必要です。

協議会を通じ、各機関での取り
組みや情報の共有を図るととも
に、市ホームページやＳＮＳの
活用、農産物販売店との協力を
進めるなどし、今後も取組を継
続します。

14-5

取組内容
彦根駅東口の駅前広場に接続する都市計画道路を整備し、周辺地域からの公共交通の
乗入に伴う結節点機能を高めるとともに、各種公共施設の整備を進めます。

現状 課題 今後の方針
ＪＲ彦根駅の東口駅前広場に
アセスする（都）古沢安清線
が未整備となっています。

（都）古沢安清線は、滋賀県
が管理する安清跨線橋に高架
接続する計画であり、県と連
携して取り組む必要がありま
す。また、整備には多額の事
業費を要するため、事業費の
確保が必要です。

事業化を見通すことが出来ない
状況のため、課題を抽出し、今
後の対応を検討します。

14-4

取組内容
JR稲枝駅前広場を整備するとともに、既存幹線道路からのアクセス道路の整備を進め
ます。

現状 課題 今後の方針
ＪＲ稲枝駅の東西駅前広場に
ついては令和３年に完成して
おり、現在、稲枝駅西口のア
クセス道路である（都）稲枝
西口停車場線等の整備を進め
ています。

計画的かつ早期に事業を進め
るため、事業費の確保が必要
です。

（都）稲枝西口停車場線等につ
いて、早期の供用開始に向けて
整備を進めます。

14-3

取組内容
公共交通空白地域解消等のため実施している予約型乗合タクシーの運行を継続し、通
院手段等の地域住民の生活に必要な公共交通の効率的な確保を進めます。

現状 課題 今後の方針
地域のニーズに合わせて、路
線の設定や、停留所の設置な
ど、利便性の高い運行に努め
ています。

利用者は、年々増加していま
すが、利用者が増加するほ
ど、行政負担が増大する制度
設計となっています。

今後とも、持続可能な制度とし
ていくために、乗合率の向上を
促す取組を進めるとともに、適
切な利用者負担の在り方や行政
負担の軽減について検討を進め
てまいります。
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今後の方針
令和4年7月から高島市との基
幹系業務システムの共同利用
を実施しています。

令和7年度に基幹業務システム
の標準化システムおよびガバ
メントクラウドへの移行が求
められています。

適切に標準化システムおよびガ
バメントクラウドへの移行を実
施できるよう移行作業を進め、
令和8年1月に本稼働を実施しま
す。

研修がマンネリ化しないよ
う、内容や手法を適宜見直し
ていく必要があります。

時代の変化やニーズに合わせ
て、内容や手法の見直しを図り
ながら、引き続き1市4町で合同
研修を実施していきます。

17. 自治体システムの共同化
担当課： 情報政策課

17-1

取組内容 高島市との次期基幹業務システムの共同利用に向けた協議および調整を進めます。

現状 課題

16. 職員の人材育成および交流
担当課： 人事課

16-1

取組内容
市町合同による研修や、各市町が独自実施する研修への相互参加を行い、職員の人材
育成および交流を進めます。

現状 課題 今後の方針
課長補佐級以上の管理職を対
象とする「管理職研修」に加
え、令和6年度はデジタル人材
の育成につなげることを目的
として「ＥＢＰＭの手法を用
いた事業見直し・業務改善研
修」を1市4町合同で実施しま
した。

15-4

取組内容
圏域内での地元農産物の消費拡大を図るため、圏域内流通や活用を促進し、販路拡大
に向けた活動の支援を進めます。

現状 課題 今後の方針
地元農産物の生産・保存に必
要な機械や施設の導入を支援
して、学校給食などに提供す
ることで、圏域内流通や活用
を促進し、販路拡大に向けた
活動を支援しています。

生産者と消費者がともに地産
地消のメリットが得られるこ
とを訴求する流通対策が求め
られています。

引き続き1市4町での協議会を通
じ、圏内での地元農産物の販売
店や流通状況などの情報共有を
図り支援の検討をしていきま
す。
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■市民会館の廃止などにより公共建築物の総延べ床面積の削減率は、当初の目標値を達成しています。一
方で、新たな行政需要により、スポーツ・文化交流センター等の建設による床面積の増加が大きいことか
ら、当初目標値の達成に関わらず、更なる削減が必要となっています。
■歳出については、一件査定方式により必要性を判断した上で、事業の廃止・見直し・延伸等を図りなが
ら、縮減を図るとともに、歳入については、企業版ふるさと納税やネーミングライツなどの広告収入の推
進等により、財源確保に努めています。なお、実質公債費比率以外の健全化判断比率(令和5年度)につい
ては、将来負担比率は59.0%(前年度比+2.9%)、実質赤字比率と連結実質赤字比率は決算が黒字のため数値
は「-」となりました。
■DX人材の育成を図りながら、行政手続きの電子申請をはじめ、DXの推進による業務の効率化を推進する
ことにより、市民サービスの向上と職員の負担軽減に取り組んでいます。

達成

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況

1.35 1.40

働き方・業務改革推進課実績値 1.07 3.65 3.95 4.06

進捗

公共建築物の総延
べ床面積の削減率
(累計)

％

目標値 - 1.25 1.30

- 達成 達成

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

実質公債費比率 ％
目標値 - 18.0未満 18.0未満 18.0未満 18.0未満

財政課実績値 7.3 6.9 7.6 9.2
進捗 - 達成 達成 達成

■市が支出する補助金・交付金については、行政が関わる必要性や経費負担のあり方を厳格に評価し、見
直しを行うとともに、受益者負担の適正化をめざします。
■企業版ふるさと納税の取組を進め、魅力ある地方創生事業を立案することで、広く企業の寄附の募集を
めざします。
■働き方・業務改革を推進し、職員の就労満足度を向上させるとともに、市民サービスの充実をめざしま
す。
■電子申請や支払いのキャッシュレス化、RPAやAI-OCRの導入等のデジタル化を推進し、市民サービス向
上・業務効率化のための施策の推進をめざします。
■わかりやすい情報提供・情報発信を行うとともに、積極的な情報公開に努め、透明性の高い行財政運営
をめざします。
■市民との協働による市政の推進に努め、多様な主体との連携により最適な市民サービスの提供をめざし
ます。
■各施設について策定した個別施設計画に基づき適切な維持補修を行うことで、施設の長寿命化を図り、
施設の維持管理経費を抑えるとともに、財政需要の平準化をめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

施策 5-2-3 行財政改革の推進

12年後の姿
■経費の削減や事業の選択と集中を行うとともに、ふるさと納税制度やいわゆる企業版ふるさと納税制度
などを活用した自主財源の確保などを積極的に行うことによって、健全な財政基盤を確立しています。
■効率的・効果的な行政体制の整備や各種手続のオンラインによる申請を推進することで、質が向上され
た市民サービスになっています。
■市民の参画と協働によるまちづくりを推進することで、行政需要への多様な主体の参画を促し、役割分
担が最適なものになっています。
■施設の老朽化への対応として、彦根市公共施設等総合管理計画に基づき、公共建築物の総量の見直しを
実施する等により、安全・安心な公共施設マネジメントになっています。

4年後の目標

北村　修

政策の方向性 5 政策推進のための取組
分野 5-2 行財政基盤

× R8 ×

評価責任者 役職 人事部次長 氏名

外部評価実施年度 R5 ○ R6 × R7
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2-1

取組内容

【歳入について】
1　市が管理する公有財産の有効活用を図るほか、ネーミングライツの導入など広告料収入の推
進を図るなど、新たな財源の掘り起こしに努めます。
2　ふるさと納税および企業版ふるさと納税の制度を活用し、歳入の確保に努めます。
3　民間活力を活用し観覧料等の収入増加を図ります。

現状 課題 今後の方針
令和7年度当初予算編成の歳入
については約28億円の一般財
源が不足したため、財政調整
基金等の取崩しをもって対応
したところです。

歳入についてはふるさと納税
をはじめとする寄附金が約6億
円伸びているほか、市税につ
いて、約11億円の増収を見込
んでいるにもかかわらず、決
算剰余金に頼った運用をして
いるのが実情であるため、税
収等が落ち込めば現状のサー
ビスを保てなくなります。

歳出削減にも限界があることか
ら、歳入確保に重点を置き自主
財源を稼げる体制づくりを推し
進め、持続可能な財政運営に向
けて取り組んでいきます。

新たに今後5年間の彦根市行政
経営改革プランを令和6年3月
に策定済みであり、目標を達
成するため実施計画の進捗管
理を行い、行財政改革に取り
組んでいます。

大型施設建設に伴う公債費増
などにより、今後も厳しい財
政状況が当面続くため、さら
なる財政基盤の確立と効率
的・効果的な行政体制の整備
が求められています。

健全な財政基盤の確立に向け、
特に民間活力の導入や受益者負
担の適正化、公共施設の適正化
を対話ありきで進め、あわせて
働き方改革や職員の適正配置、
組織の見直し等による効率的な
行政体制の整備に取り組みま
す。

2. 中期財政計画に基づく予算編成
担当課： 財政課、働き方・業務改革推進課

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 第5次彦根市行政改革大綱および彦根市行政改革大綱実施計画の進捗管理

担当課： 働き方・業務改革推進課

1-1

取組内容

令和元年(2019年)11月に策定した第5次彦根市行政改革大綱に基づき、長期にわたり持続可能な
行財政経営基盤を確立した上で、不断の行財政改革に取り組み、市民サービスの質的向上と活力
あるまちづくりを進めます。また、令和2年(2020年)3月に策定した彦根市行政改革大綱実施計画
については、毎年、フォローアップを行い、全庁あげて改革を行う機運を醸成するとともに、そ
の結果については市ホームページ等で広く公表します。

現状 課題 今後の方針

今後の方針

■目標値の達成如何にかかわらず、計画期間の令和7年度末までに延床面積削減の具体
的
な道筋を引き続き検討します。
■指標には直結しない他の施策についても、現在の取組を一歩一歩着実に実行し、実
績を積み重ねていくことで、将来あるべき姿に近づけていきたいと考えています。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

評価の説明

■公共建築物の総延べ床面積の削減率については、当初目標値を達成したものの、新
たな施設建設に伴い、更なる削減が必要なこと、また、指標には直結しない他の施策
についても、取組は進んでいるものの、現時点では成果が飛躍的に上がっているとま
では言えないことから、上記の評価としました。
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今後の方針
当該総合管理計画と個別施設
計画の策定後、本計画に基づ
き、長寿命化を図り、計画
的・効率的な改修、更新に取
り組んでいます。

将来コスト縮減のため、施設
保有量の縮減に取り組む必要
があり、平成26年度時点の保
有施設延べ床面積に対し、30
年後の令和27年度末時点で
4.9％削減を目指します。

計画期間の令和7年度末までに延
べ床面積削減の具体的な道筋を
検討します。

職員のワーク・ライフ・バラ
ンスも重視しつつ、複雑多様
化する行政需要に的確に対応
できるよう、職員をいかに育
成し、持続発展可能な組織を
築いていくのかが課題です。

人事制度や職員研修、働きやす
い職場づくりに資する様々な取
組について、時代の変化やニー
ズに合わせて創意工夫を図りな
がら、人材育成に取り組んでい
きます。

4. 各施設についての個別施設計画に基づく、適切な施設の維持管理
担当課： 働き方・業務改革推進課、（施設所管課）

4-1

取組内容
彦根市公共施設等総合管理計画に基づく対象施設ごとの個別施設計画の策定によっ
て、施設の長寿命化に係る適切な維持補修の経費や実施時期が明らかにされたことか
ら、各施設所管課は同計画に基づき、適切な施設の維持管理に努めます。
現状 課題

3. 人材育成基本方針実施計画に基づく人材育成
担当課： 人事課

3-1

取組内容

職員の人材育成については、令和4年(2022年)1月に策定した彦根市人材育成基本方針に基づき、
「めざすべき職員像」を実現するため、各種の具体的な取組を進めます。職員のワーク・ライ
フ・バランスを重視した働きやすい職場環境づくりや行政サービスのデジタル化などの時代の
ニーズや情勢の変化に対応できるように、基本方針に基づき、さらなる職員の能力や意欲の向上
を図ります。

現状 課題 今後の方針
「めざすべき職員像」実現の
ため、人事制度や職員研修、
働きやすい職場づくりに資す
る様々な取組を実施しなが
ら、人材育成を図っていま
す。

2-1

取組内容

【歳出について】
1　業務の委託化、ICTの活用等により効率化を推進し、時間外勤務の縮減を図ります。
2　特別会計については、独立採算の原則を踏まえ、国等の示す繰出基準内での運営が可能とな
るような経営に努めます。
3　事業の見直し、経常的経費の縮減を図ります。
4　市単独の補助金等は、公益性や有効性を再検証し、交付目的や交付期間の見直しを図りま
す。

現状 課題 今後の方針
令和7年度当初予算編成におい
ては、中期財政計画の取組方
針にしたがい、一件査定方式
により必要性を判断しまし
た。
また、中長期的な経営難への
出口戦略が求められる中、
「行財政緊急改革本部」を臨
時に設置し、全庁横断型の会
議体を主軸として改革を進め
ています。

令和6年人事院勧告等により人
件費が大きく増加するなど、
義務的経費の増が深刻な課題
です。業務委託化・ICTの活用
等は、時間外勤務縮減だけで
なく会計年度任用職員を含む
職員配置の見直しも含めて評
価をする必要があります。補
助金等の再検証については、
個別の判断が必要です。

一件査定方式により必要性を判
断し、事業の廃止・見直し・延
伸等を行う予算編成を今後も継
続していきます。
さらに、行財政改革の一環とし
て策定した「行政経営改革プラ
ン」および「庁内アクションリ
スト」については、市長を中心
としたPDCAによる進捗管理を徹
底します。
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実施所属が少数であり、今後
全庁的に活用を広げていく必
要があります。また、実施に
あたっては現状の業務の再構
築が必要となります。

実施済み所属をモデルケースと
して全庁的な活用を推進しま
す。また実施にあたっては業務
見直しを併せて実施し、効果的
な導入を図ります。

6. 業務の自動化・効率化
担当課： 情報政策課

6-1

取組内容
RPAやAI-OCR等のデジタルツールを活用し、業務の自動化・効率化を図り、働き方改革
を推進することを図ります。

現状 課題 今後の方針
複数の所属でモデルケースと
してRPAやAI-OCRの本格的な
導入を実施し、業務のデジタ
ル化を推進しています。

5-1

取組内容
行政手続の電子申請化については、市民が来庁せずに手続ができる利便性の向上、非接触・非対
面による新しい生活様式の実践、および窓口対応・入力作業等の省略による職員の負担軽減な
ど、多くのメリットがあることから、全庁をあげて取組の推進を図ります。

現状 課題 今後の方針
241の手続等について電子申請
を実施しました。また、施設
予約システムや、各種機能追
加が可能となるLINEを導入
し、電子申請化を推進してい
ます。

電子申請での受付を行ってい
るものの、活用が進まない場
合や、運用上電子申請化が困
難な手続等があります。

施設予約システム、LINEの活用
も含めて、電子申請の利用を促
進するとともに、業務の見直し
等により一層の電子申請化の拡
充を図ります。

5. 行政手続の電子化の推進
担当課： 情報政策課
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外部評価実施年度 R5 × R6 × R7 × R8 ×

評価の説明

■KPI指標の人口については、98.1%で未達成となっています。転入・転出による社会
増減数は、286人の増加となっていますが、出生・死亡による自然増減数は1,210人の
減少となっています。
■市行政のICT化・デジタル化については、積極的に実施するなど市民に対しても行政
手続の簡素化および行政内部の業務の簡素化の推進を実施できています。
■KPIは未達であるもものの、新たな技術を導入することによって、市民生活の維持向
上は図れているため、上記評価としています。

今後の方針

■子育て支援施策を充実することや、本市のブランド力を向上し魅力を発信するな
ど、特に若い世代にとって住みやすいまちづくりを推進し、定住人口の増加を目指し
ます。
■市民サービス向上のため、電子申請化の拡充を行います。
■RPA、AI-OCRに加えて生成AIの全庁的な活用を推進していきます。

①「4年後の目標」に対して当該年度の進捗状況
■令和6年度は2年ぶりに社会増減数が増加に転じましたが、出生数の減少と死亡数の増加による自然増減
数が減少となった結果、人口総数としては目標を達成できませんでした。
■市行政のICT化・デジタル化については、複数の所属でモデルケースとしてRPAやAI-OCRの本格的な導入
を実施することや、市民に対しては241の手続等について電子申請サービスを実施するなど、業務の効率
化や行政手続きのオンライン化を図っています。

②施策全体の総括評価

評価 B 期待通り(標準)

進捗 - 98.8% 98.3% 98.1%

人口(住民基本台
帳人口)

人
目標値 - 113,231 113,223 113,216 113,208

企画課実績値 112,928 111,835 111,254 111,030

12年後の姿
■総合計画に基づき計画的に行政運営が行われることで、「歴史と文化を紡ぎ、未来を創造する、市民一
人ひとりが輝くまち」になっています。
■新たな技術を積極的に取り入れることで、様々な社会の変化に素早く柔軟に対応し、市民生活の維持向
上を図ることができる行政になっています。

4年後の目標
■前期基本計画に基づく施策の実施により、住みやすいまちづくりを進め、定住人口の増加をめざしま
す。
■市行政のICT化・デジタル化を進め、行政手続や業務の効率化を図り、市民一人ひとりに寄り添った行
政サービスを展開することをめざします。

総合計画指標名 単位
R1

R4 R5 R6
R7

所管課
(基準値) (目標値)

分野 5-2 行財政基盤
施策 5-2-4 総合計画の推進と社会変化への対応

評価責任者 役職 企画振興部次長 氏名 種村　慎洋

政策の方向性 5 政策推進のための取組

総合戦略指標名 単位
H30

R4 R5 所管課
(基準値)

R6
R7

(目標値)

人口 人

目標値 - 113,231 113,223 113,216 109,378

企画課実績値 113,073 111,835 111,254 111,030

進捗 - 98.8% 98.3% 98.1%
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広報ひこね等を通じて、SDGsの
取組を発信し官民ともに連携
し、進めます。

1-3

取組内容
総合計画の修正・更新や進捗等については、すみやかに公表し、市民と共有するよう
努めます。

現状 課題 今後の方針
計画を修正、更新する場合は
手続きに則り、改訂していま
す。また、事業評価結果は
ホームページ等で公表してい
ます。

全施策の評価をするため、よ
り効率的に実施する事が求め
られます。

③主な取組の現状・課題・今後の方針
1. 総合計画およびSDGsの推進

担当課： 企画課、（関係課）

1-4

取組内容
合理的な根拠に基づき政策・施策の評価を行い、PDCAサイクルを着実に回すことで、
政策・施策のたゆまぬ改善を図ります。

現状 課題 今後の方針

1-1

取組内容
総合計画の推進のため庁内に部局の枠組みを超えた推進体制を構築し、政策・施策の
連携した実施や進捗管理などを進めます。

現状 課題 今後の方針
彦根市総合政策推進本部設置
規程および彦根市総合政策推
進協議会設置要綱を作成し、
新たな推進体制を構築してい
ます。

総合計画、総合戦略の計画を
一体的かつ効率的に推進する
ことにより、今後、新たに課
題が出てくる可能性がありま
す。

彦根市総合政策推進本部および
彦根市総合政策推進協議会にて
計画を推進することで、毎年
度、施策や取組を改善していき
ます。

全ての施策に対して、KPI（重
要業績評価指標）を設定し、
毎年すべての施策について内
部評価を実施し、PDCAサイク
ルを回し、進捗管理を行って
います。

PDCAサイクルを回すにあた
り、外部評価を実施する必要
があります。また、進捗状況
に課題のある施策を中心に効
率的に評価を行い、進捗管理
をする必要があります。

効率的な評価・進捗管理を行
い、PDCAサイクルを着実に回す
ことで、政策・施策のたゆまぬ
改善を図ります。

1-2

取組内容
総合計画にSDGsを関連付け、総合計画の推進が同時にSDGsの推進となることを明確に
した上で、総合計画の推進体制を活用しながら全庁的にSDGsの取組を進めます。

現状 課題 今後の方針
各種施策とSDGsの取組を関連
付け、それぞれのゴールと
ターゲットを意識したうえ
で、官民ともに連携し取り組
むべき課題であることを明示
しています。

総合計画中期基本計画の策定に
向けて、情報公開に努めるとと
もに、市民に対して公表を行い
ます。

SDGsについては総合計画の各
種施策と関連付けを行ってい
ますが、周知活動は今後も必
要です。
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今後の方針
BPR（Business Process Re-
engineering）の実施によ
り、複数の所属でモデルケー
スとしてDXを推進していま
す。

実施所属が少数であり、今後
全庁的に活用を広げていく必
要があります。

BPRの手法および各種デジタル
ツールの使用方法等を全庁的に
広めることで、一層のDXの推進
を図ります。

実施所属が少数であり、今後
全庁的に活用を広げていく必
要がある。また、実施にあ
たっては現状の業務の再構築
が必要となっています。

実施済み所属をモデルケースと
して全庁的な活用を推進する。
また実施にあたっては業務見直
しを合わせて実施し効果的な導
入を図ります。

2-3

取組内容
様々なデジタルツールの導入を契機に働き方・業務改革を実現し、本市のデジタル・
トランスフォーメーション(DX)を図ります。

現状 課題

2-2

取組内容 RPA、AI-OCR等の導入により、業務の自動化・効率化を図ります。

現状 課題 今後の方針
複数の所属でモデルケースと
してRPAやAI-OCRの本格的な
導入を実施し、業務のデジタ
ル化を推進しています。

2-1

取組内容 各種行政手続の電子申請化を進め、市民サービスの向上を進めます。

現状 課題 今後の方針
241の手続等について電子申請
を実施しました。また、施設
予約システムや、各種機能追
加が可能となるLINEを導入
し、電子申請化を推進してい
ます。

電子申請での受付を行ってい
るものの、活用が進まない場
合や、運用上電子申請化が困
難な手続等があります。

施設予約システム、LINEの活用
も含めて、電子申請の利用を促
進するとともに、業務の見直し
等により一層の電子申請化の拡
充を図ります。

2. 行政デジタル化の推進
担当課： 情報政策課
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